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○ 本案は、平成 24年 11月 26日現在において検討・調整中の［たたき台］であ

り、数値目標や施策などの内容については、本日の岩手県医療審議会医療計画

部会における意見などを踏まえ、今後、記載の追加や修正を加えていくもので

す。 
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第１章 計画に関する基本的事項 
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１ 計画策定の趣旨 

○ 本県では、これまで、地域社会の中で、安心して保健・医療・介護（福祉）のサービスが受けら

れる「健康安心・福祉社会」の実現を目指し、保健・医療施策の推進に取り組んできました。 

  

○ こうした中、国では人口の急速な高齢化や社会構造の多様化・複雑化等に伴う患者の疾病構造の

変化に対応するため、平成 24 年３月に「医療提供体制の確保に関する基本方針」を改正し、医療

法（昭和 23 年法律第 205 号）に規定する医療計画においては、精神疾患や在宅医療の医療連携体

制、東日本大震災を踏まえた災害時医療提供体制等の構築が求められたところです。 

 

○ 医療計画は、５年ごとに必要な見直しを図ることとされており、本県では今般、国の基本方針や

医療計画作成指針（平成 24年３月 30日厚生労働省医政局長通知）等を踏まえるとともに、高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）に規定する都道府県医療費適正化計画と一体

のものとして、新たな「岩手県保健医療計画」を策定することとしました。 

 

２ 計画の性格 

○ 本計画は、医療法第 30 条の４第１項に規定する医療計画であるとともに、併せて、高齢者の医

療の確保に関する法律第９条第１項に規定する都道府県医療費適正化計画とします。 

 

○ 本計画は、次に掲げる法定計画をはじめとする関連施策の計画と調和を保ちながら、患者本位の、

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築し、県民の医療に対する信頼の確保を目指し、

県民だれもが、地域社会の中で、安心して、保健・医療・介護（福祉）のサービスが受けられる体

制の確保を図るための総合的な計画となっています。 

  ・ いわて県民計画、第２期アクションプラン 

・ 健康いわて 21プラン（健康増進計画） 

・ 岩手県がん対策推進計画 

  ・ いわていきいきプラン 2014（岩手県高齢者保健福祉計画・岩手県介護保険事業支援計画） 

・ 岩手県障がい者プラン（岩手県障がい者計画、岩手県障がい者福祉計画） 

・ いわて子どもプラン（次世代育成支援対策推進法による岩手県行動計画） 

・ 岩手県地域福祉支援計画 

 

 ○ また、平成 23 年３月に発生した東日本大震災津波からの復興を図るため、同年８月に策定した

岩手県東日本大震災津波復興計画（復興基本計画・復興実施計画）を基本としつつ、本計画に基づ

く施策の推進により、被災した医療提供体制の復興に向けた取組の着実な達成を目指すものです。 

 

３ 計画の期間 

○ 2013 年度（平成 25 年度）を初年次とし、2017 年度（平成 29 年度）を目標年次とする５か年計

画とします。 

 

 ○ ただし、国において医療制度の見直しが行われる等、計画策定後の保健医療を取り巻く状況の変

化によって、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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第２章 地域の現状 
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１ 地勢と交通 

（１）地勢 

○ 岩手県は、本州の北東部に位置し、33市町村（13市 15町５村）で構成されています。総面積

は約 15,279 ㎢（平成 23 年 10 月１日現在）で、東京都、埼玉県、神奈川県及び千葉県の１都３

県に匹敵する広大な面積を有しています。 

 

○ 県の西部には秋田県との県境に奥羽山脈が南北に縦走し、東部には北上高地が広がっており、

この２つの山脈の間を北上川が南に流れ、その流域には平野が形成されています。 

 

○ 沿岸部は、宮古市以南は入江の多いリアス式海岸が形成されている一方、宮古市以北では隆起

海岸による海岸段丘が発達しており、対照的な景観を見せていましたが、平成 23 年３月に発生

した東日本大震災津波（以下この章において「大震災」という。）は、生活や産業基盤、自然等

に大きな被害をもたらしました。 

 

（２）交通の状況 

  ○ 鉄道は、県内において約 970kmが整備され年間約 2,650万人が利用し、一般乗合旅客自動車（バ

ス）は、827系統約 8,300kmにおいて営業され年間約 2,240万人が利用しており（平成 22年度）、

大震災後においても、自動車を保有していない高齢者をはじめ、県民の重要な交通手段となって

います。 

 

○ 大震災により大きな被害を受けた沿岸部のＪＲ線や三陸鉄道では、まだ不通区間が多く、鉄路

の復旧やバスの代替運行による再開が進められているほか、被災地の実情に応じて、バスルート

の変更や停留所の新設等の路線バスによる交通の改善が進められています。 

 

  ○ 県内には、約 33,000kmの道路が整備さ

れており、うち高速道路が３路線 266km、

一般国道は 19路線 1,779kmが整備されて

います。（平成 22年４月１日現在） 

 

○ 二次保健医療圏内（第３章参照）では、

一部の地域を除き、一般道路を利用して

概ね１時間以内で移動可能な状況となっ

ています。（図表１） 

 

  ○ なお、大震災からの復興に向けて、高

規格幹線道路である東北横断自動車道釜

石秋田線や八戸・久慈自動車道、三陸縦

貫自動車道などの整備が進められていま

す。 

 

（図表１）二次保健医療圏内の移動所要時間 

 

 

 

 

 

 

（移動時間の範囲を示す図を挿入） 
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２ 人口構造・動態 

（１）人口構造 

① 人口 

  ○ 本県の平成 23年 10月１日現在の年齢別人口は、年少人口（15歳未満）が 165,465人、生産年

齢人口（15～64 歳）が 786,085 人、高齢者人口（65 歳以上）が 356,141 人となっており、前年

と比較し、いずれの年齢区分においても人口が減少しています。 

 

○ これまでの人口の推移をみると、年少人口は昭和 30年をピークに、生産年齢人口は昭和 60年

をピークに減少している一方、高齢者人口は平成 22年まで一貫して増加しており、総人口では、

昭和 60年の約 143万人をピークに年々減少し、平成 23年には約 131万人となっています。 

 

  ○ 将来人口推計では、少子高齢化の進展に伴い年々人口の減少が予測され、平成 47 年には 104

万人となる見込みとなっています。 

 

○ 年齢区分別にみると、年少人口と生産年齢人口は将来においても減少することが予測されてい

るのに対し、高齢者人口は平成 37年に 41万人となるまで増加し続けることが見込まれ、その後

も高齢化率はさらに上昇し、平成 47年には 37.5％まで達するものと推計されています。 

 

 

（図表２）人口及び年齢構成の推移と将来推計（岩手県） 
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資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来人口推計」（平成 19年５月推計）、 

岩手県「岩手県人口移動報告年報」                                  

 

 

 

 

 



6 

 

 

② 世帯数 

○ 本県の一般世帯数は、平成 22年の 48.3

万世帯をピークに、その後は減少に転じ、

平成 42年には 43.6万世帯となることが予

測されています。 

 

○ 高齢世帯（世帯主の年齢が 65 歳以上の

世帯）は、平成 42 年には単独世帯が 6.3

万世帯、夫婦のみの世帯が 5.5万世帯とな

り、一般世帯数の約 27％になるものと推計

されています。 

 

 

 

 

 

（２）人口動態 

① 出生 

○ 本県の平成 23 年の出生数は 9,310 人、出生率（人口千対）で 7.1 となっており、前年と比較

すると出生数が 435人、出生率が 0.2減少し、出生率では全国の 8.3を 1.2下回っています。 

 

○ 出生率は、昭和 41 年の「ひのうえま」による一時的な減少と、第１次ベビーブーム期（昭和

22 年～24 年）に生まれた年代が出産適齢期に入ったことによる第２次ベビーブーム期（昭和 46

年～49年）の増加を経て、その後は減少が続いています。 

 

（図表４）出生数及び出生率の推移 
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（図表３）世帯数の推移と将来推計（岩手県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究

所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」

（2009（平成 21）12月推計） 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」 

○ 本県の平成 23年の合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に生む子どもの数）は 1.41となっ

ており、全国の 1.39を 0.02上回っています。年次推移をみると、本県は全国を上回って推移し

てきましたが、近年はほぼ同率水準となっています。 

（図表５）合計特殊出生率の推移 
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」、厚生労働省「人口動態統計」 

 

 

② 死亡 

○ 本県の平成 23 年の死亡数は 22,335 人、死亡率（人口千対）は 17.1 となっており、前年と比

較すると死亡数が 6,579人、死亡率が 5.2増加し、死亡率では全国の 9.9を 7.2上回っています。 

 

○ 本県の死亡数及び死亡率は、高齢化に伴い昭和 58年頃から増加傾向となり、平成 23年は、大

震災の影響により死亡数及び死亡率とも前年を大幅に上回りました。 

（図表６）死亡数と死亡率の推移 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」 

○ 本県の平成 23年の周産期死亡数は 46人（胎）、周産期死亡率（出産千対）は 4.9となってお

り、前年と比較すると周産期死亡数が 13 人（胎）、周産期死亡率が 1.1 減少していますが、周

産期死亡率は全国の 4.1を 0.8上回っています。 

 

○ 本県の周産期死亡率は、平成 10年までは全国よりも低率となっていましたが、平成 12年に逆

転して以降、全国よりも高率で推移しています。 

（図表７）周産期死亡数及び周産期死亡率の推移（岩手県） 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 

○ 本県の平成 23年の乳児死亡数は 43人、乳児死亡率（人口千対）は 4.6となっており、前年と

比較すると乳児死亡数が 17 人、乳児死亡率が 1.9 増加し、乳児死亡率は全国の 2.3 を 2.3 上回

っています。 

 

○ 本県の乳児死亡率は、昭和 60年以降は概ね全国と同率水準で推移してきましたが、平成 23年

は、大震災の影響により全国を大幅に上回りました。 

（図表８）乳児死亡数及び乳児死亡率の推移（岩手県） 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」 

○ 本県における主要死因別の死亡率をみると、悪性新生物（がん）、心疾患及び脳血管疾患など

の生活習慣病が死因の上位を占め、近年も増加傾向にあり、全国と同様の傾向となっていますが、

平成 23年においては、大震災の影響により不慮の事故が最も多くなっています。 

 

（図表９）主要死因別の死亡率の推移（岩手県） 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」、岩手県「保健福祉年報（人口動態編）」 

 

 

○ 本県の平成 22 年における年齢階級別の死因割合をみると、男女とも青年期及び壮年期では不

慮の事故や自殺の占める割合が高く、中年期では、悪性新生物、心疾患及び脳血管疾患といった

生活習慣病の占める割合が高くなっています。 

 

（図表 10）年齢階級別の死因割合（岩手県） 
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資料：岩手県「保健福祉年報（人口動態編）」 
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○ 本県の平成 22年の年齢調整死亡率（人口 10万対）は、男 590.1、女 288.6となっており、年々

減少していますが、全国の男 544.3、女 274.9をいずれも上回り、特に平成 12年以降においては、

本県の男の年齢調整死亡率が全国と比較して高率となっています。 

 

（図表 11）年齢調整死亡率の推移（岩手県） 
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資料：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」 

 

 

③平均寿命 

○ 本県の平成 17年の平均寿命は男 77.81年、女 85.49年となっており、昭和 40年と比較して男

女ともに 10 年以上伸びていますが、全国の男 78.79 年、女 85.75 年をいずれも下回り、特に平

成 12年以降において、本県の男の平均寿命は全国との較差が拡大する傾向にあります。 

 

（図表 12）平均寿命の推移 

  

60

65

70

75

80

85

90

昭和40

(1965)

45

(1970)

50

(1975)

55

(1980)

60

(1985)
平成2

(1990)

7

(1995)

12

(2000)
17年

(2005)

岩手県（男） 岩手県（女） 全国（男） 全国（女）

岩手県（男）77.81

岩手県（女）85.49

全国（男）78.79

全国（女）85.75

年

72.92

71.58

67.74

65.87

 
資料：厚生労働省「都道府県別生命表」 
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３ 県民の健康の状況 

（１）生活習慣の状況 

①食習慣・運動習慣 

 ○ 生活習慣病に関連する指標を見ると、平均脂肪エネルギー比率は減少しているものの、１日

当りの野菜平均摂取量、1日平均歩数、運動習慣割合は減少しています。 

 

（図表 13）食習慣の状況 

健康いわて 21プラン栄養領域の主要指標 
基準値 

（H11） 

中間値 

（H16） 

中間値 

（H22） 
目標値（H25） 

成人 1日当たりの野菜平均摂取量の増加 306.2g 275.1g 329.0g 350g以上 

20～40 歳代 1 日当たり平均脂肪エネルギー比率減

少 

25.6% 23.2% 24.5% 25%以下 

成人 1日当たりの平均食塩摂取量の減少 13.5g 11.8g 11.4g 10g未満 

資料：岩手県「県民生活習慣実態調査（平成 11年 11月、平成 16年 11月、平成 21年 11月）」 

 

（図表 14）運動習慣の状況 

健康いわて 21プラン 

運動領域の主要指標 
性別 

基準値 

（H11） 

中間値 

（H16） 

中間値 

（H22） 

目標値 

（H25） 

1日平均歩数 
男性 7,632歩 6,618歩 7,145歩 8,632歩 

女性 7,245歩 6,037歩 6,428歩 8,245歩 

運動習慣者割合 
男性 32.4% 15.9% 31.6% 40%以上 

女性 32.2% 19.7% 32.2% 40%以上 

資料：岩手県「県民生活習慣実態調査（平成 11年 11月、平成 16年 11月、平成 21年 11月）」 

 

② 喫煙・飲酒 

○ 喫煙や多量の飲酒は、がん、虚血性心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病を引き起こす原因

となっています。 

 

○ 成人の喫煙率（平成 21年度県民生活習慣実態調査、保健衛生課調べ）を年齢階級別にみると、

男性は 20～50代で 45％以上、60代で約 32％と高く、女性は 20代で約 24％と高い状況です。 

  なお、成人男性の喫煙率は、近年減少していますが、成人女性の喫煙率は増加しています。 

 

（図表 15）喫煙率 

 平成 11年度 平成 16年度 平成 21年度 

男性 51.6％ 43.9％ 38.8％ 

女性  6.8％  7.8％ 7.4％ 

資料：岩手県「県民生活習慣実態調査（平成 11年 11月、平成 16年 11月、平成 21年 11月）」 

 

○ また、未成年の喫煙率は 1.6％と、平成 16年度の同調査の 11％と比較すると減少しています

が、本来あるべき姿の 0％には及ばない状況です。 
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○ 多量飲酒者の割合（平成 21 年度県民生活習慣実態調査、保健衛生課調べ）は、成人男性で

5.8％、成人女性で 0.8％となっています。 

 なお、未成年の飲酒率は4.8％と平成16年度の同調査の18％と比較すると減少していますが、

本来あるべき姿の 0％には及ばない状況です。 

 

（２）生活習慣病等の状況（メタボリックシンドローム等生活習慣病と肥満の状況） 

○ 40～74歳のメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の人の割合（岩手県生活習慣病等実

態調査平成 18年度県保健衛生課調べ）は、男性が 46.8%で約２人に１人、女性が 24.3%で約４人

に１人となっています 

 

（図表 16）メタボリックシンドロームの状況 

メタボリックシンドロームの状況(男）
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資料：岩手県「岩手県生活習慣病等実態調査（平成 18年度）」 

 

○ 同調査では、40～74 歳のＢＭＩ25 以上で上半身肥満を併せ持つ人は男性 33.8%、女性 21.6%、

ＢＭＩだけが 25以上の人は男性 1.3%、女性 6.6%、上半身肥満だけの人は男性 26.4%、女性 9.3%

となっています。これらを合わせた割合は、男性が 61.5%、女性が 37.5%となっています。 

 

○ 同調査によるその他の調査結果（40～74歳）は、次のとおりです。 

・糖尿病有病者及び予備群の人の割合   男性 42.4%、女性 43.4% 

・高血圧症有病者及び予備群の人の割合  男性 49.2%、女性 36.8% 

・脂質異常症有病者の割合        男性 14.3%、女性 11.4% 
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４ 県民の受療の状況 

（１）入院・外来患者数と受療率 

○ 本県の平成 20 年の推計外来患者数は 75.8 千人、外来受療率（人口 10 万対）は 5,604 となっ

ており、外来受療率は全国の 5,376を 228上回っています。 

 

○ 本県の平成 20 年の推計入院患者数は 16.5 千人、入院受療率（人口 10 万対）は 1,220 となっ

ており、年々減少していますが、入院受療率は全国の 1,090を 130上回っています。 

 

（図表 17）推計外来・入院患者数・受療率の推移 
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資料：厚生労働省「患者調査」 

 

 

○ 本県の主要傷病別受療率（人口 10 万対）の推移をみると、脳血管疾患や心疾患が減少傾向に

ある一方、精神及び行動の障害は増加傾向にあり、平成 20 年には 522 となり、平成８年と比較

して約 24％増加しています。 

 

（図表 18）主要傷病別の受療率の推移（岩手県） 
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資料：厚生労働省「患者調査」 
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○ 本県の平成 23年の病院における１日平均在院患者数（全病床）は 14,281人で、年々減少して

おり、病床別の人口 10 万対の１日平均患者数を全国と比較すると、本県の一般病床及び精神病

床では全国を上回って推移しているのに対し、療養病床及び結核病床では全国を下回って推移し

ています。 

○ 本県の平成 23年の１日平均外来患者数は 13,423人で、一般病院における外来患者数の減少に

より年々減少し、人口 10万対をみると、平成 20年以降においては全国を下回って推移していま

す。 

（図表 19）病院における１日平均在院患者数（病床別）・外来患者数（病院別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「病院報告」 
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（２）受療の動向 

  ○ 二次保健医療圏内での外来の完結率は各圏域とも概ね 90％以上となっており、ほぼ圏域内で受

療している状況となっています。 

 

  ○ 圏域内の入院の完結率は盛岡が 97.7％と最も高く、二戸の 66.6%が最も低くなっています。が

んや脳卒中などの疾病別にみても、いずれも盛岡における完結率が最も高く、また、各圏域から

の盛岡への患者の流入が多くみられます。 

 

（図表 20）二次保健医療圏別の外来の完結率（単位：人（上段）、％（下段）） 

施設所在地 

患者居住地 
盛 岡 

岩 手 

中 部 
胆 江 両 磐 気 仙 釜 石 宮 古 久 慈 二 戸 合 計 

盛  岡 
19,777  93  11  12  5  5  4  19  33  19,959  

99.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 100.0 

岩手中部 
591  8,126  26  6  3  20  0  1  0  8,773  

6.7 92.6 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 

胆  江 
132  258  5,377  71  1  0  1  0  0  5,840  

2.3 4.4 92.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

両  磐 
88  17  153  4,888  2  0  0  0  1  5,149  

1.7 0.3 3.0 94.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

気  仙 
115  52  12  11  2,483  17  1  1  0  2,692  

4.3 1.9 0.4 0.4 92.2 0.6 0.0 0.0 0.0 100.0 

釜  石 
109  32  4  1  19  1,654  26  0  0  1,845  

5.9 1.7 0.2 0.1 1.0 89.6 1.4 0.0 0.0 100.0 

宮  古 
296  9  0  0  4  44  3,600  69  0  4,022  

7.4 0.2 0.0 0.0 0.1 1.1 89.5 1.7 0.0 100.0 

久  慈 
72  0  0  0  1  0  4  2,078  12  2,167  

3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 95.9 0.6 100.0 

二  戸 
205  2  2  0  0  0  0  14  2,024  2,247  

9.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 90.1 100.0 

県  外 
272  62  36  229  19  15  9  6  70  718  

37.9 8.6 5.0 31.9 2.6 2.1 1.3 0.8 9.7 100.0 

資料：岩手県「平成 24年岩手県患者受療行動調査」 

 

（図表 21）二次保健医療圏別の入院の完結率（単位：人（上段）、％（下段）） 

施設所在地 

患者居住地 
盛 岡 

岩 手 

中 部 
胆 江 両 磐 気 仙 釜 石 宮 古 久 慈 二 戸 合 計 

盛  岡 
5,023 67 8 2 2 3 5 11 22 5,143 

97.7 1.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 100.0 

岩手中部 
441 1,622 54 8 1 22 1 1 3 2,153 

20.5 75.3 2.5 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1 100.0 

胆  江 
110 94 1,144 61 1 1 0 0 0 1,411 

7.8 6.7 81.1 4.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 

両  磐 
71 17 115 935 3 0 0 0 0 1,141 

6.2 1.5 10.1 81.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

気  仙 
85 31 20 14 485 34 0 0 0 669 

12.7 4.6 3.0 2.1 72.5 5.1 0.0 0.0 0.0 100.0 

釜  石 
106 38 4 0 14 711 32 0 2 907 

11.7 4.2 0.4 0.0 1.5 78.4 3.5 0.0 0.2 100.0 

宮  古 
292 13 1 1 0 30 1,061 39 2 1,439 

20.3 0.9 0.1 0.1 0.0 2.1 73.7 2.7 0.1 100.0 

久  慈 
47 3 1 0 1 2 1 500 21 576 

8.2 0.5 0.2 0.0 0.2 0.3 0.2 86.8 3.6 100.0 

二  戸 
227 2 0 0 1 0 1 3 467 701 

32.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 66.6 100.0 

県  外 
224 92 37 109 32 9 8 11 28 550 

40.7 16.7 6.7 19.8 5.8 1.6 1.5 2.0 5.1 100.0 

資料：岩手県「平成 24年岩手県患者受療行動調査」 
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（図表 22）疾病別・二次保健医療圏別の入院の完結率（単位：％） 

［がん］ 

施設所在地 

患者居住地 
盛岡 

岩手 
中部 

胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 合計 

盛  岡 99.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 100.0 
岩手中部 29.7 69.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
胆  江 11.1 5.9 80.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
両  磐 17.3 0.0 12.0 70.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
気  仙 26.3 0.0 2.6 0.0 69.7 1.3 0.0 0.0 0.0 100.0 
釜  石 26.7 3.3 1.7 0.0 3.3 65.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
宮  古 43.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 50.0 3.5 0.0 100.0 
久  慈 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.8 4.1 100.0 
二  戸 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.7 100.0 
県  外 74.6 1.6 6.3 14.3 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 100.0 

［脳卒中］ 

施設所在地 

患者居住地 
盛岡 

岩手 
中部 

胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 合計 

盛  岡 98.5 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 100.0 
岩手中部 23.6 70.9 4.1 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
胆  江 6.0 6.0 87.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
両  磐 0.8 1.6 18.0 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
気  仙 12.3 5.5 8.2 4.1 50.7 19.2 0.0 0.0 0.0 100.0 
釜  石 15.5 3.9 1.0 0.0 0.0 73.8 5.8 0.0 0.0 100.0 
宮  古 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 72.0 1.2 0.0 100.0 
久  慈 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 5.3 100.0 
二  戸 62.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.4 100.0 
県  外 23.7 5.3 18.4 31.6 18.4 0.0 0.0 2.6 0.0 100.0 

［心疾患］ 

施設所在地 

患者居住地 
盛岡 

岩手 
中部 

胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 合計 

盛  岡 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 100.0 
岩手中部 13.9 85.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
胆  江 5.4 1.1 93.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
両  磐 2.8 5.6 5.6 86.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
気  仙 5.3 2.6 2.6 5.3 73.7 10.5 0.0 0.0 0.0 100.0 
釜  石 18.9 0.0 2.7 0.0 0.0 78.4 0.0 0.0 0.0 100.0 
宮  古 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 5.0 0.0 100.0 
久  慈 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9 0.0 100.0 
二  戸 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.5 100.0 
県  外 69.2 0.0 7.7 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 15.4 100.0 

［糖尿病］ 

施設所在地 

患者居住地 
盛岡 

岩手 
中部 

胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 合計 

盛  岡 98.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
岩手中部 20.0 75.6 2.2 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 100.0 
胆  江 3.3 3.3 93.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
両  磐 4.8 0.0 14.3 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
気  仙 9.5 0.0 0.0 0.0 85.7 4.8 0.0 0.0 0.0 100.0 
釜  石 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
宮  古 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.6 0.0 0.0 100.0 
久  慈 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 28.6 100.0 
二  戸 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 100.0 
県  外 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

［精神疾患］ 

施設所在地 

患者居住地 
盛岡 

岩手 
中部 

胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 合計 

盛  岡 96.2 2.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 1.0 100.0 
岩手中部 18.1 77.0 2.7 1.0 0.2 0.7 0.2 0.0 0.2 100.0 
胆  江 7.8 12.7 66.2 13.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
両  磐 5.2 4.4 14.1 75.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
気  仙 3.9 7.7 3.9 3.3 78.5 2.8 0.0 0.0 0.0 100.0 
釜  石 3.5 8.9 0.0 0.0 1.2 78.6 7.4 0.0 0.4 100.0 
宮  古 7.3 1.8 0.2 0.2 0.0 0.5 86.6 3.3 0.2 100.0 
久  慈 5.2 1.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 89.1 3.8 100.0 
二  戸 18.1 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.1 79.3 100.0 
県  外 17.9 39.9 4.8 20.8 6.0 0.6 1.8 3.6 4.8 100.0 

資料：岩手県「平成 24年岩手県患者受療行動調査」 
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（３）平均在院日数及び病床利用率 

  ○ 本県の平成 23年の病院における平均在院日数（全病床）は 34.5日で、近年は短縮傾向にあり

ますが、全国の 32.0 日より 2.5 日多く、病床別では一般病床及び結核病床が全国よりも多くな

っています。 

○ 本県の平成 23 年の病院における病床利用率は 78.9％（全病床）で、近年はほぼ横ばいとなっ

ており、全国の 81.9％より 3.0％下回り、全ての病床において全国を下回って推移しています。 

（図表 23）平均在院日数及び病床利用率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「病院報告」 
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５ 医療提供施設の状況 

（１）医療施設数 

○ 本県の平成 23 年の病院数は 92 施設で、近年は減少傾向にあり、また、人口 10 万対では 7.0

施設となっており、全国の 6.7施設を 0.3上回っています。 

 

○ 本県の平成 23 年の一般診療所数は 902 施設で、病院と同様に近年は減少傾向にあり、人口 10

万対では 68.6施設となっており、全国の 77.9施設を 9.3下回っています。 

 

○ 本県の平成 23 年の歯科診療所数は 580 施設で、前年と比較して 31 施設減少し、人口 10 万対

では 44.1施設となっており、全国の 53.3を 9.2下回っています。 

 

○ 本県の平成 23年度の薬局数は 576施設で、近年はほぼ横ばいで推移し、人口 10万対では 43.6

施設となっており、全国の 42.9施設を 0.7上回っています。 

 

○ なお、平成 23 年における医療提供施設の減少については、大震災による被災の影響によるも

のと考えられます。 

 

（図表 24）医療施設数の推移［施設別］ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「医療施設調査」、「衛生行政報告例」 

注：病院、一般診療所及び歯科診療所は各年 10月１日現在、薬局は年度末現在 
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（２）病床数 

○ 本県の平成 18年から平成 23年の病院における病床数は、全ての種別においていずれも減少傾

向にあり、人口 10万対の病床数は、療養病床を除き、全国を上回って推移しています。 

 

○ 本県の一般診療所の病床数は、近年では療養病床がほぼ横ばいで推移している一方、一般病床

が減少していることにより全体で減少傾向となっており、人口 10 万対の病床数は、全国を上回

って推移しています。 

 

（図表 25）病院における病床数の推移［病床種別］・一般診療所における病床数の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「医療施設調査」 
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６ 保健医療従事者の状況 

（１）医師・歯科医師・薬剤師 

○ 本県の平成 22 年の医師数は 

2,576人であり、平成 20年まで増

加傾向となっていましたが減少に

転じ、平成 20年（ピーク時）と比

較して 18人減少しています。 

本県の人口 10 万対医師数は

193.7 人で増加が続いており、平

成20年と比較して1.8人増加して

いますが、全国の 230.4人を 36.7

下回っており、近年では、全国較

差が拡大する傾向にあります。 

 

 

○ 本県の平成 22 年の歯科医師数

は 1,045人で、平成 16年以降増加

が続いており、平成 20年と比較し

て 20人増加しています。 

本県の人口 10 万対歯科医師数

は 78.6人で、平成 20年と比較し

て 2.7人増加し、全国の 79.3人よ

りも 0.7下回っていますが、近年

では、全国較差が縮小する傾向に

あります。 

 

 

○ 本県の平成 22 年の薬剤師数は

2,123 人で、平成８年以降増加が

続いており、平成 20年と比較して

６人増加していますが、平成 20

年から平成 22 年にかけての増加

の伸びが緩やかとなっています。 

  本県の人口 10 万対薬剤師数は

159.6 人で増加が続いており、平

成 20 年と比較して 3.0 人増加し

ていますが、全国の 215.9 人を

56.3下回っており、近年では、全

国較差が拡大する傾向にありま

す。 

 

（図表 26）医師数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

（図表 27）歯科医師数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

（図表 28）薬剤師数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 
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（２）看護師・准看護師、保健師、助産師 

  ○ 本県の平成 22年の就業保健師数は 613人で、平成 20年と比較して９人減少していますが、近

年ではほぼ横ばいで推移しています。本県の人口 10万対就業保健師数は 46.1人で、全国の 35.2

人を 10.9上回っています。 

 

  ○ 本県の平成 22年の就業助産師数は 349人で、平成 16年に大きく減少して以降は増加傾向とな

り、平成 20年と比較して 26人増加していますが、平成８年の水準までには回復していない状況

です。本県の人口 10万対就業助産師数は 26.2人で、全国の 23.2人を 3.0上回っています。 

 

  ○ 本県の平成 22年の就業看護師数は 11,931人で、増加が続いており、平成 20年と比較して 390

人増加しています。本県の人口 10 万対就業看護師数は 897.0 人で、全国の 744.0 人を 153.0 上

回っています。 

 

  ○ 本県の平成22年の就業准看護師数は3,547人で、平成20年と比較して９人増加していますが、

近年では減少傾向となっています。本県の人口 10万対准就業看護師数は 266.7人で、全国の 287.5

人を 20.8下回っています。 

 

  （図表 29）就業看護職員数の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「衛生行政報告例」 

582 614 641 681
604 632 622 613

41.0

46.1

25.1

35.2

0

10

20

30

40

50

0

200

400

600

800

1,000

平成8

(1996)

10

(1998)

12

(2000)

14

(2002)

16

(2004)

18

(2006)

20

(2008)
22年

(2010)

保健師数 岩手県（右軸） 全国（右軸）

人口10万対

全国

岩手県

［保健師数］人

428
391 406

365

249
324 323 349

30.1

26.2

18.8

23.2

0

8

16

24

32

0

100

200

300

400

500

600

平成8

(1996)

10

(1998)

12

(2000)

14

(2002)

16

(2004)

18

(2006)

20

(2008)
22年

(2010)

助産師数 岩手県（右軸） 全国（右軸）

全国

岩手県

［助産師数］ 人口10万対人

8,310
8,940

9,69810,105
10,671

11,22211,54111,931

585.2

897.0

433.0

744.0

0

200

400

600

800

1,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成8

(1996)

10

(1998)

12

(2000)

14

(2002)

16

(2004)

18

(2006)

20

(2008)
22年

(2010)

看護師数 岩手県（右軸） 全国（右軸）

全国

岩手県

［看護師数］ 人口10万対人

4,318 4,179 4,225 4,183
3,745 3,740 3,538 3,547

304.1

266.7

305.1
287.5

0

80

160

240

320

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成8

(1996)

10

(1998)

12

(2000)

14

(2002)

16

(2004)

18

(2006)

20

(2008)
22年

(2010)

准看護師数 岩手県（右軸）

全国

岩手県

［准看護師数］ 人口10万対人



22 

 

（３）二次保健医療圏別の保健医療従事者（常勤換算） 

（図表 30）医療施設（病院・一般診療所・歯科診療所）における二次保健医療圏別の保健医療従事者数 

区 分 岩手 
         

全国 
盛岡 岩手中部 胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

医 師 
2,884.5 
(219.7) 

1,435.9 
(297.8) 

419.9 
(182.8) 

259.3 
(185.1) 

244.6 
(181.2) 

100.0 
(152.6) 

94.1 
(188.4) 

130.0 
(145.8) 

93.3 
(151.6) 

107.4 
(179.9) 

319,499.7 
(253.2) 

歯 科 医 師 
1,042.7 
(79.4) 

624.0 
(129.4) 

127.8 
(55.6) 

73.4 
(52.4) 

71.0 
(52.6) 

18.2 
(27.8) 

24.0 
(48.0) 

39.7 
(44.5) 

31.8 
(51.7) 

32.8 
(54.9) 

105,096.9 
(83.3) 

薬 剤 師 
442.2 
(33.7) 

201.0 
(41.7) 

59.6 
(25.9) 

43.7 
(31.2) 

38.1 
(28.2) 

18.0 
(27.5) 

18.4 
(36.8) 

24.4 
(27.4) 

18.0 
(29.3) 

21.0 
(35.2) 

49,800.4 
(39.5) 

保 健 師 
30.2 
(2.3) 

18.1 
(3.8) 

7.1 
(3.1) 

2.0 
(1.4) 

3.0 
(2.2) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

9,796.7 
(7.8) 

助 産 師 
302.2 
(23.0) 

121.3 
(25.2) 

52.1 
(22.7) 

7.5 
(5.4) 

30.4 
(22.5) 

20.0 
(30.5) 

17.0 
(34.0) 

20.0 
(22.4) 

17.9 
(29.1) 

16.0 
(26.8) 

25,905.5 
(20.5) 

看 護 師 
9,508.0 
(724.3) 

4,251.8 
(881.9) 

1,360.1 
(592.1) 

861.0 
(614.7) 

968.0 
(717.3) 

371.3 
(566.4) 

400.4 
(801.6) 

582.0 
(652.6) 

327.5 
(532.2) 

358.9 
(646.3) 

799,604.3 
(633.7) 

准 看 護 師 
1,951.4 
(148.6) 

832.5 
(172.7) 

226.8 
(98.7) 

159.4 
(113.8) 

243.0 
(180.1) 

60.5 
(92.3) 

86.9 
(174.0) 

171.6 
(192.4) 

90.6 
(147.0) 

80.1 
(134.2) 

236,478.6 
(187.4) 

理 学 療 法 士 （ P T ） 
483.0 
(36.8) 

295.3 
(61.3) 

67.1 
(29.2) 

35.5 
(25.3) 

23.1 
(17.1) 

7.0 
(10.7) 

13.0 
(26.0) 

26.0 
(29.2) 

11.0 
(17.9) 

5.0 
(8.4) 

61,620.8 
(48.8) 

作業療法士 （ O T ） 
370.8 
(28.2) 

211.5 
(43.9) 

50.9 
(22.2) 

19.5 
(13.9) 

20.0 
(14.8) 

4.0 
(6.1) 

7.0 
(14.0) 

39.0 
(43.7) 

10.9 
(17.7) 

8.0 
(13.4) 

35,427.3 
(28.1) 

視 能 訓 練 士 
91.1 
(6.9) 

43.3 
(9.0) 

15.4 
(6.7) 

12.0 
(8.6) 

8.4 
(6.2) 

6.0 
(9.2) 

1.0 
(2.0) 

0.0 
(0.0) 

2.0 
(3.3) 

3.0 
(5.0) 

6,818.7 
(5.4) 

言 語 聴 覚 士 
93.0 
(7.1) 

61.0 
(12.7) 

10.0 
(4.4) 

5.0 
(3.6) 

7.0 
(5.2) 

1.0 
(1.5) 

0.0 
(0.0) 

7.0 
(7.8) 

1.0 
(1.6) 

1.0 
(1.7) 

11,456.2 
(9.1) 

義 肢 装 具 士 
0.0 

(0.0) 
0.0 

(0.0) 
0.0 

(0.0) 
0.0 

(0.0) 
0.0 

(0.0) 
0.0 

(0.0) 
0.0 

(0.0) 
0.0 

(0.0) 
0.0 

(0.0) 
0.0 

(0.0) 
138.0 
(0.1) 

歯 科 衛 生 士 
872.4 
(66.5) 

468.5 
(97.2) 

136.9 
(59.6) 

87.6 
(62.5) 

71.8 
(53.2) 

26.7 
(40.7) 

8.0 
(16.0) 

33.3 
(37.3) 

28.2 
(45.8) 

11.4 
(19.1) 

99,137.9 
(78.6) 

歯 科 技 工 士 
228.2 
(17.4) 

115.3 
(23.9) 

38.2 
(16.6) 

19.0 
(13.6) 

17.4 
(12.9) 

5.0 
(7.6) 

5.8 
(11.6) 

11.0 
(12.3) 

15.0 
(24.4) 

1.5 
(2.5) 

11,789.8 
(9.3) 

診 療 放 射 線 技 師 
485.8 
(37.0) 

237.9 
(49.3) 

59.9 
(26.1) 

54.9 
(39.2) 

41.2 
(30.5) 

17.9 
(27.3) 

17.1 
(34.2) 

23.9 
(26.8) 

14.0 
(22.8) 

19.0 
(31.8) 

49,105.9 
(38.9) 

診療エックス線技師 
10.1 
(0.8) 

5.8 
(1.2) 

1.7 
(0.7) 

1.0 
(0.7) 

1.0 
(0.7) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.6 
(0.7) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

1,441.6 
(1.1) 

臨 床 検 査 技 師 
655.3 
(49.9) 

339.5 
(70.4) 

79.4 
(34.6) 

67.1 
(47.9) 

44.9 
(33.3) 

30.5 
(46.5) 

24.8 
(49.6) 

27.5 
(30.8) 

19.0 
(30.9) 

22.6 
(37.9) 

62,458.5 
(49.5) 

衛 生 検 査 技 師 
11.6 
(0.9) 

5.8 
(1.2) 

0.8 
(0.3) 

2.0 
(1.4) 

1.0 
(0.7) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

2.0 
(3.3) 

0.0 
(0.0) 

511.7 
(0.4) 

臨 床 工 学 技 士 
131.6 
(10.0) 

64.0 
(13.3) 

19.6 
(8.5) 

15.0 
(10.7) 

15.0 
(11.1) 

5.0 
(7.6) 

3.0 
(6.0) 

4.0 
(4.5) 

3.0 
(4.9) 

3.0 
(5.0) 

20,001.0 
(15.9) 

あん摩マッサージ指圧師 
76.6 
(5.8) 

43.4 
(9.0) 

10.8 
(4.7) 

9.7 
(6.9) 

3.4 
(2.5) 

1.3 
(2.0) 

5.0 
(10.0) 

2.0 
(2.2) 

1.0 
(1.6) 

0.0 
(0.0) 

6,158.4 
(4.9) 

柔 道 整 復 師 
16.1 
(1.2) 

8.0 
(1.7) 

6.1 
(2.7) 

2.0 
(1.4) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

4,090.7 
(3.2) 

栄 養 士 
347.5 
(26.5) 

157.5 
(32.7) 

53.2 
(23.2) 

39.1 
(27.9) 

26.6 
(19.7) 

9.2 
(14.0) 

13.0 
(26.0) 

15.0 
(16.8) 

16.7 
(27.1) 

17.2 
(28.8) 

31,597.4 
(25.0) 

精 神 保 健 福 祉 士 
76.1 
(5.8) 

36.1 
(7.5) 

10.0 
(4.4) 

5.0 
(3.6) 

3.0 
(2.2) 

3.0 
(4.6) 

2.0 
(4.0) 

12.0 
(13.5) 

5.0 
(8.1) 

0.0 
(0.0) 

9,390.1 
(7.4) 

社 会 福 祉 士 
96.4 
(7.3) 

34.0 
(7.1) 

14.0 
(6.1) 

6.4 
(4.6) 

33.0 
(24.5) 

2.0 
(3.1) 

2.0 
(4.0) 

1.0 
(1.1) 

1.0 
(1.6) 

3.0 
(5.0) 

9,397.6 
(7.4) 

介 護 福 祉 士 
1,037.9 
(79.1) 

408.3 
(84.7) 

118.2 
(51.5) 

152.2 
(108.7) 

86.0 
(63.7) 

11.0 
(16.8) 

64.0 
(128.1) 

30.0 
(33.6) 

62.1 
(100.9) 

106.1 
(177.7) 

66,588.7 
(52.8) 

医療社会事業従事者 
83.7 
(6.4) 

40.4 
(8.4) 

7.0 
(7.4) 

5.0 
(3.6) 

5.5 
(4.1) 

0.0 
(0.0) 

2.0 
(4.0) 

5.8 
(6.5) 

3.0 
(4.9) 

5.0 
(8.4) 

10,685.4 
(8.5) 

資料：厚生労働省「医療施設調査」「病院報告」 
注１：平成 23年 10月１日現在 

注２：従事者数は常勤換算した数値である。 

注３：医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士は病院、一般診療所及び歯科診療所の従

事者の合計であり、その他の職種は病院及び一般診療所の合計である。 

注４：下段（ ）内は人口 10万対。（全国の人口：総務省「人口推計（平成 23 年 10月 1 日現在推計人口）」、岩手県

の人口「岩手県人口移動報告年報（平成 23年 10月１日現在）」 
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７ 医療に要する費用の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 今後、厚生労働省の推計ツールにより、本県における医療に要する費用の見通しを推計する。 
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第３章 保健医療圏（医療圏）及び基準病床数 
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１ 保健医療圏 

（１）保健医療圏の設定に関する基本的考え方 

○ 保健医療圏は、地域の特性や保健医療需要に対応して、保健医療資源の適正な配置を図りなが

ら、これらを有効に活用し、包括的な保健医療サービスを適切に提供する体制の体系化を図るた

めに設定する地域的単位です。 

 

（２）保健医療圏 

① 二次保健医療圏 

○ 二次保健医療圏は、入院医療を中心とする一般の医療需要に対応するほか、広域的、専門的な

保健サービスを効果的、効率的に提供するための圏域であり、医療法第 30 条の４第２項第９号

に規定する区域（二次医療圏）として設定するものです。 

 

○ 二次保健医療圏においては、同一の圏域内において、通常の保健医療需要の充足が図られるこ

とを基本として、保健医療機関相互の機能分担と連携等を図り、体系的な保健医療サービスの提

供体制の整備を図るとともに、医療法第 30条の４第２項第 11号の規定による基準病床数を算定

する区域として、医療資源の適正な配置を促進するものです。 

 

○ 設定に当たっては、地理的条件、県民の日常生活の需要の充足状況及び交通事情の社会的条件

等を考慮することとされており、本県においては、山間地域が多いことや積雪などの影響、ある

いは公共交通機関の状況によって移動に時間を要する地域もあることから、高齢者等の移動の負

担も勘案し、一般道路を利用して概ね１時間以内で移動可能な範囲となるよう、次表（図表●）

のとおり設定しています。 

 

○ また、保健・医療と福祉の連携を推進するため、「高齢者福祉圏域」や「障がい保健福祉圏域」

の設定の基本としています。 

 

（図表●）二次保健医療圏 

二次保健医療圏 構 成 市 町 村 

盛  岡 盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町 

岩手中部 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町 

胆  江 奥州市、金ケ崎町 

両  磐 一関市、平泉町 

気  仙 大船渡市、陸前高田市、住田町 

釜  石 釜石市、大槌町 

宮  古 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 

久  慈 久慈市、普代村、野田村、洋野町 

二  戸 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 

 

○ なお、疾病や事業ごとの医療体制の構築に当たっては、患者の受療行動や地域の医療資源等の

実情に応じて弾力的に圏域を設定するとともに、必要に応じて、圏域間の連携を検討していきま

す。 
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■二次保健医療圏設定の見直しの検討について 

○ 厚生労働省の「医療計画作成指針」（平成 24年３月 30日医政発 0330第 28号「医療計画について」別紙）

において、「人口規模が 20万人未満の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として

成り立っていないと考えられる場合（特に、流入患者割合が 20％未満であり、流出患者割合が 20％以上であ

る場合）、その設定の見直しについて検討する。」こととされました。 

 

○ 本県において、見直しの要件に該当する二次保

健医療圏は、右表のとおり両磐、気仙、釜石、宮

古、久慈及び二戸の６圏域となっていますが、設

定の見直しについて検討した結果、主に次の理由

により、従来の二次医療圏の設定を継続すること

としています。 

 ・ 流出患者の多くが盛岡保健医療圏に集中して

おり、隣接している二次医療圏による圏域の再

編では、医療の需給状況の改善が直ちに見込ま

れないこと 

・ 本県は広大な面積を有し、地理的に峠や山地

で隔てられた地域が多く移動に時間を要する

こと 

・ 従来の二次保健医療圏を単位として、がん診

療連携拠点病院の整備など、各種保健医療施策

の展開が図られてきていること 

保健医療圏名 
人口 

（千人） 

流入患者割合 

（％） 

流出患者割合 

（％） 

盛岡 482.1 25.7 2.8 

岩手中部 229.7 15.3 26.6 

胆江 140.1 15.6 15.7 

両磐 135.0 12.6 23.8 

気仙 65.6 9.9 34.5 

釜石 50.0 14.9 22.4 

宮古 89.2 3.5 38.5 

久慈 61.5 10.2 28.6 

二戸 59.7 12.2 43.4 

資料 岩手県「岩手県人口移動報告年報」（平成 23 年

10 月１日現在） 

   岩手県「岩手県患者受療行動調査」（平成 24 年

６月） 

 

② 三次保健医療圏 

○ 三次保健医療圏は、二次保健医療圏との有機的な連携のもとに、特殊な医療需要に対応する医

療サービスや高度かつ専門的な保健サービスを提供するための圏域であり、医療法第 30 条の４

第２項第 10号に規定する区域として、岩手県全域を三次保健医療圏として設定しています。 

 

 

２ 基準病床数 

○ 医療法第 30条の４第２項第 11号に規定する病院の基準病床数は、次表（図表●）のとおりです。 

（図表●）基準病床数 

病床の種別 圏  域 
基準病床数 

（公示年月日） 
 

既存病床数［参考］ 

（H24.９.30現在） 

療 養 病 床 

及 び 

一 般 病 床 

二次保健 

医 療 圏 

盛  岡 床  床 

岩手中部 床  床 

胆  江 床  床 

両  磐 床  床 

気  仙 床  床 

釜  石 床  床 

宮  古 床  床 

久  慈 床  床 

二  戸 床  床 

合  計 床  床 

精 神 病 床 
三次保健 

医 療 圏 

県の区域 床  床 

感染症病床 県の区域 床  床 

結 核 病 床 県の区域 床  床 

 

 
○ 基準病床数については、「岩手県人口移動報告年報（平成 24 年 11 月 30 日公表予定）」を踏ま

え、平成 24年 10月１日時点の人口により今後算定するもの。 
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  （図表●）二次保健医療圏図 
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第４章 保健医療提供体制の構築 
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第１節 患者の立場に立った保健医療サービスの向上 

１ 安全・安心な医療提供体制の構築 

 

【現状と課題】 

○ 全国的に医療事故が発生する中、医療の安全に対する国民の信頼を高めるために、患者の立場に

立ち、安全で安心できる医療提供体制の充実に向けて、行政をはじめ全ての関係者が積極的に取り

組む必要があります。 

 

○ 本県では、県民の医療相談等に適切に対応できるよう相談体制の円滑な運営を図るため、医療関

係団体、行政機関等の協働により、全県の組織として「医療総合相談体制運営委員会」を設置し、

適切な相談体制の確保に取り組んでいます。 

 

○ また、医療法に基づく医療安全支援センターとして「県民医療相談センター」を平成 15 年６月

に設置し、専任の相談職員を配置して、県下全域からの医療相談に対応しているほか、各保健所や

病院、医療関係団体においても相談窓口を設置し、県民からの相談に対応しています。 

 〔医療相談件数（県民医療相談センター受付分、延べ件数）〕 

H23 H22 H21 

1,162 1,322 1,398 

 

 

【課題への対応】 

○ 医療安全対策の推進を図るため、病院や診療所等において、医療安全管理指針の整備医療安全管

理のための職員研修の実施、医療機関内における事故報告等に対し医療安全確保のための改善方策

を講じることなどの取組みを促進するほか、立入検査の機会等を通じて助言・指導を行います。 

 

○ 院内感染防止対策の推進を図るため、病院や有床診療所における院内感染対策委員会の設置及び

適切な運営、院内感染対策マニュアルの作成・見直し、標準予防策の徹底などについて、院内感染

対策講習会などの機会を通じたて、従事者の訓練や意識の啓発を図るほか、立入検査の機会を通じ

て助言・指導を行います。 

 

○ 利用者の視点に立った良質なサービスを提供できるよう病院機能の向上を図るため、診療機能、

や診療の質的充足、患者の満足度などの病院機能の発揮の状況等に関する自己評価や第三者評価シ

ステム等の活用を促進します。 

 

○ 県民が気軽に医療についての相談ができるよう、関係機関の連携をより一層推進するほか、相談

担当者の資質の向上を図り、相談内容に応じた適切な対応が行われるよう総合的な医療相談体制の

充実に取り組みます。 
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【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 県央 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

病院機能評価

受審率 

－ 100.0          

 28.9          

医療安全管理

者の配置 

－ 100.0          

 93.6          

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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【相談窓口】 

《医療相談センター》 

  名     称 電話番号 住     所 

県民医療相談センター  019-629-9620 〒020-0015 盛岡市本町通 3-19-1 

《保健所》 

  名     称 電話番号 住     所 

盛岡市保健所  019-603-8302 〒020-0884 盛岡市神明町 3-29 

県央保健所 019-629-6566 〒020-0023 盛岡市内丸 11-1 

（盛岡広域振興局保健福祉環境部） 

  中部保健所 0198-22-2331 〒025-0075 花巻市花城町 1-41 

（県南広域振興局花巻保健福祉環境ｾﾝﾀｰ） 

  奥州保健所 0197-22-2861 〒023-0053 奥州市水沢区大手町 5-5 

（県南広域振興局保健福祉環境部） 

  一関保健所 0191-26-1415 〒021-8503 一関市竹山町 7-5 

（県南広域振興局一関保健福祉環境ｾﾝﾀｰ） 

  大船渡保健所 

（沿岸広域振興局大船渡保健福祉環境ｾﾝﾀｰ） 

0192-27-9913 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田 6-1 

釜石保健所 0193-25-2702 〒026-0043 釜石市新町 6-50 

（沿岸後期振興局保健福祉環境部） 

  宮古保健所 0193-64-2218 〒027-0072 宮古市五月町 1-20 

（沿岸広域振興局宮古保健福祉環境ｾﾝﾀｰ） 

  久慈保健所 0194-53-4987 〒028-8402 久慈市八日町 1-1 

（県北広域振興局保健福祉環境部） 

  二戸保健所 0195-23-9206 〒028-6101 二戸市石切所荷渡 52 

（県北広域振興局二戸保健福祉環境ｾﾝﾀｰ） 

  《関係団体》     

名     称 電話番号 住     所 

（社）岩手県医師会  019-651-1455 〒020-8584 盛岡市菜園 2-8-20 

（社）岩手県歯科医師会  019-621-8020 〒020-0877 盛岡市盛岡駅西通 2-5-25 

（社）岩手県薬剤師会 

   くすりの情報センター 019-653-4591 〒020-0023 盛岡市内丸 17-24 

（公社）岩手県看護協会  019-662-8213 〒020-0117 盛岡市緑が丘 2-4-55 

岩手県臨床工学技士会  019-692-1285 〒020-0524 雫石町寺の下 102-7 

(篠村泌尿器科クリニック内)  

岩手県福祉総合相談センター  019-629-9600 〒020-0015 盛岡市本町通 3-19-1 

県立県民生活センター  019-624-2209 〒020-0021 盛岡市中央通 3-10-2 

※ 上記のほか、各病院でも相談窓口を設置しています 
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２ 診療情報の提供体制の充実 

 

【現状と課題】 

 ○ 医療に対する県民の声として、受診する病院や診療所を選ぶ際に必要な情報がほしい、診断や治

療の内容を十分に説明してほしい、待ち時間を短くしてほしい、医療相談を十分に受けられるよう

にしてほしいなどの要望が少なくない現状にあります。 

 

○ このため、患者のニーズに即した医療の選択が可能となるよう、病院、診療所や薬局等の保健医

療サービスを提供する機関等（医療機関等）の情報の提供を進めていくことが必要です。 

 

 ○ また、インフォームド・コンセント1やセカンド・オピニオン2の普及、療養環境の整備や医療相

談の充実など、より患者や家族の立場に立った保健医療サービスの提供が求められています。 

 

 

【課題への対応】 

○ 身近なところで適切な保健医療サービスが受けられるよう、県は、インターネットや携帯電話

を活用し、県民に対して、医療機関等の有する医療機能や薬局機能等の情報の提供を推進します。 

 

○ また、救急医療情報、休日の当番医情報、医学・医薬品情報、感染症の発生状況、医療行政情

報及び医師会情報等を総合的に提供し、患者による医療機関等の適切な選択を支援するなど、保

健医療サービスの提供側・患者側双方からの分かりやすい情報の提供体制の整備、運用を図りま

す。 

 

○ 他にも、医療機関等における患者への正確かつ適切な医療や薬剤に関する情報の提供を促進す

るとともに、患者が十分に相談でき、自らの意思で治療を選択できるよう、インフォームド・コ

ンセントやセカンド・オピニオンの普及・定着を図り、医療機関等と患者との信頼関係づくりの

支援と、患者が安心してサービスを受けられる体制の整備を進めます。 

 

○ なお、医療機関等や医療機能情報等の公開においては、プライバシーが守られるなど、患者の

人権に十分に配慮した体制を確保するよう取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              
1 インフォームド･コンセント：医療従事者による適切な説明と患者の理解・同意に基づいた医療のことをいいます。 
2 セカンドオピニオン：検査や診断、治療方針等について主治医以外の医師の意見を聞くことをいいます。 
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（図表●）医療機能情報の提供イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわて医療情報ネットワーク（医療情報）イメージ図 
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いわて医療情報ネットワーク（医療情報） 

【医療機関向け情報（医療機関の連携）】   

【県民向け情報（医療機関の選択）】 【医療相談窓口】 

 

県民医療相談セ

ンター 

保健所 

 

 

医師会・歯科医師

会等 

医療機関 

ホームページ 

リンク 

医

療

機

関

の

選

択 

医

療

機

関

の

連

携 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

情報入手 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

情報入手 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

作成・ 

情報入手 

電話等 

情報入手 

電話等 

情報入手 

患

者

の

視

点

に

立

っ

た

医

療

情

報

の

提

供

体

制

の

推

進 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

情報入手 

【例示】所在地、診療科目、診療時間等、公費負

担医療カルテ開示、ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ、人間ドック、予

約診療、在宅医療等 

【例示】医療機能（治療・手術・検査等）実績、

診断及び治療機器、学会専門医等 
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第２節 良質な医療提供体制の整備、医療機関の機能分担と連携の推進 

１ 医療機関の機能分化と連携体制の構築 

 

（１）これまでの取組の状況（現状と課題） 

 

（医療をめぐる現状と課題） 

○ 本県においては、これまでに高齢化や生活習慣病の増加による疾病構造の変化、医療の高度化・専

門化や医療安全に対する意識の高まりなどに加え、大震災により被災した医療機関等のネットワーク

の再構築など、県民が求める医療サービスへの需要は多様化し、質・量ともに増大しています。 

 

○ こうした中、本県では、平成 20 年 4 月に策定した岩手県保健医療計画において、重点的に推進す

る事項として、医療機関の役割分担と機能の明確化、連携体制の構築を盛り込み、いわて医療情報ネ

ットワークの運用等による医療機関の有する機能情報の提供や、がん診療連携拠点病院の整備等によ

るがん医療の連携体制構築などに取り組んできました。 

 

○ しかしながら、そうした取組を進める一方で、県民には病気になった時、病状に応じて地域のどこ

でどのような医療が受けられるのかといった不安や、退院後の在宅療養に対する支援も含め、地域に

おける医療機関相互の連携の姿が依然として見えにくいといった課題があります。 

 

○ また、医療機関の役割分担が必ずしも明確でない中で、地域の中核的な病院に患者が集中し、中核

病院では本来求められる機能を十分に発揮できず、病院勤務医に過度の負担がかかるといった問題も

生じています。 

 

○ 地域における限られた医療資源を効率的に活用し、安心して医療を受けられるようにするためには、

引き続き、診療所や病院など各医療機関の持つ機能を明確にしたうえで、それぞれが持つ特徴を十分

にいかせるように、適切な役割分担と連携による切れ目ない医療提供体制の構築に取り組んでいく必

要があります。 

 

○ また、本県では紹介患者に対する医療提供や医療機器の共同利用等を通じて、かかりつけ医（歯科

医）等を支援する「地域医療支援病院」として県立中央病院と県立中部病院が承認されていますが、

県内には医療資源に乏しく、直ちに紹介制の導入等が困難な地域があることから、地域の実情に応じ

た効果的な医療機関の機能連携を進めることが重要です。 

 

○ さらに、高齢者等が地域において安心して療養生活を継続できるよう、医療から介護まで連続した

サービスの提供が求められていることから、かかりつけ医とかかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をは

じめとした地域の病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業所等との一層の連

携強化を重点的に進めていく必要があります。 

 

（医療連携体制構築の必要性） 

○ 国が「医療提供体制の確保に関する基本方針（平成 19年）」で示している望ましい地域医療連携体

制は、患者の視点に立った安全・安心で質の高い医療が受けられる体制を構築するというもので、急
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性期から回復期を経て自宅に戻るまで、患者が一貫した治療方針のもとに切れ目ない医療を受けるこ

とができるようにすることなどが基本となっています。 

 

○ これに、かかりつけ医等を中心とした一次医療、一般的な入院治療を主体とした二次医療、先進的

な技術や特殊な医療などの需要に対応する三次医療といった医療提供側の視点による階層的な医療

提供から、患者の視点に立った医療提供への転換を目指すものとなっています。 

 

○ がんや脳卒中、救急医療などの疾病・事業ごとに、住民や患者に対して、地域の各医療機関の医療

機能や役割分担の状況を明示することにより、適切な医療機関を選択するための支援を行う必要があ

ります。 

 

○ 県民の医療に対する安心、信頼の確保に向けて、患者本位の、良質かつ適切な医療を効率的に提供

する体制の構築が一層求められており、病院と診療所の連携による切れ目ない医療の提供や、医療と

介護が連続したサービスの提供など、患者の視点に立った医療提供体制を具体化していく必要があり

ます。 

 

○ 国の「社会保障・税一体改革大綱（平成 24年）」においては、地域の実情に応じた医療・介護サー

ビスの提供体制の効率化・重点化と機能強化、急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機

能の役割分担や連携の推進、在宅医療の充実などに向けた医療政策の見直しも見込まれることから、

国の動向を注視し、必要に応じて本計画の見直しを行います。医療機関の機能と役割分担に応じた地

域医療連携体制の充実に向け取組を進めていく必要があります。 

 

（２）今後の取組の基本的な方向性（課題への対応） 

ア 医療機能の明確化と役割分担の推進 

○ がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病及び精神疾患の５疾病と救急医療、災害時における医療、

へき地の医療、周産期医療及び小児医療の５事業について主要な疾病・事業と位置づけ、医療機

関の有する機能を明確にし、役割分担を促進します。 

 

○ また、在宅医療の充実に向けて、かかりつけ医、在宅療養支援診療所等の医療機関と訪問看護

ステーションや地域包括支援センター等の関係機関との機能分担、業務連携の確保及び多職種協

働による取組を推進し、在宅療養患者等に対する地域の連携体制の整備を促進します。 

 

○ がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等の連携によるがん医療への取組など、地域の医療機

関が協働して医療連携に取り組む具体的な方法である地域連携クリティカルパスの導入、運用、

検証に基づく更なる質の向上に引き続き取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

地域連携クリティカルパスとは 

・地域連携クリティカルパスとは、急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療計画を

作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるものです。 

・診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者に提示・説明することによ

り、患者が安心して医療を受けることができるようになります。 
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○ 多くの県民が身近な場所で、いつでも気軽に専門的な相談が受けられるよう、かかりつけ医、

かかりつけ歯科医等が患者の症状に応じ、治療や適切なアドバイスを行い、必要に応じ症状に適

した医療機関等を紹介するなど、保健・医療・介護の連携体制のコーディネート役となるよう、

その資質の向上に努め、健康相談、栄養・運動指導から疾病治療、口腔ケアまでを含む、かかり

つけ医等のプライマリ･ケア機能の充実や、医療連携体制の強化を促進します。 

 

○ また、医師、歯科医師と薬剤師との相互理解と協力体制を確立し、重複投薬の防止や薬に関す

る相談等に応じるため、身近なかかりつけ薬局の機能向上を図り、地域の実情を考慮しながら医

薬分業を促進します。 

 

○ 入院患者の受療行動や地域住民からみた医療機関選択の視点から、二次保健医療圏域を基本と

した、地域における医療連携体制の構築を進めます。また、高度・先進医療などの機能に応じて

二次保健医療圏域を越えた連携にも取り組みます。 

 

○ 各保健医療圏における医療連携体制の構築を促進し、多様な医療ニーズに対応できるよう、か

かりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する地域医療支援病院の段階的な整備や、地域の病院の

オープン化、医療機器の共同利用促進など、病院とかかりつけ医との連携を強化します。 

 

イ 住民、患者の参加による医療連携の推進 

○ 地域において、住民が安心して必要な医療を受けるためには、住民と保健・医療・介護関係者

等が、地域の健康や医療に関する課題を共有し、それぞれの機能や役割を認識し、地域における

医療連携体制の構築に互いに協力して取り組む必要があります。このため、県や保健所、市町村

等の行政機関は連携して、住民への適切な情報提供による理解の促進に向けて取り組みます。 

 

○ 地域における医療連携体制を十分に機能させるため、医療等関係者は、地域においてそれぞれ

が担うべき役割や機能を見据え、関係機関相互の連携体制構築に協力し、また、住民も、自らも

医療の担い手であるという意識を持ち、地域の医療提供体制についての情報を得ながら、症状や

医療機関の役割分担に応じた適切な受診が促進されるよう県民、関係者が一体となった取組を進

めます。 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

地域医療連携

パス参加医療

機関数（施設基

準届出） 

－ 216 108 37 21 22 5 7 6 5 5 

－ 177 90 31 18 19 0 6 5 4 4 

地域医療支援

病院数 

－ 2 1 1 - - - - - - - 

 2 1 1 - - - - - - - 

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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２ 公的医療機関の役割 

 

【現状と課題】 

 ○ 本県においては、山間地が多いことや都市部への交通アクセスが十分ではなかったこと、また、

民間の医療機関が不足している地域が多いという状況もあり、県立病院や市町村立医療機関をはじ

めとする公的医療機関が整備され、病院全体に占める公立病院の割合（一般病床数の64.5％）は全

国最高の水準にあり、特に歴史的な沿革を背景に、県立病院が占める割合（同41.8％）は群を抜き

高く、本県医療の主要な機能を担っています。 

 

 ○ 公立病院をはじめとする公的医療機関の役割は、へき地医療、救急医療、小児医療、高度・専門

医療など採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療を担うことにありますが、公立病

院の経営環境は、医師不足や患者数の減少などにより厳しさを増し、地域における医療提供体制の

維持が深刻な状況となっています。 

 

 ○ 公立病院が、このような状況の中で、今後とも、地域に必要な医療を提供していくためには、各

医療機関の役割分担と連携を進め、地域の医療提供体制を確保するとともに、その役割に応じた自

律的な運営に向けて、地域の実情を踏まえた総合的な改革の推進を図る必要があります。 

 

 ○ 公立病院の改革の推進に当たっては、国の「公立病院改革ガイドライン」（平成19年12月）にお

いて、経営効率化、公立病院の再編・ネットワーク化、経営形態の見直しの３つの視点により取り

組むこととされ、本県においても、同ガイドラインを踏まえた「岩手県公立病院改革推進指針」（平

成21年１月策定）に沿って、それぞれの公立病院が改革プランを定め、医療の質や持続可能な経営

の確保に取り組んできたところです。 

 

 ○ 公立病院改革ガイドラインでは、経営効率化に係る取組の実質的な最終年度を平成23年度までと

していますが、総務省が実施した公立病院改革プラン実施状況等の調査（平成24年３月実施）によ

ると、自らが設定した経常収支比率、職員給与費比率及び病床利用率の３指標すべての数値目標を

達成した病院は全体の8.8％に止まっています。全国的に多くの病院が目標を達成していない状況

であり、本県の公立病院においても取組実績等を踏まえた計画の見直しや新たな計画の策定により、

継続して取り組んでいくことが求められます。 

 

 ○ また、超高齢社会に対応し、地域においては、住民のＱＯＬの向上に資する在宅医療の提供体制

や医療と介護の連携体制の構築が急務となっており、公立病院においても、民間医療機関の整備状

況や患者の動向など地域の実情に応じて的確に役割を担うことが求められています。 

 

 ○ こうした中、地域住民は、自ら地域医療を支えるという意識を持ち、自分の都合により診療時間

外に受診したりすることなどを控え、症状や医療機関の役割分担に応じた適切な受診を心がけるこ

とが重要です。 
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【課題への対応】 

 ○ 本県の公立病院における経営効率化や再編・ネットワーク化等の進捗状況等を踏まえ、継続して

公立病院改革の推進を図ります。 

 

 ○ 二次保健医療圏を基本単位として、必要な医療を提供する体制を確保する観点から、圏域の実情

を踏まえ、二次救急、高度・専門医療等の地域住民の生命に関わる医療を担う中核的な病院と初期

救急やプライマリ・ケアなど地域住民に身近な医療を提供する公立病院及び公立診療所との役割・

機能分担と連携の推進を図ります。 

 

 ○ また、地域の実情に応じて、特に他に入院医療機関がない地域の公立病院・有床診療所において

は、市町村・地域包括支援センターとの円滑な連携を図り、患者が退院後も在宅又は介護施設等に

おいて安心・安全な療養が継続できるよう調整支援する退院支援担当者の配置や、在宅療養患者の

急変時の受入れ等の役割を担い、地域における在宅医療を含めた保健・医療・介護（福祉）の連携

体制の構築を推進します。 

 

 ○ 圏域内の他の医療機関との間で機能が重複し、競合がある病院については、地域全体における効

果的な医療提供の観点から、役割に応じた機能・病床規模の見直しを図ります。 

 

 ○ 勤務医師の負担軽減を図るため、引き続き医療クラークの配置などの取組を進めるほか、中核的

な病院への医師配置の集約化や効果的な医師派遣体制の整備・運用などを通じて、医師の勤務環境

の改善を推進します。 

 

 

（図表）圏域ごとの病床の状況（H24.4.13現在） 

圏域 
療養病床 一般病床 合計 

民間病院 公的病院 計 民間病院 公的病院 計 民間病院 公的病院 計 

盛岡 1,424 18 1,442 2,704 1,833 4,537 4,128 1,851 5,979 

岩手中部 149  149 577 1,064 1,641 726 1,064 1,790 

胆江 401  401 303 654 957 704 654 1,358 

両磐 60 41 101 358 849 1,207 418 890 1,308 

気仙 60  60  506 506 60 506 566 

釜石 102  102 171 571 742 273 571 844 

宮古 148    521  148 521 669 

久慈 42 43 85 39 340 379 81 383 464 

二戸  93 93  398 398  491 491 

合計 2,386 195 2,581 4,152 6,736 10,888 6,538 6,931 13,469 
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 ３ 良質な医療提供体制の整備 

（１）がんの医療体制 

 

【現 状】 

① がんによる死亡の状況 

○ 本県における死亡者の主な死因（平成 22年人口動態統計、厚生労働省）」のうち、悪性新

生物による死亡者数は 4,322 人、総死亡者数に占める悪性新生物の死亡者数の割合は、全国

平均の 29.5%（353,499 百人/1,197,012 百人）に比べて、27.4%（総死亡者数 15,756 人）で

あり、本県においては昭和 59年以来、死亡原因の第１位となっています。 

 

○ 年齢調整死亡率の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県の悪性新生物の 75 歳未満の年齢調整死亡率を見ると、平成７年以降漸減傾向を示し、

全国平均を下回っていましたが、平成 21年度からは全国平均を上回っています。 

［本県 88.4%、全国 84.3%（平成 22年度）］ 

    

また、平成 12年から平成 22年までの 75歳未満死亡率の推移をみると、全国では約 18％減

少しているのに対し、本県では約６％の減少にとどまっています。 

 

○ がんの原因には、喫煙（受動喫煙を含む）、食生活、運動等の生活習慣、ウィルスや細菌

への感染など様々なものがあると言われています。今後、人口の高齢化とともにがんの罹患

者数及び死亡者数は増加していくことが予想され、依然としてがんは国民の生命と健康にと

って重要な課題となっています。 

 

② がんの予防 

○ 本県においては、「健康いわて 21プラン」に基づき、がん予防を図るため、喫煙対策や食
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図表１ 悪性新生物（がん）の死亡率（粗死亡率、年齢調整死亡率）の年次推移
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生活の改善、運動習慣の定着等の普及啓発などの取組を進めてきました。 

 

○ 「医療施設調査（平成 20 年度）」によると「敷地内禁煙をしている医療機関の割合」は、

一般診療所が 21.9%（全国 23.0%）で、病院が 21.4%（全国 26.8%）となっております。 

また、「国民生活基礎調査（H22年度）」によると、「喫煙率」については、男性が 35.4%

（全国 33.1%）で女性が 10.1%（全国 10.4%）となっています。 

 

○ ウイルス性のＢ型肝炎、Ｃ型肝炎は肝がんを発症させること、また子宮頸がんはヒトパピ

ローマウイルス（ＨＰＶ）にも起因すること、さらに成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）はヒトＴ

細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ－１）に起因することが判明しており、これらの感染症

対策の取組を進めてきました。 

 

③ がんの早期発見 

○ がんを早期発見するため、検診機関・医療機関において、胃がんでは胃 X 線検査、肺がん

では胸部 X 線検査及び喀痰検査、乳がんではマンモグラフィ検査及び視触診、大腸がんでは

便潜血検査、子宮頸がんでは細胞診等のがん検診が行われています。 

 

これらのがん検診においてがんの可能性が疑われた場合、さらに内視鏡検査及び CT・MRI 検

査等の精密検査が実施されており、がん検診で精密検査が必要となった者の精密検査受診率

の状況を見ると、平成 22年度は乳がんと子宮がんで 90％台となっていますが、その他のがん

では 80％～88％程度となっています。 

 

○ 「地域保健・健康増進事業報告（平成 22年度）」により、本県のがん検診受診率の高い順

から見ると、乳がん 35.9％（全国 19.0％）、肺がん 33.0％（同 17.2％）、子宮がん 31.3％

（同 23.9％）、大腸がん 25.9％（同 16.8％）、胃がん 20.2％（同 9.6%）の順となっていま

す。 

 

なお、「国民生活基礎調査（平成 22年）」により、市町村、企業、健康保険組合等あらゆ

る実施主体によるものを含めた岩手県平均のがん検診受診率を高い順から見ると、胃がん

36.1％（全国 30.1%）、肺がん 31.5％（同 23.0%）、大腸がん 31.1％（同 24.8％）、乳がん

26.0％（同 24.3%）、子宮がん 25.6％（同 24.3％）となっています。 

 

④ がんの医療 

○ 国（平成 23年 4月厚生労働省）の取りまとめによると、がん診療連携拠点病院数は、本県

6.9か所（人口 100万対）に対し、全国平均は 3.1か所あり全国平均を上回っています。 

県内９つの２次保健医療圏のうち釜石保健医療圏域を除く８圏域において、国によるがん

診療連携拠点病院の指定を受けています。 

 

○ 本県のがん診療の実施状況は直近で把握できる平成 20年 9月によると、手術 439件、放射

線療法1,584件、外来化学療法1,746件となっており、二次保健医療圏域別では、手術の59.7％、

放射線療法の 27.3％、外来化学療法の 53.6％が盛岡保健医療圏域で実施されている状況にあ

ります。 
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○ 本県の人口 10 万人当たり「病理診断医師数」は、1.0 人と全国（1.2 人）を下回っている

水準にあり、二次保健医療圏別では、盛岡保健医療圏などの県内陸部に多く配置されている

状況にあります。 

 

○ 岩手医科大学では、国の事業「がんプロフェッショナル養成プラン（文部科学省 Ｈ19年

度～現在）」を活用し、がん医療に携わる医療従事者の育成に取り組んでおり、養成コース

の受講者は延べ 57名（平成 19年度～22年度）となっています。 

 

○ 県内では、がん認定看護師（緩和ケア、がん化学療法看護、がん性疼痛看護、乳がん看護、

がん放射線療法看護）として、延べ 26名が認定されています。（平成 24年 4月現在） 

 

○ がん診療を実施している 60 病院のうち、緩和ケアチームは 15 病院で設置され、緩和ケア

外来を実施しているのは 12病院となっています（平成 24年 6月）。 

  

○ 緩和ケアチームのある医療機関数（Ｈ20医療施設調査 人口 100万人当たり）は 8.2箇所

と全国の 4.8箇所を上回っているほか、緩和ケア病棟を有する病院数（Ｈ20医療施設調査人

口 100万人対）は本県 1.5箇所と全国の 1.8箇所を下回っている水準にあります。 

 

○  がん診療連携拠点病院が行う「緩和ケア医師研修」については、これまでに 541名（平成

20～23年度）が受講し、また岩手県医師会（県が委託）が実施している「緩和ケア医療講習

会」の受講者は 169名（平成 23年度）となっており、緩和ケアに携わる人材育成が着実に進

められています。 

 

○ 県内の「がんリハビリテーション」を実施する医療機関は 6 施設あり、半数の 3 施設が盛

岡保健医療圏にあります。 

 

○ 各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減など、患者の更なる生活の質の向上のため、

医科と歯科の連携によるむし歯や歯周病の治療・処置、専門的口腔ケアの取組が行われてい

ます。 

 

○ 本県の末期のがん患者に対して在宅医療を提供する医療機関数（Ｈ24.1在宅末期医療総合

診療料届出施設数 人口 10万人当たり）は 5.8箇所と全国の 9.0箇所を下回っており、また、

がん患者の在宅死亡割合は 7.2%と全国の 9.2%よりも低い水準にあります。（平成 22 年人口

動態統計、厚生労働省） 

 

○ 「岩手県地域がん登録事業報告書」によると、本県の小児がんの罹患状況（0 歳～14 歳）

については、全部位のがん患者の計が 13 人（H16 年度～H20 年度の平均）となっており、死

亡率については、「5.8人（H18年度～H22年度の平均）」で 5.8人となっています。 

 

⑤ 情報提供及び相談支援 

○ 医療が高度化、複雑化していることなどから、がん患者と家族は、身体的な苦痛はもとよ

り、心理的な苦痛やがん診療に関する様々な悩みを抱えています。 

本県では、全てのがん診療連携拠点病院において患者等への相談体制が整備されるなどに
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より、がん患者に対してカウンセリングを実施している医療機関数（人口 100 万人当たり）

は 8.4箇所あり、全国の 6.0箇所を上回っています。 

 

○ 患者・家族サロンの取組として、県内では４つのサロン（岩手医科大学附属病院「がん患

者・家族サロン」、県立中部病院「がん情報サロン」、岩手ホスピスの会「タオル帽子サロ

ン」、県立磐井病院「がん患者・家族サロン こころば」）が活動しています。 

 

⑥ がん登録 

○ 科学的根拠に基づいたがん対策や質の高いがん医療の実施と県民や患者への情報提供を通

じてがんに対する理解を深めるため、がん登録をさらに推進していく必要があり、本県では、

県、岩手医科大学、がん診療連携拠点病院等の協力体制のもと、８圏域で院内がん登録が実

施されています。 

 

○ 本県の地域がん登録の実施は広がりが見られるものの、全ての医療機関に届出義務を課す

ものではなく、また、地域がん登録データの精度の向上や活用に向けては、現行制度には患

者の予後の情報を得ることが困難であるなどの課題も指摘されています。 

 

【求められる医療機能等】 

 がん対策を行うためには、予防や早期発見、診療や緩和ケアなどのがん医療、患者等への情報

提供や相談支援の体制までが連携して、切れ目のない医療提供体制を構築する必要があり、次の

ような医療機能等が求められます。 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

がんの予防、早期

発見 

・市町村等が実施するがん検診やがんに関連するウィルス検査

を受託すること。 

・がんに係る精密検査を実施すること 

・精密検査の結果をフィードバックする等、がん検診の精度管

理に協力すること。 

・敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと 

・検診機関（集団検診

等） 

・医療機関（個別健診） 

・がん検診やがんに関連するウィルス検査等を実施すること 市町村 

・がん登録を実施し、がん登録の精度向上に努めること 

・要精検者が確実に医療機関を受診するように連携体制を構築

すること 

・生活習慣病検診等管理指導協議会の一層の活用を図ること等

により、検診の実施方法や精度管理の向上等に向けた取組を

検討すること 

・市町村に対して科学的根拠に基づくがん検診を実施するよう

助言すること 

県 

 

 

 

 

 

 

 

・禁煙希望者に対する禁煙支援や受動喫煙の防止等のたばこ対

策に取り組むこと 

・感染に起因するがんへの対策を推進すること 

行政機関（県・市町村） 

 

がん医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈基本的医療機能Ａ〉 

・手術療法、放射線療法、化学療法が実施されること 

・これらを効果的に組み合わせた集学的治療が実施されること 

〈基本的医療機能Ｂ〉 

・手術療法及び化学療法が実施されること 

〈基本的医療機能Ｃ〉 

・手術療法又は化学療法が実施されること 

〈基本的医療機能以外の機能 D〉 

・がんと診断されたときから、身体的な苦痛及び精神心理的な

・がん診療連携拠点病

院 

・病院又は診療所 

 

 

 

 

 

 



44 

 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦痛等に対する緩和ケアを実施すること（緩和ケアチーム、

緩和ケア外来の整備） 

・患者の家族にも、必要に応じて、心のケアを含めた精神医学

的な対応を図ること。 

・外来化学療法を実施すること 

・相談支援体制を整備していること 

・院内がん登録及び地域がん登録を実施すること 

 

 

 

《在宅療養支援》 

〈基本的医療機能〉 

・がん患者の受入れを実施し、診断・治療への対応を行うこと 

〈基本的医療機能以外の機能〉 

・緩和ケアを実施すること 

・在宅療法患者への訪問診療等を実施すること 

・外来化学療法を実施すること 

・病院又は診療所 

・薬局 

・訪問看護ステーショ

ン 

 

 

歯科医療 

 

 

 

〈基本的医療機能〉 

・専門的口腔ケアを実施していること 

・がん医療を担う医療機関及び療養支援を行う医療機関との連

携体制を有していること 

〈基本的医療機能以外の機能〉 

・歯科訪問診療を実施していること 

・訪問歯科衛生指導を実施していること。 

・歯科医療機関 

 

 

【課 題】 

① がんの予防 

 ○ 本県の「敷地内禁煙をしている医療機関の割合」は、全国平均値に比較して低い状況にあ

るほか、圏域ごとの格差も見られることから、引き続き、敷地内禁煙の向上に向けて重点的

な取組を行う必要があります。 

 

○ 男性の喫煙率が全国平均値に比較して高い状況にあり、当該率を低下させていく取組が必

要とされています。 

 

○ このほか、がんの予防に関連するウイルスの感染予防、検査等が重要です。 

 

② がんの早期発見 

○ がんを早期に発見し、進行がんを減少させ、がんの治癒や患者のＱＯＬ確保など予後の向

上を図るためには、がん検診及び精密検査の受診率を向上させることが必要とされています。 

 

○ 本県のがん検診受診率は、全国平均値を上回っている状況にあるものの、対象者全体の 7

割程度が未受診であることから、引き続き受診率を向上させていく取組が必要とされていま

す。 

 

③ がん医療 

（医療機関の整備と医療連携体制の構築） 

○ 県内におけるがん医療の均てん化を図るため、がん診療連携拠点病院がない釜石保健医療

圏における、がん医療の機能を強化させることが必要とされています。 

 

○ 患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にある医師に意見を

求めることができるセカンドオピニオンを受けられる体制の整備が必要とされています。 
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○ がん治療には、手術療法、放射線療法及び化学療法等があり、がんの種類や病態に応じて、

単独で行う治療又はこれらを組み合わせた集学的治療が行われることから、複数の医療従事

者の連携によるチーム医療が必要とされています。 

 

○ 各医療機関では診療ガイドライン等に基づいてクリティカルパス（検査と治療等を含めた

診療計画表をいう。）を作成することが必要とされています。 

 

○ がん診療連携拠点病院等において、手術療法、化学療法、放射線療法などの治療法の組み

合わせを総合的に検討し、診療するキャンサーボードの整備が必要とされています。 

 

○ 各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減など患者の更なる生活の質の向上のため、専

門的な口腔ケアの実施等により、がん診療に係る医科と歯科の連携を進めることが期待され

ています。 

 

（がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成） 

○ がん医療は、外科手術とともに、化学療法、放射線療法が標準的な治療として広く実施さ

れるようになるなど、治療の可能性と治療方法の選択肢が拡大しており、こうした標準的な

治療を普及させていくためには、医療機能を担う医療機関の整備と、専門的知識を有する医

療従事者の育成が必要とされています。 

 

（がんと診断された時からの緩和ケアの推進） 

○ がんと診断された時から、身体的な苦痛及び精神心理的な苦痛等に対する緩和ケアを、が

ん治療と並行して実施することが必要とされています。 

 

○ がん性疼痛の緩和では、医療用麻薬等の投与や神経ブロック等が行われ、疼痛以外の嘔気

や食欲不振、呼吸困難感といった身体的諸症状に対する治療や支援が必要とされています。 

 

併せて、がん患者とその家族には、しばしば不安や抑うつ等の精神心理的な問題が生じる

ことから、心のケアを含めた精神医学的な対応が必要とされています。 

 

○ 施設や在宅で緩和ケアを提供できる体制に地域偏在が見られることから、医師等の医療従

事者の育成などにより、地域で必要となる緩和ケア体制の整備が必要とされています。 

 

○ 「緩和ケア」については、終末期や治癒困難の人を対象とするといったマイナスイメージ

を持っている人が多く、県民へ正しい知識や理解の促進を図ることが期待されています。 

 

（地域の医療・介護サービス提供体制の構築） 

○ 居宅等の生活の場で暮らし続けることを希望するがん患者に対し切れ目ない医療を提供し

ていくためには、急性期を担う医療機関と急性期以後を担う医療機関との連携を確保し、患

者やその家族の意向を踏まえ、在宅等の生活の場での療養を選択できるようにすることが必

要とされています。 

 

 ○ がん治療後は、治療の影響や病状の進行により、患者の嚥下や呼吸運動などの日常生活動

作に障がいを来すことがあることから、がん領域でのリハビリテーションの実施が必要とさ

れています。 
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（小児がん） 

○ 小児がんは、希少で多種多様ながん種からなっており、県内の医療機関による対応が困難

となる場合も想定されることから、県域をこえた専門的な医療機関との連携による医療提供

体制の確保も必要とされています。 

 

○ 小児がんの患者は、長期に渡って日常生活や就学・就労に支障を来すこともあり、患者の

教育や自立と患者を支える家族に向けた長期的な支援や配慮が求められていることなどから、

県内の小児がんの状況を把握しながら、小児がん対策を行うことが必要とされています。 

 

④ がんに関する情報提供及び相談支援 

○ 早期発見、早期治療を進めるなど、進行・末期がんに至る前に対処できるようにするため

には、がんの予防知識を普及させ、検診を積極的に活用することが重要であり、そのために

は、県民が利用しやすいような情報提供、環境整備を進めることが必要とされています。 

 

○ がん患者とその家族の苦痛や思いに応え、安心して医療を受けることができるよう支援す

る相談体制を充実することや、がんにかかった場合に、悩みや情報を共有し不安の解消につ

なげるよう、患者会、家族会、あるいはサロンのような場の確保が求められています。 

 

○ 県民ががんを身近なものとして捉えることができるよう、がんに関する情報の提供・普及

の充実を図るとともに、がん患者の就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場に

おける理解の促進、相談支援体制の充実を通じて、がんになっても安心して働き暮らせる社

会の構築が求められています。 

 

⑤ がん登録 

○ がん対策を的確に評価するためには、がん患者の実態を把握し、がんの罹患の状況や対策

の効果としての生存率等を分析し明らかにしていくことが必要とされています。 

このため、医療機関ががん診療を向上させるために行う院内がん登録と県内のがん患者数

の把握等を行う地域がん登録を一層進めていくことが必要とされています。 

 

○ がん登録に関する普及啓発に努めるとともに、精度の高いがん登録システムを維持し、が

ん登録データをがん予防やがん医療の向上のための基礎資料として活用しながら、県民にも

分かりやすい情報提供を行っていく必要があります。 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

75 歳未満の

がん年齢調

整 死 亡 率

(H22) 

73.9(H27) 72.8 

(H27) 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

84.3(H22) 88.4 

(H22) 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

がん検診受

診率 

－ 50.0          

胃 10.1 

肺 17.9 

大腸 16.5 

子宮 21.0 

乳  

20.3 

28.2 

25.2 

29.2 

34.3 

17.0 

26.1 

20.0 

26.9 

29.1 

25.8 

28.0 

33.3 

18.9 

44.1 

18.3 

44.8 

24.0 

38.7 

23.6 

43.8 

37.8 

37.1 

38.5 

52.5 

20.4 

18.3 

26.8 

43.5 

43.2 

18.0 

3.7 

23.4 

33.3 

56.0 

15.5 

18.7 

19.4 

20.7 

28.6 

18.4 

25.2 

25.9 

28.2 

34.9 

22.6 

42.1 

34.1 

36.3 

32.2 
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圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

がん診療連

携拠点病院

等の整備圏

域数 

－ 
9 

1(2病

院) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

388 8 
1（2

病院） 
1 1 1 1 - 1 1 1 

相談支援セ

ンターの整

備圏域数 

－ 
9 

1(2病

院) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

388 8 
1(2病

院） 
1 1 1 1 - 1 1 1 

備考）上段：目標値、下段：現状値 

 

 

【施 策】 

（施策の方向性） 

○ がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号）の理念に基づき、がん患者を含めた県民の視点に

立ち、医療従事者や行政機関などの関係者が一体となりながら、がんによる死亡者の減少を図

るため、がんの予防から早期発見、標準的ながんの治療や緩和ケアなどのがんの医療、患者等

への相談等まで継続した保健医療が行われるような体制の構築を進めていきます。 

 

○ 喫煙やがんと関連するウィルスの感染予防など、がんの発症リスクの低減に向けた取組や、

科学的根拠に基づくがん検診の実施などがんの早期発見に向けた取組を進めていきます。 

 

○ がん診療連携拠点病院等を中心とした専門的診療、緩和ケアや患者や家族等へのがんに関す

る情報提供や相談体制、地域の医療機関が連携した在宅療養が可能な体制の構築を促進し、そ

れらを担う医療機関の機能の確保や医療機関の相互の連携による、多方面からの継続した医療

提供体制の構築を進めていきます。 

 

（主な取組） 

① がんの予防 

○ 「健康いわて 21プラン」に基づき、がん予防のための生活習慣に係る知識の普及や情報を

提供していくとともに、生活習慣改善の行動変容を支援する情報提供や環境整備を進めてい

きます。 

 

○ 敷地内を禁煙にしていない医療機関等に対する禁煙の取組を促すことにより、県内の敷地

内禁煙をしている医療機関の割合を低下させていきます。特に高い割合の圏域については、

郡市医師会との連携も視野に入れながら、普及啓発等の取組を重点化します。 

 

○ 市町村・検診機関等の関係機関と連携し、男性を対象とした禁煙教育の実施等の普及啓発

を行います。 

 

○ 肝がん対策として、ウイルス性肝炎に係る正しい知識の普及啓発、ウイルス検査の実施、

医療提供体制の確立等を図ります。 
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○ 子宮頸がん対策として、子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチンの接種率向上のため、市町村

に対する助言・情報提供を進めます。 

 

○ 成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）対策として、その原因となるＨＴＬＶ-１感染について、母子

感染予防対策を中心としつつ、性感染等の水平感染予防を図ります。 

 

② がんの早期発見 

○ がん検診受診率の低い年齢層や地域等を対象とした重点的な普及啓発や受診勧奨を行うと

ともに、検診受診期間の拡大など利用者が受診しやすい検診実施計画の策定・実行に取り組

みます。 

 

○ がん検診の質の維持・向上を図るため、県生活習慣病検診等管理指導協議会及び市町村の

精度管理・事業評価等により検診体制の質の確保を図るとともに、がん検診の精密検査を行

う医療機関の登録とその情報提供を行うなどにより精密検査体制の確保を図ります。 

 

③ がん医療 

（医療機関の整備と医療連携体制の構築） 

  ○ 県内のがん医療の均てん化に向けて、釜石保健医療圏における県立釜石病院の国による

地域がん連携推進拠点病院への指定に向けて体制の確保などに取り組みます。  

 

○ 患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にある医師に意見

を求めることができるセカンドオピニオンを受けられる体制の整備を促進します。 

 

○ 集学的治療が円滑に進むよう医師だけではなく、医師以外の医療従事者間の医療連携体

制の構築を促進します。 

 

○ 本県において特に多いがん（肺・胃・肝・大腸・乳）を中心に、集学的治療や緩和ケア

の提供とともに、がん患者の病態に応じた適切な治療の普及に努め、拠点病院を中心に、

院内のクリティカルパスや地域連携パスによる医療連携を推進します。 

 

○ がん診療連携拠点病院等におけるキャンサーボードの整備・運営等により、手術、化学

療法、放射線療法の知識と経験を有する医師の育成に取り組むとともに、チーム医療の普

及啓発に取り組みます。 

 

○ 各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減など、患者の更なる生活の質の向上のため、

がん診療医科歯科連携協議会等を通じ、がん治療におけるむし歯や歯周病の治療・処置、

専門的な口腔ケアの促進を図ります。 

 

○ 食事療法などによる栄養管理やリハビリテーションの推進など、医療従事者相互の連携

と補完を重視した職種間連携によるチーム医療を推進します。 
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（がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成） 

 ○ 高校生や医学生を対象としたセミナーの開催や臨床研修医の受入れ体制の整備など、医

師のライフステージに応じた「医師確保対策アクションプラン」の取組などにより、医療

機関におけるがん医療に携わる専門医師の育成、確保を進めていきます。 

 

○ 県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院等のがん診療を担う医療機関の

整備やその医療機能の強化等に取り組みます。 

 

○ がん診療連携拠点病院等において、化学療法を専門とする医師、放射線治療を専門とす

る医師等をはじめとした医療従事者の育成に取り組みます。 

 

（がんと診断された時からの緩和ケアの推進） 

○ 緩和ケアチームや緩和ケアを担う診療科を設置する医療機関においては、一般病棟や在

宅医療部門でのがん診療と連携し、がんと診断された時からの緩和ケアの取組を進めます。 

 

また、緩和ケア病棟においては、患者の病状に応じて、一般病棟と連携し中心静脈栄養

や、化学療法、放射線療法など必要ながん診療を実施する体制を確保します。 

 

○ がんの多様な苦痛や痛みに的確な対応が可能となるよう、ＷＨＯのガイドラインを踏ま

えた適切な鎮痛剤や鎮痛補助薬の組み合わせなど症状に合わせた処方の普及・向上を促進

します。 

 

○ がん診療を担う医療機関は、身体的な苦痛に対する緩和ケアだけではなく、精神的な苦

痛に対する心のケア等を含めた全人的な緩和ケアを、患者の療養場所を問わず提供できる

体制の整備を進めます。特に、個人・集団カウンセリングなど、患者とその家族や遺族な

どがいつでも適切に緩和ケアに関する相談や支援を受けられる体制を強化します。 

 

○ がん診療連携拠点病院は、緩和ケアを行う体制の整備を支援するため、医師をはじめと

した緩和ケアを担う医療従事者を育成する研修等を行います。 

 

○ 入院医療機関が在宅緩和ケアを提供できる診療所などと連携し、切れ目のない在宅医療

の提供体制を整備するとともに、急変した患者や医療ニーズの高い要介護者の受入れ体制

を整備します。 

 

○ がんによる苦痛の軽減を図るため、早期からの緩和ケアへの理解が進むよう、広く県民

への普及啓発に取り組みます。 

    

（地域の医療・介護サービス提供体制の構築） 

○ 患者やその家族が在宅での療養を希望した場合に対応できる医療体制を確保するため、

在宅医療を担う医療機関が急性期病院からの退院患者の受け皿となるとともに、がん診療

連携拠点病院等や緩和ケア病棟（病床）を有する病院が在宅患者の急変時や医学的管理が
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難しくなった場合などの受け皿となる連携体制の整備に取り組みます。 

 

○ かかりつけ医等が訪問看護ステーションや、かかりつけ薬局、介護サービス等とケアカ

ンファランスを通じて連携し、患者及び家族を適切に支援する地域医療連携体制の構築を

図ります。 

 

○ がん治療後のリハビリテーション体制整備、医科歯科連携によるリハビリテーション体

制の整備を促進します。 

 

（小児がん） 

○ 国が検討を進めている「小児がん拠点病院（仮称）」のあり方検討の結果を踏まえなが

ら、今後、国が指定する拠点病院との広域連携体制を検討します。 

 

  ○ 小児がんの患者や家族への相談支援体制等の整備に努めるほか、小児がん経験者が安心

して暮らせるよう、地域の中で患者とその家族の不安や治療による合併症などに対応でき

る長期フォローアップの体制とともに、自立に向けた心理社会的な支援についても検討を

進めていきます。 

 

④ がんに関する情報提供及び相談支援 

 

○ がん検診を受診しやすくするため、がん検診の種類や方法、実施場所等について、きめ

細かな情報提供を行います。 

 

○ がん診療連携拠点病院等のがん医療を担う拠点病院においては、患者及び家族のがんに対

する不安や疑問に適切に対応するための相談支援体制の整備・充実を促進します。 

 

○ 労働部門などの関係機関と連携しながら、職場におけるがん患者の就労に対する理解の促

進や相談支援体制の充実に向けて取り組みます。 

 

⑤ がん登録 

○ がん診療連携拠点病院等のがん医療を実施する医療機関においては、がん登録数の増加を

踏まえ、その精度の向上や診療録等から必要なデータを採録・整理して登録する診療情報管

理士等の配置にも努めながら、院内がん登録及び地域がん登録の実施に積極的に取り組みま

す。 

 

○ 岩手県がん診療連携協議会が県医師会等と連携し、院内がん登録及び地域がん登録の精度

向上に取り組みます。 
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（取組に当たっての協働と役割分担） 

医療機関、高等教

育機関等 

・良質な医療サービスの提供 

・医療機関の連携の推進 

・専門医療、高度医療の提供等 

・医師をはじめとした医療人材の育成 など 

（検診実施機関等） 

・がんの予防、早期発見 

・がんに関連するウイルス性疾患の検査、治療、ワクチン接種 

（がん診療連携拠点病院等） 

・標準的ながん治療の普及 

・緩和ケアの推進（緩和ケアチーム、在宅緩和ケア） 

・相談支援・情報提供（相談支援センター） 

・院内がん登録 

・患者・家族への普及啓発 

（医師会） 

・地域がん登録の実施、会員への普及啓発など 

（歯科医師会） 

・がん患者に対する歯科口腔ケアの研修会の開催など 

（介護施設等） 

・医療機関と連携し在宅緩和ケア実施 

団体・企業等 

・地域医療を支える県民運動の取組 

・県、市町村と協力した医療機能の分担と連携の推進 

・がん患者の就労等に対する理解等 

・労働安全衛生の観点からの健康づくりの支援 など 

学校 ・児童・生徒の健康増進、感染症予防等の保健対策 など 

県民・ＮＰＯ等 

・自らの生活習慣改善による心身の健康づくり 

・がん患者の就労等に対する理解等 

・がん登録への協力 

・心肺停止が疑われる者に対する救急要請、ＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法等適切な処置

を実施 など 

市町村 

・がんに関連するウイルス予防ワクチン接種、検査 

・県と連携した医師等医療人材の養成・確保 

・住民に身近な医療を提供する体制の確保 

・地域医療を支える県民運動の取組 

・医療、介護、福祉等のサービスが包括的に提供される地域包括ケア体制の整備 

・生活習慣病予防のための各種検診等や健康教育、普及啓発 

・住民に対する個別支援、保健指導 

・市町村施設における受動喫煙防止対策の推進 など 

県 

・がん対策推進計画の策定等（岩手県がん対策推進協議会の事務局） 

・がん診療連携拠点病院に対する支援（国庫補助金等） 

・緩和ケアに係る支援（医師研修事業、がん患者、家族支援、緩和ケア普及啓発） 

・医療人材の育成 

・医療機関の機能分担や連携の促進 

・県民総参加型の地域医療体制づくり 

・健康課題に関する情報提供や保健指導を行う専門職員の育成 

・地域保健と職域保健の連携推進、健診事業に関する支援 

・県民に対する健康づくりに関する正しい知識の普及啓発 など 
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【医療体制】（連携イメージ図）） 

 

 

医

療

機

能

時間の流れ

がん治療
緩和ケア

【基本的医療機能Ａ】

・手術療法、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療の実施

【基本的医療機能以外の機能Ｄ】

・相談支援体制の整備 ・緩和ケアチーム、緩和ケア外来の整備
・外来化学療法の実施 ・院内がん登録及び地域がん登録の実施 等

○○病院（がん診療連携拠点病院等）

手術、化学療法及び放射線療法実施医療機関

【基本的医療機能Ｂ】

○ 手術及び化学療法の実

施
【基本的医療機能以外の
機能Ｄ】と同様

手術及び化学療法

実施医療機関

□□病院

【基本的医療機能】

がん患者の受入れ、診

断・治療への対応
【基本的医療機能以外の
機能】
・緩和ケアの実施
・在宅療法患者への訪問
診療等の実施

・外来化学療法の実施

在宅療養支援

在宅等での生活

がんの種類や進行度に応
じた機能分担・連携

経過観察・合併症併
発・再発時の連携

○がん発症リスク低減

○検診受診率の向上

予防

発見
【基本的医療機能Ｃ】

○ 手術又は化学療法の実

施

【基本的医療機能以外の

機能Ｄ】と同様

手術又は化学療法

実施医療機関

△△クリニック

紹介・転院・退院時の
連携

□□病院

【基本的医療機能】
○専門的口腔ケアの実施

○がん医療を担う医療機関及び療養支

援を行う医療機関との連携体制
【基本的医療機能以外の機能】
○歯科訪問診療の実施
○訪問歯科衛生指導の実施

歯科との連携

○○病院、○○診療所

連携

連携

在宅療養支援
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（２）脳卒中の医療体制 

 

【現 状】 

① 脳卒中による死亡の状況 

○ 本県における死亡者の主な死因（平成 22年人口動態統計、厚生労働省）のうち、脳血管疾

患の死亡数は 2,126 人で、悪性新生物、急性心筋梗塞に次いで、3 番目に多く、その死亡率

は全国平均の 97.7人（人口 10万人対）に対し 160.5人（人口 10万人対）で全国ワースト 1

位となっています。 

 

○ 脳血管疾患による年齢調整死亡率（H22）は、男性が 70.1人（全国 49.5人）、女性が 37.1

人（全国 26.9人）といずれも全国の水準を上回っています。 

 

（図表：生活習慣病死亡数（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患    単位：人/人口 10万人対） 

 

［資料：人口動態統計(H22)］ 

 

（図表：脳血管疾患による年齢調整死亡率(男性)      単位：人/人口 10万人対） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

49.5 70.1 ＊   ＊ ＊   ＊ ＊   ＊ ＊   ＊ ＊ 

 

（図表：脳血管疾患による年齢調整死亡率(女性)      単位：人/人口 10万人対） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

26.9 37.1 ＊   ＊ ＊   ＊ ＊   ＊ ＊   ＊ ＊ 

［資料：都道府県別年齢調整死亡率（業務・加工統計）(H22)］ 

 

② 脳卒中の予防 

 ○ 脳卒中の原因には、最大の危険因子として高血圧があり、その他に喫煙、糖尿病、脂質異

常症、不整脈、過度の飲酒などの影響が大きいと言われています。 

 

○ 本県の健康診断・健康調査の受診率は 72.5%であり、全国の 67.7%より 4.8ポイント高くな

っています。また、高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率は 260.0人であり、全国（260.4
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人）と同水準となっています。 

  

○ 脳卒中登録（地域）を実施している病院は、盛岡保健医療圏の 15施設をはじめ、県全体で

29施設となっています。 

   

③ 応急手当、病院前救護の状況 

 ○ 本県における救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均時間は 40.4分であ

り、全国平均（37.4分）と比べて、約 3分上回っています。 

   

④ 脳卒中の医療（急性期：脳卒中発症～２、３週間） 

○ 脳卒中の入院患者（病院）の受療動向によると、概ね盛岡保健医療圏で入院医療の完結性

が確保されている一方で、二戸や気仙などの保健医療圏においては、他圏域への患者の流出

が多くなっています。 

 

○ 本県の人口 10万人あたり「神経内科医師数」は 5.0人（全国 3.2人）、「脳神経外科医師

数」は、6.2 人（全国 5.3 人）であり、いずれも全国を上回る水準にあり、二次保健医療圏

ごとにみると、いずれも盛岡保健医療圏や岩手中部保健医療圏などの県内陸部で高い傾向が

みられています。 ［医師・歯科医師・薬剤師調査（H22）］ 

  

○ 救命救急センターを有する病院は、盛岡、気仙及び久慈保健医療圏にあり、うち盛岡圏域

の岩手医科大学附属病院が高度救命救急センターに指定されています。なお、脳卒中の専用

病室（SCU）を有する病院・病床はこれまで県内に対象施設がない状況が続いています。 

 

○ 脳梗塞に対する t-PAによる脳血栓溶解療法の実施可能な病院数は 9施設となっており、盛

岡保健医療圏など７保健医療圏で実施されています。 ［診療報酬施設基準（平成 24 年 1

月）］ 

 

○ 地域連携クリティカルパスに基づく診療計画作成等の実施は、盛岡や岩手中部保健医療圏

などの内陸部で高い実績が見られています。 

  

○ 県内でリハビリテーションが実施可能な病院数は 83施設となっており、二次保健医療圏ご

とにみると、盛岡や岩手中部保健医療圏などの内陸部に多く、久慈や気仙保健医療圏などの

県北・沿岸部で少ない傾向がみられます。 ［診療報酬施設基準（平成 24年 1月）］ 

  

また、急性期のみリハビリテーションを実施している病院は、盛岡圏域の 3施設をはじめ、

県全体で 7施設となっています。 ［医療機能調査（平成 24年 6月）］ 

   

⑤ 脳卒中の医療（回復期：脳卒中発症２、３週間～６か月） 

○ 本県の退院患者の平均在院日数は 99.9日で全国平均（109.2日）を下回っており、二次保

健医療圏ごとにみると、気仙保健医療圏（27.9日）や両磐保健医療圏（37.8日）で在院日数
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の短い傾向がみられます。［患者調査（平成 20年）］ 

 

○ 回復期の地域連携クリティカルパスに基づく診療計画作成等の実施は、盛岡や岩手中部保

健医療圏などの内陸部を中心に取組みが進んでいます。 

 

○ 急性期から回復期までリハビリテーションを実施している病院は、県全体で 24施設となっ

ており、二次医療圏ごとにみると、盛岡医療圏（13施設）などの内陸部に集中しており、県

北や沿岸部で少ない状況となっています。［医療機能調査（平成 24年 6月）］ 

 

○ 脳血管疾患の治療後、在宅等生活の場へ復帰するできる患者は 約 5割程度（全国平均 57.7%、

県平均 53.8%）となっています。［患者調査・個票解析（平成 20年）］ 

 

⑥ 脳卒中の医療（維持期：発症後６か月以降～） 

○ 介護保険制度におけるリハビリテーション実施事業所は、盛岡圏域に半数近くが集中し、

次いで内陸部に多く所在しています。沿岸部及び県北部においては少ない状況となっていま

す。 

 

○ 退院患者の脳血管疾患患者の在宅死亡割合は 22.5％となっており、全国平均の 18.7%を上

回っています。 

 

 

【求められる医療機能等】 

 ○ 脳卒中対策を行うためには、予防、救護、急性期医療から在宅療養までが連携して、切れ

目のない医療体制を構築する必要があり、次のような医療機能等が求められます。 

 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

予防 ・高血圧、喫煙、糖尿病、脂質異常症、心房細動等の基礎疾

患や危険因子の管理を実施すること 

・初期症状出現時における対応について、本人及び家族等に

教育、啓発を実施すること 

・初期症状出現時に急性期医療を担う医療機関への受診勧奨

について助言すること 

・病院又は診療所 

 

［啓発活動］ 

・薬局等 

・行政機関（市町村、県） 

救護 ・速やかに救急要請を行うこと、あるいは適切な医療機関を

受診すること 

・本人及び家族等周囲にい

る者 

・地域メディカルコントロール協議会により定められた手順

に即し、適切な観察・判断・処置を実施すること 

・適切な急性期医療を担う医療機関を選定し、速やかに搬送

すること 

・救急救命士を含む救急隊 

員 

急性期 〈基本的医療機能〉 

・ＣＴ、ＭＲＩ検査に常時可能であること 

・専門的診断・治療（手術含む）に常時対応可能であること 

・廃用症候群や合併症の予防のためのリスク管理下における

関節可動域訓練、早期座位、立位訓練等の急性期リハビリ

テーションを実施していること 

・脳卒中を発症し入院した患者を年間 20例以上受け入れてい

ること 

 

・救命救急センターを有す

る病院 

・脳卒中の専用病室を有す

る病院 

・急性期の血管内治療が実

施可能な病院 

・脳卒中に対する急性期の

専門的医療を担う病院

又は有床診療所 
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区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

〈基本的医療機能以外の機能〉 

・選択的脳血栓・塞栓溶解療法（ウロキナーゼ注入等）を実

施していること 

・組織プラスミノーゲンアクチベータ（t-PA）を用いた経静

脈的血栓溶解療法を実施していること 

・脳内血腫摘出手術を実施していること 

・経皮的脳血管形成手術を実施していること 

・脳動脈瘤被包手術、脳動脈瘤クリッピング手術を実施して

いること 

回復期 

 

 

〈基本的医療機能〉 

・回復期リハビリテーション病棟又は脳血管等疾患リハ(Ⅰ)

もしくは（Ⅱ）の施設基準を取得し、機能障がいの改善及

び ADL 向上のリハビリテーションを集中的に実施している

こと。 

・介護サービス関係者を含めたカンファレンスの実施、参加

または医療ソーシャルワーカーの配置等による連携体制を

確保していること 

〈基本的医療機能以外の機能〉 

・地域のリハビリテーション実施施設等の従事者に対する研

修を実施していること 

・リハビリテーションを専

門とする病院又は診療所 

・回復期リハビリテーショ

ン病棟を有する病院 

・歯科医療機関 

維持期 

 

 

 

 

 

 

・維持期患者を受け入れていること 

・リハビリ専門職種（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

のいずれか）を配置していること 

・介護サービス関係者を含めたカンファレンスを実施してい

ること 

・療養病床を有していること 

・訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハ

ビリテーションのいずれかを実施していること 

・介護老人保健施設 

・介護保険によるリハビリ

テーションを行う病院又

は診療所 

 

 

 

 

歯科医療 

 

 

 

 

〈基本的医療機能〉 

・摂食・嚥下リハビリテーションを実施していること 

・専門的口腔ケアを実施していること 

・急性期、回復期又は維持期の医療機能を担う医療機関との

連携体制を有していること 

〈基本的医療機能以外の機能〉 

・歯科訪問診療を実施していること 

・訪問歯科衛生指導を実施していること 

・歯科医療機関 

 

 

 

【課 題】 

① 脳卒中の予防  

○ 脳卒中患者を減少させていくためには、高血圧、喫煙、糖尿病、脂質異常症、不整脈（特

に心房細動）、過度の飲酒などの危険因子を把握するとともに、危険因子を指標とした生活

習慣改善を啓発することにより、生活習慣病の予防による発症リスクの低減を図ることが求

められています。 

 

○ 脳卒中を疑うような症状が出現した場合における、本人及び家族等周囲にいる者への啓発

や、健診時等に異常が認められた場合における、適切な医療機関への受診の勧奨が大切です。 

 

② 応急手当、病院前救護の状況 

 ○ 脳卒中は、初期症状発現時に早期受診、診断につなげることが、救命率、予後の向上に極
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めて重要とされており、発症直後の救急要請、救急医療を担う医療機関への早期受診や早期

搬送、関係機関が迅速に連携した、その後の救命措置を促すための取組が必要とされていま

す。 

 

③ 脳卒中の医療（急性期） 

○ 発症から可能な限り、速やかに診断、治療を行うことが重要であり、神経内科や脳神経外

科などの急性期の治療を担う専門的な医師の育成確保など、これに対応できる医療機関の体

制整備が求められています。また、患者の搬送後、脳梗塞に対する発症早期のｔ－ＰＡ治療

（発症後３時間以内の開始）を実施する体制整備が求められています。 

 

○ 脳卒中患者の救命、予後の改善・向上を図るため、急性期の専門的な治療とこの治療と並

行して行うリハビリテーションの実施、それを担う体制整備や機能の充実が求められており、

更に急性期治療と並行して集中的なリハビリテーションを実施するＳＣＵ（ストローク・ケ

ア・ユニット）の体制整備も求められています。 

 

 全ての二次保健医療圏において急性期の救急医療を担う医療機関が整備されていますが、

こうした医療機関においては十分な急性期リハビリテーションの実施に必要なリハビリテー

ション専門職の配置が不足しており、専門的な医療従事者の育成確保が必要とされています。 

 

 ○ 急性期から回復期など医療機関の役割と機能分担に応じた診療情報や治療計画の共有など

の連携体制を確保する必要があります。 

 

④ 脳卒中の医療（回復期） 

○ 日常生活動作（ＡＤＬ）の向上等による社会復帰を促進するためには、急性期リハビリテ

ーションに継続して回復期における集中的なリハビリテーションが重要ですが、回復期リハ

ビリテーション病床は地域間の偏在があり、その資源も十分ではないことから、回復期リハ

ビリテーション提供体制の整備とともに、医療連携体制の構築を進めることが求められてい

ます。 

 

○ 脳卒中発症後、捕食・咀嚼・食塊形成・嚥下などの口腔機能を回復させ、口腔の細菌除去

や誤嚥性肺炎の予防に向けて専門的な口腔ケアへの取組を実施する必要があります。 

  

○ 患者に対し在宅等生活の場への復帰を支援することが必要であり、再発予防に関し必要な

知識を普及することが大切とされています。 

 

⑤ 脳卒中の医療（維持期） 

 ○ 患者等が地域において安心して療養生活を継続できるよう、医療から介護まで連続したサ

ービス提供が必要であり、病院をはじめ、かかりつけ医やかかりつけ歯科医、かかりつけ薬

局、訪問看護ステーション、介護サービス事業所等による連携体制の構築が求められていま

す。 
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 ○ 専門職員による計画的、かつきめ細やかな個別機能訓練の実施に向け、多職種による地域

ケア会議の効果的な開催と専門職員等の質の向上が求められています。 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

脳卒中の年齢

調 整 死 亡 率

（男性） 

(H34)41.6 

 

(H34)59.0 

(H29)63.6 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

49.5 70.1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

脳卒中の年齢

調 整 死 亡 率

（女性） 

(H34)24.7 

 

(H34)34.0 

H29)35.3 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

26.9 37.1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

備考）上段：目標値、下段：現状値 

 

 

【施 策】 

（施策の方向性） 

○ 脳卒中による死亡者の減少を図るため、脳卒中の予防から救護、急性期、回復期、再発予防

まで継続した保健医療サービスが提供されるような体制の構築を進めていきます。 

  

○ 生活習慣病の予防による発症リスクの低減に向けた取組や発症後の速やかな救命処置の実施

と搬送が可能な体制の構築を推進します。 

 

○ 速やかな専門的診療、合併症や再発の予防、在宅復帰のためのリハビリテーションや基礎疾

患・危険因子の管理などの在宅療養が可能な体制など、それらを担う医療機関の機能の確保や

各ステージに応じた医療機関の相互の連携による、多方面からの継続した医療提供体制の構築

を進めていきます。 

 

（主な取組） 

① 脳卒中の予防 

 ○ 早期発見・早期治療の推進、脳卒中の発症予防を図るため、高血圧、喫煙、脂質異常症、

糖尿病、メタボリックシンドローム、心房細動等の不整脈の危険因子の知識普及、生活習慣

の改善、基礎疾患の適切な治療の促進と初期症状やその対応について普及啓発を行うととも

に、特定健康診査及び特定保健指導の実施を推進します。 

  

○ 脳卒中登録事業の精度を高めるために、各医療機関からの登録率の向上の促進を図ります。 

 

② 応急手当、病院前救護の状況 

 ○ 専門的な診療や早期受診、診断を促すため、医療機関と消防機関との連携により救急救命
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士による適切な判断、処置を行い、早期に搬送するメディカルコントロール体制の確保・充

実を促進します。 

  

○ 救命率の向上と患者搬送機能の強化として、ドクター・ヘリの運航を実施するとともに、

救急車両等の医療設備整備への支援を図ります。 

 

③ 脳卒中の医療（急性期） 

 ○ 高校生や医学生を対象としたセミナーの開催や臨床研修医の受入れ体制の整備など、医師

のライフステージに応じた「医師確保対策アクションプラン」などにより、医療機関におけ

る脳卒中に携わる専門医師の育成、確保を進めて行きます。 

  

○ 急性期における専門的な治療を担う医療機関の機能充実と医療連携体制の整備を促進しま

す。 

 

○ 急性期における専門的な治療においては、脳卒中患者の約 50～60%を占める脳梗塞に有効

とされる発症早期の t-PA治療（発症後 3時間以内の開始）を実施する体制整備を促進します。 

 

○ 脳卒中の急性期リハビリテーションは患者の予後の改善に必要とされていることから、十

分なリスク管理下のもとでの急性期リハビリテーションの普及を促進します。このため、急

性期リハビリテーションにおいては、医師、看護師、リハビリテーション専門職等の手厚い

専門職を配置し、急性期治療と並行して集中的なリハビリテーションを実施するＳＣＵ（ス

トローク・ケア・ユニット）の整備を促進します。 

  

○ 看護ケア、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションに加え、口腔

ケア、栄養管理など多職種によるチーム医療を進めるなど質の充実を図ります。 

 

 ○ 緊急的な治療を必要とする患者に対応するため、中核的機能を担っている医療機関相互の

連携体制や、圏域を越えた広域連携体制について検討します。 

 

 ○ 医療機関の役割と機能分担に応じた医療連携体制の整備を促進し、地域の中核病院等を中

心に患者の診療情報や治療計画を相互に共有する地域連携クリティカルパスの導入を進めて

いきます。 

 

④ 脳卒中の医療（回復期） 

○ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによるリハビリテーションに加え、口腔ケア、

栄養管理など多職種によるチーム医療の取組みを進めなどリハビリテーションの質の向上を

図ります。 

 

○ 急性期医療機関と回復期リハビリテーションを行う医療機関との連携の強化など、医療機

関の役割と機能分担に応じた医療連携体制の整備を促進し、患者の診療情報や治療計画を相
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互に共有する地域連携クリティカルパスの導入や合同カンファレンス等による情報交換や患

者情報を共有する取組を推進します。 

  

○ 脳卒中発症後の口腔機能の回復や誤嚥性肺炎の予防に向けて、口腔ケアに取り組むことが

重要であり、患者の予後の改善等を図るため、医科と歯科医療機関との連携の促進を図りま

す。    

 

⑤ 脳卒中の医療（維持期） 

○ 基礎疾患の管理や再発防止のための治療を行う、かかりつけ医、在宅療養支援診療所等と

訪問看護ステーション、生活機能の維持、向上のためのリハビリテーションを行う介護老人

保健施設等の多職種協働による、地域の在宅医療連携体制の整備を促進します。 

 

○ 急性期から回復期医療、リハビリテーション、介護サービスの連携を実施するためには、

相互に診療情報や治療計画を共有することも必要であり、地域連携クリティカルパスの導入

や合同カンファレンス等による情報交換など医療から介護までの連携による取組を推進しま

す。 

 

○ 多職種からなるチームケアを通じ、リハビリテーションの提供機能や在宅復帰支援機能を

有する介護老人保健施設の計画的な整備を支援します。 

 

 ○ 介護老人福祉施設が有する在宅サービスの拠点としての機能の充実・強化を図ります。 

  

○ 医療と介護の連携の中核を担う地域包括支援センターの充実、県リハビリテーション支援

センター、リハビリテーション職能団体及び各地域リハビリテーション広域支援センター等

による専門職員の派遣、研修会の開催等による地域リハビリテーションの体制整備を支援し

ます。 

 

○ 早期発見・早期治療の推進、脳卒中の発症予防を図るため、高血圧などの危険因子の知識、

生活習慣の改善などについて普及啓発を図ります。 

 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

医療機関、高等教

育機関等 

・良質な医療サービスの提供 

・医療機関の連携の推進 

・専門医療、高度医療の提供等 

・医師をはじめとした医療人材の育成 など 

団体・企業等 

・地域医療を支える県民運動の取組 

・県、市町村と協力した医療機能の分担と連携の推進 

・労働安全衛生の観点からの健康づくりの支援 など 

学校 ・児童・生徒の健康増進、感染症予防等の保健対策 など 

県民・ＮＰＯ等 

・自らの生活習慣改善による心身の健康づくり 

・心肺停止が疑われる者に対する救急要請、ＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法等適切な処置

を実施 など 
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市町村 

・県と連携した医師等医療人材の養成・確保 

・住民に身近な医療を提供する体制の確保 

・地域医療を支える県民運動の取組 

・医療、介護、福祉等のサービスが包括的に提供される地域包括ケア体制の整備 

・生活習慣病予防のための各種検診等や健康教育、普及啓発 

・住民に対する個別支援、保健指導 

・市町村施設における受動喫煙防止対策の推進 など 

県 

・医療人材の育成 

・医療機関の機能分担や連携の促進 

・県民総参加型の地域医療体制づくり 

・健康課題に関する情報提供や保健指導を行う専門職員の育成 

・地域保健と職域保健の連携推進、健診事業に関する支援 

・県民に対する健康づくりに関する正しい知識の普及啓発 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

【医療体制】（連携イメージ図） 

予防期 急性期 回復期 維持期

【基本的医療機能】
○回復期リハビリテーション病棟又は脳
血管等疾患リハ(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の施設
基準を取得し、機能障害の改善及びＡ
ＤＬ向上のリハビリテーションを集中的に
実施
○介護サービス関係者を含めたカン
ファレンスの実施、参加またはＭＳＷの
配置等による連携体制を確保
【基本的医療機能以外の機能】
○地域のリハビリテーション実施施設等
の従事者に対する研修の実施

回復期病院
（２，３週間～６か月）

【基本的医療機能】
○ＣＴ，ＭＲＩ検査の常時対応
○専門的診断、治療（手術含む）の常時
対応

○廃用症候群や合併症の予防のための

リスク管理下における関節可動域訓練、

早期座位・立位訓練等の早期リハビリ

テーションの実施
○脳卒中を発症し入院した患者を年間２
０例以上受入れ
【基本的医療機能以外の機能】
○脳卒中の各治療方法（ｔ－ＰＡ等）の実
施

発症

【応急手当】
〈周囲の者〉適切な通報・処置
〈救 急 隊〉救急救命士による

適切な判断・処置、搬送

前駆症状

受診

疾病管理

【基本的医療機能①】
○維持期患者の受入れ
○リハビリ専門職種（ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ）の配置
○介護サービス関係者を含めたカンファレンス
の実施
【基本的医療機能②】
○維持期患者の受入れを行なっている医療機
関で以下のいずれかの事業を実施
・療養病床を有している
・訪問診療
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
【基本的医療機能③】
○介護老人保健施設

維持期（６か月～）
（療養病床、介護保険施設等）

【基本的医療機能①】
○維持期患者の受入れ ○リハビリ専門職種（ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ）の配置
○介護サービス関係者を含めたカンファレンスの実施
【基本的医療機能②】
○維持期患者の受入れを行なっている医療機関で以下のいずれかの事業を実施
・療養病床を有している ・訪問診療 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・通所リ
ハビリテーション
【基本的医療機能③】
○介護老人保健施設

転院等

患 者

転
院
等

地
域
連
携
パ
ス
に
よ

る
医
療
の
提
供

急性期病院
（入院～２，３週間）

○○病院
○○病院

○○病院、○○診療所、介護老人保健施設

○○病院、○○診療所、介護老人保健施設

かかりつけ医（在宅療養支援診療所）
居宅介護サービス事業

【基本的医療機能】
○摂食・嚥下リハビリの実施
○専門的口腔ケアの実施
○急性期、回復期又は維持期医療機関との連携

【基本的医療機能以外の機能】
○歯科訪問診療の実施
○訪問歯科衛生指導の実施

歯科との連携

○○病院、○○診療所

退院・連携

退院・連携 退院・退所・連携連携

連携

連携

連携

初期症状に関する知識の
普及啓発→早期受診→早
期治療

生活習慣病予防による発症

リスク低減

予防
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（３）急性心筋梗塞の医療体制 

 

【現 状】 

① 急性心筋梗塞による死亡の状況 

○ 本県における死亡者の主な死因（平成 22 年人口動態統計、厚生労働省）のうち、心疾患の

死亡数は 2,683人で、悪性新生物に次いで 2番目に多く、その死亡率は全国平均の 149.8人（人

口 10万人対）に対し 202.5人（人口 10万人対）で全国 6位となっています。 

 

○ 急性心筋梗塞による年齢調整死亡率（H22）は、女性が 8.0 人と全国（8.4 人）を下回って

いるのに対し、男性が 22.8人と全国（20.4人）を上回っています。 

 

（図表：生活習慣病死亡数（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患    単位：人/人口 10万人対） 

 

                  ［資料：人口動態統計(H22)］ 

 

（図表）急性心筋梗塞による年齢調整死亡率［単位：人/人口 10万人対］ 

性別 全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

男性 20.4 22.8 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

女性 8.4 8.0 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

［資料：都道府県別年齢調整死亡率（業務・加工統計）(H22)］ 

 

② 急性心筋梗塞の予防 

○ 急性心筋梗塞の危険因子として、脂質異常症、喫煙、高血圧、糖尿病、メタボリックシン

ドローム、ストレスなどの影響が大きいと言われています。 

 

 ○ 本県における脂質異常症患者の年齢調整外来受療率は 53.9 人であり、全国（48.5 人）と

比べて、患者の外来受療が高い傾向がみられます。 

 

（３）応急手当、病院前救護の状況 

○ 本県における救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均時間は 40.4分であ

り、全国平均（37.4分）と比べて、約３分上回っています。 
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 ○ 急性心筋梗塞発症直後に病院外で心肺停止状態となった場合においては、周囲にいる者や

救命救急士等による心肺蘇生の実施及びＡＥＤの使用により救命率の改善が見込まれますが、

一般県民による心肺機能停止傷病者への応急手当は 14件の実施が確認され、いずれも救命さ

れています。 

   

④ 急性心筋梗塞の医療（急性期・亜急性期） 

○ 心疾患の入院患者（病院）の受療動向によると、概ね盛岡保健医療圏で入院医療の完結性

が確保されている一方で、宮古や気仙などの二次保健医療圏においては、他圏域への患者の

流出が多くなっています。 

 

○ 本県の人口 10万人あたり「循環器内科医師数」は 8.5人と全国（8.5人）と比べて同じ水

準にあるが、二次保健医療圏ごとにみると、盛岡保健医療圏のみ高く、その他の圏域ではい

ずれも全国水準を下回っています。 

 

また、本県の「心臓血管外科医師数」は、1.4人と全国（2.2人）と比べて低い水準にあり、

二次保健医療圏ごとにみると、専門医師がいるのは盛岡保健医療圏内のみとなっています。

［医師・歯科医師・薬剤師調査（H22）］ 

 

○ 救命救急センターを有する病院は、盛岡、気仙及び久慈保健医療圏にあり、うち盛岡圏域

の岩手医科大学附属病院が高度救命救急センターに指定されているほか、心筋梗塞の専用病

室（CCU）を有する病院は盛岡保健医療圏に 2病院あり、専用の病床が確保されています。 

 

⑤ 急性心筋梗塞の医療（回復期） 

○ 本県の退院患者の平均在院日数は 10.6 日で全国平均（12.8 日）を下回っており、二次保

健医療圏ごとにみると、盛岡保健医療圏（8.6日）や胆江保健医療圏（6.4日）で在院日数の

短い傾向がみられます。［患者調査（平成 20年）］ 

 

○ 急性心筋梗塞の地域連携クリティカルパスは、岩手中部保健医療圏で導入が進められてい

ます。 

 

⑥ 急性心筋梗塞の再発予防（慢性期・安定期） 

○ 急性心筋梗塞の治療後においては、 約 9 割（全国平均 92.8%、県平均 89.1%）の患者が在

宅等生活の場へ復帰しています。［患者調査・個票解析（平成 20年）］ 

 

 

 

【求められる医療機能等】 

 ○ 急性心筋梗塞対策を行うためには、予防、救護、急性期医療から再発予防としての在宅療

養までが連携して、切れ目のない医療体制を構築する必要があり、次のような医療機能等が

求められます。 
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区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

予防 ・脂質異常症、喫煙、高血圧、糖尿病、心房細動等の基礎疾患や危

険因子の管理を実施すること 

・初期症状出現時における対応について、本人及び家族等に教育、

啓発を実施すること 

・初期症状出現時に急性期医療を担う医療機関への受診勧奨につい

て助言すること 

・病院又は診療所 

 

［啓発活動］ 

・薬局等 

・行政機関（市町村、県） 

救護 （住民等） 

・速やかに救急要請を行うこと、あるいは適切な医療機関を受診す

ること 

・心肺停止が疑われる患者に対しＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法

を実施すること 

・家族等周囲にいる者 

 

 

（救急機関の救急救命士等） 

・地域メディカルコントロール協議会により定められた手順に即し、

適切な観察・判断・処置を実施すること 

・適切な急性期医療を担う医療機関を選定し、速やかに搬送するこ 

と 

・救急救命士を含む救急

隊員 

急性期・

亜急性期 

 

 

① PCIまで行う医療機関 

（基本的医療機能） 

・心電図、胸部 X線検査を実施していること 

・心エコー検査を実施していること 

・心臓カテーテル検査を実施していること 

・PCIを実施していること 

（基本的医療機能以外の機能） 

・合併症や再発予防等に対する急性期リハビリテーションを実施し

ていること 

・冠動脈バイパス手術を実施していること 

・経静脈的血栓溶解療法を実施していること 

・CCU又は CCUに準じた病床を有していること 

・心大血管リハビリ施設基準を取得していること 

・再発時における対応について、本人及び家族等に教育、啓発を実

施していること 

・救命救急センターを有

する病院 

・ＣＣＵ等を有する病院 

・急性心筋梗塞に対する

急性期医療を担う病院

又は有床診療所 

② 内科的治療を行う医療機関 

（基本的医療機能） 

・心電図、胸部 X線検査を実施していること 

・心エコー検査を実施していること 

・内科的治療（PCI除く）を実施していること 

・PCIを行う医療機関との連携体制を確保していること 

（基本的医療機能以外の機能） 

・合併症や再発予防等に対する急性期リハビリテーションを実施し

ていること 

・経静脈的血栓溶解療法を実施していること 

・CCU又は CCUに準じた病床を有していること 

・心大血管リハビリ施設基準を取得していること 

・再発時における対応について、本人及び家族等に教育、啓発を実

施していること 

回復期 

 

 

（基本的医療機能） 

・生活指導による基礎疾患の管理を実施していること 

・心電図、胸部 X線、心エコー検査を実施していること 

（基本的医療機能以外の機能） 

・運動療法等によるリハビリテーションを実施していること。 

・心大血管リハビリ施設基準を取得していること 

・電気的除細動による対応を実施していること 

・急性時の急性期医療機関との連携が確保されていること 

・再発時における対応について、本人及び家族等に教育、啓発を実

施していること 

・再発時に急性期医療を担う医療機関への受診勧奨について助言し

ていること 

内科及びリハビリテーシ

ョン科を有する病院又は

診療所 
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区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

慢性期・

安 定 期

（再発予

防） 

 

 

 

 

 

（基本的医療機能） 

・定期外来診療等による基礎疾患の管理を実施していること 

（基本的医療機能以外の機能） 

・心電図、胸部 X線、心エコー検査を実施していること 

・運動療法等によるリハビリテーションを実施していること。 

・電気的除細動による対応を実施していること 

・急性時の急性期医療機関との連携が確保されていること 

・再発症状出現時における対応について、本人及び家族等に教育、

啓発を実施していること 

・初期症状出現時に急性期医療を担う医療機関への受診勧奨につい

て助言していること 

病院又は診療所 

歯科医療 

 

 

（基本的医療機能） 

・専門的口腔ケアを実施していること 

・歯周治療を実施していること 

・急性期、回復期又は慢性期・安定期の医療機能を担う医療機関と

の連携体制を有していること 

（基本的医療機能以外の機能） 

・歯科訪問診療を実施していること 

・訪問歯科衛生指導を実施していること 

歯科医療機関 

 

 

【課 題】 

① 急性心筋梗塞の予防 

 ○ 急性心筋梗塞の危険因子は、脂質異常症、喫煙、高血圧、糖尿病、メタボリックシンドロ

ーム、ストレスなどであり、発症の予防には生活習慣の改善などの啓発が求められています。 

 

 ○ 初期症状出現時における、本人及び家族等患者の周囲にいる者への啓発や、健康診断時等

に異常が認められた場合における、適切な医療機関への受診の勧奨が重要です。 

 

② 応急手当、病院前救護の状況 

○ 急性心筋梗塞患者の救命率の向上及び予後の改善のためには、発症直後の救急要請、発症

現場での心肺蘇生や自動体外式除細動器等による電気的除細動の実施、医療機関への搬送、

その後の医療機関での救命措置が切れ目なく連携して実施する必要があります。 

 

③ 急性心筋梗塞の医療（急性期・亜急性期） 

 ○ 循環器内科や心臓血管外科などの専門医が盛岡保健医療圏に集中するなど地域偏在が顕著

であることから、専門的な医療従事者の育成確保が必要とされています。 

 

○ 各二次保健医療圏においては内科的療法に対応する医療機関が確保されていますが、専門

医の不足もあり、圏域によっては地域の中核的な医療機関においても、カテーテルによる経

皮的治療を行うことができる十分な体制が確保できていないことから、医療従事者等の育成

確保など、これに対応できる体制整備が求められています。 

  

○ 合併症への対応や心筋梗塞の原因となった血管に狭窄している部位が多い場合などは冠動

脈バイパス手術などの外科的治療が必要になりますが、これに対応可能な医療機関は盛岡医
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療圏のみであることから、更なる体制整備や盛岡保健医療圏との連携を推進する必要があり

ます。 

  

○ 急性心筋梗塞患者の救命、予後は、発症から可能な限り速やかに診断、治療を行うことが

重要であることから、これに対応できる体制整備や医療機関の連携を推進する必要がありま

す。 

  

○ 患者の長期に及ぶ予後の改善には、生活習慣の改善指導とともに、合併症や再発の予防、

在宅復帰のための心臓リハビリテーションの実施が重要であり、その普及が求められていま

す。 

 

④ 急性心筋梗塞の医療（回復期） 

○ 急性心筋梗塞の発症時における細菌性心内膜炎等の術後合併症の予防や、急性心筋梗塞の

発症（再発）のリスクを下げる観点から、歯科医療機関と連携し専門的口腔ケアや歯周治療

に取り組む必要があります。 

 

○ ［再掲］患者の長期に及ぶ予後の改善には、生活習慣の改善指導とともに、合併症や再発

の予防、在宅復帰のための心臓リハビリテーションの実施が重要であり、その普及が求めら

れています。 

 

（５）急性心筋梗塞の再発予防（慢性期・安定期） 

 ○ 慢性期においては、再発防止のため定期的な外来診療等により生活習慣の改善指導、基礎

疾患や危険因子（脂質異常症、喫煙、高血圧、糖尿病等）の継続的な管理を行う体制を確保

していく必要があります。 

 

○ また、患者の周囲にいる者に対する再発時における適切な対応についての教育等の実施が

求められています。 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

急性心筋梗塞

による年齢調

整死亡率 (男

性) 

20.4 20.4 ＊  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

- 22.8 ＊  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

急性心筋梗塞

による年齢調

整死亡率（女

性） 

8.4 8.0 ＊  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  ＊ ＊ 

- 8.0 ＊  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  ＊ ＊ 

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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【施 策】 

（施策の方向性） 

○ 急性心筋梗塞による死亡者の減少を図るため、急性心筋梗塞の予防から救護、急性期、回復

期、再発予防まで継続した保健医療サービスが提供されるような体制の構築を進めていきます。 

  

○ 生活習慣病の予防による発症リスクの低減に向けた取組や発症後の速やかな救命処置の実施

と搬送が可能な体制の構築を推進します。 

 

○ 速やかな専門的診療、合併症や再発の予防、在宅復帰のための心臓リハビリテーションや基

礎疾患や危険因子の管理などの在宅療養が可能な体制の構築を促進し、それらを担う医療機関

の機能の確保や各ステージに応じた医療機関の相互の連携による、多方面からの継続した医療

提供体制の構築を進めていきます。 

  

（主な取組） 

① 急性心筋梗塞の予防 

 ○ 生活習慣予防のため、危険因子（高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病、メタボリックシン

ドローム、心房細動等の不整脈）について知識の普及を図るとともに、特定健康診査及び特

定保健指導の実施を推進します。 

 

○ 基礎疾患の適切な治療の促進と初期症状やその対応についての普及啓発を図ります。 

 

② 応急手当、病院前救護の状況 

 ○ 速やかな救急要請や救命率の向上を図るため、岩手県心肺蘇生法普及推進会議を中心とし

た関係団体等の活動により、ＡＥＤ設置場所の拡大、周知及びＡＥＤを用いた心肺蘇生法の

普及などについて、県民に対する普及啓発を図ります。 

  

○ 専門的な診療や早期受診、診断を促すため、医療機関と消防機関等との連携により救急救

命士による適切な判断、処置を行い、早期に搬送するメディカルコントロール体制の確保・

充実を促進します。 

  

○ 救命率の向上と患者搬送機能の強化として、ドクター・ヘリの運航を実施するとともに、

救急車両等の医療設備整備への支援を図ります。 

 

③ 急性心筋梗塞の医療（急性期・亜急性期） 

 ○ 急性期における専門的な診断・治療を担う医療機関の機能充実と医療連携体制の構築を促

進します。 

  

○ 急性期医療機関のなかには、内科的療法のみに対応可能な医療機関もあることから、こう

した医療機関とカテーテルを用いた経皮的治療を行う医療機関との連携体制の構築を促進し

ます。 
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 ○ 緊急的な治療を必要とする患者に対応するため、中核的機能を担っている医療機関相互の

連携体制や、圏域を越えた広域連携体制について検討します。 

  

○ 医療機関の役割と機能分担に応じた医療連携体制の整備を促進し、急性期、回復期等を通

じて患者の危険因子の管理や予後のフォローアップとして、診療情報や治療計画を相互に共

有する地域連携クリティカルパスの導入を推進します。 

  

○ 急性心筋梗塞の急性期リハビリテーションは患者の長期予後の改善に必要とされているこ

とから、十分なリスク管理下のもとでの急性期リハビリテーションの実施を促進します。 

 

○ 高校生や医学生を対象としたセミナーの開催や臨床研修医の受入れ体制の整備など、医師

のライフステージに応じた「医師確保対策アクションプラン」の取組などにより、医療機関

における心疾患に携わる専門医師の育成、確保を進めて行きます。 

 

④ 急性心筋梗塞の医療（回復期） 

 ○ 急性期医療機関から自宅に復帰する患者が増加していることを踏まえ、心臓リハビリテー

ションを提供できる外来通院型心臓リハビリテーションや運動療法の普及を促進します。 

 

○ 口腔機能の改善による全身の健康状態の回復及び合併症の予防や発症（再発）のリスクの

低減を図るため、医科と歯科医療機関との連携の促進を図ります。 

 

⑤ 急性心筋梗塞の再発予防（慢性期・安定期） 

 ○ 急性期、回復期、慢性期を通じてそれぞれの医療機関が、病態に応じ継続して必要な医療、

リハビリテーション等を提供し患者の長期予後を改善していくため、診療情報や治療計画を

相互に共有する地域連携クリティカルパスの導入を推進します。 

 

○ 再発防止を図るため、慢性期・安定期の医療機能を担う医療機関における、定期的な外来

診療等により基礎疾患の管理を促進します。 

  

○ 生活習慣病の予防による発症リスクの低減を図るため、脂質異常症、喫煙、高血圧、糖尿

病、メタボリックシンドローム、心房細動等の不整脈の危険因子の知識普及、生活習慣の改

善等についての普及啓発を図ります。 

 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

医療機関、高等教

育機関等 

・良質な医療サービスの提供 

・医療機関の連携の推進 

・専門医療、高度医療の提供等 

・医師をはじめとした医療人材の育成 など 

団体・企業等 

・地域医療を支える県民運動の取組 

・県、市町村と協力した医療機能の分担と連携の推進 

・労働安全衛生の観点からの健康づくりの支援 など 
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学校 
・児童・生徒の健康増進、感染症予防等の保健対策 など 

県民・ＮＰＯ等 

・自らの生活習慣改善による心身の健康づくり 

・心肺停止が疑われる者に対する救急要請、ＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法等適切な処置

を実施 など 

市町村 

・県と連携した医師等医療人材の養成・確保 

・住民に身近な医療を提供する体制の確保 

・地域医療を支える県民運動の取組 

・医療、介護、福祉等のサービスが包括的に提供される地域包括ケア体制の整備 

・生活習慣病予防のための各種検診等や健康教育、普及啓発 

・住民に対する個別支援、保健指導 

・市町村施設における受動喫煙防止対策の推進 など 

県 

・医療人材の育成 

・医療機関の機能分担や連携の促進 

・県民総参加型の地域医療体制づくり 

・健康課題に関する情報提供や保健指導を行う専門職員の育成 

・地域保健と職域保健の連携推進、健診事業に関する支援 

・県民に対する健康づくりに関する正しい知識の普及啓発 など 
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【医療体制】（連携イメージ図） 

 

【基本的医療機能】

○生活指導による基礎疾患管理

○心電図、胸部Ｘ線、心エコー検査の

実施

【基本的医療機能以外の機能】

○運動療法等によるリハビリテーション

○心大血管リハビリ施設基準の取得

○電気的除細動による対応

○急性憎悪時の急性期医療機関との

連携

○再発時の対応について、本人及び

家族に教育、啓発を実施

○再発時に急性期医療を担う医療機

関への受診勧奨について助言

回復期

【基本的医療機能】

定期外来診療等による基礎疾患の管理
【基本的医療機能以外の機能】

○運動療法等によるリハビリテーション ○心電図、心エコー検査の実施

○電気的除細動による対応 ○急性憎悪時の急性期医療機関との連携
○再発症状出現時の対応について、本人及び家族に教育、啓発を実施

○初期症状出現時に急性期医療を担う医療機関への受診勧奨について助言

慢性期・安定期

【応急手当】

◎ 発症後早期の病院到着

【周囲の者】適切な通報・ＡＥＤによる心肺蘇生
【救急隊】救急救命士による適切な判断・措置

病院前救護発症

地域連携パスによる
医療の提供

退
院
・
連
携

急性期～亜急性期

【基本的医療機能】
○心電図、胸部Ｘ線検査
○心エコー検査

○内科的治療（ＰＣＩ除く）
○ＰＣＩを行う医療機関との
連携

内科的治療を行う

医療機関

【基本的医療機能】
○心電図、胸部Ｘ線検査
○心エコー検査
○心臓カテーテル検査
○ＰＣＩの実施

ＰＣＩまで行う医

療機関

【急性期・亜急性期医療機関に求められる基本的医療機能以外

の機能】

○合併症や再発予防等に対する急性期リハビリテーションの実施

○冠動脈バイパス手術等の実施（ＰＣＩまで行う医療機関）

○経静脈的血栓溶解療法の実施

○ＣＣＵ又はＣＣＵに準じた病床の有無

○心大血管リハビリ施設基準の取得

○再発時の対応について本人、家族等に教育、啓発を実施

連
携

○○病院

○○病院、○○診療所

○○病院、○○診療所 等

○○病院

【基本的医療機能】
○専門的口腔ケアの実施
○歯周治療の実施

○急性期、回復期又は慢性期・安定期医療機関との連
携
【基本的医療機能以外の機能】
○歯科訪問診療の実施
○訪問歯科衛生指導の実施

歯科との連携

○○病院、診療所

再入院

連携

連携

連携

生活習慣病予防による
発症リスク低減

予防
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（４）糖尿病の医療体制 

 

【現 状】 

（概況） 

○ 全国で糖尿病が強く疑われる者と可能性が否定できない者の総数は、平成 19 年に 20 歳以

上で 2,210万人と推定されています。平成 14年と比較すると、590万人増加しています。（糖

尿病実態調査（平成 14年）、国民健康・栄養調査（平成 19年）、厚生労働省） 

 

 ○ 本県における 40 歳から 74 歳の糖尿病有病者・予備群は、27.7 万人（有病者 7.8 万人、

予備群 19.9万人）と推定されており、男性、女性とも人口の４割程度となっています。（平

成 18年度 岩手県生活習慣病等実態調査） 

 

  

○ 糖尿病による年齢調整死亡率（人口 10万対）は全国で男性 6.7人、女性 3.3人、本県で男

性 8.3人、女性 4.2人と男性、女性ともに全国より高くなっています。（平成 22年人口動態

調査、厚生労働省） 

 

（糖尿病有病者及び患者の状況） 

 ○ 40 歳から 74 歳までで過去１年間に健康診査（人間ドック等を含む）を受診した者の割合

は、本県は 72.5％と全国の 67.7％よりも高くなっていますが、糖尿病の早期発見・早期治療

のために受診率の更なる向上が必要です。（平成 22年国民生活基礎調査、厚生労働省） 

  

○ 健康診査で指摘されたことについて、保健指導を受けたことのある者の割合は男性で

46.1％、女性で 55.3％で、2 人に 1 人の割合で、保健指導を受けていない状況です。（平成

21年 岩手県県民生活習慣実態調査） 

 

○ 糖尿病と診断された者のうち現在治療を受けている者の割合が 49.0％、以前に治療を受け

たことがあるが、現在治療を受けていない者の割合が 8.5%、ほとんど受けたことがない者の

割合が 39.9％で、糖尿病と指摘された者のうち、半数近くが糖尿病の治療を行っていない状

況です。（平成 21年度県民生活習慣実態調査、保健衛生課） 

 

○ 糖尿病による慢性合併症は、血糖コントロールの他に高血圧の治療など内科的治療を行うこ

とにより、病気の進展を阻止又は遅らせることができます。高血圧性疾患患者の年齢調整外来

受療者率は、本県が 260.0人、全国平均は 260.4人であり、全国と同程度ですが、合併症を予

防するために、血圧等の管理が必要となります。 

 

（糖尿病に係る医療資源の状況） 

１ 初期・安定期治療 

○ 糖尿病を専門とする医師数は、本県 1.7 人に対し、全国平均 2.7 人で全国平均を下回って

おり、糖尿病を専門とする医師がいない圏域もあります。 
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（図表）糖尿病内科（代謝内科）の医師数（人口 10万対） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

2.7人 1.7人 3.5人 1.3人 0.7人 0.7人 0人 0人 0人 0人 1.7人 

【H22 医師・歯科医師・薬剤師調査】 

 

○ 糖尿病内科を標榜している医療機関（人口 10万対）は、本県 0.1に対し全国平均 0.3で全

国平均より下回っています。 

○ 糖尿病の初期・安定期治療を担う医療機関（人口 10 万対）は、県平均が 29.6 であり、久慈

及び二戸保健医療圏域が少ない状況となっています。 

（図表）糖尿病治療・指導実施医療機関数（病院・診療所）［カッコ内：人口 10万対］ 

岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

389 156 67 43 37 21 15 24 13 13 

（29.6） （32.4） （29.2） （30.7） （27.4） （32.0） （30.0） （26.9） （21.1） （21.8） 

（Ｈ24岩手県医療機能調査） 

２ 専門治療 

○ 糖尿病教室を実施している医療機関医療機関（人口 10万対）は、県平均が 3.2であり、糖尿

病教室を実施している医療機関がない圏域もあります。 

（図表）糖尿病教室（日帰り）実施医療機関数（病院・診療所）［カッコ内：人口 10万対］ 

岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

42 16 7 7 4 2 3 0 1 2 

(3.2) (3.3) (3.0) (5.0) (3.0) (3.1) (6.0) (0.0) (1.6) (3.3) 

（Ｈ24岩手県医療機能調査） 

○ 糖尿病教育入院を実施している医療機関（人口 10万対）は、県平均が 4.0であり、二戸保健

医療圏域が最も少ない状況となっています。 

（図表）糖尿病教育入院実施医療機関数（病院・診療所）［カッコ内：人口 10万対］ 

岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

52 17 9 7 7 3 3 3 2 1 

(4.0) (3.5) (3.9) (5.0) (5.2) (4.6) (6.0) (3.4) (4.9) (1.7) 

（Ｈ24岩手県医療機能調査） 

○ 日本糖尿病療養指導士認定機構の糖尿病療養指導士は県全体で 176人となっています。 

（全国：17,006人 平成 24年 6月現在） 

 

３ 急性増悪時治療 

○ 糖尿病の急性増悪時治療を実施している医療機関数（人口 10万対）は、県平均が 2.6であ

り、盛岡及び気仙保健医療圏域が少ない状況です。 

（図表）急性増悪時治療対応医療機関数（病院・診療所）［カッコ内：人口 10万対］ 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

 34 9 6 5 5 1 2 2 2 2 

 (2.6) (1.9) (2.6) (3.6) (3.7) (1.5) (4.0) (2.2) (3.3) (3.3) 

【H20 医療施設調査】（H24静態調査の結果を入れる） 
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○ 退院患者平均在院日数（H20.10月 H23の結果を入れる）は、本県 26.3日に対し全国平均

38.1日で全国平均より下回っています。 

 

４ 慢性合併症治療 

○ 糖尿病性腎症に対する人工透析を実施している医療機関数（人口 10 万対）は、県平均が

4.4であり、二戸保健医療圏域が少ない状況となっています。 

  （図表）人工透析実施医療機関数（病院・診療所）［カッコ内：人口 10万対］ 

岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

58 24 9 8 3 2 2 4 3 3 

(4.4) (5.0) (3.9) (5.0) (5.2) (4.6) (6.0) (3.4) (3.3) (1.7) 

（Ｈ24岩手県医療機能調査） 

 

○ 糖尿病網膜症に係る治療を実施している医療機関数（人口 10 万対）は、県平均が 4.１であ

り、久慈保健医療圏域が少ない状況となっています。 

（図表）糖尿病網膜症に係る治療実施医療機関数（病院・診療所）［カッコ内：人口 10万対］ 

岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

54 25 10 6 3 2 3 2 1 2 

(4.1) (5.2) (4.4) (4.3) (2.2) (3.1) (6.0) (2.2) (1.6) (3.3) 

（Ｈ24岩手県医療機能調査） 

 

○ 糖尿病足病変に関する指導を実施する医療機関数（人口 10万対）は、本県が 2.1に対し、全

国平均 1.2で全国平均より上回っています。【診療報酬施設基準】 

 

○ 糖尿病の合併症のひとつである歯周病治療を実施している歯科医療機関数（人口 10万対）は、

県平均が 7.4であり、両磐及び気仙保健医療圏域が少ない状況となっています。 

（図表）糖尿病登録歯科医療機関数（病院・歯科診療所）［カッコ内：人口 10万対］ 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

3,645 97 49 13 10 7 3 3 5 3 4 

ー (7.4) (5.7) (7.1) (5.2) (4.6) (4.6) (6.0) (5.6) (4.9) (6.7) 

（（社）日本糖尿病協会ホームページ 平成 24年 11月現在） 

 

 

【求められる医療機能等】 

○ 糖尿病対策を行うためには、患者の血糖コントロールを中心として、多種多様な合併症につ

いても連携して治療できる医療体制の構築を図る必要があり、次のような医療機能等が求めら

れています。 

 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

初期・安定期治

療 

・糖尿病の診断、治療の動機付け及び生活習慣指導を実施し

ていること 

・75ｇOGTT、HｂA1c 等糖尿病の評価に必要な検査を実施して

いること 

病院又は診療所 
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区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

・食事療法、運動療法及び薬物療法による血糖コントロール

を実施していること 

・糖尿病合併症予防のための血圧・脂質の管理・指導を実施

していること 

専門治療 〈基本的医療機能〉 

・初期・安定期治療に求められる機能を有していること 

・糖尿病の評価に必要な専門的検査を実施していること 

・外来での糖尿病教室を実施していること 

・糖尿病患者のインスリン導入・治療を実施していること 

・糖尿病合併症の管理・指導を実施していること 

 

〈基本的医療機能以外の医療機能〉 

・糖尿病教育入院を実施していること 

・糖尿病患者の妊娠に対応していること 

・低血糖時及びシックディに対応していること 

病院又は診療所 

急性増悪時 

治療 

・糖尿病の急性合併症（糖尿病昏睡、重度感染症等）の治療

を 24時間実施していること 

 

病院又は診療所 

慢性合併症 

治療 

①糖尿病網膜症 

 〈基本的医療機能〉 

 ・蛍光眼底造影検査を実施していること 

 〈基本的医療機能以外の医療機能〉 

 ・網膜光凝固術を実施していること 

 ・硝子体手術を実施していること 

②糖尿病腎症に対する検査・治療の実施 

・食事、運動、仕事等の日常生活に関する療養指導を実施

していること 

・透析療法を実施していること 

③糖尿病神経障害に対する検査・治療の実施 

 ・糖尿病神経障害の診断を実施していること 

 ・薬物療法を実施していること 

病院又は診療所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科医療 ・糖尿病患者に対する歯周治療を実施していること 

 （日本糖尿病協会歯科医師登録医であること） 

・糖尿病患者の歯科治療時の偶発症（脳血管障害、虚血性心

疾患、低血糖昏睡、糖尿病昏睡）に対して緊急時の対応を

行えること 

・糖尿病患者の歯科治療時の偶発性に対応できるよう、医療

機関（かかりつけ医療機関、専門医療機関又は急性合併症

治療実施医療機関）との連携体制を確保していること 

歯科医療機関 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

特定健康診査

の実施率（％） 

70.0 70.0 － － － － － － － － － 
32.0 （H22）39.8 － － － － － － － － － 

特定保健指導

の実施率（％） 

45.0 45.0 － － － － － － － － － 
23.1 （H22）20.4 － － － － － － － － － 

糖尿病有病者

の推定数 (万

人)(40～74歳) 

(H34)1,000 
(H32)8.5 

(H29)8.3 
－ － － － － － － － － 

(H19)890 (H18)7.8 － － － － － － － － － 

糖尿病性腎症

による新規人

工透析患者数 

15,000人 
基準年の８％

減少 
－ － － － － － － － － 

(H22)16,247

人 

人 

（H20 ～H22） 
－ － － － － － － － － 

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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【課 題】 

1 糖尿病の早期発見・早期治療 

○ 糖尿病の初期には自覚症状が出にくいため、定期的な検診が必要であり、特定健診の受診率

の更なる向上を進め、糖尿病の早期発見・早期治療を促すことが必要です。 

 

○ 糖尿病検査で異常を指摘された者のうち約半数は事後指導を受けておらず、また、糖尿病が

強く疑われる者のうち約半数は治療を受けていないことから、特定保健指導の徹底や治療の勧

奨が重要です。 

また、栄養・運動をはじめ、ストレス、アルコール、たばこ等の生活習慣の改善の必要性に

関する普及啓発も必要です。 

 

2 初期・安定期治療 

○ 糖尿病及びその合併症は、長期にわたる治療の継続が必要であることから、病気の治療や健

康相談に応じてくれる身近なかかりつけ医及びかかりつけ歯科医による疾病管理が重要です。 

○ 糖尿病の悪化の防止や合併症の予防のためには、血糖の管理を指導する医師等が不可欠です。 

 

３ 専門治療、急性増悪時治療 

○ 血糖コントロールが不良な状態にある糖尿病患者は、教育入院、インスリン治療など専門治

療が必要であり、また、糖尿病昏睡等の急性合併症を発症した場合は、早期に集中的な治療が

必要です。 

 

４ 慢性合併症治療 

○ 糖尿病性腎症や糖尿病性網膜症などの慢性合併症の早期発見・早期治療のためには、糖尿病

に関する各診療科目の医療機関と連携し、治療に当たることが重要です。 

○ 糖尿病があると、歯周病が発症や悪化しやすく、糖尿病患者に対し、歯周病の治療及び管理

を行うことで、血糖コントロールが改善することから、歯科診療所との連携が必要です。 

○ 人工透析設備が不足している地域もあることから、人工透析実施体制の設備・拡充を図る必

要があります。 

 

 

【施 策】 

（施策の方向性） 

糖尿病対策においては、糖尿病の発症予防を進めるための一次予防、糖尿病の合併症を予防す

るための二次予防、そして、合併症による臓器障害を予防するための三次予防を総合的に推進す

ることが必要であり、そのためには、各々の段階に応じた医療機関の機能を高めるとともに、地

域的な偏在を補完するための医療機関相互の連携、医療機関と行政の連携を進めます。 

  

（主な取組） 

１ 糖尿病の早期発見・早期治療 

○ 健康いわて 21プランに基づき、食生活や運動習慣などの生活習慣の改善による糖尿病の予防
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を推進するとともに、特定健診及び特定保健指導の徹底を図ることにより、糖尿病の早期発見

を図ります。 

 

○ 糖尿病は自覚症状に乏しいため、糖尿病に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに、糖

尿病の未受診者や治療中断者に対する適正な受診を勧奨します。 

 

２ 初期・安定期治療 

○ 糖尿病は、長期にわたる治療の継続が必要であることから、病気の治療や健康相談に応じて

くれる身近なかかりつけ医等による、糖尿病の診断及び生活習慣の指導や良好な血糖コントロ

ール評価を目指した治療の推進を支援し、合併症の発症を予防します。 

○ 糖尿病連携手帳等の活用により、医療機関による患者情報の共有化を図ります。 

 

３ 専門治療、急性合併症治療 

○ 糖尿病患者が、不良な血糖コントロールの改善等、難易度の高い治療を受けることができる

よう、医師が中心となり糖尿病の療養指導における医療関係職種の役割分担とチーム医療の推

進を図ります。 

○ 慢性合併症を担う医療機関や初期・安定期治療を担う医療機関と診療情報や治療計画を共有

できるよう、地域連携クリティカルパスの導入などにより医療連携体制の整備を促進します。 

 

４ 慢性合併症治療 

○ 慢性合併症（糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病神経障害等）の早期発見や治療を行う

ために、眼科等の専門医を有する医療機関や人工透析の実施可能な医療機関と連携して必要な

治療を実施できる連携体制の整備を促進します。 

○ 糖尿病の合併症である歯周病の重症化を予防する必要性から歯科診療所との連携を進めます 

○ 人工透析設備が不足している地域への整備を促進し、地域格差の解消を図ります。 

 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

医療機関 

・ 糖尿病の初期・安定期治療 

・ 糖尿病専門治療（糖尿病日帰り教室・糖尿病教育入院） 

・ 急性増悪時の治療 

・ 慢性合併症治療（人工透析、糖尿病性網膜症治療等） 

歯科医療機関 ・ 慢性合併症治療（歯周病治療） 

医師会 
・ 岩手県糖尿病対策推進会議 

・ 岩手県医師会糖尿病対策協議会 

歯科医師会 ・ 糖尿病協会登録歯科医師登録の促進 

患者会 
・ 糖尿病連携手帳（社団法人日本糖尿病協会）や糖尿病眼手帳（日本糖尿病眼学会）等の

活用による各医療機関の情報共有と紹介・逆紹介等の医療連携の推進 

住民・企業等 
・ 特定健診、人間ドック等健康診断の受診 

・ 糖尿病とわかった時の早期治療及び治療継続 

市町村 ・ 特定健康診査、特定保健指導の実施 

県 
・ 糖尿病医療機関の情報提供 

・ 市町村の特定健康診査、特定保健指導の技術支援 
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【医療体制】（連携イメージ図） 

 

 

合併症の

治療

紹介

治療 受診

受診
健康診査
事後指導

【予防】 市町村・医療保険者

糖尿病の合併症治療

【慢性合併症治療】
慢性合併症治療実施医療機関

かかりつけ歯科医療機関

【急性合併症治療】

急性合併症治療

実施医療機関

紹介・治療時
連携

転院・治療時
連携

紹介・治療時
連携

転院・治療時
連携

県 民 ・ 患 者

【初期・安定期治療】
かかりつけ医療機関

【専門治療】
糖尿病専門医療機関

紹介・治療時
連携

支援

糖尿病治療

○健康診査の実施
○事後指導（保健指導、治療勧告）の実施

情報共有

○血糖コントロール指標を
改善するための糖尿病
教育等の集中的な精査・
治療の実施
○糖尿病合併症の管理・
指導

○糖尿病の診断、治療の
動機付け及び生活習慣
指導の実施
○良好な血糖コントロール
評価を目指した治療

○糖尿病の慢性合併症（糖尿病腎

症、糖尿病網膜症、糖尿病神経
障害、糖尿病足病変、大血管障害

等）に対する専門的診断・治療の
実施

○糖尿病の急性合併症（糖尿病
昏睡、重度感染症等）に対する
専門的診断・治療の実施

○糖尿病患者に対する歯周治療の
実施
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（５）精神疾患の医療体制 

 

【現 状】 

① 精神疾患患者等の状況 

○ 本県における精神科病院入院患者数は 3,821人、通院医療費公費負担受給者数は 16,442人

で、合計 20,263人となっています（平成 24年 3月末現在）。 

 

【医療を受けている精神障がい者数（平成 23年度精神保健福祉業務実績報告）】  （人） 

区分・年度 
平成 19 

年度 

平成 20 

年度 

平成 21 

年度 

平成 22 

年度 

平成 23 

年度 

入院患者数 4,033  3,927  3,865  3,811  3,821  

通院医療費公費負担受給者数 13,533  14,095  14,985  15,762  16,442  

計 17,566  18,022  18,850  19,573  20,263  

 

○ 発達障害や高次脳機能障害については、拠点機関（県立療育センター、㈶いわてリハビリ

テーションセンター）が中心となり、障がい児・者と家族に対する相談支援や、行政や福祉

関係者に対する専門的な助言指導も行っています。 

 

② 精神科医療の状況 

○ 県内の精神科病院は 21病院（国公立 5病院、民間 16 病院）、精神科病床数は 4,528床（平

成 21年 6月末現在）で人口１万人あたり 34.7床となっており、全国の 27.3床を上回り、病

床利用率は 9割近い利用状況となっています。 

また、精神科を標ぼうする診療所が 29診療所あります。 

 

○ 入院患者の平均在院日数は、295.5日（平成 22年病院報告）で年々短くなっており、平成

22年は全国（301.0日）を下回りました。 

 

○ 入院形態別の患者の状況は、平成 21年度末現在、患者本人の同意により入院する任意入院

患者が全体の 78.4％を占めています。 

 

○ 本県の精神科医師数は、人口 10万人当たり 8.7人（平成 22年 12月末現在）となっており、

全国平均（12.2人）を大きく下回り、精神保健福祉法に定める精神保健指定医師数について

も不足しています。 

 

○ 平成 24年 3月末の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、6,341人となっています。 
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【精神科病院数・病床数及び在院患者数等（平成 21年度厚生労働省関係資料）】 

区分 
精神科

病院数 

精神科 

病床数 

人口万対 

病床数 

在 院 

患者数 

病 床 

利用率 

人口万対 

在院患者数 

措  置 

入院者数 
措置率 

    A   B B/A   C C/B 

岩手県 21  4,528  34.7  4,059  89.6  30.3  22  0.54  

全国 1,636  342,446  27.3  310,738  90.7  24.6  1,741  0.56  

 

【入院形態別の患者の状況（平成 22年 3月 31日現在）】 （人） 

措置入院 医療保護入院 任意入院 計 

10  814  2,997  3,821  

 

【精神障がい者保健福祉手帳所持者数】                    （人） 

級 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

１級 2,050  2,079  2,232  2,429  2,542  

２級 2,562  2,570  2,649  2,751  2,914  

３級 872  856  826  889  885  

計 5,484  5,505  5,707  6,069  6,341  

 

③ 地域移行の状況 

○ 精神障がい者の地域移行を目的に、平成 15 年度から平成 23 年度末までに、192 人の対象

者に、精神科病院と相談支援事業所等との連携による退院訓練の取組みを行っています。 

 

○ 医療、保健、福祉ほかの関係機関が相互に連携し協議を行う地域自立支援協議会が 13か所

で設置され（全市町村が単独または共同で設置）、精神を含む障がい者の支援体制を構築し

ています。 

 

○ 心神喪失者等医療観察法（平成十五年法律第百十号）に基づき、心神喪失や心神耗弱の状

態で重大な他害行為を行った患者に対する治療を行うため、平成 24年 4月末現在で、入院医

療機関が 1 か所、通院医療機関が 6 か所指定されており、保護観察所に所属する社会復帰調

整官が中心となり対象者への支援を行っています。 

 

④ 精神科救急医療体制の状況 

○ 休日・夜間等の救急対応を行う精神科救急医療整備事業は、県内に４つの精神科救急医療

圏を設定のうえ、各圏域に指定した精神科救急医療施設を基幹に、協力病院の確保により、

全県をカバーする精神科救急医療体制を整備しています。 

 

○ 本県における精神科救急医療機関の夜間・休日の受診件数は 2,680 件で、他県と比べて非

常に多くなっており、その多くが入院を必要としない症状の方となっています。 
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○ そのため、精神医療相談及び医療を要する患者のトリアージ（症状の重症度や治療の緊急

度の判断）を目的として、平成 19 年 9 月に精神科救急情報センターを設置し、平成 23 年 4

月からは 24時間体制としたところ、電話による精神医療相談の件数が大きく伸びています。 

 

○ 一方、患者のトリアージについては、同センターを利用せず直接精神科救急を受診する割

合が依然として高い状況にあることから、同センターの利用を一層促進する必要があります。 

 

○ 精神疾患のみならず、身体疾患についても入院治療が必要な患者に対応するための施設（身

体合併症対応施設）として、岩手医科大学附属病院が平成 23年度から対応しています。 

 

  【精神科救急医療体制】 

精神科救急 

医療圏域 
二次医療圏 常時対応病院 輪番病院数 協力病院数 

盛 岡 盛岡、宮古 岩手医大附属病院 6 病院 3 病院 

岩手中部 岩手中部、釜石 国立病院機構花巻病院 2 病院 2 病院 

県 南 胆江、両磐、気仙 県立南光病院 － 3 病院 

県 北 久慈、二戸 県立一戸病院 1 病院 － 

 

【各医療圏域の精神科救急受診件数等(平成 24年 3月 31日現在)】     （件） 

精神科救急 

医療圏域 

受診件数 受診のうち精神科 

救急情報センター 

経由の件数 

受診のうち自院 

通院中の件数 

受診のうち 

入院した件数 

盛岡 1,561 28 965 316 

岩手中部 157 0 116 58 

県南 473 0 420 135 

県北 489 0 465 81 

合計 2,680 28 1,966 590 

 

【岩手県精神科救急情報センター 対応状況別件数】 
  

（件） 

年度 
電話相談

のみ 

精神科救

急医療施

設紹介 

左記以外の

精神科医療

施設紹介 

救急病院

等紹介 

他機関

紹介 

当直医

支援等 
その他 合計 

平成 19年度 71 3 2 0 3 0 1 80 

平成 20年度 375 21 1 2 10 3 4 416 

平成 21年度 757 63 71 5 15 8 16 935 

平成 22年度 508 49 22 5 29 10 27 650 

平成 23年度 4,328 70 17 6 60 80 63 4,624 
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⑤ 本県における自殺の状況 

○ 本県における自殺死亡者数は、自殺者が急増した平成 10 年以降、毎年 400～500 人前後で

推移していましたが、平成 23 年の自殺死亡者数は平成 10 年以降では最少の 370 人（人口動

態統計概数：厚生労働省）となっています。 

 

○ しかし、自殺死亡率（人口 10万人当たりの自殺死亡者数）では平成 23年は 28.3（人口動

態統計概数：厚生労働省）と全国平均（22.9）を大きく上回り、秋田県に次いで全国 2 位と

なっています。 

 

○ 警察統計によれば、本県の自殺者のうち、うつ病をはじめとする精神疾患を原因動機とす

ることが確認された者が、毎年 100人前後で推移しています。 

  また、WHO 等の調査によれば、自殺者の約 90％に何らかの精神障害が見受けられた、と言

われています。 

 

【自殺統計・死亡動機別（健康問題）詳細】 （岩手県内発見分）    （人） 

年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 計 

自殺者数 483 490 512 467 401 2,353 

健 

康 

問 

題 

身体の病気 94 78 77 82 74 405 

精神疾患（※） 97 71 100 114 105 487 

身体障害の悩み 10 11 7 8 9 45 

その他 3 
 

9 8 4 24 

計 204 160 193 212 192 961 

   ※精神疾患は「うつ病」「統合失調症」「アルコール依存症」「その他の精神疾患」の計を計上 

 

○ 自殺のリスクが高いと言われている自殺未遂者に対し、岩手医科大学附属病院において、

高度救命救急センターに精神科常勤医を配置し、身体科医と連携を図るなどの先駆的な取組

が行われているほか、二戸地域では、救急外来を受診した自殺未遂者を地域の相談支援につ

なぐための取組が行われています。 

 

⑥ 震災に係るこころのケアの状況 

○ 東日本大震災津波の被災により、様々なストレスを抱え、心身の不調をきたした住民に

対し、発災直後から地元の精神科医療機関や市町村の保健師等が中心となり、住民の健

康を守るための取組が行われてきました。 

 

○ また、県内外から派遣されたこころのケアチーム（30 チーム）の支援により、延べ

9,800件（平成 23年 3月から平成 24年 3月）の相談に対応しました。症状としては「不眠」

「不安・恐怖」「抑うつ」などが多く見られています。 

 

○ 中長期的にこころのケア活動を継続していくための拠点として、盛岡市に「岩手県こころ
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のケアセンター」、沿岸 4 か所に「地域こころのケアセンター」を設置し、被害が甚大であ

った沿岸 7 市町村では、主に県内の医療機関から医師派遣に協力いただき「震災こころの相

談室」を開設しています。 

 

 

【求められる医療機能等】 

 ○ 精神疾患を発症しても、地域や社会で生活できるようにするため、患者やその家族に対し

て、精神科医療機関や関係機関が連携し、次のような医療機能等による精神科医療の提供体

制を構築することが求められる。 

 

区分 医療機関に求められる事項 関係機関 

予防・アク

セス 

①予防（精神科医療機関及び一般の医療機関） 

・住民の精神的健康の増進のための普及啓発、一次予防に協力すること 

・保健所、精神保健福祉センターや産業保健の関係機関と連携すること 

・保健所 

・精神保健福祉セン

ター 

・精神科病院 

・精神科を標榜する

一般病院 

・精神科診療所 

・一般の医療機関 

・薬局 

等 

 

②アクセス（一般の医療機関） 

・精神科医との連携を推進していること 

・かかりつけの医師等の対応力向上のための研修等に参加していること 

③うつ病（一般の医療機関） 

・うつ病の可能性について判断できること 

・症状が軽快しない場合等に適切に紹介できる専門医療機関と連携して

いること 

・うつ病等に対する対応力向上のための研修等に参加していること 

治療・回

復・社会復

帰 

①うつ病以外（精神科医療機関） 

・患者の状況に応じて、適切な精神科医療（外来医療、訪問診療を含む。）

を提供すること 

・必要に応じ、訪問支援を提供できること 

・精神科医、薬剤師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心理

技術者等の多職種によるチームによる支援体制を作ること 

・精神症状悪化時等の緊急時の対応体制や連絡体制を確保すること 

・早期の退院に向けて、病状が安定するための服薬治療や精神科作業療

法等の支援や、相談支援事業者等との連携により、退院を支援するこ

と 

・障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等と連携し、生活の場で必

要な支援を提供すること 

・精神科病院 

・精神科を標榜する

一般病院 

・精神科診療所 

・在宅医療を提供す

る病院・診療所 

・歯科医療機関 

・薬局 

・訪問看護ステーシ

ョン 

等 

②うつ病（精神科医療機関） 

・うつ病と双極性障害等のうつ状態を伴う他の疾患について鑑別診断で

きること 

・うつ病の、他の精神障がいや身体疾患の合併などを多面的に評価でき

ること 

・患者の状態に応じて、薬物療法及び精神療法等の非薬物療法を含む適

切な精神科医療を提供でき、必要に応じて、他の医療機関と連携でき

ること 

・患者の状態に応じて、生活習慣などの環境調整等に関する助言ができ

ること 

・かかりつけの医師をはじめとする地域の医療機関と連携していること 

精神科救

急・身体合

併症・専門

医療 

①精神科救急（精神科医療機関） 

・精神科救急患者の受け入れが可能な設備を有すること（検査室、保護

室、手厚い看護体制等） 

・地域の精神科救急医療体制に参画し、地域の医療機関と連携すること 

・継続的に診療している自院の患者・家族や精神科救急情報センター等

からの問い合わせ等について、夜間・休日も対応できる体制を有する

こと 

・精神医療相談窓口 

・精神科救急情報セ

ンター 

・精神科救急医療施  

 設 

・精神科病院 

・精神科を標榜する 
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区分 医療機関に求められる事項 関係機関 

 ②身体合併症（精神科医療機関及び一般の医療機関） 

・身体疾患を合併した患者に対応する医療機関については、身体疾患と

精神疾患の両方について適切に診断できる（一般の医療機関と精神科医

療機関とが連携できる）こと 

・身体疾患を合併する患者に対応する医療機関であって、精神病床で治

療する場合は、身体疾患に対応できる医師又は医療機関の診療協力を有

すること 

・身体疾患を合併する患者に対応する医療機関であって、一般病床で治

療する場合は、精神科リエゾンチーム又は精神科医療機関の診療協力を

有すること 

・地域の医療機関や、介護・福祉サービス、行政機関等と連携できるこ

と 

一般病院 

・精神科診療所 

・救命救急センター 

・一般の医療機関 

・人工透析等の可能

な専門医療機関 

・歯科医療機関 

・専門医療を提供す

る医療機関 

・医療観察法指定医

療機関 

等 

③専門医療（精神科医療機関） 

・専門医療を提供する医療機関は、各専門領域において、適切な診断・

検査・治療を行なえる体制を有し、専門領域ごとに必要な、保健・福祉

等の行政機関等と連携すること 

・医療観察法指定医療機関は、個別の治療計画を作成し、それに基づき

必要な医療の提供を行うとともに、保護観察所を含む行政機関等と連携

すること 

 

 

【圏域の設定】 

本県では、精神科救急医療に常時対応できる精神科病院が内陸部に偏在しており、一般身体科

救急医療体制の医療圏と同一に実施することは難しい状況にあることから、当該医療圏と整合性

を保ちながら、独自に精神科救急医療圏域を 4圏域に設定したものである。 

 ※精神科救急医療圏：県北(二戸･久慈保健医療圏)、盛岡(盛岡･宮古保健医療圏)、岩手中部 

(岩手中部･釜石保健医療圏)、県南(胆江･両磐･気仙保健医療圏)の４圏域を設定 

 

H24.6.1現在 
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【課 題】 

① こころの健康づくり（精神疾患に対する正しい理解の促進） 

○ 精神科受診や相談に対する抵抗感を減少させ、必要な時に支援が求められるようになるた

め、精神疾患についての正しい知識の普及啓発が必要です。特にも、発達障害や高次脳機能

障害は、本人や家族など周囲の人も気づきにくく、支援につながりにくいことから、正しい

知識の普及啓発が必要です。 

 

○ 相談や支援を求めたときにアクセスできる相談窓口の周知が必要です。 

 

○ 精神疾患を早期に発見し、支援や治療につなげるための取り組みを、地域の医療機関や市

町村との連携によりさらに充実を図ることが必要です。 

 

② 精神科医療体制 

○ 精神疾患の重篤化を予防するため、相談体制の充実や必要な精神科医療へ早期につなぐ支

援体制が必要です。 

 

○ 患者の状況に応じて、適切な精神科医療が提供できる体制が必要です。 

 

○ 増大する精神科医療ニーズに着実に対応していくためには、精神科医師の確保が必要です。 

 

○ 精神疾患を発症した人が、口腔状態の悪化により生活の質の低下を招かないよう、口腔ケ

アを行う必要があります。 

 

③ 地域移行 

○ 早期の退院に向けて、病状が安定するための服薬治療や精神科作業療法等の支援や、相談

支援事業者等との連携により、退院支援を行うことが必要です。 

 

○ 地域移行支援においては、医療と福祉、就労等の関係者が連携し、退院時・後を通じた個

別援助を行うなどの支援体制が必要です。 

 

○ 入所施設や精神科病院から地域での生活を希望する障がい者が、円滑に地域生活に移行で

きるよう、地域移行支援の核となる人材を育成する必要があります。 

 

○ 心神喪失者等医療観察法対象者に対する入院治療が終了した患者の社会復帰のために、保

護観察所と連携し、支援を行っていく必要があります。 

 

④ 精神科救急医療 

○ 在宅精神障がい者等が、安心して地域で生活できるよう、休日・夜間の精神科救急医療体

制を強化していく必要があります。 
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○ 本県における精神科救急医療機関の夜間・休日の受診件数が他県と比べて多いことから、

適正受診を促進するために、精神科救急情報センターの周知・体制の充実及び関係機関との

連携強化が必要です。 

 

⑤ 自殺の予防 

○ うつ病をはじめとする精神疾患を原因とする自殺が、自殺者の約 9 割を占めると言われて

いることから、精神疾患を早期に発見し、適切な治療や支援につなげることが必要です。 

 

○ 精神疾患の場合、身体症状によりかかりつけの医療機関を受診することも多いと考えられ

ることから、かかりつけ医やかかりつけ歯科医と精神科医との連携を促進することが必要で

す。 

 

○ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため、救急医療施設を受診した自殺未遂者を適切な治

療や支援につなげる体制の拡充が必要です。 

 

⑥ 震災こころのケア活動 

○ 震災ストレスの長期化によりＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等の精神疾患の増加や

重症化が懸念されることから、中長期的に継続して支援する体制を維持することが必要です。 

 

○ 岩手県こころのケアセンター及び地域こころのケアセンターと関係機関との連携体制の強

化が必要です。 

 

○ 今後の大規模災害の発生に備えて、地域のこころのケアの体制づくりを行うことが必要で

す。 

 

【数値目標】 

圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 岩手中部 県南 県北 

平成 26年度における

1年未満入院者の平

均退院率（％） 

－ 79.3 － － － － 

71.2 70.8 － － － － 

平成 26年度における

在院期間 5年以上か

つ 65歳以上の退院患

者数（人） 

－ 159 － － － － 

－ 122 － － － － 

入院を要しない軽度

の方の精神科救急受

診率（％） 

－ 76.0 － － － － 

60.9 78.0 － － － － 

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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【施 策】 

（施策の方向性） 

 精神疾患が発症しても、地域や社会で安心して生活できるようにするため、患者やその家族等

に対して、精神科医療機関や医療・福祉等の関係機関が連携しながら、必要な精神科医療が提供

される体制づくりを推進します。 

 

（主な取組） 

① こころの健康づくりの推進 

○ 精神疾患に関する正しい知識の普及啓発や、相談窓口の周知を図るため、地域や職域にお

ける健康教育等を実施します。 

 

○ 発達障害や高次脳機能障害の拠点機関（県立療育センター、㈶いわてリハビリテーション

センター）と連携し、本人や家族はもとより、相談支援に携る医療や行政、福祉関係者など

を中心に、広く障がいの理解の促進に努めます。 

 

○ 市町村や職域において、うつスクリーニングの実施等により、精神疾患の早期発見・早期

支援に努めます。 

 

② 精神科医療体制の整備 

○ 状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めます。また、疾患や重症度に応じた治療

の提供が速やかになされるよう、機能分化に応じた精神科医療機関ネットワーク及び医療連

携を整備します。 

 

○ アウトリーチ（訪問支援）や外来医療などの入院外医療の充実も推進します。 

 

○ 必要に応じたかかりつけ医と精神科医との連携が促進されるよう、医療関係者等を対象と

した研修会を実施します。また、多職種による精神科チーム医療を円滑に行うために、各専

門職の資質向上を図る専門研修等を実施します。 

 

○ 人権や処遇に配慮した適切な入院医療確保のため、精神医療審査会の審査や保健所による

精神科病院実地指導の充実を図ります。 

 

○ 増大する精神科医療ニーズに対応し、各種対策を着実に進めていくため、関係機関・団体

に働きかけを行うなど、精神科医師等マンパワーの確保に取り組みます。 

 

○ 発達障害や高次脳機能障害の拠点機関（県立療育センター、㈶いわてリハビリテーション

センター）に専門の相談員を配置し、関係機関と連携し、生活支援や就労に向けての支援な

どの取組を推進します。 

 

○ 精神疾患を発症した人の口腔状態が適切な状態に維持されるよう、口腔ケアの充実を図り
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ます。 

 

③ 地域移行の推進 

○ 受入れ条件が整えば退院可能な精神障がい者が、地域で安心して生活ができるよう、日中

活動や住まいの場などの基盤整備や就労による自立の促進等、地域生活支援体制を強化しま

す。 

 

○ 地域移行支援の核となる地域移行推進員の育成に係る研修の充実を図ります。 

 

○ 心神喪失者等医療観察法による入院治療が終了した患者の社会復帰に向けて、指定通院医

療機関の整備、処遇の実施計画づくりや、県、市町村の保健師による訪問指導、各種福祉サ

ービス利用などの地域生活支援を継続して行っていきます。 

 

④ 精神科救急医療の充実強化 

○ 24時間 365日対応の精神科救急情報センタースタッフの資質の向上を図るため、現場研修

やケース検討会などを実施します。 

 

○ 精神科救急情報センターが適切な相談ができるよう、かかりつけ医から助言をいただくな

どの協力体制の拡充を行います。 

 

○ 関係機関との連携を強化するため、連絡調整委員会や意見交換会を開催します。 

 

○ 精神科救急情報センターの利用及びかかりつけ医優先受診に係る患者教育等を行い、精神

科救急の適正受診を促進します。 

 

⑤ 自殺予防の推進 

○ 自ら支援や治療につながらない方の悩みに気づき、支援につなげる「ゲートキーパー」の

養成研修を、県内各圏域で実施します。 

 

○ かかりつけ医と精神科医との連携を促進するために、連携会議や医療従事者を対象とした

研修会等を開催します。 

 

○ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため、救急医療機関を受診した患者に対し、医療機関

と地域の関係機関が連携し支援を行う体制の拡充に取り組みます。 

 

⑥ 震災こころのケア活動の推進 

○ 震災こころの相談室を担う精神科医師やこころのケアセンターの専門職を継続して確保す

るため、関係機関・団体に働きかけを行うとともに、現在配置されている職員の定着を図る

ため、職員研修の充実等を図ります。 

 



89 

 

○ 市町村や関係者と相互理解を図るための機会（連絡会議等）の拡大を図ります。 

 

○ 今後の大規模災害の発生に備えて、各地域においてこころのケアの対応体制を整理・検討

します。 

 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

一般の医療機関 
・精神科医との連携の推進 

・精神疾患対応力向上のための知識習得 

精神科病院 

・緊急時の対応体制や連絡体制の確保 

・早期の退院に向けた支援の実施 

・精神科救急医療体制への参画 

・精神科救急情報センター等からの問い合わせ等について夜間・休日も対応できる体制 

精神科救急情報セ

ンター 

・夜間・休日における緊急的な精神医療相談の受付、助言、医療機関の紹介 

・精神科病院との連携 

社会福祉法人等 
・精神障がい者の支援に係る地域委員会の設置 

・精神障がい者等の交流事業の実施 

県 

・県民への正しい知識の普及啓発 

・相談支援機能の充実、市町村への技術指導・支援 

・精神科救急情報センターの運営支援 
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【医療体制】（連携イメージ図） 

 

 

「医療計画の見直し等に関する検討会（厚生労働省）」資料より 

 

○ 国が作成した上記のイメージを参考としながら、岩手県版の「連携イメージ図」を今後作

成するもの。 
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（６）認知症の医療体制 

 

【現 状】 

① 認知症の現状 

 ○ 認知症高齢者数は、厚生労働省の推計によると、全国では平成 22年時点で 280万人である

とされ、平成 27年には 345万人、平成 32年には 410万人、平成 37年には 470万人になると

見込まれています。（「『認知症高齢者の日常生活自立度』Ⅱ以上の高齢者数について」平

成 24年８月 厚生労働省） 

 

 ○ 本県において実施している認知症高齢者等の日常生活自立度調査では、介護保険の第１号

被保険者（65 歳以上）のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の者が、平成 21

年３月には約３万４千人でしたが、平成 24年３月には約３万８千人となっており、年々増加

する傾向にあります。 

 

 ○ また、第２号被保険者（40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者）については、同Ⅱ以上の

者が、平成 21年３月の 636人から平成 24年３月には 789人となっています。 

  

 （表● 県内の認知症高齢者数（第１号被保険者））             （単位：人・％） 

65歳以上人口に
対する割合
（Ｃ／Ａ）

要介護（要支
援）認定者に
対する割合
（Ｃ／Ｂ）

H21.3.31 356,221 59,173 34,251 9.6 57.9

H22.3.31 360,675 60,627 35,128 9.7 57.9

H23.10.1 356,141 63,420 37,838 10.6 59.7

H24.3.31 356,141 64,471 37,863 10.6 58.7

認知症高齢者数
（Ｃ）

調査時点
65歳以上
人口（Ａ）

要介護(要支援）
認定者数(Ｂ）

 
注１）認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成 18年４月３日老発第 0403003号厚生労働省老人保健福祉局長通知） 

   要介護認定の際に認知症の有無、程度を判定する基準で、自立、ランクⅠ～Ⅳ及びＭの６区分（８段階）で判定

し、Ⅱ以上が認知症とされる。 

自立度Ⅱ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれ

ば自立できる。 

   注２）人口は、各年度 10月１日現在 

[資料：認知症高齢者等の日常生活自立度調査（県長寿社会課）] 

 

 （表● 県内の認知症患者数（第２号被保険者）） （単位：人・％） 

   

要介護（要支
援）認定者に
対する割合
（Ｂ／Ａ）

H21.3.31 1,694 636 37.5

H22.3.31 2,003 731 36.5

H23.10.1 2,180 822 37.7

H24.3.31 2,104 789 37.5

認知症患者数
（Ｂ）

調査時点
要介護(要支援）

認定者数(Ａ）

 

   [資料：認知症高齢者等の日常生活自立度調査（県長寿社会課）] 
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② 認知症の予防と早期対応 

 ○ 認知症の予防を図るため、地域包括支援センターが開催する介護予防教室において、認知

症予防体操（認知症介護予防推進運動プログラム）の実施や正しい知識の普及啓発を行って

います。 

 

 ○ また、地域包括支援センターにおいては、高齢者の生活機能、身体機能等について、「基

本チェックリスト」の活用などにより身体状況の変化の早期発見に努めています。 

 

○ 主治医（かかりつけ医）の認知症に関する知識や診断技術の向上などを目的として、平成

18 年度からかかりつけ医認知症対応力向上研修を開催しています。（平成 24 年 10 月現在、

修了者 552人） 

 

○ かかりつけ医の認知症診断等に関する助言を行うなど、認知症に係る地域医療体制の中核

的な役割を担う医師として、平成 17 年度から認知症サポート医の養成を進めています。（平

成 24年 10月現在、修了者 26人） 

圏域別の養成数は、盛岡では 11人となっている一方、不在となっている圏域もあります。 

注）認知症サポート医：認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援を行い、専門医療機関や地域包

括支援センター等との連携の推進役となる医師として、国立長寿医療研究センターが実施する研修を修了した者（「認

知症地域医療支援事業実施要綱」平成 23年６月６日老発 0606第１号厚生労働省老健局長通知） 

 

 

○  また、盛岡市医師会では、認知症に関する研修を修了した医師が「もの忘れ相談医」とし

て様々な相談に応じる独自の取組を行っています。（平成 24年 10月現在、51人） 

  

（表● かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数）      H24.10.1現在 （単位：人） 

圏 域 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

 552 130 81 106 31 31 81 32 46 14 

 

（表● 認知症サポート医数）                 H24.10.1現在 （単位：人） 

圏 域 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

 26 11 ４ ０ １ １ １ ７ ０ １ 

 

③ 認知症の医療 

○ 本県では、認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、岩手医科大学附属病院を岩手

県認知症疾患医療センターとして指定（H21.4.1。「基幹型」移行 H22.4.1）し、全県からの

専門医療相談・専門診断に対応しているほか、認知症に関する情報発信を行っています。 

同センターにおける認知症疾患に係る平成 23年度の外来件数は 1,304件で、うち鑑別診断

は 155件、電話・面接による相談件数は 747件となっています。 
注）鑑別診断：認知症を診断するにあたり、身体所見、神経学的所見、血液検査、画像診断等により、他の疾患との区

別や、認知症の種類等を特定すること。 
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 ○ 県内の医療機関のうち、認知症の診療が可能であると回答した医療機関は 57病院、305診

療所となっています。（平成 24年岩手県医療機能調査） 

 

（表● 岩手県認知症疾患医療センターにおける対応状況）   （単位：件） 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

外来件数 1,675 1,467 1,304 

 うち鑑別診断件数 215 248 155 

入院件数 9 14 11 

専門医療相談件数 550 805 747 

 うち電話 390 602 544 

うち面接 160 203 203 

・ 専門医療相談では、もの忘れのごく初期の段階のものから、周辺症状、介護に関することなど、幅広い

相談が寄せられている。 

・ 平成 23年度の新規相談のうち約６割は、これまで認知症の診断や治療を受けていない人が、専門外来の

受診を希望した事例となっている。 

 

  （表● 認知症の診療及び鑑別診断が可能であると回答した医療機関数） 

                     上段：診療可 下段：鑑別診断可 （単位：箇所） 

圏 域 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

病 院 
57 23 7 7 7 3 2 4 3 1 

43 19 4 3 5 3 3 3 1 2 

診療所 
305 129 53 30 32 16 11 18 8 8 

144 58 26 15 16 9 6 10 0 4 

 

④ 地域での生活を支える介護サービスの構築 

 ○ 本県では、認知症介護サービスの基盤として、認知症対応型共同生活介護事業所（認知症

グループホーム）、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型通所介護事業所が設置され

ています。 

 

 ○ 本県では、認知症介護サービスに従事する方を対象に、認知症介護に関する各種研修を行

っています。 

 

  （表● 認知症介護サービス基盤の設置状況）          （単位：箇所） 

区   分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

認知症対応型共同生活介護事業所 111 130 150 

小規模多機能型居宅介護事業所 34 38 46 

認知症対応型通所介護事業所 32 35 34 
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  （表● 認知症介護に係る各種研修の実施状況）             （単位：人） 

研修区分 対象者 
平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

認知症介護サービス事業開設者研修 運営法人代表者 23 19 28 

認知症対応型サービス事業管理者研修 事業所管理者 45 116 114 

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 サービス計画担当者 34 37 38 

認知症介護実践者研修 認知症介護従事経験２年以上 255 293 304 

認知症介護実践リーダー研修 上記研修受講者で従事経験５年以上 43 74 44 

認知症介護指導者研修 実践者研修等の講師養成 2 2 3 

認知症介護指導者フォローアップ研修 実践者研修等の講師のフォローアップ 2 2 2 

 

⑤ 地域での日常生活・家族の支援の強化 

 ○ 認知症を正しく理解し、地域において認知症の人や家族を支援する認知症サポーター数は、

平成 24 年９月末現在で 70,338 人、また、地域活動のリーダー役として認知症サポーター養

成講座の講師等を務める認知症キャラバン・メイトの数は 877人となっています。 

   また、地域包括支援センターや岩手医科大学附属病院では、小中学生を対象に「孫による

認知症講座」を実施し、学童期からの認知症への理解をきっかけとした高齢者に優しい地域

づくりの促進を図っています。 

 

 ○ 認知症に関する普及啓発のためのシンポジウムの開催や、「認知症の人と家族の会」の活動

支援等を行い、認知症の人の生活を地域で支える地域づくりを行っています。 

 

  （表● 認知症サポーター等の養成状況 各年度末現在）  （単位：人） 

項  目 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

認知症サポーター 42,687 58,939 66,128 

認知症キャラバン・メイト 673 781 877 

 

 

【求められる医療機能等】 

 ○ 認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要な医療を提供していくためには、次

のような医療機能等が求められます。 
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区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

早期発見、診

断・治療 

 

・ 地域包括支援センターや介護支援専門員等と連携して、

認知症の人の日常的な診療を行うこと 

・ 認知症の可能性について判断でき、認知症を疑った場合、

速やかに認知症疾患医療センター等の専門医療機関を紹介

できること 

・ 認知症の対応力向上のための研修等に参加していること 

・認知症のかかりつけ医と

なる診療所又は病院 

認知症疾患医療センターは、 

・ 医療相談室を配置し、専門医療相談に応じるとともに、

医療相談室が中核となり地域包括支援センター等との連携

に努めること。 

・ 鑑別診断及びそれに基づく初期対応を行うこと。 

・ 合併症及び周辺症状への急性期対応を行うこと。 

・ 地域の認知症医療の中核として、認知症の専門医療に係

るかかりつけ医等への研修を積極的に実施すること。 

・ 認知症治療に関する情報発信を行うこと。 

・認知症疾患医療センター 

・ 入院医療機関は、必要な入院医療を行うとともに、認知

症疾患医療センター、訪問看護事業所、地域包括支援セン

ター、介護サービス事業所等と連携体制を有し、退院支援・

地域連携クリティカルパスの活用等により、退院支援に努

めていること 

・ 退院支援部署を有すること 

・入院医療機関（認知症の

診療を行う専門医療機関

等） 

・ 必要な歯科診療を行うとともに、認知症の人や家族、介

護従事者等への口腔ケアの指導を行うこと 

・かかりつけ歯科医となる

医療機関 

療養支援等 ・ 認知症疾患医療センター等の専門医療機関と連携して、

認知症の治療計画や介護サービス、緊急時の対応等が記載

された認知症療養計画に基づき患者やその家族等に療養方

針を説明し、療養支援を行うこと 

・認知症のかかりつけ医と

なる診療所又は病院 

・かかりつけ歯科医となる

医療機関 

・薬局 

地域での生活

支援 

・ 認知症疾患医療センター、訪問看護事業所、地域包括支

援センター、介護サービス事業所等との連携会議等に参加

し、関係機関との連携を図ること 

・ 上記の連携にあたっては、その推進役として認知症サポ

ート医等が、認知症疾患医療センター等の専門医療機関や

地域包括支援センター等の情報を把握し、かかりつけの医

師からの相談を受けて助言等を行うなど、関係機関とのつ

なぎを行うこと 

・認知症のかかりつけ医と

なる診療所又は病院 

 

・ 必要な歯科診療を行うとともに、認知症の人や家族、介

護従事者等への口腔ケアの指導を行うこと 

・かかりつけ歯科医となる

医療機関 

・ 認知症サポーターの養成等、認知症に関する正しい知識

の普及及び地域での支援を行うこと 

・ 認知症グループホーム等による相談・支援活動の実施 

・ 若年性認知症の特性に配慮した支援 

・介護保険施設 

・地域包括支援センター 

 

 

【課 題】 

① 認知症の予防と早期対応 

 ○ 認知症の予防や増悪を防止するため、介護予防の取組の一環として、認知症介護予防推進

運動プログラムの普及とその実践に努める必要があります。 

 

○ もの忘れなどの初期段階での気づきや、早い段階での相談支援機関への橋渡しなどの対応

の遅れが認知症の悪化につながることから、気づきから相談支援機関への円滑な橋渡しなど、

早期対応の必要性の周知を図る必要があります。 
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○ 相談支援機関やかかりつけ医は、認知症が疑われる場合は、早い段階で認知症疾患医療セ

ンターなど鑑別診断を行える医療機関への受診につなげるなど、早期診断に結びつける必要

があります。 

 

○ 認知症サポート医が中心となり、かかりつけ医や各地域の医師会、地域包括支援センター

等の関係機関が連携し、鑑別診断を行える医療機関など必要な情報提供に努める必要があり

ます。 

 

② 認知症の医療 

○ 認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、県内のどこに住んでいて

も鑑別診断や適切な医療を受けられる体制を構築する必要があります。 

 

○ 認知症のケアは、とりわけ医療と介護の連携体制の構築が必要なことから、その強化に努

める必要があります。 

 

○ 口腔状態の悪化が生活の質の低下や認知症の症状の悪化につながることから、適切な口腔

ケアの推進に努める必要があります。 

 

③ 地域での生活を支える介護サービスの構築 

 ○ 認知症の人が地域で必要な介護サービスを受けながら安心して生活することができるよう、

介護保険事業計画に基づくサービス基盤の整備を着実に進める必要があります。 

 

④ 地域での日常生活・家族の支援の強化 

 ○ 認知症の人を地域で見守り、支え合うためには、県民の認知症に関する正しい知識と理解

をさらに広める必要があります。このため、市町村の認知症に関する相談支援体制、普及啓

発活動の充実を図るとともに、一層、認知症サポーターの養成に努める必要があります。 

 

○ また、認知症の人の家族に対しては、認知症の知識や介護技術だけでなく、レスパイトケ

アや精神的な面も含めた支援体制の構築に取り組む必要があります。 

注）レスパイトケア：高齢者などの介護にあたっている家族が一時的に介護から離れて、リフレッシュが図れるようにす

る支援のこと。施設への短期入所や自宅への介護者の派遣などがある。 
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【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

かかりつけ医

認知症対応力

向上研修修了

者数（単位：

人） 

－ 820 － － － － － － － － － 

23,590 552 130 81 106 31 31 81 32 46 14 

認知症サポー

ト医養成研修

修了者数（単

位：人） 

－ 32 － － － － － － － － － 

2,149 26 11 4 0 1 1 1 7 0 1 

認知症サポー

ター養成者数

（単位：人） 

－ 78,000 － － － － － － － － － 

3,319,522 70,338 31,762 8,788 6,826 4,692 4,127 988 4,331 5,266 3,558 

認知症疾患医

療センター設

置数（単位：

箇所） 

－ 1 1 － － － － － － － － 

180 1 1 － － － － － － － － 

上段：目標値（平成 26年度目標）、下段：現状値（平成 24年 10月現在） 

 

 

【施 策】 

（施策の方向性） 

  認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けること

ができるよう、認知症に対する正しい知識と理解に向けた啓発を図るとともに、認知症疾患医

療センターを中核とした安心の認知症医療体制の構築と、必要な介護サービス基盤の整備を推

進します。 

 

（主な取組） 

① 認知症の予防と早期対応 

 ○ 市町村では、介護予防の取組の一環として、認知症介護予防推進運動プログラムの普及と

その実践に努めます。 

 

○ 気づきから相談支援機関への橋渡しなど、早期対応の必要性について、地域包括支援セン

ターを中心に住民への普及啓発を図ります。 

 

○ 認知症が疑われる段階での鑑別診断や適切な医療に結びつけるため、かかりつけ医認知症

対応力向上研修を継続実施し、認知症の初期対応ができるかかりつけ医の拡充を図ります。 

 

○ 認知症サポート医やかかりつけ医、地域包括支援センターなどの参加による地域ケア会議

を活性化し、鑑別診断を行える医療機関など必要な情報の提供や認知症の人への支援の課題

等、必要な情報の共有を図ります。 

 

② 認知症の医療 

○ 県内のどこに住んでいても、軽度認知障害（ＭＣＩ）の段階からの診断、治療を含むサポ
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ートや、認知症の鑑別診断を踏まえた適切な医療を受けられるよう、岩手医科大学附属病院

に設置している基幹型認知症疾患医療センターによる各地域のかかりつけ医をはじめとする

関係医療機関や地域包括支援センターへのバックアップ体制の充実を図ります。また、地域

において認知症の人への支援体制構築を担う認知症サポート医が各圏域ごとに複数名体制が

可能となるよう養成に努めます。 

 

注）軽度認知障害（ＭＣＩ）：認知症の前兆となるもの忘れ。日常生活に支障はないが、加齢に伴うもの忘

れを超えた記憶障害が存在する状態。 

 

○ 国が作成する「標準的なケアパス」（状態に応じた適切な医療・介護などのサービス提供

の流れ）を踏まえ、各地域の実情に応じた医療と介護の連携体制の構築を図ります。 

 

○ 居宅、入院あるいは施設入所のいずれの場合でも、適切な口腔ケアが行われ、認知症の悪

化を防止できるよう、歯科医師を中心とした多職種による口腔ケアの連携体制の構築を図り

ます。 

 

③ 地域での生活を支える介護サービスの構築 

 ○ 認知症の人の住み慣れた地域での生活を支えるため、認知症対応型共同生活介護（認知症

グループホーム）をはじめとした地域密着型介護サービスを、介護保険事業計画に基づき着

実に整備します。 

 

 ○ とりわけ、地域における認知症介護力の向上を図るため、認知症グループホームが有する

専門知識、経験、人材等を活用した相談や支援等の取組を進めます。 

 

 ○ 特別養護老人ホーム等の入所、入居サービス及び訪問介護等の居宅サービスに従事する介

護職員の認知症の人への介護対応力向上を図るため、認知症介護に係る各種研修を継続する

とともに、内容の充実を図ります。 

 

 ○ 要介護高齢者の約６割に認知症の症状が認められることから、認知症の人を地域で支える

ことに特に配慮した地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

 

④ 地域での日常生活・家族の支援の強化 

 ○ 認知症の人を見守り、支え合う地域づくりを進めるため、認知症サポーター養成講座や学

校における認知症講座の開催などにより、県民の認知症に関する正しい知識と理解の普及を

図ります。 

 

○ 認知症の人と家族が安心して生活できるよう、相談機関、関係機関相互の連携の強化や、

市町村における徘徊ＳＯＳネットワークなどの支援体制の充実を図ります。また、認知症の

人を介護する人同士の「つどい」の開催や、認知症の人の虐待防止などの権利擁護、市民後

見人の育成と活動支援などの取組を進めます。 
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○ 認知症の人の家族の介護疲れなど、身体的、精神的負担を軽減するため、認知症の人の家

族同士の交流等の支援や、レスパイトケアの一つとして認知症の人の介護施設へのショート

ステイ等、利用可能な制度の周知を図ります。 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

かかりつけ医 

・認知症対応力向上のための知識習得 

・認知症サポート医をはじめ、専門医療機関との連携強化 

認知症疾患 

医療センター・ 

認知症サポート医 

・かかりつけ医や介護事業所等に対する助言支援 

・地域包括支援センター等との連携 

・認知症サポート医として、地域のかかりつけ医への研修、助言等 

市町村、地域包括

支援センター・ 

介護事業所 

・認知症に関する正しい知識や理解に向けた普及啓発 

・認知症の人や家族が地域で安心して生活できる環境の整備 

・地域包括ケアシステムの構築、運営 

・医療と介護の連携 

県 民 

・認知症に対する正しい理解 

・認知症サポーターとなり、認知症の人や家族の地域生活を支援 

・認知症キャラバン・メイトとなり、職場や地域単位で認知症サポーター養成研修を開催 

県 

・認知症疾患医療センターの運営支援 

・認知症疾患医療センターと各圏域との連携促進 

・地域包括ケアシステムの構築支援 

・認知症サポート医の養成 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修の実施 

 

 

 

【医療体制】（連携イメージ図） 

介護サービスへ
連携 グループホーム

小規模多機能型施設等
相談

自宅
訪問 ケアマネジャー 24時間訪問サービス

助言・支援 （介護・看護）

要介護認定

介護サービス
必要時 居宅サービス

家族

本人 家族のレスパイトケア

相談・受診

口腔ケア

助言

紹介

連携

認知症疾患医療センター等 精神科医療機関等
専門医療機関

認知症
の疑い

鑑別診断

日常診療

認　知　症　の　医　療　体　制

介

護

分

野

医

療

分

野

地域での生活を支援

地域ケア会議

急性増悪期ケア日常在宅ケア気づき～診断 日常在宅ケア

地域包括支援センター

日常診療

認知症サポート医
認知症行動、
心理症状悪化時

などの
急性増悪期診療

かかりつけ医

急性増悪期

相

互

連

携

特養・老健

居宅サービス

地域密着型サービス等

短期入所施設

気づき
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（７）周産期医療の体制 

 

【現 状】 

① 出生の状況 

 ○ 本県の出生数（人口動態統計、厚生労働省）は、昭和 55 年の 19,638 人から平成 22 年は

9,745人、出生率（人口千対）も、昭和 55年の 13.8から平成 22年は 7.4と、それぞれ約半

減しています。また、合計特殊出生率も昭和 55 年の 1.95 から平成 22 年は 1.46 と減少して

います。 

 

 ○ 本県における病院・診療所・助産所における出生（人口動態統計、厚生労働省）は、昭和

40年の 75.9％から増加し、平成 22年は 99.9％（うち「病院」53.0％・「診療所」46.8％）

と、ほとんどが病院・診療所における出生となっています。 

 

 ○ 昭和 30年以降、本県の周産期死亡率（人口動態統計、厚生労働省）は全国と同様に減少傾

向にありましたが、５年移動平均でみると全国を上回っています。 

 （図表：周産期死亡率（５年移動平均）                単位：出産千対） 

平成 13年～平成 22年 ５年平均 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

（図表：周産期死亡数及び死亡率（平成 22年）           単位：人、出産千対） 

 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

死亡数 4,515 59 25 12 6 5 2 1 1 3 4 

死亡率 4.2 6.0 6.3 6.9 5.6 5.1 4.9 3.4 1.8 7.0 11.0 

資料：厚生労働省「人口動態調査」 

 

 ○ 2,500g未満の低出生児の出生数及び割合（厚生労働省、人口動態統計）は、平成２年に 856

人、6.01％であったものが、平成 22年は 916人、9.40％と増加しています。 

 

 ○ 1,500g 未満の極低出生体重児の出生割合（厚生労働省、人口動態統計）は、平成２年に

0.53％、平成 12年に 0.64％、平成 22年に 0.83％と増加していますが、全体の出生数が減少

していることから、実数ではほぼ横ばいで推移しています。 
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（図表：出生時の体重別出生数及び割合の推移              単位：人（％）） 

体重 

年 

県内 

出生数 

総 数 

2,500ｇ未満 
1,000ｇ未満 

1,000ｇ～ 

1,500ｇ未満 

1,500ｇ～ 

2,000ｇ未満 

2,000ｇ～ 

2,500ｇ未満 

H2 14,254 856 (6.01) 22 (0.15) 54 (0.38) 114 (0.80) 666 (4.67) 

H7 13,021 878 (6.74) 34 (0.26) 52 (0.40) 96 (0.74) 696 (5.34) 

H12 12,410 1,032 (8.32) 21 (0.17) 58 (0.47) 125 (1.01) 828 (6.67) 

H17 10,545 987 (9.36) 34 (0.32) 59 (0.56) 138 (1.31) 756 (7.17) 

H22 9,745 916 (9.40) 35 (0.36) 46 (0.47) 112 (1.15) 723 (7.42) 

資料：厚生労働省「人口動態調査」 

 

② 産科医療従事者数・医療機関数 

 ○ 本県の産婦人科医師数は、平成６年をピークに年々減少していましたが、平成 14年以降は

ほぼ横ばいで推移しています。 

 （図表：年次別産婦人科医師数（主たる診療科が「産婦人科・産科」のもの）   単位：人） 

 

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

 

（図表：産科医及び産婦人科医の数                       単位：人） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

10,652 94 50 8 5 10 6 1 6 2 6 

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

 

 ○ 県内の分娩取扱医療機関は 42 施設（平成 20 年）であり、産科医療機関及び医師は盛岡保

健医療圏に集中しています。 

（図表：分娩を取扱う医療機関数（平成 20年）                単位：箇所） 

 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

病院 1,149 13 3 3 0 2 1 1 1 1 1 

診療所 1,564 29 13 3 5 3 0 1 2 1 1 

資料：厚生労働省「医療施設調査」 

 

 ○ 就業助産師数（厚生労働省、衛生行政報告例）は、平成 12 年の 406 人から、平成 22 年に

は 349人と減少しています。 
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 ○ 助産師外来を実施している医療機関は、県内で 10施設（平成 24年）あります。 

（図表：助産師外来実施医療機関数（平成 24年）               単位：施設） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

- 10 2 1 0 2 1 1 1 1 1 

資料：岩手県「医療機能調査」 

 

③ 周産期医療体制整備計画 

 ○ 県では、限られた周産期医療資源の下、医療機関の機能分担や連携の一層の強化を図るた

め、「周産期医療体制整備指針」（平成 22年１月 26日医政発 0126第１号厚生労働省医政局

長通知の別添２）に基づき、総合周産期母子医療センターを中核として、地域周産期母子医

療センター、協力病院、分娩取扱医療機関、助産所及び市町村との連携を進める「岩手県周

産期医療体制整備計画」（平成 23年度～平成 27年度）を平成 23 年２月に策定しています。 

 

 ○ 総合周産期母子医療センターである岩手医科大学附属病院では、母体・胎児集中治療管理

室（ＭＦＩＣＵ）９床及び新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）21床を整備しており、ハイリ

スク妊産婦に対する医療及び高度な新生児医療を提供しています。 

 

 ○ 地域周産期母子医療センターには患者搬送や受療動向を反映して県内を分けた４つの周産

期医療圏に対して８病院を認定しており、周産期に係る比較的高度な医療を提供しています。 

 

 ○ 周産期救急患者の迅速かつ適切な受入れ先の確保を図るため、総合周産期母子医療センタ

ーに「周産期救急搬送コーディネーター」を平成 23 年７月から配置しており、平成 23 年度

は 146件（７月１日～３月 31日）の搬送を調整しています。 

 

 ○ 妊娠のリスクに応じた周産期医療を提供するために、インターネットを介して、周産期医

療機関及び市町村等が妊産婦等の搬送等に必要な医療情報を共有する岩手県周産期医療情報

ネットワーク「いーはとーぶ」を平成 21年度に整備し運用を進めています。 

 

 

【求められる医療機能等】 

 ○ 産科医、小児科医の不足や地域偏在など本県の周産期医療を取巻く厳しい環境に対応する

ため、周産期医療機関の機能分担と連携を一層進め、妊娠のリスクに応じた適切な周産期医

療を提供します。 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

低リスク 

（正常分娩等

を扱う機能） 

・産科に必要とされる検査、診断、治療が実施可能であること 

・主に正常分娩に対応すること 

・他医療機関との連携により、合併症への対応や帝王切開術を行う

こと 

・妊婦等健診を含めた分娩前後の診療を提供すること 

・妊産婦のメンタルヘルスに対応可能であること 

・市町村と連携し、妊産婦のサポートを行うこと 

 

分娩可能な病院・診

療所 
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区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

・ 妊産婦の歯科健康診査等を含めた妊産婦の口腔診療を提供する

こと。 

歯科診療所 

・正常分娩に対応すること。 

・低リスク妊娠の妊婦健診を行うこと 

・妊産婦の保健指導を行うこと 

・市町村と連携し、妊産婦のサポートを行うこと 

助産所 

・妊婦健康診査・歯科健康診査を行うこと 

・妊産婦の保健指導を行うこと 

・周産期医療提供機関と連携し、妊産婦のサポートを行うこと 

市町村 

中・低リスク 

（周産期に係

る比較的高度

な医療行為を

行うことがで

きる機能） 

・周産期に係る比較的高度な医療を提供すること 

・産科（緊急帝王切開）及び小児科（新生児医療）を提供すること 

・合併症妊娠に対応できる診療科を有していること 

・地域周産期関連施設等からの救急搬送や総合周産期母子医療セン

ターからの後送を受け入れるなど、地域周産期医療関連施設等と

の連携を図ることができること 

・市町村と連携し、妊産婦のサポートを行うこと 

・正常分娩に対応すること 

地域周産期母子医

療センター 

・周産期に係る比較的高度な医療を提供すること 

・産科（緊急帝王切開）及び小児科（新生児医療）を提供すること 

・総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターと

連携を図り、状況に応じ地域周産期母子医療センター機能を補完

すること 

・市町村と連携し、妊産婦のサポートを行うこと 

・正常分娩に対応すること 

周産期母子医療セ

ンター協力病院 

ハイリスク 

（母体又は児

におけるリス

クの高い妊娠

に対する医療

及び高度な新

生児医療等の

周産期医療を

行うことがで

きる機能） 

・リスクの高い妊婦に対する医療、高度な新生児医療を提供するこ

と 

・相当規模のＭＦＩＣＵを含む産科病棟及びＮＩＣＵを含む新生児

病棟を備えていること 

・県下各地域からの搬送の受け入れが可能であること 

・周産期医療体制の中核として地域周産期母子医療センターその他

の地域周産期医療関連施設等との連携を図ることが可能であるこ

と 

・周産期医療情報センターの機能を有していること 

総合周産期母子医

療センター 

 

 

【圏域の設定】 

 これまでの保健医療計画や周産期医療体制整備計画と同様に、本県における現在の周産期医療

資源を基本とし、患者搬送や受療動向を反映して「盛岡・宮古」「岩手中部・胆江・両磐」「気

仙・釜石」「久慈・二戸」の４つの周産期医療圏を設定します。 
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（図表：周産期医療圏） 

 

 

 

【課 題】 

① 妊産婦の負担軽減 

 ○ 本県における出生数や出生率は減少しており、より安全な周産期医療体制の整備と、妊婦

の出産に対する不安を軽減できるよう、医療機関（他診療科を含む）や市町村との連携体制

を構築する必要があります。 

 

 ○ 特に、ハイリスク妊産婦や分娩施設から遠隔の地域に居住する妊産婦の診察に要する県内

移動等による体力的・精神的負担を軽減し、安心して出産に対応できるような体制を構築す

る必要があります。 

 

② 産科医等産科医療従事者の負担軽減 

 ○ 産科医師数の減少などから、分娩可能な医療機関数は減少しており、限られた周産期医療

資源を効率的に活用し、医師の負担を軽減するため、医療環境を整備する必要があります。 

 

③ 周産期医療体制の整備 

 ○ 各周産期医療機関が、妊娠のリスクに応じて周産期医療機能を分担し、適切に提供できる

体制を整備する必要があります。 

 

 ○ 総合周産期母子医療センターを中核とした各周産期医療機関の相互の連携を推進するとと

もに、効率的な搬送体制を構築する必要があります。 

 

盛岡・宮古 

岩手中部・ 

胆江・磐井 
気仙・釜石 

久慈・二戸 
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 ○ また、妊産婦の不安軽減等のためのサポートや妊娠のリスクに応じた周産期医療の提供を

関係機関が連携して効率的に行うため、ＩＣＴを活用した周産期医療情報ネットワークの効

果的な運用を図っていく必要があります。 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

周産期死亡率 

（出産千対） 

－ 4.2          

4.2 6.0 6.3 6.9 5.6 5.1 4.9 3.4 1.8 7.0 11.0 

備考）上段：目標値、下段：現状値 

 

 

【施 策】 

（施策の方向性） 

 県内の限られた周産期医療資源を効率的に活用し、妊産婦が安心して出産に対応できる体制を

構築するため、ＩＣＴ等の活用により連携機能を強化することで、妊産婦及び周産期医療従事者

の負担の軽減を図るとともに、緊急搬送時等における周産期医療体制の整備を行います。 

 

（主な取組） 

① 妊産婦の負担軽減 

 ○ 岩手県周産期医療情報ネットワーク等を活用しながら、医療機関（関係診療科を含む）や

市町村が連携して妊産婦の健康をサポートします。 

 

 ○ ハイリスク妊産婦や分娩施設から遠隔の地域に居住する妊産婦の県内移動等に伴う負担を

軽減するため、産科医師と連携した助産師による遠隔妊婦健診等の取組を推進します。 

 

② 産科医等産科医療従事者の負担軽減 

 ○ 産科医師の負担を軽減するため、助産師外来や院内助産などにより、助産師との連携を推

進します。 

 

 ○ 産科医療従事者の負担を軽減するため、ハイリスク分娩を受け入れる病院の産科医師３人

以上体制の確保や周産期に対応する看護体制の整備等に取組むとともに、岩手県周産期医療

情報ネットワークへの各種情報の入力を支援するための取組を推進します。 

 

③ 周産期医療体制の整備 

 ○ 各周産期母子医療センターにおいて、妊娠のリスクに応じて適切に提供できる体制を整備

するため、センターの運営や機器の整備に対する支援を実施するなど、マンパワーや病床の

確保などの医療機能を充実させる取組を推進します。 
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 ○ 岩手県周産期医療情報ネットワーク等を活用しながら、周産期救急搬送コーディネーター

による緊急時の効率的な搬送・連携体制を構築する取組を推進します。 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

総合周産期母子医

療センター 

・ マンパワーや病床の確保などの医療機能の充実 

・ 妊産婦の迅速かつ適切な受入先の調整を行う救急搬送コーディネーターの配置 

・ 岩手県周産期医療情報ネットワーク等の活用による他医療機関や市町村と連携しての妊

産婦のサポート 

地域周産期母子医

療センター等、分

娩を行う病院・診

療所 

・ マンパワーや病床の確保などの医療機能の充実 

・ 助産所との連携による遠隔妊婦健診の取組の推進 

・ 助産師外来や院内助産など、助産師の活用の推進 

・ 岩手県周産期医療情報ネットワーク等の活用による他医療機関や市町村と連携しての妊

産婦のサポート 

助産所 

・ 産科医師と連携した遠隔妊婦健診の取組の推進 

・ 岩手県周産期医療情報ネットワーク等の活用による他医療機関や市町村と連携しての妊

産婦のサポート 

市町村 
・ 岩手県周産期医療情報ネットワーク等の活用による他医療機関と連携しての妊産婦のサ

ポート 

県 
・ 各周産期母子医療センターへの支援 

・ 岩手県周産期医療情報ネットワークの運用及び各種情報の入力への支援 
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【医療体制】（連携イメージ図） 

病院

診療所

助産所

周産期母子医療センター
協力病院

施設名 医療機関名

総合周産期母子医療セン
ター

地域周産期母子医療セン
ター

岩手医科大学附属病院

県
立
宮
古
病
院

盛
岡
赤
十
字
病
院

県
立
釜
石
病
院

県
立
二
戸
病
院

県
立
中
部
病
院

一
関
病
院

北
上
済
生
会
病
院

診療所（１３）

県
立
磐
井
病
院

県
立
久
慈
病
院

県
立
大
船
渡
病
院

県
立
中
央
病
院

盛岡・宮古 岩手中部・胆江・両盤 気仙・釜石 久慈・二戸

院内助産・助産師外来（３）

診療所（１１）

院内助産・助産師外来（２） 院内助産・助産師外来（２）

診療所（１） 診療所（２）

中・低リスク

ハイリスク

低リスク

県北地域周産期
母子医療センター

総合周産期母子医療センター（県内１か所）

○リスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療
○MFICUを含む産科病棟及びNICUを含む新生児病棟を具備

○県下各地域からの搬送の受け入れ
○周産期医療体制の中核として周産期医療関連施設と連携

ハイリスク

中・低リスク

低リスク

＜周産期医療圏＞

周産期医療体制

岩手県周産期医療情報
ネットワークを活用した
連携による妊産婦の

サポート
遠隔妊婦健診
診療情報の共有
モバイルＣＴＧ等

地域周産期母子医療センター（４周産期医療圏に相当数）
地域周産期母子医療センター協力病院

○周産期に係る比較的高度な医療

○産科（緊急帝王切開）及び小児科（新生児医療）を提供
○救急搬送や戻り搬送の受入等周産期医療関連施設との連携
○正常分娩に対応

○主に正常分娩への対応
○妊婦健診を含めた分娩前後の診療
○妊産婦のメンタルヘルスへの対応
○リスクの低い帝王切開術の対応

○正常分娩

病院・診療所 院内助産

○妊婦健診・保健指導

助産師外来等

○妊婦健診・保健指導

市町村

院内助産・助産師外来（４）

母体・新生児搬送 軽快

母体・新生児搬送

連携

連携
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（８）小児救急医療の体制 

 

【現 状】 

① 総論 

（小児医療に関わる医師の状況） 

○ 平成 12年から平成 22年までの間に、本県における小児科医（主たる診療科名、以下同じ） 

の数は 134人から 128人に減少しています。 

 

○ 二次保健医療圏ごとに 15歳未満の人口 10万人当たりの小児科医師数を比較してみると、 

盛岡保健医療圏に集中している一方、久慈、胆江保健医療圏が少なくなっています（平成 22 

年）。 

 

 【Ｈ22小児科医師数（医師・歯科医師・薬剤師調査）】    人（15歳未満人口 10万対） 

全国 岩手 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

15,870 

(93.7) 

128 

(75.3) 

68 

(107.0) 

16 

(52.5) 

9 

(49.4) 

10 

(59.1) 

5 

(61.2) 

5 

(80.1) 

6 

(53.9) 

4 

(47.8) 

5 

(72.7) 

 

（小児の疾病構造） 

○ 本県における１日あたりの小児患者数は、近年は、入院で約 400 人、外来で約 6,200 人と

推計されています。 

 

○ 小児患者の入院については、喘息をはじめとする呼吸器系の疾患のほか、「周産期に発生

した病態」や「神経系の疾患」が多く、外来については、急性上気道管感染症をはじめとす

る呼吸器系の疾患が多くなっています。 

 

（小児の死亡の状況） 

○ 本県の乳児死亡率は出生数千対で 2.7（全国 2.3）、乳幼児死亡率は５歳未満人口千対で

0.76（全国 0.63）、15歳未満の死亡率は 15歳未満人口千対で 0.34（全国 0.26）といずれも

全国をやや上回っています（平成 22年）。 

 

○ 15歳未満の死亡率については、全国が平成 17年の 0.30から平成 22年の 0.26と減少傾向 

にあるのに対し、本県は平成 17年の 0.33から平成 22年の 0.34とほぼ横ばいの状況となっ 

ています。 

 

  【Ｈ22乳児死亡率（人口動態調査）】                人（出生数千対） 

全国 岩手 盛岡 
岩手

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

2.3 2.7 1.8 3.5 2.8 3.1 2.5 3.4 1.8 4.7 5.6 
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 【Ｈ22乳幼児死亡率（人口動態調査）】            人（５歳未満人口千対） 

全国 岩手 盛岡 
岩手

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

0.63 0.76 0.63 0.78 0.93 0.60 1.38 0.58 0.95 0.87 1.04 

 

  【Ｈ22 15歳未満の死亡率（人口動態調査）】         人（15歳未満人口千対） 

全国 岩手 盛岡 
岩手

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

0.26 0.34 0.30 0.30 0.39 0.42 0.49 0.32 0.45 0.24 0.29 

 

（小児救急医療の状況） 

○ 本県における救急搬送人員数（41,254 件）のうち、18 歳未満の者が占める割合は 6.9％

（2,826件）となっています（平成 22年）。 

 

○ 小児救急患者については、一般に、入院救急医療機関（第二次小児救急医療機関）を訪れ

る患者のうち、９割以上は当日のうちに帰宅する軽症者であることが指摘されています。こ

のような小児救急における受療行動には、核家族化の進展や夫婦共働き家族の増加といった

家庭環境等の変化に加え、保護者による専門医志向、病院志向が大きく影響しているものと

考えられます（日本医師会「小児救急医療体制のあり方に関する検討委員会報告書」）。 

 

○ 救急搬送された小児患者については、全国平均で 74.7％、本県全体で 67.4％の者が軽症者

とされています。二次保健医療圏ごとに小児救急搬送患者のうち軽症者の占める割合を比較

すると、気仙、二戸保健医療圏が高く、宮古、胆江保健医療圏が低くなっています。 

 

  【Ｈ22小児救急搬送患者のうち軽症者の割合（救助・救急の現況）】       ％ 

全国 岩手 盛岡 
岩手

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

74.7 67.4 70.0 63.3 62.6 70.9 79.4 65.3 54.5 65.8 76.6 

 

○ 小児救急医療機関における診療については、平日の夕刻から準夜帯（18時から 23時まで）

にかけて増加傾向にあり、さらに土・日に受診者が多くなるなど時間外受診が多いことが指

摘されています（平成 16年度厚生労働科学研究「小児救急医療における患者・家族ニーズへ

の対応策に関する研究」）。 

 

② 小児救急医療提供体制 

（相談支援機能） 

○ 本県では、小児救急患者の保護者が抱く不安への対応を図るため、平成 16 年 10 月から、

県医師会と連携し、夜間に子どもの症状が心配になった家族からの電話相談を受け、経験豊



110 

 

富な看護師が対処方法を助言する小児救急医療電話相談事業を実施しています。 

 

○ 毎日 19 時から 23 時の間の受付に対し、相談件数は、平成 18 年度の 2,608 件から平成 23

年度は 3,946件と大幅に増加しています。また、二次保健医療圏ごとに 15歳未満人口千対の

小児救急医療電話相談件数を比較すると、盛岡、岩手中部保健医療圏を中心に内陸部からの

相談が大半を占めており、沿岸部からの相談実績は少ない状況です。 

 

  【Ｈ23小児救急医療電話相談事業への相談実績（都道府県調査）】 件（15歳未満人口千対） 

岩手 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

その

他 

3,946 

(23.3) 

1,987 

(31.5) 

842 

(27.7) 

365 

(20.1) 

353 

(20.9) 

79 

(9.7) 

34 

(5.4) 

98 

(8.8) 

68 

(8.1) 

61 

(8.8) 
59 

 

（小児救急医療） 

 ア 初期小児救急医療 

○ 夜間・休日における小児の初期救急医療に対応するため、市町村が主体となり休日・夜

間急患センター（４施設）の運営が行われているほか、地域医師会が当該医師会区域内に

おいて市町村の委託等を受けて在宅当番医制（11地区）に取り組んでいます。 

 

○ 二次保健医療圏ごとに、一般診療所のうち初期救急医療に参画する医療機関の割合を比

較すると、岩手中部、両磐、二戸保健医療圏が高く、宮古、釜石保健医療圏が低くなって

います。 

 

  【Ｈ20初期救急医療に参画する診療所の割合（医療施設調査）】         ％ 

全国 岩手 盛岡 
岩手

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

19.1 35.0 29.1 56.3 28.4 48.3 36.4 11.1 3.7 34.5 48.4 

 

イ 第二次小児救急医療 

○ 盛岡保健医療圏において、市町村が主体となって、小児救急医療体制の整った病院群（５

病院）が輪番制方式により、休日・夜間等における入院治療を必要とする小児重症救急患

者を受け入れる小児救急医療支援事業を実施しています。また、他圏域からの小児救急患

者を受け入れるためのベッドを確保する小児救急医療受入態勢整備事業にも取り組んでい

ます。 

 

○ 盛岡保健医療圏以外の保健医療圏においては、小児科医不足の状況もあり、県立病院を

はじめとする地域の中核的な病院がオンコール体制等により重症救急患者の受入に対応し

ています。 
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○ 県では、地域中核病院の当直医等が、岩手医科大学附属病院の専門小児科医の指導・助

言を受けながら診療することができる小児救急医療遠隔支援システム事業に取り組んでい

ます。 

 

 ウ 第三次小児救急医療 

○ 重症外傷や複数の診療科領域にわたる疾病等に関する小児の第三次救急医療については、

県内３か所に整備されている救命救急センターが対応していますが、医師不足等により勤

務医には大きな負担がかかっています。 

 

○ 平成 24年５月に運航を開始したドクターヘリにより、小児救急患者に対する早期治療の

開始と迅速な医療機関への搬送に取り組んでいます。 

 

 

【求められる医療機能等】 

○ 小児の急変時の対応を支援するため、休日や夜間における小児の急病等に関する相談体制を

構築し、保護者等に受療行動について助言するとともに、その不安を解消する施策を講ずるこ

とが求められます。 

 

○ 患者の症状に応じて、初期・第二次・第三次の各小児救急医療機関が対応することで、24時

間 365日体制で適切な小児救急医療を提供することが求められます。 

 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

相談支援機能 ・小児救急電話相談事業等を活用すること。 

・救急蘇生法等の講習を受講し、小児患者に対する適切な処

置を行うこと。 

・小児の家族等 

・小児の家族等に対し、心肺蘇生法の講習を実施するなど必

要な知識を教授すること。 

・小児救急患者を、その症状等に応じて適切な医療機関へ速

やかに搬送すること。 

・消防機関（救急救命士等） 

・小児救急電話相談事業を実施すること。 ・県 

・県医師会 

小児救急医療 （初期小児救急医療） 

・平日昼間や休日夜間等において、初期小児救急医療を提供

すること。 

・緊急手術や入院等を要する場合に備え、専門医療機関との

密接な連携体制を構築すること。 

・小児科を標榜する診療所 

・一般小児科病院 

・在宅当番医制に参加して

いる診療所及び休日・夜

間急患センター 

（第二次小児救急医療） 

・入院を要する小児救急医療を 24時間 365日体制で実施する

こと。 

・小児科を標榜する診療所や一般病院等との密接な連携体制

を構築すること。 

・高度専門的な対応について、高次機能病院との密接な連携

体制を構築すること。 

・小児の家族に対するサポート支援を実施すること。 

・小児救急医療支援事業に

より小児輪番制に参加

している病院 

（第三次小児救急医療） 

・重篤な小児救急患者に対する救急医療を 24時間 365日体制

で実施すること。 

・救命救急センター 
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【課 題】 

① 相談支援機能等の整備・充実 

○ 保護者が抱く子育て不安への対応を図るとともに、夜間・休日の救急外来への受診につい

て適切な助言を行うことができるよう、小児救急医療電話相談事業に引き続き取り組む必要

があります。 

 

○ 現状の電話相談事業の利用実績が内陸部に偏っていることから、沿岸地域の市町村等と協

力のうえ、より一層の利用促進を図る必要があります。 

 

② 小児救急医療体制の整備・充実 

 ア 初期小児救急医療 

  ○ 小児救急患者については、夜間や休日等に受診する救急患者の多くが、軽症であるにも

かかわらず第二次・第三次救急医療機関に集中し、重症救急患者等への救急医療の提供に

支障を来している実態があることから、市町村等とも連携のうえ、電話相談の活用や適切

な医療機関の選択を呼び掛けていく必要があります。 

 

 イ 第二次小児救急医療 

  ○ 第二次小児救急医療体制である小児救急輪番制については、現在輪番制を敷いている盛

岡保健医療圏の取組を引き続き支援する必要があります。 

 

  ○ 各地域における第二次救急医療を確保するため、病院勤務医がテレビ会議システムを通

じて、岩手医大の小児科専門医のコンサルテーションを受けながら診察をできる小児救急

医療遠隔支援システムに引き続き取り組む必要があります。 

 

 ウ 第三次小児救急医療 

  ○ 第二次小児救急医療体制では対応できない重篤な小児救急患者については、救命救急セ

ンターとの連携やドクターヘリの活用により高度な医療の提供を行うことで、効率的かつ

適切な小児救急医療体制を整備していく必要があります。 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

小児救急電話

相談の実施率

（15 歳未満人

口対千人） 

－ 35.3 47.2 41.5 30.1 31.3 19.4 10.8 17.6 16.2 17.6 

27.4 23.3 31.5 27.7 20.1 20.9 9.7 5.4 8.8 8.1 8.8 

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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【施 策】 

（施策の方向性） 

○ 保護者等を対象とした相談機能の運営に引き続き取り組むとともに、救命救急センターや小

児救急輪番制など患者の症状等に対応した小児救急医療の提供を推進します。 

 

（主な取組） 

① 相談支援機能等の整備・充実 

○ 夜間・休日の救急外来への受診等について適切な助言を行うことができるよう、小児救急

医療電話相談事業を引き続き実施します。 

 

○ 小児救急電話相談事業の利用実績に、内陸部と沿岸・県北部で大きな差が生じていること

から、市町村や郡市医師会との協力のもと、沿岸・県北部での利用促進に向けた周知に取り

組みます。 

 

② 小児救急医療体制の整備・充実 

 ア 初期小児救急医療 

  ○ 広報誌の活用など市町村等とも連携のうえ、電話相談の活用や適切な医療機関の選択を

呼び掛けるための情報提供と普及啓発に取り組みます。 

 

 イ 第二次小児救急医療 

  ○ 小児救急輪番制については、現在輪番制を敷いている盛岡保健医療圏における運営に対

する支援を引き続き行うとともに、他保健医療圏からの小児救急患者を受け入れるための

ベッドの確保事業を実施します。 

 

  ○ 小児救急医療遠隔支援システムについては、引き続き効率的な運営を行うとともに、成

果を各参加機関に周知し、更なる利用実績の増加に向けて取り組みます。 

 

 ウ 第三次小児救急医療 

  ○ 重篤な小児救急患者については、必要な医療機器の整備など救命救急センターの体制充

実を図ることで、適切な救急医療を提供します。 

 

  ○ 救急専門医が重篤な小児救急患者に一刻も早く接触し、治療を開始するとともに、迅速

な医療機関への搬送を実現できるドクターヘリの安全かつ円滑な運航に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

住民等 

・小児救急医療電話相談事業の活用 

・適切な医療機関の選択 

・小児に対する心肺蘇生法等の実施 

消防機関 
・住民に対するＡＥＤを中心とした心肺蘇生法講習の実施 

・適切な医療機関への搬送 

医療機関 

（初期小児救急医療機関） 

・在宅当番医制等への参加による（小児）救急医療の提供 

（第二次小児救急医療機関） 

・小児輪番制への参加による小児救急医療の提供（盛岡保健医療圏） 

（第三次小児救急医療機関） 

・救命救急センターの運営による小児救急医療の提供 

・小児救急医療遠隔支援システムを活用したコンサルテーションの実施 

医師会 
・小児救急医療電話相談事業の運営（受託） 

・小児救急医師研修事業の運営（受託） 

市町村 
・小児救急医療支援事業（小児輪番制）の実施 

・受診行動や電話相談の活用に関する地域住民への情報提供と普及啓発 

県 

・電話相談や適切な医療機関の選択に関する情報提供と意識啓発 

・小児救急医療電話相談事業の実施 

・小児救急医療遠隔支援システムの整備・運営 

・小児科医師の確保等 
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【医療体制】（連携イメージ図） 

 

重

症

度

入院小児救急医療（第二次）

小児輪番制参加病院等

○初期診療
と応急処置、
必要に応じ
て入院医療
を実施

○初期小児

救急医療機
関、第三次
救命救急医

療機関との
連携

○救急医療の必要な小児患者に対する初期診療（外

来）の実施

○緊急手術、入院等に対応可能な医療機関と連携

初期小児救急医療

休日・夜間急患センター、在宅当番医

搬
送
時
連
携

軽症患者

搬
送
時
連
携

発
症

中等症患者

時間の流れ

小児救命救急医療（第三次）

救命救急センター

○ 24時間365日の重篤な小児救急

患者の受入れ

○ 小児救急電

話相談事業

指

導
・
助

言

小
児
救
急
医
療
遠
隔
支
援
シ
ス
テ
ム

救護(重症)

相談支援
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（９） 救急医療の体制 

 

【現 状】 

① 総論 

（救急搬送人員数の動向） 

○ 県内の救急車による救急搬送人員数は、平成 18年に 41,215人だったものが、平成 19年が

41,143人、平成 20年が 39,670人、平成 21年には 39,133人となり減少傾向にあったものの、

平成 22年には 41,254人と再び増加に転じています。 

 

○ 二次保健医療圏ごとに人口１万人当たりの救急搬送人員数を比較すると、釜石、両磐、宮

古、二戸保健医療圏が多く、久慈、盛岡、岩手中部保健医療圏が少なくなっています。 

 

  【Ｈ22救急搬送人員数（都道府県調査）】             人（対人口１万人） 

全国 岩手 盛岡 
岩手

中部 
胆江 両磐 ※気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

4,979,537 

(391) 

41,254 

(310) 

13,637 

(283) 

6,790 

(294) 

4,485 

(317) 

5,322 

(391) 

1,479 

(344) 

2,154 

(392) 

3,526 

(380) 

1,584 

(253) 

2,277 

(375) 

※ 陸前高田市消防本部管内のデータは、平成 21 年のものであること。 

 

（高齢患者の増加） 

○ 本県の救急搬送患者のうち 65 歳以上の高齢者の割合は 58.9％となっており、全国平均の

51.0％を上回っています（平成 22年）。今後も、高齢化の進展に伴い、高齢者の救急搬送件

数は増加するものと見込まれます。 

 

○ 二次保健医療圏ごとに高齢者の割合を比較すると、宮古、両磐、釜石、二戸保健医療圏が

高く、盛岡、岩手中部保健医療圏が低くなっています。 

 

  【Ｈ22救急搬送人員のうち高齢者の割合（都道府県調査）】           ％ 

全国 岩手 盛岡 
岩手中

部 
胆江 両磐 ※気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

51.0 58.9 51.6 57.4 61.4 65.9 64.6 65.9 66.0 59.2 65.3 

※ 陸前高田市消防本部管内のデータは、平成 21 年のものであること。 

 

（救急搬送区分の状況） 

 ○ 県内における救急搬送全体に占める急病者の割合は、平成 18 年の 26,420 件（61.2％）か

ら平成 22 年は 28,947 件（63.8％）と増加傾向にあり、今後も急病への対応が増加するもの

と見込まれています。 

 

 ○ 県内の全救急搬送人員のうち「死亡」及び「重症」と分類されたもの（計 7,958 件）をみ

ると、その要因としては「脳疾患」が 1,600件、「心疾患」が 1,268件と多くなっています。

また、「死亡」に至った患者数が最も多いのは「心疾患」で 527件となっています（平成 22
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年）。 

 

○ 県内で救急搬送された患者のうち、診療の結果帰宅可能とされた軽症者の割合が 42.3％と

半数近くを占めています。救急車の不要不急な利用は、消防機関に負担をかけるのみならず、

救急医療機関にも過分な負担となることから、真に救急対応が必要な方への救急医療に支障

を及ぼすおそれもあります（平成 22年）。 

 

○ 二次保健医療圏ごとに軽症者の割合を比較すると、気仙、久慈、盛岡、二戸保健医療圏が

高く、宮古、胆江、両磐保健医療圏が低くなっています。 

 

○ このような状況に対し、本県では、平成 20年度から「県民みんなで支える岩手の地域医療

推進運動」を展開し、その中では、救急車等の適切な利用を促すための啓発活動に取り組ん

でいます。 

 

  【Ｈ22救急搬送者のうち軽症者の割合（都道府県調査）】            ％ 

全国 岩手 盛岡 
岩手中

部 
胆江 両磐 ※気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

50.4 42.3 47.2 40.2 36.0 36.1 49.3 42.3 35.7 48.8 46.1 

※ 陸前高田市消防本部管内のデータは、平成 21 年のものであること。 

 

② 救急医療提供体制の現状 

（病院前救護活動） 

 ア 県民への救急蘇生法の普及と自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置 

○ 心肺停止患者等の傷病者の救命率向上を図るため、本県では、平成５年から人工呼吸等

の心肺蘇生法、また、平成17年からはＡＥＤを用いた心肺蘇生法の普及に取り組んでおり、

平成 22年までに延べ約 33万人がＡＥＤ講習を受講しています。 

 

○ 二次保健医療圏ごとにＡＥＤ講習受講済者の割合を比較すると、岩手中部、両磐、二戸、

久慈保健医療圏の受講率が高く、宮古、胆江、釜石保健医療圏での受講率が低い状況にあ

ります。 

 

  ○ 平成 16年から一般市民の使用が可能となったＡＥＤについては、医療機関外への設置が 

広がっており、県内の公共施設への設置台数は565台となっています（平成24年3月時点）。 

 

  【Ｈ22ＡＥＤ講習の受講者数・割合（都道府県調査）】     人（人口に対する受講率％） 

岩手 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

その

他 

338,131 

(25.6) 

120,739 

(25.1) 

74,060 

(32.2) 

24,369 

(17.4) 

41,372 

(30.7) 

18,746 

(27.0) 

9,844 

(18.3) 

12,528 

(13.7) 

18,203 

(29.4) 

17,931 

(29.9) 
339 
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 イ 消防機関による救急搬送と救急救命士の活動、メディカルコントロール体制の整備 

○ 救急搬送を担う救急隊は、一定の応急処置に関する教育を受けた３名以上の救急隊員に

より構成されており、平成３年度からは、医師の指示のもとで一定の医療行為を行うこと

ができる救急救命士制度が発足しています。 

 

○ 本県における救急救命士の養成延数は、平成 23年末時点で 328人となっています。二次

保健医療圏ごとに人口 10万人あたりの救急救命士数を比較すると、気仙、久慈、宮古保健

医療圏が多く、盛岡保健医療圏が少ない状況にあります。 

 

  【Ｈ23救急救命士の数（都道府県調査）】            人（対人口 10万人） 

全国 岩手 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

22,067 

(17.4) 

328 

(25.0) 

65 

(13.4) 

65 

(28.2) 

33 

(23.5) 

34 

(25.1) 

34 

(51.8) 

15 

(30.0) 

37 

(41.4) 

26 

(42.2) 

19 

(31.8) 

 

○ 心肺機能停止患者への対応について、救急救命士を含む救急隊員の標準的な活動内容を 

定めたプロトコール（活動基準）の作成や、薬剤投与等を行う救急救命士への指示・助言 

等を行うメディカルコントロールについては、県及び各地域にメディカルコントロール協 

会が設置されており、救急現場から医療機関へ患者が搬送されるまでの間、救急救命士等 

の活動について、医師が指示、指導・助言及び検証する取組が始まっています。 

 

ウ 搬送手段の多様化 

 ○ 本県においては、救急車による搬送に加え、これまで、消防防災ヘリコプターによる救

急搬送活動が行われており、平成 23年度の搬送実績は 58件となっています。 

 

○ これに加え、平成 24年５月からは、岩手医科大学を運航主体としてドクターヘリが運航

を開始しており、搭乗医師による傷病者への早期接触・早期治療開始が図られることで、

救急患者の救命率向上と後遺症の軽減効果が大きく期待されています。 

 

 エ 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準（実施基準）の策定と実施 

○ 平成 21年５月の消防法改正により、都道府県に実施基準の策定及び協議、調整等を行う

協議会の設置が義務付けられたことから、本県においても平成 23年９月に実施基準を策定

し、傷病者の症状や重症度に応じた具体的な搬送先医療機関が定められています。 

 

 オ 救急医療情報システムの整備・運営 

○ 本県では、救急医療機関から応需状況等の情報を収集し、他の医療機関及び消防機関等

へ提供する「岩手県広域災害・救急医療情報システム」を昭和 52年７月に整備し、運営を

開始していますが、その活用は十分とはいえない状況にあります。 

 

○ 二次保健医療圏ごとに医療機関によるシステムへの応需情報入力更新回数を比較すると、

盛岡、久慈保健医療圏が高く、宮古、両磐、釜石、岩手中部、二戸保健医療圏が低くなっ
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ています。 

 

  【Ｈ22医療機関による年間平均情報更新回数（都道府県調査）】        回 

岩手 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

318 505 212 250 177 245 210 111 472 227 

 

（初期救急医療を担う医療機関（初期救急医療機関）） 

○ 夜間・休日における初期救急医療提供体制に対応するため、市町村が主体となって休日・

夜間急患センター（４施設）の運営が行われているほか、地域医師会が当該医師会の区域内

において市町村の委託等を受けて在宅当番医制（11地区）に取り組んでいます。 

 

○ 二次保健医療圏ごとに、一般診療所のうち初期救急医療に参画する医療機関の割合を比較

すると、岩手中部、両磐、二戸保健医療圏が高く、宮古、釜石保健医療圏が低くなっていま

す。 

 

  【Ｈ20初期救急医療に参画する診療所の割合（医療施設調査）】          ％ 

全国 岩手 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

19.1 35.0 29.1 56.3 28.4 48.3 36.4 11.1 3.7 34.5 48.4 

 

（入院を要する救急医療を担う医療機関（第二次救急医療機関）） 

 ○ 本県における第二次救急医療提供体制については、保健所や郡市医師会が中心になり、二

次保健医療圏単位で地域内の病院群が共同連帯して輪番制方式により実施する病院群輪番制

（８医療圏）に取り組んでいます。 

 

 ○ 二次保健医療圏ごとに病院群輪番制への参加医療機関数を比較すると、内陸部においては

比較的参加機関が多くなっていますが、沿岸部においては当番病院が限定されている実態が

あります。 

 

（救命救急医療機関（第三次救急医療機関）） 

 ○ 本県における第三次救急医療提供体制については、３か所の救命救急センター（岩手県高

度救命救急センター、岩手県立久慈病院救命救急センター及び岩手県立大船渡病院救命救急

センター）を整備し、取り組んでおり、いずれも国が実施する充実度評価においてＡ評価と

なっています（平成 24年度）。 

 

○ 救命救急センターは、各地域において重症及び複数の診療科領域にわたる重篤救急患者に

対する医療を 24時間体制で提供していますが、医師不足等により勤務医には大きな負担がか

かっています。 
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  【Ｈ23救命救急センターの充実度評価Ａの割合（救命救急センター現況調）】  ％ 

全国 岩手 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

98.3 100.0 100.0 ‐ ‐ ‐ 100.0 ‐ ‐ 100.0 ‐ 

 

（ドクターヘリの運航） 

○ 本県における救命救急体制向上のために導入に向けた検討、準備作業を進めてきたドクタ

ーヘリについては、岩手医科大学附属病院（岩手県高度救命救急センター）を基地病院とし、

矢巾町（岩手医科大学附属病院移転予定地）に基地ヘリポートを整備して「発進基地方式」

による運航を平成 24年５月から開始しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【求められる医療機能等】 

○ 医療資源に限りがあるなか、より質の高い救急医療体制を構築していくためには、住民や消

防機関が主体となる病院前救護活動から、救急医療機関による各段階の救急医療までが連携し、

継続して提供されることが求められます。 

 

○ 病院前救護活動については、住民自身が迅速かつ適切な救急要請及び救急蘇生法を実施する

とともに、メディカルコントロール体制の整備により救急救命士等の活動が適切に行われるこ

とが求められます。 

 

○ 救急医療機関による救急医療については、患者の症状に応じて、初期・第二次・第三次の各

救急医療機関が連携のうえ対応することで、24時間 365日体制で適切な医療を提供することが

求められます。また、第三次救急医療提供体制を補完する手段として、ドクターヘリの運航を

安全かつ円滑に進めることが求められます。 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

病院前救護活

動 

 

・講習会を受講するなどして、周囲の傷病者に対し、応急手当やＡ

ＥＤの使用等適切な救急蘇生法を実施すること 

・傷病者救護のため、適切かつ速やかな救急要請を行うこと 

・電話相談システムを用いるなどして、適切な医療機関の受診、救

急車の要請、他の交通手段の利用等を判断すること 

・地域住民等 

 

・住民等に対し、応急手当やＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法等に

ついて講習会を行うこと 

・患者搬送にあたっては、策定済みの実施基準等に基づき、適切な

急性期医療を担う医療機関を選定し、速やかに搬送すること 

・地域メディカルコントロール協議会により定められたプロトコー

ルに即し、心肺機能停止、外傷、急病等の患者に対して、適切な

観察・判断・処置を行うこと 

・消防機関（救急救

命士等） 

 

「発進基地方式」とは 

・現在の岩手医大附属病院の敷地内及び近隣地域が市街地であるため、格納庫や給油施設を備えたヘリ 

ポートの整備が困難であったことから、郊外に基地となるヘリポートや関連施設（いわゆる「発進基 

地」）を整備し、併せて、岩手医大附属病院の近隣に、ヘリが着陸し、救急車に患者の引継ぎを行う 

地点（場外離着陸場。いわゆる「ランデブーポイント」）を複数確保して運航する方式。 
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区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

・救急救命士等の行う処置や疾患に応じた活動プロトコールを策定

し、事後検証等によって随時改訂すること 

・医師から救急救命士に対する直接指示・助言体制を確立すること 

・救急救命士等への再教育を実施すること 

・ドクターヘリや消防防災ヘリ等を活用した救急搬送について、関

係者で協議する場を設け、効率的な運用を図ること 

・メディカルコント

ロ ー ル 協 議 会

（県・地域） 

 

初期救急医療

体制 

・主に、独歩で来院する軽度の救急患者に対し、夜間及び休日にお

ける外来診療を提供すること 

・病態に応じて速やかに患者を紹介できるよう、近隣の医療機関と

連携すること 

・自治体と連携のうえ、診療可能時間や対応可能な診療科等につい

て住民に対し周知すること 

・休日・夜間急患セ

ンター 

・在宅当番医制に参

加する診療所 

 

第二次救急医

療体制 

・当該二次保健医療圏域内で発生する救急患者に対し初期治療を行

い、必要に応じて入院治療を行うこと 

・医療機関によっては、脳卒中、急性心筋梗塞等について、自施設

で可能な範囲において高度専門的医療を行うこと 

・自施設で対応困難な救急患者については、必要な救命処置を施し

た後、救命救急医療を担う医療機関へ紹介すること 

・救急救命士等に対する教育を実施すること（一部） 

上記医療を実施するために、 

・救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に

従事していること 

・救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること 

・救急医療を要する傷病者のために優先的に使用される病床又は専

用病床を有すること 

・救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者

の搬入に適した構造設備を有すること 

・病院群輪番制参加

病院 

 

第三次救急医

療体制 

・緊急性、専門性の高い脳卒中、急性心筋梗塞や、重症外傷、複数

の診療科領域にわたる疾病等幅広い疾患に対応して、24 時間体制

で高度な専門的医療を総合的に実施すること 

・県内の救急患者を最終的に受け入れる役割を果たすこと 

・救急救命士等へのメディカルコントロールや救急医療従事者に対

する教育等を実施する拠点となること 

上記医療を実施するために 

・重症及び複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者を、原則とし

て 24時間 365日必ず受け入れることが可能であること 

・救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に

従事していること 

・重篤救急患者の診療体制に必要な要員を常時確保しておくこと特

に、緊急手術に必要な人員の動員体制を確保しておくこと 

・病棟（専用病床、ＩＣＵ、ＣＣＵなど）、診療棟（診察室、緊急

検査室、Ｘ線室、手術室等）等を備え、常時重篤な患者に対し高

度な治療が可能であること 

・救命救急センター 

 

ドクターヘリ ・関係機関との連携のもと、ドクターヘリの運航を安全かつ円滑に

進めること 

・県境を越えたドクターヘリの運航等広域連携の実現に向けた検討

を行うこと 

・岩手県高度救命救

急センター 

・県 

 

 

 

【課 題】 

① 病院前救護活動 

（県民への救急蘇生法の普及と自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置） 

○ 県内では、平成 17年からＡＥＤを用いた心肺蘇生法の普及啓発活動に取り組んでいますが、

地域によって住民の講習会受講状況に差があることから、受講率の低い地域を中心にさらな

る普及啓発に取り組む必要があります。 
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○ 県内におけるＡＥＤの設置は着実に進んでいますが、公共施設等多数の住民が集まる施設

についてはより一層の整備を図るとともに、管理者等に対する講習会の受講促進を図る必要

がありますまた、県内におけるＡＥＤの具体的な設置状況を把握し、県民への周知を進める

必要があります。 

 

（消防機関による救急搬送と救急救命士の活動、メディカルコントロール体制の整備） 

○ 救急搬送件数が増加傾向にあるなかで、医師の指示のもと（メディカルコントロール）、

一定の医療行為を行いながら患者を医療機関へ搬送する救急救命士が果たす役割はより一層

重要性を増すと考えられることから、救急救命士の育成及び特定行為実施のための医療機関

での実習受入等に引き続き取り組む必要があります。 

 

○ 重症患者の救命救急医療体制を構築するにあたっては、これまで中心となってきた重症外

傷等外因性疾患への対応に加え、近年は、脳卒中や心筋梗塞等生活習慣病に起因する急病へ

の対応が重要となっています。 

 

（搬送手段の多様化） 

○ 山岳地域等における救助救急事案や病院間搬送事案に円滑に対応するため、ドクターヘリ

だけでなく、消防防災ヘリや県警ヘリも含めた救助救急体制の確立に取り組む必要がありま

す。 

 

（傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準（実施基準）の策定と実施） 

○ 平成 23年９月に策定した実施基準導入後の救急搬送の状況について、岩手県救急業務高度

化推進協議会等の場を通じて検証し、必要に応じて基準の見直し等を行う必要があります。 

 

（救急医療情報システムの整備・運営） 

○ 情報入力頻度の低い医療機関もあることから、応需情報の随時入力を促し、システムの利

用度を高めていく必要があります。 

② 初期救急医療を担う医療機関（初期救急医療機関） 

○ 休日・夜間急患センターや在宅当番医制の円滑な運営を確保するとともに、夜間や休日等

に受診する救急患者の多くが第二次・第三次救急医療機関に集中し、重症救急患者等への救

急医療の提供に支障を来している実態があることから、市町村等とも協力のうえ、県民に対

し適切な医療機関の選択（軽症者については初期救急医療機関をまずは受診すること）を呼

び掛けていく必要があります。 

 

③ 入院を要する救急医療を担う医療機関（第二次救急医療機関） 

○ 輪番制参加病院の活動実態を把握しながら、引き続きその運営について支援していく必要

があります。 

 

④ 救命救急医療機関（第三次救急医療機関） 

○ 救命救急医療機関の活動実態を把握しながら、引き続きその運営について支援していく必
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要があります。 

 

⑤ ドクターヘリの運航 

○ 救急専門医が傷病者に一刻も早く接触し、治療を開始するとともに、迅速な医療機関への

搬送を実現する観点から、岩手県高度救命救急センター（岩手医科大学附属病院）を基地病

院として導入したドクターヘリについて、消防機関や医療機関等関係機関との密接な連携の

もとに、安全かつ円滑な運航に取り組んでいく必要があります。 

 

○ 災害や大規模事故、重複要請時等における県境地域の救急搬送体制高度化のため、隣県と

のドクターヘリ広域連携運航について、具体的な実施に向けた調整を進める必要があります。 

 

 

【数値目標】 

圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

心源性でかつ一般

市民により心肺機

能停止の時点が目

撃された症例の１

か月後生存率 

－ 11.4％ － － － － － － － － － 

11.4％ 6.8％ － － － － － － － － － 

救急要請（覚知）

から救急医療機

関への搬送まで

に要した平均時

間 

－ 37.4 32.4 36.7 45.6 41.1 30.6 34.2 44.5 38.7 35.8 

37.4 40.4 35.0 39.7 49.3 44.4 33.0 37.0 48.1 41.8 38.7 

ドクターヘリに

よる年間救急搬

送件数 

－ 403 － － － － － － － － － 

403 0 － － － － － － － － － 

備考）上段：目標値、下段：現状値 

※釜石大槌及び陸前高田市消防本部管内のデータは、平成 21年のものであること 

 

 

【施 策】 

（施策の方向性） 

  メディカルコントロール体制の充実強化やドクターヘリの導入など、これまで進めてきた取

組を踏まえつつ、さらに質の高い救急医療を県民に対し提供していくため、病院前救護活動を

充実させるとともに、救命救急センターや病院群輪番制など患者の症状等に対応した救急医療

の提供やドクターヘリの安全かつ円滑な運航等を推進します。 

 

（主な取組） 

① 病院前救護活動の充実 

○ 県民による病院前救護技能の向上を図り、傷病者がより良い状態で医師の治療を受けるこ

とができるよう、保健所を中心として各圏域で講習会を開催するなど、ＡＥＤを含めた心肺

蘇生法の普及啓発を推進します。なお、住民の講習受講率が低い地域については、特に重点
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的に普及啓発活動に取り組みます。 

 

○ 医療機関以外の場所でも適切な対応が行われるよう、講演会等の啓発活動やＡＥＤの配備

を示すステッカーの配布等を通じて、不特定多数の者が参集する公共施設等におけるＡＥＤ

の設置を促進するとともに、県内における設置施設の状況を把握し、県民に対して周知しま

す。 

 

○ 救急救命士による病院前救護体制の向上を図るため、病院における救急救命士の実習受入

を支援して、気管挿管等医療行為の範囲拡大や生活習慣病に起因する急病への対応などに対

応できる救急救命士養成のための技能習得体制の整備を進めるほか、医療機関や消防機関と

連携して、救急救命士に医師が指導、助言するメディカルコントロール体制の充実に取り組

みます。 

 

○ 傷病者の疾病や重症度に応じた適切な救急搬送を実現するため、実施基準策定後の救急搬

送の状況について、消防機関や医療機関と連携のうえ検証し、必要に応じて基準の見直しに

取り組みます。 

 

○ 救急隊による救急患者の搬送、医療機関での受入をより円滑なものとするため、医療機関

に呼びかけて、救急医療情報システムへの応需情報の入力頻度向上に取り組みます。 

 

② 救急医療提供体制の整備 

○ 初期・第二次・第三次の救急医療機関の役割分担等について県民の理解が深まり、休日・

夜間における救急外来への受診や救急車の利用が症状の重症度や緊急度に応じた適切なもの

となるよう、「県民みんなで支える岩手の地域医療推進運動」など取組を通じた県民への情

報提供と普及啓発を引き続き推進します。 

 

○ 比較的軽症の救急患者が第二次・第三次救急医療機関に集中することによる病院勤務医の

負担軽減を図るため、地域医師会や市町村、県立病院等の連携のもと、休日・夜間に初期救

急患者の診療を行う地域医療連携に取り組みます。 

 

○ 日常生活圏である二次保健医療圏における通常の医療需要の充足を目指し、病院群輪番制

の運営支援など 24時間対応の第二次救急医療体制の整備・充実を図ります。 

 

○ 重症及び複数の診療科領域にわたる重篤救急患者に対する医療を確保する観点から、県内

３か所の救命救急センターの運営に対する支援や機器の整備などに取り組みます。 

 

○ 精神科救急や歯科在宅当番医制といった特定分野の救急医療体制の整備について、医療機

関や歯科医師会、市町村等の関係機関と連携のうえ引き続き取り組みます。 

 

○ 消防や医療等の関係機関が参集し、実際の運航事例の発表や意見交換を行う事例検証会等
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の取組を通じて運航実績を検証し、ドクターヘリの運航体制を確立するとともに、消防防災

ヘリや県警ヘリとの円滑な連携体制の構築に取り組みます。 

 

○ 北東北３県におけるドクターヘリの共同運航実施など、県境を越えた救急医療体制の構築

に取り組みます。 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

住民・企業等 

・ＡＥＤを中心とした心肺蘇生法講習への参加 

・所管施設等へのＡＥＤの設置 

・適切な受診行動及び救急車の活用行動 

消防機関 

・住民に対するＡＥＤを中心とした心肺蘇生法講習の実施 

・救急救命士の養成、特定行為研修等への参加 

・救急医療情報システムの利用推進 

・ドクターヘリ運航への協力 

メディカルコント

ロール協議会 

・地域におけるメディカルコントロール体制構築のための会議開催等 

・医師による救急救命士への直接指示体制の構築 

医療機関 

（初期救急医療機関） 

・在宅当番医制への参加による救急医療の提供 

（第二次救急医療機関） 

・病院群輪番制への参加による救急医療の提供 

・救急救命士に対する講習の実施 

・救急医療情報システムへの応需情報入力 

（第三次救急医療機関） 

・救命救急センターの運営による救急医療の提供 

・救急医療情報システムへの応需情報入力 

・ドクターヘリの運航 

（救命期後医療機関） 

・患者の転院に対する支援 

・慢性期医療の提供 

医師会（県・郡市） 
・救急医療情報システムの運営（受託） 

・在宅当番医制の実施 

市町村 

・所管施設等へのＡＥＤの設置 

・在宅当番医制の実施（予算措置） 

・受診行動や救急車利用に関する地域住民への情報提供と普及啓発 

県 

・ＡＥＤの設置状況の把握と県民への周知 

・救急医療情報システムの運営 

・受診行動や救急車利用に関する県民への情報提供と普及啓発 

・救急医療機関に対する施設・設備、運営費の助成 

・救急医療に必要な医師、看護師の確保等 
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【医療体制】（連携イメージ図） 

重

症

度

入院救急医療（第二次）

病院群輪番制病院

○初期診療と応急
処置、必要に応じて
入院医療を実施

○初期救急医療機
関、救命救急医療
機関との連携

○救急医療の必要な患者に対する初期診療（外来）の実施

○患者を紹介できるよう近隣医療機関と連携

初期救急医療

◇◇休日・夜間急患センター、在宅当番医

搬
送
時
連
携

軽症患者

搬
送
時
連
携

中等症患者

時間の流れ

救命救急医療（第三次）

救命救急センター

○傷病者の状態に
応じた適切な救急
医療

○ 24時間365日の

救急搬送受入（複

数診療科にわたる

重篤な救急患者）

【住民等】
○救急搬送要請及びAEDを用い
た心肺蘇生法

【救急救命士等】
○救急救命士の適切な活動
○適切な救急医療機関への直接

搬送

救護(重症)

発
症

ドクターヘリ

○生命の危険が切迫

○搬送に長時間要する 等
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（10）災害時における医療体制 

 

【現 状】 

① 大規模災害等の発生と医療 

○ 大地震や津波、火山災害等広域的な自然災害や大規模な事故災害が発生すると、負傷者が

同時に大量に発生し、通常の診療能力をはるかに超えた負傷者が医療機関に集中することに

なります。 

 

○ 平成 23年３月に発生した東日本大震災津波においては、多数の死傷者が発生したほか、医

療施設の被災、ライフラインの断絶、燃料不足等により、内陸部を含む全県域で医療機能の

停止及び低下に陥りました。また、通信の途絶、道路の寸断等により、地域の医療ニーズの

把握、負傷者の搬送、ＤＭＡＴ（※）等の派遣調整等、医療救護活動に著しい支障が生じまし

た。 

（図表：災害への備え（医療機能調査（病院）Ｈ24年度岩手県調べ）） 

 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

自家発電用の燃

料の備蓄施設数 
77 34 12 8 9 2 5 4 1 2 

貯水設備・井戸

設備保有施設数 
74 33 11 9 8 2 3 3 3 2 

物資供給協定締

結施設数 
21 8 2 5 1 0 0 2 1 2 

 

○ そのような中、負傷者及び慢性疾患患者について、県内の内陸部の医療機関への搬送や、

県外の医療機関への花巻空港を拠点とした航空機搬送を、消防、自衛隊等と連携し実施しま

した。 

 

○ また、被災体験や長期間に及ぶ避難所での集団生活、生活環境の変化が、地域住民の身体

的・精神的負担となり、うつやＰＴＳＤの発生、慢性疾患の悪化、集団生活に伴う感染症リ

スクの増大等、災害時特有の健康問題が生じました。 

 

※ Disaster Medical Assistance Team の略。災害急性期（概ね発災後 48 時間）に災害現場にできるだけ

早期に出向いて救命医療を行うトレーニングを受けた災害派遣医療チーム。 

 

② 災害拠点病院等 

○ 県では、こうした災害による重篤患者の救命医療等の高度の診療機能等を有し、被災地か

らの患者の受入、広域搬送に係る対応等を行う災害拠点病院（基幹災害拠点病院２病院、地

域災害拠点病院９病院の合計 11病院）を指定しています。 

 医 療 圏 病  院  名 ＤＭＡＴ数（※） 

基幹 全 県 
盛岡赤十字病院 

岩手医科大学附属病院（主に研修機能を担う） 

１チーム 

３チーム 

地 
 
 

域 

盛 岡 県立中央病院 ３チーム 

岩 手 中 部 県立中部病院 ２チーム 

胆 江 県立胆沢病院 ２チーム 

両 磐 県立磐井病院 ２チーム 

気 仙 県立大船渡病院 １チーム 
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 医 療 圏 病  院  名 ＤＭＡＴ数（※） 

釜 石 県立釜石病院 １チーム 

宮 古 県立宮古病院 １チーム 

久 慈 県立久慈病院 ２チーム 

二 戸 県立二戸病院 ２チーム 

   ※ ＤＭＡＴ数は平成 24年 10月 31日時点で、ＤＭＡＴ研修を受講済みのチーム数 

 

○ また、災害拠点病院は、被災地で医療活動を行うＤＭＡＴ及び医療救護班（※）の派遣を

担うこととされ、県内ではＤＭＡＴは 20チームが編成されています。 

 

○ 災害時において迅速に対応するため、医療施設の被災状況、患者の医療機関受診状況、ラ

イフラインの稼働状況等の情報を関係機関と共有する「広域災害・救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）」に接続する「岩手県広域災害・救急医療情報システム」（以下「ＥＭＩＳ等」と

いう。）を整備し、災害拠点病院を始めとした医療施設、消防、保健所等に導入しています。 

 

※ 医療救護班：災害時に救護所等において医療救護活動を行うため、医師、看護師、事務員等の編成され

るチーム。災害拠点病院のほか、日本赤十字社、市町村、医師会等様々な医療機関、団体等

が編成、派遣する。ＤＭＡＴは災害初期の活動に限定されるが、医療救護班は災害初期から

中長期に渡る活動を担う。 

 

③ 東日本大震災津波における対応 

（ＤＭＡＴ等医療従事者の派遣【災害急性期の応援派遣】） 

○ 同震災津波では、岩手ＤＭＡＴは発災後速やかに出動準備を整え、全国から参集するＤＭ

ＡＴの受入、被災地の病院支援及び航空機搬送のための航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）

（※）における医療活動を行いました。 

※ 主に航空機搬送に際して患者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための救護所として、必要に応じ

て被災地域及び被災地域外の航空搬送拠点に設置されるもの。ステージングケアユニット。 

 

（救護所、避難所等における健康管理【災害中長期の応援派遣】） 

○ 地震等に特有の外傷治療を要する者は少なく、避難生活が長期に及んだことに伴う既往症

の治療継続や、感染症予防、心のケア等を含む保健指導のニーズが高く増大し、、特に高齢

者、障がい者等の災害時要援護者の健康管理が重要になりました。 

 

○ ＤＭＡＴのほか医師会、日本赤十字社、大学病院、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、他

の都道府県の保健師等多数の医療チーム（以下「医療チーム」という。）が県内外から支援

に集まり、ＤＭＡＴ撤収後の被災地の医療支援の中心となりました。これら医療チームが効

率的に支援活動を行えるよう、岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医療局、岩手

県により構成する「いわて災害医療支援ネットワーク」をＤＭＡＴ撤収後に立ち上げ、各医

療チームの連携を考慮した配置や活動内容の調整、全般的なロジスティックを担い、各医療

チームの活動状況の共有を図りながら、被災地へ情報提供等を行いました。 

 

（その他） 

○ 医療機関及び薬局が被災し、カルテ等が流失したことから、既往歴や普段服用している薬

の特定が困難となったほか、薬局の被災により薬が交付できない事態も発生しました。この
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ため、災害時における医薬品や医療資機材の供給について、県と協定を締結している岩手県

医薬品卸業協会や東北医療機器協会岩手県支部や県薬剤師会（協定締結団体）及び大学病院

等の協力により、医薬品の供給体制を整えるとともに、被災地では、患者の所持する「お薬

手帳」の活用等により、通常服用している薬を特定し、処方等に対応しました。 

 

○ ライフラインの断絶は、定期的な治療の継続や在宅での療養に重大な支障を及ぼします。この

ため、被災地の透析患者については、24 時間対応の相談窓口を県健康国保課内に設け、患者

等からの相談に応じるとともに、岩手腎不全研究会等と連携し患者受入医の全県的な調整等

を行いました。 

 

○ 人工呼吸器装着等の重症難病患者については、保健所が安否等の確認を行いました。 

 

 

【求められる医療機能等】 

○ 基幹災害拠点病院は全県において、地域災害拠点病院は各地域において災害医療を提供する

中心的な役割を担うため、多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する災害救急

患者への救命医療等を行うための高度の診療機能を有する必要があります。 

 

○ 災害急性期においては、被災地周辺に対するＤＭＡＴ等自己完結型の緊急医療チームの派遣

や、被災患者が集中した医療機関への医療従事者の応援派遣を行う必要があります。 

 

○ 災害中長期においては、長期的な避難生活に対応した被災者に対する医療提供（慢性疾患等

中心）、介護部門と連携した高齢者、障がい者等の災害時要援護者の健康管理、避難所の感染

制御対策や、メンタルヘルスケア、口腔ケア等を適切に行うため、救護所、避難所に専門知識

や技能を有する医療従事者を効果的に派遣することが求められます。 

 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

災害拠点病院

等 

・多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する

災害救急患者への救命医療等を行うための高度の診療機能

を有すること 

・自己完結型の医療チーム（ＤＭＡＴを含む。）の派遣機能

を有すること 

・患者の受入れ及び搬出を行う広域搬送に対応すること 

・多数の患者への対応を行うための必要な施設・設備、医療

従事者を確保していること 

・水・食料、医薬品、医療資機材等の備蓄や供給に係る協定

を締結していること 

・災害対応マニュアルの整備、研修・訓練等による人材を育

成すること 

・ＥＭＩＳ等の使用方法に精通していること 

・災害拠点病院 

 

・救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時

診療に従事していること 

・救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること 

・携行式の応急用資器材、応急用医薬品が整備されているこ

と 

・災害急性期から脱した後も住民が継続的に必要な医療を受

・入院を要する救急医療を

担う医療機関 
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区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

けられるよう、災害拠点病院やＤＭＡＴ等急性期の医療チ

ームと連携すること 

・災害中長期において、住民が医療と一体となった保健活動

を受けられるよう、健康管理を担う機関と連携すること 

・ＥＭＩＳ等による報告ができる体制が整備されていること 

災害急性期の

応援派遣 

・ＤＭＡＴ研修等必要な専門的トレーニングを受けている医

療従事者チームを確保していること 

・自己完結型の医療救護に対応できる携行式の応急用衣装資

機材、応急用医薬品、テント、発電機等の資器材を所有す

ること 

・災害急性期を脱した後も住民が継続的に必要な医療を受け

られるよう、医師会、日本赤十字社、医療関係団体等を中

心とした医療チームと連携を図ること 

・災害拠点病院 

災害中長期の

応援派遣 

・慢性疾患等中心の医療提供体制を確保すること 

・災害時要援護者の健康管理、感染症対策、メンタルヘルス

ケア、口腔ケアを適切に行うことができる医療従事者を確

保すること 

・携行式の応急用医療・歯科医療資機材、応急用医薬品を整

備すること 

・災害急性期を脱した後も住民が継続的に必要な医療を受け

られるよう、ＤＭＡＴ等急性期の医療チームと連携を図る

こと 

・各医療チームの活動調整を行うコーディネート機能を構築

していること 

・病院又は診療所 

・医師会、歯科医師会、薬

剤師会等の専門職能団

体 

・医薬品卸業協会 

・ＮＰＯ等民間団体 

・行政機関 

 

 

 

【課 題】 

① 災害拠点病院等 

○ 災害時に多発する重篤救急患者への救命医療に支障が生じないよう、病院施設の耐震化、

電気、水、ガス等のライフラインの維持、通信機器の整備、飲料水・食料、医薬品等の備蓄

が必要です。 

 

○ 自然災害のほか大規模事故にも対応できるよう、災害対策マニュアルの整備、人材育成等

の災害に備える体制整備が求められます。 

 

○ 医療機関の被災状況、患者受入情報等を、他の医療機関、消防、保健所等の関係機関と迅

速に共有できるよう、ＥＭＩＳ等の利用習熟が求められます。 

 

② ＤＭＡＴ等医療従事者を派遣する機能【災害急性期の応援派遣】 

○ ＤＭＡＴ等が被災地において安全かつ効果的に活動できるよう、人材育成及び医療資機材、

通信機器等の整備が求められます。 

 

○ 岩手ＤＭＡＴを始め、全国から参集する医療チームの効果的な配置、活動支援を行う派遣

調整機能の強化が求められます。 

 

○ 負傷者や入院患者を必要な診療を提供できる県内外の医療機関に搬送するため、防災関係

機関との連携強化及び調整機能強化が必要です。 
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③ 救護所、避難所等において健康管理を実施する機能【災害中長期の応援派遣】 

○ 災害等発生時において、急性期医療だけでなく、慢性期医療、健康管理・保健指導、避難

所等の衛生管理、口腔ケア等の提供体制ができるだけ速やかに確保され、かつ安定的に提供

される仕組みを確立する必要があります。 

 

○ ＤＭＡＴ撤収後の被災地における医療を支えるため、医療チームの効果的な配置、活動支

援等を行う災害医療コーディネート機能を、県全体及び各地域において構築することが求め

られます。 

 

④ その他 

○ 災害時に医療機関や薬局が被災し、カルテ等が喪失する事態に備え、情報のバックアップ

の実施等が求められます。また、被災地において医療現場で必要とする医薬品、医療資機材

等を把握し、供給できる流通経路を速やかに確立する必要があります。 

 

○ ライフラインが断絶した場合における、透析患者や難病患者に対する医療の確保が求めら

れます。 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

全ての建物に

耐震性のある

病院の割合 

－ 70％ － － － － － － － － － 

 56.1％ － － － － － － － － － 

DMAT の災害実

働訓練の実施 

－ 年 2回 － － － － － － － － － 

 年 2回 － － － － － － － － － 

コーディネー

ト機能又は災

害医療従事者

に係る研修及

び訓練の実施 

－ 
年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

 
０回          

備考）上段：目標値、下段：現状値 

 

 

【施 策】 

（施策の方向性） 

大規模事故等を含む災害時において必要な医療を提供するため、災害拠点病院の機能強化を図

るとともに、各医療チームが効果的に支援活動を行うことができるよう活動調整機能を強化する

など、災害急性期から中長期にわたる災害医療の提供体制の構築を推進します。 

 

（主な取組） 

① 災害拠点病院の機能強化 

○ 災害時に中心的な役割を果たす災害拠点病院等が、災害時においても医療の提供ができる
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よう、病院施設の耐震化を促進します。 

 

○ 災害時においても、電気、水、ガス等ライフラインの維持のための自家発電装置の整備、

燃料の備蓄等や、他の医療機関及び防災関係機関との連絡のための通信機器の整備を促進し

ます。 

 

○ 流通が途絶・停滞することに備え、飲料水・食料、医薬品、医療器材等の備蓄や、災害時

の優先供給に係る医療機関と関係団体との協定の締結を促進します。 

 

○ 県内の災害拠点病院、県医師会、県歯科医師会、消防・警察等の防災関係機関等で構成す

る岩手県災害拠点病院等連絡協議会を通じて、災害医療訓練、人材育成、災害対策マニュア

ル等に関する情報交換、ＤＭＡＴの体制強化のほか、災害医療対策全般に係る連絡調整を行

い、災害拠点病院間及び関係機関との連絡・協力体制を強化します。 

 

○ 災害拠点病院及び救急病院等の被災情報の迅速な把握、円滑な支援体制の構築のため、病

院及び消防、保健所等行政機関に対するＥＭＩＳ等の入力訓練の実施等、ＥＭＩＳ等の利用

習熟を図ります。 

 

② ＤＭＡＴ等医療従事者の派遣 

○ ＤＭＡＴが安全かつ効果的に活動できるよう、総合防災訓練、研修会等への参加を促進し、

ＤＭＡＴの災害医療技術や通信機器等の利用方法の習熟を図ります。 

 

○ ＤＭＡＴの派遣、活動調整、活動支援等が効果的に行えるよう、ＤＭＡＴの活動調整機能

（県ＤＭＡＴ調整本部）を強化します。 

 

○ 被災地における医療活動や患者搬送等を円滑に行うことができるよう、総合防災訓練への

参加等を通じて、ＤＭＡＴ等と医療機関、消防、自衛隊等防災関係機関の連携を強化します。 

 

○ 被災地外の医療機関への航空機搬送に対応するため、花巻空港におけるＳＣＵの設置につ

いて、周辺の災害拠点病院、消防本部、空港事務所等の関係機関と連携を強化するとともに、

災害時におけるドクターヘリの運用体制を構築します。 

 

③ 災害中長期の応援派遣 

○ 避難所等における感染症対策のため、県、市町村が設置する感染症予防班、疫学調査班等

をバックアップする組織として、「いわて感染制御支援チーム（ＩＣＡＴ）」を設置し、避

難所における感染症発生動向の探知、感染症の未然防止や拡大防止、感染症予防のための情

報提供等を行う体制を強化します。 

 

○ 避難所や仮設住宅等での生活の長期化に備えて、被災者の健康調査、保健指導、心のケア

等を行う健康管理活動班の活動強化、口腔ケアの実施、衛生指導等医療関係団体との協力体
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制を強化します。 

 

○ ＤＭＡＴ撤退後の中長期的な医療提供体制の維持、保健活動の展開のため、被災地の医療

ニーズの把握、各医療関係団体等から派遣された医療チーム（健康管理活動班、感染症予防

班等を含む。）の派遣調整及び活動支援を目的とした県全体の災害医療コーディネート機能

を、「いわて災害医療支援ネットワーク」の活動を踏まえ、整備します。 

 

○ 二次保健医療圏ごとに、保健所・市町村、地域の医師会、災害拠点病院等が定期的に情報

交換する場である「地域災害医療対策会議（仮称）」を設置し、その地域における災害医療

コーディネート機能を担う体制を構築します。 

 

○ 災害医療コーディネートを行うコーディネーターや、中長期の被災地医療を支える医療チ

ームの養成のため、岩手医科大学災害時地域医療支援教育センターと連携しながら、災害医

療に係る教育研修、訓練を実施します。 

 

④ その他 

○ 災害時に医療機関や薬局が被災し、カルテ等が喪失しても、診療や薬剤の処方への影響を

最小限に抑えるため、診療情報等のバックアップの実施について検討するとともに、住民に

対し、非常持出品にお薬手帳を加えることを呼びかけます。 

 

○ 医療機関における医薬品、医療用資器材等の災害を想定した在庫量の管理を呼びかけると

ともに、県を中心に市町村、関係機関・団体相互の連絡体制を整備するなど、災害時には関

係団体との協定等に基づき災害時の医薬品等の迅速な供給体制の復旧に努めます。 

 

○ ライフラインが断絶した場合に備え、透析患者に対する医療提供体制を構築するほか、妊

産婦、高齢者等災害時要援護者に対する適切な医療支援の実施のため、関係団体との連携を

強化します。 

 

○ 難病患者に対する適切な在宅療養支援等を図るため、非常用電源装置の整備、災害時避難

マニュアルの策定・配付、重症難病患者の個人情報の市町村への提供等を行います。 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

災害拠点病院 

・ 病院の耐震化、自家発電・通信機器の整備、備蓄等の実施 

・ ＤＭＡＴを派遣できる体制整備 

・ 災害時医療訓練、研修会の実施、ＥＭＩＳ等の利用訓練の実施 

医療関係団体 

・ 被災地の医療提供体制の維持に係る支援体制の構築・強化 

・ 支援活動の実施のための備え（資器材、通信機器等） 

・ 医薬品等の供給体制の強化 

県 

・ 県ＤＭＡＴ調整本部、災害医療コーディネート機能体制等、各医療チームの活動調整機

能体制の構築、強化の実施 

・ 健康管理活動班、ＩＣＡＴの活動体制の構築・強化 

・ ＤＭＡＴ、災害医療コーディネーターその他災害医療従事者の育成支援 

・ 医薬品等の供給体制、透析患者や難病者に対する災害時医療提供体制の構築 
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【医療体制】（連携イメージ図） 
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（11）へき地（医師過少地域）の医療体制 

 

【現 状】 

① へき地診療 

○ 本県の医師数は、平成 22年調査（医師、歯科医師、薬剤師調査（厚生労働省））の 193.7

人（人口 10万人当たり）と全国平均の 230.4人（同）を下回っています。 

 

○ また、医師が県庁所在地である盛岡市周辺や県央部に集中し、県北・沿岸部では特に医師

が少ないという地域偏在や、小児科・産婦人科などの特定診療科の医師不足が顕著になって

います。 

 

○ さらに、四国４県に匹敵する広大な面積を有している本県では、18地区の無医地区（※１）

及び６地区の準無医地区（※２）を有し、その人口は約 5,200人となっています。これらの無

医地区等は減少を続けてはいるものの解消には至っていません。 

（図表：無医地区、準無医地区一覧（平成 21年度無医地区等調査・無歯科医地区等調査より）） 

二次保健医療圏名 市町村名 無医地区 準無医地区 

盛 岡 

盛岡市 姫神、藪川、玉山 - 

八幡平市 前森、細野、兄川 - 

葛巻町 - 上外川、毛頭沢 

岩手町 - 穀蔵 

岩手中部 遠野市 - 大野平 

胆 江 - - - 

両 磐 - - - 

気 仙 - - - 

釜 石 大槌町 長井、中山 - 

宮 古 

宮古市 南川目、末前 畑 

岩泉町 坂本、鼠入、田茂宿、年々 国見 

田野畑村 机、沼袋 - 

久 慈 - - - 

二 戸 軽米町 長倉、笹渡 - 

岩手県計 18 6 

全国計 705 

 

 ※１ 原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径４kmの区域内に

50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区 

※２ 無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し

適当と認めた地区 

 

 ○ 医療機関を容易に利用することができないへき地（※３）等に居住している県民の医療を確

保するために設置されているへき地診療所は、現在 27診療所（うち稼働中は 24診療所）（平

成 24年１月１日現在）ありますが、医師の確保等がより困難となっていることなどから、休

廃止が進み、平成 19 年度の 37 診療所（うち稼働中は 35 診療所）と比較し、10 診療所（稼

働中は 11診療所）減少しています。 

 

 ○ へき地診療所においても必要な医療を提供できるよう、医療機器等の整備を進めています。 
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 ○ 無医地区等の患者の医療機関へのアクセスについては、患者輸送車の運行をはじめ、市町

村民バスの運行等による代替交通機関の確保や交通費の補助等が行われ、交通手段の確保等、

市町村が中心となった取組が進められています。 

（図表：へき地診療所の数                     単位：箇所） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

1,076 27 3 2 6 2 2 ＊ 7 3 2 

 

※３ 無医地区、準無医地区その他へき地診療所が設置されている等、へき地保健医療対策の対象とされて

いる地域 

 

② へき地診療の支援 

 ○ 本県においては、へき地診療所への医師の派遣調整等を行うため、平成 13年度に地域医療

支援機構を設置し、県立中央病院が中心となって協議を進めていますが、同機構では、派遣

可能な医師の確保が困難なため、へき地における医師確保の役割を充分に果たせない状況に

あるとともに、へき地医療拠点病院においても医師の確保が困難なため、へき地診療所への

医師派遣日数は減少しています。 

 

○ しかしながら、へき地診療所への支援は、恩賜財団済生会岩泉病院がへき地医療拠点病院

として岩泉町町内の４診療所に医師派遣を行っているほか、岩手医科大学をはじめ県立病院

等が応援医師の派遣を行っています。 

 

 

【求められる医療機能等】 

   無医地区等における地域住民の医療を確保するため、へき地診療やその支援を行う次の医

療機能等が求められます。 

 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

へき地診療 ・ 初期診療が可能な医師等がいること又は巡回診療を実施

していること 

・ 必要な診療部門、医療機器等があること 

・ 緊急な内科的・外科的処置が可能なへき地医療拠点病院

等と連携していること 

・ へき地医療拠点病院等における職員研修等に計画的に参

加すること 

・へき地診療所 

へき地診療の

支援医療 

・ 巡回診療等によるへき地住民の医療を確保すること 

・ へき地診療所等への代診医等の派遣、技術指導及び援助

を実施すること 

・ へき地の医療従事者に対する研修の実施及び研究施設を

提供すること 

・ 遠隔診療等の実施による各種の診療応援を実施すること 

・ 高度の診療機能を有し、へき地医療拠点病院の診療活動

等の援助を実施すること 

・へき地医療拠点病院 

・地域医療支援病院 

・救命救急センターを有す

る病院 等 

行政機関等の

支援 

・ へき地診療所から代診医派遣、医師派遣の要請があった

場合の調整及びへき地医療拠点病院等への派遣要請を実施

すること 

・ へき地医療に従事する医師の動機付け及びキャリア形成

を支援すること 

・県 

・地域医療支援機構 
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【課 題】 

① へき地等の医師の確保 

○ へき地等に勤務する医師を確保するため、本県の現状に対応した一層効果的な医師の養

成・確保と配置調整等を行うことや、患者の全身の状態を踏まえ必要に応じて専門医につな

ぐことのできる、地域医療の担い手としての総合診療医の育成が必要です。 

 

○ このため、県などの医師養成事業により養成した医師の配置行政に係る統一的な基準と具

体的な配置調整システムの構築を進める必要があり、その中では、医師のへき地勤務に対す

る不安等を解消し、定着を図るため、へき地医療に従事する医師のキャリアデザインを考慮

していくことが重要です。 

 

○ また、在学期間中にへき地医療に対する意欲向上や理解を深めてもらうため、自治医科大

学生や奨学生に対して、へき地医療機関における勤務の概要等について周知を図るとともに、

卒前地域医療教育等の機会の充実を図る必要があります。 

 

② へき地等の医療提供体制の充実 

○ へき地における医師確保については、県立病院や岩手医科大学附属病院がへき地医療機関

への診療応援機能を担ってきたことから、今後の地域医療支援機構の運営について、これら

の関係機関と調整を図りながら検討を進めていく必要があります。 

 

○ へき地医療拠点病院の拡充や地域の中核病院におけるへき地医療の支援機能強化を行う必

要があります。 

 

○ へき地診療所において必要な医療を提供できるよう、必要な診療部門の確保や、医療機器

等の整備を行う必要があります。 

 

○ 患者輸送車の整備等、地域住民が医療機関を受診する場合の利便性の確保を引き続き行う

必要があります。 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

病院勤務医師

数(人口 10 万人

当たり) 

 125.3 - - - - - - - - - 

141.3 117.5 - - - - - - - - - 

へき地医療拠

点病院の数 
- 2 - - - - - - - - - 

281 1 - - - - - - - - - 

へき地医療拠

点病院からへ

き地への医師

派遣回数 

- 12 - - - - - - - - - 

- 0 - - - - - - - - - 

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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【施 策】 

（施策の方向性） 

  へき地における医療を確保するため、平成 23 年２月に策定した「第 11 次岩手県へき地保健

医療計画」（平成 23年度～平成 27年度）により、へき地医療の充実を図ります。 

   

（主な取組） 

① へき地等の医師の確保 

 ○ へき地等における医療の確保を支援するため、そのベースとなる県全体における医師不足

や地域偏在に対応した地域医療支援機構の機能強化や、平成 24年１月に設立した地域医療支

援センターとの連携を進めるとともに、事業協力病院との連携強化により代診医の確保を行

います。 

 

 ○ 自治医科大学生や地域枠学生、奨学生が在学中にへき地医療に対する意欲向上や理解を深

めてもらうためのカリキュラムの実施や、へき地医療を担う医師が安心して勤務・生活でき

るキャリアデザインの検討等、医師の動機付けに取り組むとともに、プライマリ・ケアを実

践できる総合診療医の育成に取り組みます。 

 

○ 高校生や医学生を対象としたセミナーの開催や臨床研修医の受入れ体制の整備など、医師

のライフステージに応じた「医師確保対策アクションプラン」の取組などにより、医師の育

成、確保を進めていきます。 

 

② へき地等の医療提供体制の充実 

 ○ へき地等においても必要な医療を適切に受けることができるよう、へき地医療を担う医療

機関の診療機能の向上のため、へき地医療拠点病院及びへき地診療所の施設・設備の充実や

患者輸送車の整備、運営費に対する補助を実施するほか、へき地等で勤務する看護師等医療

スタッフの養成・確保に努めます。 

 

 ○ 医療機関の役割分担と役割に応じた機能を明確にし、主要な疾病ごとの医療機能の分化・

連携による切れ目ない医療ができる必要な医療連携体制の構築を推進するとともに、救命救

急センターを中心とした適切な救急医療体制を構築します。 

 

 ○ へき地医療支援を充実させるため、へき地医療拠点病院への新たな指定を行います。 
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（取組に当たっての協働と役割分担） 

へき地医療を担う

医師、医療機関等

のへき地医療関係

者 

・ 地域医療を担う医師の養成・確保と定着に向けた取組 

・ 自治医科大学等の医学部生等に対するコミュニケーションの機会の確保や実習カリキュ

ラムの実施等 

・ 総合的な診療能力を有し、プライマリケアを実践できる、いわゆる総合医の育成 

・ へき地医療拠点病院における巡回診療等の実施等、へき地医療の診療機能の確保 

・ へき地診療所における初期診療が可能な医師等の配置、必要な診療部門及び医療機器等

の整備、緊急な内科的・外科的処置が可能なへき地医療拠点病院等との連携等、診療機能

の確保 

へき地を有する市

町村 

・ 医師確保に向けた取組、へき地診療所への医療機器の整備等へき地医療の確保 

・ へき地の医師の生活環境や勤務環境の整備に係る取組み 

・ 地域の医療を将来にわたって確保するための地域住民への意識啓発等 

・ 患者輸送車の整備等、地域住民が医療機関を受診する場合の利便性の確保 

医療の提供を受け

る住民 

・ へき地勤務の重要性や生活面での実情を理解し、へき地勤務医等の医療関係者等への支

援を実施する等、市町村等とともに行う医療機関の運営への支援 

・ 県民も医療の一方の担い手であるとの意識のもと、自らの健康は自分で守るとの認識を

持つことや、症状により医療機関の役割分担に応じて受診すること 

県 

・ 地域医療支援機構の取組を始めとする地域医療対策協議会の運営等、へき地保健医療対

策のとりまとめ 

・ 医師の招聘活動や県内への定着促進等 

・ 「県民も医療の担い手であるという意識をもって地域医療を支えていく」という県民総

参加型の取組の推進 
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【医療体制】（連携イメージ図） 
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（12）在宅医療の体制 

 

【現 状】 

① 岩手県の人口構成 

 ○ 本県の高齢化率27.1％（平成23年10月1日現在。岩手県人口移動報告年報）は、全国の23.3％

（平成23年10月1日現在。総務省「人口推計」）を約４ポイント上回っています。平成37年（2025）

には高齢化率が35.0％となり、およそ3人に1人が高齢者になると推計されています。 

 

 ○ 高齢化の進行により、全国では疾病構造が感染症中心から慢性疾患中心に変化し、長期で

療養を必要とする患者が増加しており、本県においても同様の傾向にあるものと考えられま

す。 

 

② 医療資源の現状 

 ○ 本県では、患者が退院後も在宅又は介護施設等において安心・安全な療養が継続できるよ

う調整支援する退院支援担当者を配置している病院が10か所、診療所が６か所であり、人口

10万人当たりでは、病院が0.7か所、診療所が0.4か所と、全国平均（前者1.9か所、後者0.4

か所）以下となっています。 

 

 ○ 本県では、在宅療養支援病院２か所、在宅療養支援診療所83か所の届出があり、人口10万

人当たりでは在宅療養支援病院が0.2か所、在宅療養支援診療所が6.3か所といずれも全国（病

院0.4か所、診療所10.3か所）を下回っています。 

 

 ○ 本県の訪問看護事業所数は84か所であり、人口10万人当たりでは6.4か所となり、全国（6.1

か所）と同水準にあります。 

 

 ○ 本県の訪問リハビリテーション事業所数は33か所であり、人口10万人当たりでは2.5か所と

全国（2.6か所）とほぼ同水準にあります。 

 

 ○ 本県の短期入所サービス（ショートステイ）事業所数は117か所であり、人口10万人当たり

では8.7か所と全国（5.7か所）を上回っています 

 

 ○ 本県の在宅療養支援歯科診療所数は142か所であり、歯科診療所に占める在宅療養支援歯科

診療所の割合は23.4％と全国（5.9％）を上回っています。また、保健医療圏別でも全ての圏

域が全国（人口10万対）を上回っています。 

 

 ○ 本県の在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数は370か所、全薬局に占める割合は64.2％

（全国78.2％）であり、人口10万人当たりでは28.2か所と全国（32.7か所）を下回っていま

す。また、平成24年岩手県医療機能調査によると、平成23年4月中に訪問指導を実施した薬局

は38施設で届出薬局の12.1％となっています。 
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○ また、同調査結果によると、薬局における在宅医療の取組課題としては、薬剤師の確保

（68.1%）、次いで研修の確保（41.3%）、医療機関との情報共有（40.1%）などが挙げられて

います。（複数回答可） 

 

 ○ 本県の麻薬小売業の免許を取得している薬局数は425か所であり、人口10万人当たりでは

32.4か所と全国平均（28.4か所）を上回っています。 

 

③ 在宅医療の現状 

 ○ 本県において訪問診療を受けた患者数は、平成22年10月から同23年３月の半年間で人口千

人当たり10.9人であり、同時期の全国平均（22.5人）を下回っています。また、本県におい

て往診を受けた患者数は、平成22年10月から同23年３月の半年間で人口10万人当たり243.1

人であり、同時期の全国（609.3人）を下回っています。 

 

 ○ 本県の訪問看護利用者のうち、医療保険による利用者は約0.8千人/月、介護保険による訪

問看護利用者（介護サービス、介護予防サービスを併せて）は約3.1千人/月となっています。

また、小児（乳幼児、幼児）の訪問看護利用者数は、人口千人当たりでは本県は0.2人と全国

（2.2人）を下回っています。 

 

 ○ 本県の訪問看護ステーションの従事者数は297人であり、人口10万人当たりでは22.3人と全

国（21.7人）と同水準です。また、本県の24時間体制の訪問看護ステーションの従事者数は

257人であり、人口10万人当たりでは19.2人と全国（15.9人）を上回っています。 

 

 ○ 本県の短期入所サービス（ショートステイ）利用者数は5,092人であり、人口10万人当たり

では379.8人と全国（255.6人）を上回っています。 

 

（がん患者数（がんによる死亡の状況）） 

 ○ 平成22年の人口動態統計によると県内全死因のうちおよそ27％の4,322人が悪性新生物と

なっています。国全体では年間に30万人以上、国民の３人に１人が、がんで亡くなっている

現状にあり、今後、高齢化の進行により、がんによる死亡者数はさらに増加すると予想され

ています。 

 

（難病患者の在宅療養の状況） 

 ○ 平成23年度衛生行政報告例によると、本県の難病患者（特定疾患医療受給者数）9,205人の

うち、およそ３割の2,539人が在宅で療養中となっています。 

 

（看取りの状況） 

 ○ 平成20年に行われた「終末期医療に関する調査」（厚生労働省）によると、終末期の療養

場所に関する希望に関する設問では、自宅で療養して、必要になれば医療機関等を利用した

いと回答した者の割合を合わせると、60％以上の国民が「自宅で療養したい」と回答してい

ます。 
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 ○ また、平成19年度の内閣府の「高齢者の健康に関する意識調査」の報告によると、「治る

見込みがない病気になった場合、どこで最期を迎えたいか」という設問に対する回答は、「自

宅」が54.6％で最も高く、「病院などの医療施設」が26.4％となっており、最期を迎える場

所として、自宅を希望する人が多いことがうかがわれます。 

 

 ○ 本県において、平成20年９月中に看取りを実施した在宅医療機関は、病院が２か所、診療

所が15か所となっています。人口10万人当たりでは病院は0.1か所、診療所1.1か所であり、

いずれも全国（前者0.2か所、後者2.4か所）を下回っています。 

 

 ○ また、本県のターミナルケアに対応する訪問看護ステーション数は56か所であり、人口10

万人当たりでは4.2か所と全国（3.5か所）を上回っています。 

 

（介護との連携） 

 ○ 本県における病院退院時の在宅介護サービスとの連絡調整の実施状況は、ケアマネジャー

との連絡調整を行っている病院が80施設（85.1％）、訪問看護ステーションとの連絡調整を

行っている病院が69施設（73.4％）となっています。また、介護施設の協力病院は、介護老

人福祉施設（特別養護老人ホーム）は54病院（57.4％）、介護老人保健施設（老人保健施設）

は41病院（43.6％）、介護療養型医療施設（療養病床群等）は11病院（11.7％）となってい

ます。 

 

 ○ 退院調整等のカンファレンスに介護サービス関係者の出席を得ているのは62病院（66.0％）

となっています。 

 

【求められる医療機能等】 

 ○ 医療機関や介護施設等の相互の連携により、地域における24時間対応が可能な体制の構築

や訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤指導等への対応など、在宅療養者や家族の

ニーズに対応した切れ目のない在宅医療提供体制を確保することが求められます。 

 

 ○ 研修会等の実施により多職種の連携や専門的な人材の育成を推進し、地域において医療・

介護従事者が連携して患者・家族を支援する体制を構築することが求められます。 

 

区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

退院支援 ・ 退院支援担当者を配置すること 入院医療機関 

・ 高齢者のみではなく、小児や若年層の在宅療養者に対する訪問診

療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤指導等にも対応できるよう

な体制を確保すること 

・病院、診療所、歯科

診療所 

・訪問看護事業所 

・薬局 

・居宅介護支援事業所 

・地域包括支援センタ

ー 

日常の療養

支援 

・ 相互の連携により、在宅療養者や家族のニーズに対応した医療や

介護が包括的に提供される体制を確保すること 

・ 医薬品や医療・衛生材料等の供給を円滑に行うための体制を整備

・病院、診療所、歯科

診療所 

・訪問看護事業所 
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区分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

すること ・薬局 

・居宅介護支援事業所 

・地域包括支援センタ

ー 

・介護老人保健施設 

・短期入所サービス提

供施設 

急変時の対

応 

・ 急変時の連絡先をあらかじめ在宅療養者やその家族に提示し、ま

た、求めがあった際の24時間対応が可能な体制を確保すること 

・ 24時間対応が自院で難しい場合も、近隣の病院や診療所、訪問看

護事業所等と連携し、24時間対応が可能な体制を確保すること 

・病院、診療所 

・訪問看護事業所 

・薬局 

・ 在宅療養支援病院、有床診療所等において、連携している医療機

関（特に無床診療所）が担当する在宅療養者の病状が急変した際に、

必要に応じて一時受け入れを行うこと 

・ 重症で対応できない場合は、他の適切な医療機関と連携する体制

を構築すること 

・病院、有床診療所 

看取り ・ 終末期に出現する症状に対する患者や家族の不安を解消し、患者

が望む場所での看取りを行うことができる体制を構築すること 

・ 患者や家族に対して、自宅や住み慣れた地域で受けられる医療及

び介護や看取りに関する適切な情報提供を行うこと 

・ 介護施設等による看取りを必要に応じて支援すること 

・病院、診療所 

・訪問看護事業所、薬

局 

・居宅介護支援事業所 

・域包括支援センター 

・介護事業所 

・ 在宅医療に係る機関で看取りに対応できない場合について、病院・

有床診療所で必要に応じて受け入れること 

病院、有床診療所 

在宅医療機

関において

積極的役割

を担う医療

機関 

・ 医療機関（特に一人の医師が開業している診療所）が必ずしも対

応しきれない夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診

療の支援を行うこと 

・ 入院機能を有する医療機関においては、在宅療養者の病状が急変

した際の一時受入れを行うこと 

・ 災害時等にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の

医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む）を策定し、

他の医療機関等の計画策定等の支援を行うこと 

・在宅療養支援病院 

・在宅療養支援診療所

等 

 

在宅医療に

必要な連携

を担う拠点 

・ 地域の医療及び介護関係者による協議の場を定期的に開催し、在

宅医療における連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施

すること 

・ 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携

による24時間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図ること 

・ 地域の医療及び介護資源の機能等を把握し、地域包括支援センタ

ー等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療や介護にまたが

る様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調

整を行うこと 

・ 在宅医療に関する人材育成及び普及啓発を実施すること 

・病院・診療所 

・訪問看護事業所 

・地域医師会等関係団

体 

・保健所 

・市町村等 

 

【圏 域】 

 ○ 地域における在宅医療提供体制を構築するうえでは、入院医療機関医おける退院支援や急

変時の対応、医療と介護の連携を促進していくうえで、県（保健所）と市町村の連携が必要

であることから、当面、二次保健医療圏を単位として取組を推進します。 

 

【課 題】 

① 退院支援 

○ 高齢者の増加、価値観の多様化に伴い、病気を持ちつつも可能な限り住み慣れた場所で自

分らしく過ごす「医療の質」を重視する医療が求められており、入院初期から退院後の生活

を見すえた退院支援の重要性が高まっています。 
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○ 入院医療機関においては、退院支援担当者の配置と調整機能の強化を推進し、入院医療機

関と在宅医療に係る機関の円滑な連携により、切れ目のない継続的な在宅医療提供体制を確

保することが必要です。 

 

② 日常の療養支援 

○ 在宅医療の推進に当たっては、訪問診療を提供する病院・診療所や在宅医療連携拠点の拡

充等を推進し、夜間や急変時等、24時間の対応・支援等を行う体制の構築が求められており、

地域により資源に差がある中では、地域の実情に応じて在宅医療・介護サービスの供給を確

保していく必要があります。 

 

 ○ 県内どの地域においても、重症心身障がい児・者が障がいに応じて適切な医療が受けられ

るよう、関係する医療機関が連携した支援体制を構築する必要があります。 

 

○ 在宅医療に対する患者やその家族の不安や負担を軽減するため、短期入所（ショートステ

イ）やレスパイトの提供体制の確保や気軽に相談できる行政の相談窓口の設置が必要です。 

 

○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマネジャー、介護職員など、在宅医療に係る人材

の育成を図るとともに、地域において医療・介護従事者がお互いの専門的な知識を活かしな

がらチームとなって患者・家族をサポートしていく体制を構築することが求められています。 

 

○ 口腔機能の低下や誤嚥性肺炎の予防等のためには、在宅療養者の適切な歯科受療が必要で

す。また、介護施設入所者や在宅の外来受診困難者のニーズに応えるため、在宅歯科医療と

介護の連携を確保、強化することが求められています。 

 

○ 在宅患者の効果的な薬物療法のために、薬剤師が、薬歴の管理、薬の正しい飲み方の説明、

服用状況の確認、副作用のチェックなどの薬学的管理指導を行い、患者の状況について医師

等と情報共有することが求められています。 

 

○ 在宅療養者が安心して生活を送ることができるよう、医療・介護に加えて、自治会・ＮＰ

Ｏ等民生委員関係団体、地域住民等が連携した日常の療養支援を行う包括的なネットワーク

の構築が求められています。 

 

③ 急変時の対応 

○ 急変時の対応に関する患者・家族の不安や負担の軽減のため、訪問診療や訪問看護の24時

間対応が可能な連携体制の構築、在宅療養支援病院や有床診療所における在宅療養患者の病

状の急変時における円滑な受入れ体制を構築することが求められます。また、重症で対応で

きない場合は、他の適切な医療機関と連携する体制を構築することが必要です。 

 

○ 地域の関係機関が連携し、患者の氏名、生年月日、既往歴等の基本的な情報を記入した「緊
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急時連絡表」の作成・活用などにより、急変時の搬送先での円滑な受入れを確保する必要が

あります。 

 

④ 看取り 

○ 地域の住民をはじめとして、県民全体で在宅医療医に関する理解促進と知識の普及啓発を

図る必要があります。 

 

○ 患者や家族のＱＯＬの維持向上を図りつつ療養生活を支えるとともに、患者や家族が希望

した場合には、自宅で最期を迎えることを可能にする医療及び介護体制の構築が必要です。 

 

○ 本県における死亡場所の約８割が病院（平成22年人口動態統計）であり、医療機関中心の

看取りからの負担を軽減し、限られた医療資源の効率的な活用を図る観点から、介護施設等

での看取りの充実を図ることが必要です。 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

在宅医療連携

拠点 

－ 33 8 4 2 2 3 2 4 4 4 

105 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

備考）上段：目標値、下段：現状値 

 

 

【施 策】 

（施策の方向性） 

○ 地域において在宅医療に必要な連携を担う拠点を中心に、地域包括支援センター等と連携し

ながら、医療や介護、家族の負担軽減につながるサービスが適切に提供されるよう多職種協働

による切れ目のない継続的な在宅医療提供体制の構築を図ります。なお、国のモデル事業の取

組成果を踏まえて、在宅医療連携拠点の拡大を図ります。 

 

（主な取組） 

① 退院支援 

○ 入院医療機関（病院、有床診療所、介護老人保健施設）における退院支援担当者の配置、

在宅医療に係る機関での研修や実習の受講を促進するなど調整機能の強化を図ります。 

 

 ○ 入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援の取組を推進し、患者のニーズに応じて住

み慣れた地域に配慮した医療や介護の包括的な提供ができるよう退院支援担当者の資質の向

上や、在宅医療や介護の担当者間で、退院後の方針や病状に関する情報や計画の共有を図る

ための取組を推進します。 
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 ○ 退院後、患者に起こりうる病状の変化やその対応について、退院前カンファレンス（会議）

や文書・電話等で、在宅医療に係る機関との十分な情報共有を図るよう入院医療機関におけ

る取組を支援します。 

 

○ 重症難病患者入院施設連絡協議会に難病医療専門員を配置し、難病患者からの相談対応や、

必要に応じて関係機関等への適切な紹介、支援要請を引き続き実施します。 

 

② 日常の療養支援 

（連携体制の構築） 

 ○ 患者の疾患、重症度に応じた医療（緩和ケアを含む。）が、多職種の協働により、できる

限り住み慣れた地域で継続的、包括的に提供されるよう地域の医療及び介護関係者の参加に

よる地域ケア会議の活用促進や、地域の取組をけん引するリーダーを育成します。 

 

○ 訪問看護ステーションと医療機関に勤務する看護師の相互研修の実施などにより、在宅医

療を担う訪問看護の連携機能の強化を図ります。 

 

○ 地域包括支援センター等と協働しつつ、在宅療養に必要な医療や介護、家族の負担軽減に

つながるサービスの適切な紹介を行います。 

 

（専門人材の育成・確保） 

○ 在宅医療に係る医療及び介護関係者に必要な基本的知識・技能に関する研修の実施、情報

の共有化を図るための取組を推進します。 

 

○ 卒後初期臨床研修制度（医師）や卒後臨床研修制度（歯科医師）における地域医療研修で

は、在宅医療の現場での研修の充実が図られるよう関係機関・団体と連携して取り組みます。 

 

○ がん診療連携拠点病院は、地域における緩和ケア体制の整備を支援するため、医師をはじ

めとした医療従事者を育成する研修等を実施します。 

 

（在宅医療への理解促進） 

○ がん診療連携拠点病院等のがん医療を担う拠点病院においては、患者及び家族のがんに対

する不安や疑問に適切に対応するため、がん医療に関する相談支援体制の確保を図ります。 

 

○ 在宅重症難病患者の介護者の負担軽減のため、難病医療拠点病院・協力病院における一時

入院の受入を確保します。 

 

○ 県及び市町村において、保健・医療・福祉の相談窓口を一本化するなど、在宅医療の相談

窓口を明確化します。 
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（疾患等に応じた在宅医療提供体制の構築） 

 ○ 入院医療機関が在宅緩和ケアを提供できる診療所などと連携し、切れ目のない在宅医療の

提供体制を整備するとともに、急変した患者や医療ニーズの高い要介護者の受入れ体制を整

備します。 

 

 ○ がんによる苦痛の軽減を図るため、早期からの緩和ケアへの理解が進むよう、広く県民へ

の普及啓発に取り組みます。 

 

 ○ 患者やその家族が在宅での療養を希望した場合に対応できる医療体制を確保するため、在

宅医療を担う医療機関が急性期病院からの退院患者の受け皿となるとともに、がん診療連携

拠点病院等や緩和ケア病棟（病床）を有する病院が在宅患者の急変時や医学的管理が難しく

なった場合などの受け皿となる連携体制の整備に取り組みます。 

 

 ○ かかりつけ医等が訪問看護ステーションや、かかりつけ薬局、介護サービス等とケアカン

ファランスを通じて連携し、患者及び家族を適切に支援する地域医療連携体制の構築を図り

ます。 

 

 ○ がん治療後のリハビリテーション体制整備、医科歯科連携によるリハビリテーション体制

の整備を促進します。 

 

 ○ 認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるこ

とができるよう、認知症に対する正しい知識と理解に向けた啓発に努めるとともに、認知症

疾患医療センターを中核とした安心の認知症医療体制の構築と、必要な介護サービス基盤の

整備を推進します。 

 

 ○ 認知症の人の地域での見守り、支え合いの仕組みづくりのため、県民の認知症に関する正

しい知識と理解の普及啓発を推進します。具体的には、認知症の人を介護する人同士の「つ

どい」の開催及び認知症サポーター養成に継続して取り組むとともに、市町村による徘徊Ｓ

ＯＳネットワークの構築や虐待防止、権利擁護、市民後見活動支援の取組を進めます。 

 

 ○ 認知症の人の家族の介護疲れなど、身体的、精神的負担を軽減するため、認知症の人の家

族同士の交流等の支援や、レスパイトケアの一つとして認知症の人の介護施設へのショート

ステイ等、利用可能な制度の周知を図ります。 

 

○ 岩手県立療育センターと高度医療や障がい児・者の専門的医療を提供する病院等との機能

連携を推進し、ネットワーク内の医師の協力や受入などにより、重症心身障がい児・者の障

がいに応じた適切な医療の提供を図ります。 

 

○ 障がい者が希望する地域での生活へ円滑に移行できるよう、医療的リハビリテーション（疾

病治療・心身機能の回復）と社会リハビリテーション（社会生活力の再獲得・維持・向上）
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を通じた総合的なリハビリテーション提供体制の整備を図ります。 

 

（災害時等の対応） 

○ 在宅医療において積極的役割を担う医療機関が災害時等にも適切な医療を提供できるよう、

災害時における対応を定めた計画（人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送に係

る計画を含む）の策定を推進します。 

 

 ○ 岩手県災害拠点病院連絡協議会を通じて、災害医療訓練、人材育成、災害対策マニュアル

等に関する情報交換を行うなど、災害拠点病院間及び関係機関との連絡・協力体制を強化す

るほか、災害拠点病院の機能強化として、自家発電装置の整備、燃料の備蓄等や、他の医療

機関及び防災関係機関との連絡のための通信機器の整備を促進します。 

 

（在宅療養者の歯科受療） 

○ 在宅の要介護者の歯及び口腔の衛生を確保するため、歯科専門職による口腔ケアの実施や

指導を促進します。 

 

○ 地域の在宅歯科医療の実施、歯科診療所の紹介に関する業務を行う「在宅歯科医療連携室」

の取組を岩手県歯科医師会と連携して推進し、地域の在宅医療を担う歯科医療機関の拡大を

図ります。 

 

（薬剤管理の適正化） 

○ 薬局の在宅患者訪問薬剤管理指導料届出や訪問指導を促進するため、研修による在宅医療

に関する知識を有する薬剤師の養成・確保や、医療機関等との連携を推進します。 

 

③ 急変時の対応 

○ 在宅療養患者の急変時に対応して医療機関が往診や必要に応じて一時受入を行うなど、地

域の実情に応じて入院医療機関を中心とした在宅医療を担う医療機関の連携による24時間対

応が可能な体制づくりを進めます。 

 

○ 24時間対応の救急医療体制の整備充実を図るため、必要に応じて、各段階における施設や

設備の整備並びに救急医療機関の運営体制の強化を支援します。 

 

○ 患者や家族、地域の見守りの担い手等に、あらかじめ搬送先や搬送時の患者情報の伝達方

法を周知するなど、急変時の連絡体制の強化を推進します。 

 

④ 看取りのための体制構築 

○ 住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取りを行うことができるよう在宅医

療を担う機関の連携を推進します。 

 

○ 在宅医療を担う機関が患者や家族に対して、自宅や地域で受けられる医療及び介護や看取
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りに関する適切な情報提供をするため、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、ケアマネジャ

ー、訪問看護職員等を対象とした終末期の苦痛の緩和や看取りの手法等に関する情報提供や

研修を実施します。 

 

（取組に当たっての協働と役割分担） 

在宅療養支援病院 

在宅療養支援診療所 

・ 単独又は連携により、24時間対応体制により在宅医療を提供すること 

・ 入院機能を有する場合には、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病

床を常に確保すること 

在宅医療において 

積極的役割を担う 

医療機関 

・ 自ら24時間対応体制の在宅医療を提供すること 

・ 夜間や急変時の対応等、他の医療機関を支援すること 

・ 災害時に備えた体制を整備すること 

・ 入院機能を有する場合には、急変時受入れやレスパイトなどを行うこと 

・ 現地での多職種連携を支援すること 

・ 在宅医療・介護提供者への研修を実施すること 

市町村 

・ 医療関係団体等と連携し、在宅医療連携拠点事業者による在宅医療・介護サービス提

供主体の連携の取組を支援し、地域全体の取組に広げること（多職種連携カンファレン

スへの参加の連名での呼びかけ、拠点事業者の依頼に基づく各ステークスホルダー間の

調整等） 

・ 郡市医師会と連携し、地域の在宅医療に関わる医療機関への働きかけをすること（24

時間体制の）バックアップ体制の調整、後方病床を果たす病院への協力依頼等）） 

・ 地域包括支援センターの運営に際して、拠点事業者との連携を図ること 

・ 地域住民への在宅医療・介護の普及啓発を行うこと 

・ 在宅医療に係る相談窓口を設置すること 

・ 多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成事業地域リーダー研修への参加をす

ること 

県 

・ 関係者への在宅医療推進の県レベルでの働きかけや調整をすること 

・ 関係者と連携し、圏内での多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成事業地域

リーダー研修の効果的な開催をすること 

・ 保健所等を通じた市町村への技術支援（医療・介護資源の可視化等）を行うこと 

・ 在宅医療に係る相談窓口を設置すること 
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【医療体制】（連携イメージ図） 
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４ 医療連携における歯科医療の充実 

 

【現状と課題】 

○ 歯科医療機関は、生活習慣病（がん、脳卒中や急性心筋梗塞など）の発症（再発）リスクの低減や

患者の予後の改善等を図るため、病院・診療所（医科）と連携しながら、患者への口腔ケアや摂食・

嚥下リハビリテーション等を提供することが期待されています。 

 

○ 医療の質や効率性の向上等により医療従事者の負担の軽減等を図るため、歯科医師をはじめ医療に

従事する多種多様なスタッフが、各々の高い専門性をもとに業務の連携等を行うなど、様々な医療現

場でのチーム医療による取組が期待されています。 

 

○ 本県の在宅療養支援歯科診療所は、全ての二次保健医療圏内で開設されており、県全体で 142施設

となっています。 

   

○ 全ての県民が、身近な場所で、いつでも、気軽に専門的な相談が受けられるよう、「かかりつけ歯

科医」の普及・定着と機能の向上を図る必要があり、また、高齢者等が地域において安心して療養生

活を継続できるよう、歯科及び医科医療から介護まで連続したサービスの提供が必要であることから、

歯科診療所と病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業所等との一層の連携の

強化が求められています。 

 

（図表：在宅療養支援歯科診療所数）                        （単位：施設数） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

4,056 142 53   37 16   13 7   4 5   2 5 

［資料：各地方厚生局 HP 施設基準の届出受理状況(H24年 1月)］ 

 

○ 災害時においては、被災住民への応急歯科治療のほか、避難所等を巡回する口腔ケアや口腔衛生指

導等を実施するなど、応急的な歯科医療救護体制を早急に確保することが必要です。 

 

○ 認知症の高齢者の増加に対応するため、歯科診療所がかかりつけ医、精神科病院等の認知症専門

医療機関及び認知症サポート医等と連携しながら、認知症高齢者等の口腔ケアを行うなど、認知症

の人の口腔状態の悪化による生活の質の低下に取り組むことが求められています。 

 

○ 全身麻酔などを必要とする障がい児・者に対する専門的歯科治療は、県が岩手医科大学に委託設置

した障がい者歯科診療センターのみで行われている現状ですが、広大な県土を有する本県においては、

センターへのアクセスが容易でない地域もあることから、地域において障がい者が必要な歯科治療を

受けることができる体制の整備が求められています。 

 

 

【課題への対応】 

○ がん治療における口腔ケアの推進をはじめ、脳卒中発症後の捕食・咀嚼・食塊形成・嚥下などの口

腔機能の回復、口腔の細菌除去や誤嚥性肺炎の予防に向けた専門的な口腔ケアの取組、また、急性心
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筋梗塞の術後における細菌性心内膜炎等の合併症の予防や、急性心筋梗塞の発症（再発）のリスク低

下に寄与する専門的口腔ケアや歯周治療の取組など、患者の予後の改善等を図るため、医科と歯科医

療機関との連携による取組を促進します。 

   

○ 専門性を高め質の高い医療の充実を図るため、病院内の横断的な取組として、医師・歯科医師や関

係職員を中心に、口腔ケア、栄養サポートや摂食嚥下などの分野において、複数の医療スタッフが連

携し患者の治療に当たる「チーム医療」による取組を促進します。 

 

○ 身近な地域におけるかかりつけ歯科医等の資質の向上を図り、プライマリケア機能の充実を促進す

るほか、在宅療養患者への歯科医療の充実を図るため、歯科訪問診療や訪問歯科衛生指導の取組を推

進するほか、地域の横断的な取組として、病院・診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、

介護サービス事業所等の機関の多職種協働による、地域の連携体制の整備を促進します。 

 

○ 災害時の歯科医療支援活動として、被災住民への応急歯科治療のほか、避難所等を巡回する口腔ケ

アや口腔衛生指導等の実施が必要であることから、歯科医療救護体制の確保など歯科医療機関と関係

機関との連携体制の一層の強化を図ります。 

 

○ 歯科診療所と精神科病院等の認知症専門医療機関、認知症サポート医などとのネットワークづくり

を推進するとともに、各圏域の地域包括センターや介護保険施設との連携を強化し、認知症高齢者等

の口腔ケアの充実を図ります。 

 

○ 障がい児・者に対する歯科治療については、岩手医科大学に設置した障がい者歯科診療センターを

中核として、地域の病院や診療所と連携しながら、県内のどの地域においても障がい者に対する歯科

治療が円滑に進められるよう関係団体等と協議しながら、障がい者に対する歯科医療提供体制の整備

充実を図ります。 
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第３節 保健医療を担う人材の育成 

 １ 医師・歯科医師 

 

【現状と課題】 

○ 本県の人口 10万人対医師数（平成 22年医師・歯科医師・薬剤師調査、厚生労働省）は全国平均

と比較して低い水準にあり、全国平均との格差が拡大する傾向にあります。 

   また、県内においても盛岡保健医療圏に医師が集中しており、沿岸部や県北部の医療圏では県平

均を下回る状況であり、地域的な偏在が見られます。 

 

【人口 10万人対医師数 H8～22の推移（医師・歯科医師・薬剤師調査、厚生労働省）】 

 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 

岩手 169.8 174.4 181.1 179.8 179.1 186.8 191.9 193.6 

全国 191 197 202 206 212 218 225 230 

 

【人口 10万人対医師数（平成 22年医師・歯科医師・薬剤師調査、厚生労働省）】 

全国 岩手 盛岡 岩手 

中部 

胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

230.4 193.6 287.1 140.0 154.1 150.1 142.3 137.4 119.1 123.5 141.3 

 

○ 診療科全般にわたる医師が不足している中で、特に産婦人科、小児科の専門医の不足が深刻であ

るほか、医師不足、医療の高度化・専門分化等を背景として、勤務医は長時間労働を強いられるな

ど労働環境が厳しくなっており、さらなる勤務医不足を招いています。 

 

○ 県民の保健医療に対するニーズの多様化、高度化に対応しつつ、地域において県民一人ひとりの

健康や疾病にきめ細かく対応する必要があり、そのため包括的に対応できる質の高い人材の養成、

確保が必要です。一方で、これらの従事者の養成は、本県では岩手医科大学が大きな役割を果たし

ており、同大学と連携を図りながら、医師等の供給と医療提供の体制整備に取り組んでいく必要が

あります。 

 

○ 県では地域の医療機関に勤務する医師を確保するため、市町村医師修学資金（募集枠 10 名）及

び県医療局奨学金（募集枠 10 名）により医師を養成してきましたが、国の「新医師確保総合対策」

に対応し、平成 20年度から既存の奨学金制度の募集枠を拡充し、新たに岩手県医師修学資金（募集

枠 15）を設けるなど、現在までに、奨学金募集枠を全体で 55 名まで拡充し医師の養成を行ってい

ます。 

 

○ 医師の養成・確保と県内への定着の促進並びに医師派遣・配置体制のあり方について検討するた

め、岩手県市長会や町村会、岩手医科大学、岩手県医師会等の機関による参画のもと、平成 16 年

12月に「地域医療対策協議会」を設置し、これまで「岩手県医師確保対策アクションプラン」や「岩

手県へき地保健医療計画」の策定、国の新医師確保総合対策や緊急医師確保対策への対応などに係

る協議を行ってきました。 

  また、国の補助制度の創設に伴い、平成 24年 1月に地域医療支援センターを設置しました。 
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○ 奨学金養成医師の医療機関への配置にあたっては、医師の専門医資格取得志向の強い現状の中で、

資格取得には一定期間、各専門学会の認定研修施設となっている中核病院に勤務する必要がある一

方、配置対象先の約 8割を占める中小規模の医療機関は認定施設になっていないほか、幅広い症状

や疾病に対応できる総合医的な医師が求められるというミスマッチが課題となっています。 

 

○ 医師不足の本県においては、地域医療やへき地医療を推進するうえでは、専門医との連携のもと

で、内科や救急から看取りなど、患者の全身の状態を踏まえ、総合的に診療する能力を有する医師、

いわゆる総合診療医が求められており、この養成・確保についても取り組んでいく必要があります。 

 

○ 本県の人口 10万人対歯科医師数（平成 22年医師・歯科医師・薬剤師調査、厚生労働省）は 78.6

人であり、全国平均（79.3人）と比較すると若干低くなっていますが、東北地域では１位、全国で

11位となっています。 

また、平成 12 年（69.4 人）から 9.2 人の増加となっており、今後は、県全体でみると充足に向

かう状況にあると推測されます。 

 

○ また、かかりつけ医、かかりつけ歯科医が、地域住民の信頼を得て、地域において住民の健康づ

くりや疾病予防、リハビリテーション、在宅医療等を含めた包括的な役割を担うことができるよう、

その資質の向上に努めることが大切です。 

 

 

【課題への対応】 

○ 地域に必要な医師や歯科医師を的確かつ計画的に確保し、医師不足地域を解消するため、岩手医

科大学等の医育機関、岩手県医師会、岩手県歯科医師会、県立病院等による地域医療支援ネットワ

ークを充実していくとともに、今後、配置が本格化する奨学金養成医師について、地域偏在解消の

ための適正配置に向けた仕組みづくりを進めます。 

 

○ 特にも、医師の養成確保については、医師確保対策アクションプランにより、高校生や医学生を

対象としたセミナーの開催や臨床研修医の受入れ態勢の整備、女性医師の離職防止や再就業支援な

ど、医師のライフステージに応じた取組を推進するとともに、即戦力医師の招聘を進めます。 

 

○ 岩手医科大学は、本県で唯一の医師、歯科医師及び薬剤師の養成施設であり、県民に対する良質

な医療を提供するうえで重要かつ公益的な役割を果たしていることから、同大学の教育環境や医療

実習環境の充実を図り、県民に良質な医療を提供するため、高度医療施設の整備等を促進します。 

 

○ 地域医療支援センターを中心として、地域医療に関わる関係機関の緊密な連携のもとで、医師の

地域偏在解消に向け、医師の適正配置等を通じた医師不足医療機関の支援や、臨床研修病院や地域

の医療機関において、質の高い教育指導を行うことのできる環境づくりを支援し、医師のキャリア

形成と、県内定着を進めます。 

 

○ 医師の資質向上を図るため、臨床研修医の受入れ体制を整備するとともに、関係団体等と連携の

うえ、医師のライフステージに応じた教育・研修体制の充実を図ります。 
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○ より多くの臨床研修医を確保するため、指導医の養成等により臨床研修体制の充実を図るととも

に、専門技能等の習得に向けたいわゆる後期研修体制の整備を促進します。 

 

○ 自治医科大学での医師の養成や、へき地勤務医師の派遣要請等を行う地域医療支援機構の運営等

により、へき地に従事する医師の確保を促進します。 

 

○ 国の新医師確保総合対策等による、岩手医科大学医学部の定員増に対応し、医師養成奨学金を活

用し、医師の養成を進めます。 

 

○ 養成医師の適切な配置調整とスキルアップの両立について検討するため、岩手医科大学や県内公

立病院等の関係機関の有識者をメンバーとして「岩手県奨学金養成医師の配置調整に関するワーキ

ンググループ」を設置し、必要な診療科への配置調整のあり方、中小医療機関で求められる総合医

的な技能の習得などの方策について検討を進めます。  

 

○ 地域病院の担い手として、総合的な診療能力のある医師を育成し、県内の中小規模の公立病院等

に配置する「地域病院担い手医師医育成事業」に取り組み、総合診療医の養成、確保を促進します。 

 

○ 出産、育児等により医療現場から離れた女性医師等に対する復職支援、医師の事務作業を補助す

る職員（医療クラーク）の配置、医療連携体制の構築による病院と診療所の連携推進、勤務医の処

遇改善等により、病院勤務医の負担軽減を図り、勤務医の確保、定着に努めるとともに、仕事と家

庭の両立の支援のため、女性医師等に対する育児支援を実施します。 

 

○ 歯科医師については、充足する状況が継続されると推測されることから、今後においても関係団

体と連携を図りながら必要な歯科医療を確保します。 

 

○ 岩手医科大学、岩手県医師会、岩手県歯科医師会、地域医療支援病院、地域の中核的病院等の支

援を受けながら、生涯を通した研修の充実を図り、身近な地域におけるかかりつけ医、かかりつけ

歯科医等の資質の向上に努め、健康相談、栄養・運動指導から疾病治療、口腔ケアまでを含むかか

りつけ医等のプライマリ・ケア（初期診療における総合的な診断と治療）機能の充実を促進します。 

 

 

【数値目標】 

圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

病院勤務医師

数（人口 10万

人当たり） 

－ 125.3 － － － － － － － － － 

141.3 117.5 － － － － － － － － － 

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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【医師確保対策アクションプランの概要】 

 高校生から医学生、臨床研修医を経て県内に定着するまでの医師のライフステージに対応し、次の５つ

の視点から施策を取りまとめたもの（平成 17年３月策定）。 

アクション 1（育てる） 

・ 市町村医師養成事業の実施〔奨学金貸付による医師養成と義務履行による公立医療機関勤務医確保〕 

・ 医学部進学セミナーの開催〔高校生を対象に医学部進学の動機付け〕 

アクション２（知ってもらう） 

・ 奨学金制度等医師養成事業のＰＲ〔セミナー等参加学生への説明、高等学校進路指導者への周知〕 

・ いわてサマーセミナーの開催〔医学生と指導医との交流により卒業後の県内での臨床研修を促進〕 

・ 臨床研修病院合同説明会の開催〔学生を対象に県内での臨床研修の働きかけ〕 

・ 臨床研修病院合同面接会の開催〔臨床研修医の採用面接〕 

アクション３（残ってもらう） 

・ 臨床研修指導医講習会の開催〔指導医の養成〕 

・ 臨床研修指導医講習会（スキルアップセミナー）の開催〔指導医の資質向上〕 

・ 臨床研修医合同オリエンテーションの実施〔臨床研修医の交流等〕 

・ 客観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ（オスキー））の実施〔２年次臨床研修医の診療能力評価等〕 

・ 後期研修受入体制の整備〔14臨床研修病院で後期研修プログラムを作成し、後期研修医を募集〕 

アクション４（住んでもらう） 

・ ドクターバンク制度の運営〔医師を県職員として採用し、自治体医療機関に派遣〕 

・ 女性医師就業支援事業の実施〔保育者の確保による育児支援や離職者への研修による職場復帰支援〕 

アクション５（働きかける） 

 ・ 医師不足地域の医学部定員増や特定診療科（産科、小児科等）医師の確保等を国に提案・要望 
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 ２ 薬剤師 

 

【現状と課題】 

○ 本県の薬剤師数は 2,123人（平成 22年末現在）であり、人口 10万人当たりでは 159.6人で、全国

215.9人の約 74％、全国順位第 45位となっています。 

 

○ 二次保健医療圏別では、全ての圏域が全国を下回るとともに、盛岡保健医療圏の 207.7 人に対し、

久慈保健医療圏は 77.0人と、県内における薬剤師の偏在が生じています。 

 

○ 本県の薬剤師の主な従事場所は、薬局 1,256人（59.2％）、病院・診療所 446人（22.0％）、その

他医薬品関係企業等となっています。 

 

○ 医薬分業は、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務を分担し、医薬品の重複投薬の防止や副作

用等の情報交換することであり、より安全性の高い医療の実現につながります。本県における医薬分

業率は、平成 23年度に 73.6%に達しており、処方せんの受け入れ体制整備は相当程度進んでいること

から、今後は、一層の質の向上が求められています。 

 岩手県 盛岡 岩手中部 胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

保健所管内薬局数 573 230 118 55 53 28 19 27 18 25 

人口 10万対薬局数 43.6 47.7 51.4 39.3 39.3 42.7 38.0 30.3 29.3 41.9 

 

○ このため、「かかりつけ薬局」では、医薬品の重複投薬の防止や副作用等について、より個々の患

者に合わせた情報の提供や指導が可能であることから、その普及・定着を図る必要があり、かかりつ

け薬局として医薬品の情報提供及び患者からの相談や、訪問指導などの在宅医療に対応するため、薬

剤師の確保が重要な課題になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医薬分業 

 医療機関で医師が発行した「処方箋」

に基づき薬局で薬剤師が調剤を行って

薬を渡しますので、薬の量や飲み合わせ

を医師と薬剤師が二重に行うこととな

り、薬をより効果的で安全に使用するこ

とができます。 

かかりつけ薬局のメリット 

① 患者ごとの薬の服用記録（薬歴）が

作成されます。 

② 複数の医療機関を受診している場

合等に薬の重複投与や相互作用によ

る副作用を防止できます。 

③ 服薬指導（薬の飲み方や副作用な

ど）を気軽に受けられます。 

④ 一般薬や健康についての情報提供

も受けられます。 

【医薬分業とかかりつけ薬局】

処
方
箋

受
診

処方箋

受診

処方箋

受診

連

絡

連

絡

連

絡

情報

提供

一般薬

調剤薬

かかりつけ薬局
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○ 薬剤師は服薬指導などの業務を通じて、過量服用のリスクの高い患者を早期に見つけ出し、適切な

医療に結びつけるなど自殺対策の「ゲートキーパー」としての役割も担っています。 

 

○ また、病院等における薬剤師の病棟業務への関与など、薬剤師業務の多様化や高度化に対応して、

特定の医療分野ごとに関係団体等による専門薬剤師・認定薬剤師の養成も行われています。 

 

 

○ なお、災害時には医薬品の専門家として、薬の提供や相談の他、避難所などでの消毒薬の使い方な

ど、衛生管理の助言も行っています。 

 

 

【課題への対応】 

○ 関係機関等との連携や情報共有等により、県内外の薬学生に対して薬剤師の活動についての啓発や

本県内での就業のきっかけづくりを行うなど、卒業生の県内への定着を図ります。 

 

○ 薬剤師業務の多様化や高度化に対応するため、岩手県薬剤師会等と連携し、薬剤師の生涯教育や各

種認定薬剤師の養成など各種研修会の充実を図ります。 

 

○ 平成 18 年から、大学の薬学教育は、４年制から６年制課程へ移行しました。６年制課程で実施さ

れる薬学生の病院や薬局での実務実習の受け入れ体制を充実させるとともに、就業後における継続的

な資質向上の取組体制や働きやすい職場環境を整備することにより地域での就業の動機付けを図り

ます。 

 

○ なお、薬剤師数が特に少ない沿岸地域においては、東日本大震災津波に伴う復旧・復興に資するた

め、岩手県薬剤師会と連携し沿岸地域の薬剤師と薬学生交流など地域における薬剤師の確保対策を推

進します。 

 

【数値目標】 

圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

人口 10万人当

たり薬剤師数 

－ 172.0 － － － － － － － － － 

215.9 159.6 207.7 149.9 132.2 134.0 125.2 157.5 110.4 77.0 136.3 

備考）上段：目標値、下段：現状値 

 

【専門薬剤師制度・認定薬剤師制度】 

薬物療法や禁煙等、特定の医療分野等において高度な知識や技量、経験を持つ薬剤師を認定する制度です。 

がん専門薬剤師、感染制御専門薬剤師や在宅療養支援薬剤師、禁煙に関する指導認定薬剤師等、各種の認定薬剤

師・専門薬剤師資格について、関係団体・学会等による認定制度があります。 
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３ 看護職員 

 

【現状と課題】 

○ 医療技術の高度化・複雑化や医療・看護等に対する県民ニーズの高度化・多様化に伴い、これに的

確に対応できる質の高い看護職員等の養成・確保が求められています。 

 

○ 本県においては、平成 20年度に「いわて看護職員確保定着アクションプラン」を策定、平成 23年

度に見直しを行い、看護職員の養成確保(中高校生のための看護進学セミナー、岩手県看護職員修学

資金貸付など)、定着対策(看護学生サマーセミナー、新人看護職員研修など)、再就業の支援(潜在看

護職員復職研修など)等に総合的・体系的に取り組んでいます。 

  

○ 本県の看護職員数(保健師・助産師・看護師・准看護師の合計数)は、平成 22年には 15,704.4人(常

勤換算)であり、人口 10万人当たりの看護職員数は 1,235.6人と全国平均 1,089.2人を上回っていま

すが、病床 100対看護職員数は 53.3人と全国平均 57.2人を下回っている状況です。 

 

○ 平成 22年度に策定した本県の「第七次看護職員需給見通し」(平成 23年～平成 27年)においては、

平成 27 年の看護職員需要数 17,170.6 人に対して、供給数 16,433.2 人と 737.4 人の不足が見込まれ

ており、医療安全の確保や患者の視点に立った質の高い医療サービスを提供していくため、時代の要

請に応えられる看護職員を質・量ともに確保していくことが求められます。 

 

○ 県内の看護職員養成施設卒業生のうち、県内に就業した割合は近年低下傾向にあります。平成 22

年 3 月卒業生の県内就業率は 42.6％と近年で最も低く、その後平成 23 年 3 月には 50.1％、平成 24

年3月には50.8％と若干回復傾向がみられているものの県内就業が約半数にとどまっている状況です。 

 

○ 県内病院の看護職員の離職率は、平成 22 年度で 6.8％と全国平均 11.0％を下回っていますが、退

職者のうち 30歳以下の割合が 35.6％と早期離職が多い現状です。 

 

○ 未就業看護職員の再就業を促進し、医療機関等の看護職員を確保するため、本県においては平成 5

年 9月岩手県看護協会を岩手県ナースセンターに指定し、同協会と連携し、就業に関する相談、再就

業研修、訪問看護師の養成などに取り組んでいます。 

 

○ 看護師に必要な臨床実践能力が複雑多様化し、新卒者が習得している看護実践能力との間に乖離が

生じていることから、平成 22 年 4 月から新人看護職員研修が努力義務化されました。このため、新

人看護職員を採用した全ての医療機関で「新人看護職員研修ガイドライン」に基づいた研修を実施す

る体制の整備が求められています。 

 

○ 特定の看護分野について専門性の高い知識や技術を有した看護師の育成を進めており、平成 24年 9

月 1日現在、専門看護師は 4名、認定看護師は 96名が登録されています。 

 

○ 東日本大震災津波による被災に伴い、沿岸被災地の看護職員数に大きな減少はみられませんが、発

災前から看護職員確保が困難な地域であり、発災後の医療機関や介護施設等での看護職員確保が一層
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難しい状況となっています。 

 

 

【課題への対応】 

○ 「いわて看護職員確保定着アクションプラン」に基づき、看護職員養成施設、医療機関、公益社団

法人岩手県看護協会、岩手県立大学等の関係機関・団体と連携し、看護職員の確保定着を進めます。 

 

○ 中高校生の看護職員への進路選択を促進するため進学セミナーや看護体験などを実施し、看護職員

養成施設への入学者拡大を推進します。 

 

○ 県立高等看護学院における教育環境の改善を図るため、寄宿舎の整備や校舎の改修等に計画的に取

組みます。 

 

○ 看護教員に対する継続研修や実習指導者を養成するための研修を実施し、看護基礎教育の質の向上

を図ります。 

 

○ 県内の看護職員養成施設卒業生の県内就職率の向上を図るため、卒業後に県内の医療機関で勤務す

ることにより返還が免除される看護職員修学資金の貸付や看護学生サマーセミナー(県内医療施設で

の職場体験学習)の実施など、看護学生に対する県内就職への働きかけを実施します。 

 

○ 県外で学ぶ看護学生や県外で就業している看護職員に対し、県内就職ガイドブックの配付やＵター

ンイベントなどＵターン推進のための働きかけを強化します。 

 

○ 県内で就職している看護職員の離職を防止し、看護職員としての働きがいを感じながら県内に定着

できるような勤務環境の整備、教育体制づくりへの支援を行います。 

 

○ 被災地における医療提供体制を確保するため、医療機関等の看護職員確保の取組に対し支援します。 

 

○ 潜在看護力の活用を図るために、ナースセンターの活用を促進するとともに、潜在看護職員の再就

業促進のための研修や、県内の医療機関等における多様な勤務形態の導入等働きやすい職場環境づく

りに向けた支援を行います。 

 

○ 看護の質の向上と早期離職の防止のため、医療機関が行う新人看護職員の研修に対する支援を行う

とともに、新人看護職員及び教育担当者等への集合研修を実施します。 

 

○ 看護職員の資質向上のため看護管理者研修、中堅職員実務研修、助産師研修、准看護師研修等を実

施するとともに、専門看護師や認定看護師の養成や活動推進に向けた支援を行います。 

 

○ 看護職は、人々の最も高い関心事である健康にかかわる専門職であり、高齢化の進む本県にとって

重要な職業であることから、看護の日記念行事などを通し看護の仕事や魅力について社会にアピール

するよう取り組みます。 
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【数値目標】 

圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

看護職員数 1,500,900 17,170.6 － － － － － － － － － 

1,395,571 15,704.4 － － － － － － － － － 

備考）上段：目標値、下段：現状値 

 

 

【いわて看護職員確保定着アクションプランの概要】 

 看護職員の安定的な確保と定着、資質向上に関する施策を、県、看護職員養成施設、看護関係団体、県

内保健医療関係施設等が連携して推進するため定めたもの（平成 21年 2月策定）。 

アクション 1（養成確保対策） 

・ 看護職志望者を増やす働きかけ〔看護進学セミナー〕 

・ 看護学生の修学支援〔岩手県看護職員修学資金貸付〕 

アクション２（定着対策） 

・ 県内就業とＵターン促進〔看護学生サマーセミナー、看護職員就職ガイドブック作成〕 

・ 離職防止に向けた働きやすい職場づくりの推進〔新人看護職員研修、就業環境改善研修〕 

アクション３（潜在看護力の活用対策） 

・ 未就業看護職の実態把握と再就業支援〔ナースセンター事業、潜在看護職員復職研修〕 

アクション４（資質向上対策） 

・ 看護職員の資質向上〔認定看護師育成支援、認定看護師実践フォーラム、各種研修〕 

アクション５（看護の魅力を社会へ発信） 

 ・ 看護の重要性の啓発と魅力のアピール〔看護の日、看護ふれあい体験〕 
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第４節 地域保健医療対策の推進等 

 １ 障がい児・者保健対策の推進 

 

【現状と課題】 

○ 障がいの予防と早期発見のためには、市町村の母子保健対策の充実や障がいの発生防止のための生

活の安全確保、疾病の予防につながる健康づくり、後遺症が残りにくくするための早期リハビリテー

ション体制の整備など、各ライフステージに対応した取組みを実施できる体制が必要です。 

 

○ 障がいを早期に発見し、できるだけ早く適切な療育支援を行うため、市町村における乳幼児健康診

査に加え、県立療育センターが巡回相談を行うなど、県立療育センターと市町村が連携して早期療育

に取り組んでいます。 

 

○ 乳幼児期の発達障害を含めた障がいの早期発見のため、市町村による妊婦・乳幼児健診受診率の向

上、スクリーニングの精度の向上に加え、地域の医療機関や市町村が連携した早期発見の仕組みをさ

らに充実していくことが必要です。 

  また、保育所や療育教室、児童発達支援事業所等がより専門的な療育サービスを提供できるよう、

地域療育の担い手となる人材の育成、資質の向上を図ることが必要です。 

 

○ 各種健診等で発見された障がい児あるいは障がいが疑われる子どもが、早い時期から適切な療育サ

ービスが受けられるとともに、子どもの発達や障がい、育児等に不安を抱える保護者が、早期に適切

な相談や支援を受けられるようにしていくことが重要であり、保育所や幼稚園、市町村の療育教室や

児童発達支援事業所などによる療育体制の充実とその支援が求められています。 

 

○ さらに、呼吸管理を中心に濃厚な医療やケアを常時必要とする超重症児等※の受入等による支援ニ

ーズが高まっており、対応する医療機関の充実や支援体制の整備が必要です。 

  また、県内のどの地域においても早期の医学的診断や専門的な医療を提供していくためにも、県立

療育センターと関係医療機関との連携を強化していくことが重要です。 

 

○ 県内では、身体障がい者が職場復帰や生活の質の向上のためのリハビリテーションを行う施設が限

られており、その体制整備が求められています。 

 

○ 障がいのある方が地域で生活していく中で、それぞれの状態に応じた適切なサービスを受けること

ができる体制の充実が求められています。 

 

 

 

            

超重症児等※ 

超重症児：人工呼吸器の使用や気管切開、経管栄養を行うなど、常時、呼吸管理や食事機能の管理など

濃厚な医療やケアを必要とする状態が６ケ月以上継続している障がい児 

準超重症児：超重症児に準じる状態にある障がい児 
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○ 身体障害者手帳交付者数の推移（障がい部位別） 

               （人） 

 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

視覚・視野 
4,766 

（8.6%） 

4,714 

（8.4%） 

4,631 

（8.3%） 

4,573 

（8.1%） 

4,420 

（7.9%） 

聴覚・平衡 
5,224 

（9.4%） 

5,126 

（9.2%） 

5,054 

（9.0%） 

4,996 

（8.9%） 

4,869 

（8.7%） 

音声・言語・そしゃく 
584 

（1.0%） 

572 

（1.0%） 

571 

（1.0%） 

579 

（1.0%） 

576 

（1.0%） 

肢体不自由 
32,348 

（58.1%） 

32,466 

（58.0%） 

32,484 

（57.9%） 

32,470 

（57.6%） 

32,149 

（57.4%） 

内部 
12,795 

（23.0%） 

13,063 

（23.4%） 

13,357 

（23.8%） 

13,732 

（24.4%） 

13,989 

（25.0）%） 

合計 
55,717 

（100.0%） 

55,941 

（100.0%） 

56,097 

（100.0%） 

56,350 

（100.0%） 

56,003 

（100.0%） 

※（ ）内は構成比 

 

○ 療育手帳交付者数の推移 

                           （人） 

年度 交付者数 

区分 

１８歳未満 １８歳以上 

A B A B 

平成 19年度 9,487 770 990 3,168 4,559 

平成 20年度 9,789 797 1,023 3,191 4,778 

平成 21年度 10,112 768 1,034 3,262 5,048 

平成 22年度 10,362 750 1,093 3,300 5,219 

平成 23年度 10,638 734 1,157 3,326 5,421 

※福祉行政報告例第 31 療育手帳交付台帳登載数 

 

 

【課題への対応】 

○ 県立療育センターによる技術的な助言等の支援を通じて、市町村の母子保健施策を通じた早期発見

と早期療育体制の充実を図ります。 

このため、県立療育センターを障がい児療育の中核的機関と位置づけ、発達障害も含めた障がい児

の総合的な相談支援等、専門的機能が発揮できるよう体制の充実を図ります。 

 

○ さらに、超重症児等の受入体制の充実や支援体制の整備を図るため、県立療育センターを改築整備

し、機能を強化するとともに、高度医療機能を有する病院や医療型障害児入所施設等との密接な医療

連携を図り、高度小児医療提供体制の構築に取り組みます。 

 

  また、県内のどの地域においても障がい児等に対し療育上の専門的医療を的確に提供できるよう、

県立療育センターを中核とした関係する医療機関とが連携した療育支援ネットワークの構築を進め

るとともに、市町村と地域の医療機関が連携した各種健診の充実を図ります。 
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○ 障がいの早期発見と相談支援体制の充実を図るため、市町村保健師等健診従事者を対象とした研修

等に取り組むとともに、県立療育センターの地域支援機能を強化し、巡回相談や各種研修の充実を図

り、地域療育を担う人材の育成、資質の向上を図ります。 

 

○ 県内どの地域でも必要な療育が受けられるよう、障がい児を受け入れる保育所等の拡充、専門的な

療育機関の役割を担う療育教室や児童発達支援事業所などの整備促進を図ります。 

 

○ リハビリテーションのほか就労移行支援事業も行っている県立療育センター障がい者支援部を、障

がい者の社会復帰のための中核的施設と位置付け、県内のリハビリテーション施設と連携し、障がい

者の生活の質の向上につながるよう体制を整備します。 

 

○ 市町村の相談支援や教育・労働関係機関との連携により、地域における相談支援体制の整備を促進

するほか、障がい者の集う場やリハビリテーション体制など、各ライフステージに対応する支援の充

実を図ります。 
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２ 感染症対策の推進 

 

【現状と課題】 

○ 病原性の高い新型インフルエンザは、ほとんどの人がウイルスに対する免疫を獲得していないこと

から、世界的な大流行（パンデミック）となる恐れがあり、多数の健康被害とこれに伴う社会・経済

の混乱が懸念されています。 

 

○ 県内のウイルス性肝炎の患者数は、数千人と推定されていますが、肝炎ウイルスに感染しても自覚

症状のない無症候性キャリアが多く存在し、必ずしもすべての患者が適切な治療に結びついていない

と見込まれることから、検査未受診者の掘り起し、検査・相談体制の充実や、全県的な診療体制の整

備が課題となっています。 

 

○ エイズ患者やＨＩＶウイルス感染者は、全国的な傾向として年々増加しており、県内でも新規の患

者及び感染者が年間２～５人という状況が続いていることから、性器クラミジア感染症等の性感染症

と併せ、若年層を中心とする感染予防が求められています。 

 

○ 結核患者数、死亡者数は、国民病としてまん延していた時代に比べると大きく減少しており、本県

の平成 23年の新規登録患者数は 117人、人口 10万人当たり 8.9人と全国で最も少なくなっています

が、施設等での集団感染事例が年１回程度は発生しています。また、通院治療を受けている結核患者

の中には服薬の中断による治療の失敗や脱落が依然としてみられ、新たな感染源となることが懸念さ

れます。 

 

○ その他、感染性胃腸炎、腸管出血性大腸菌感染症等の消化器感染症、小児を中心とする呼吸器感染

症等の患者も毎年一定数発生しており、その発生動向を正確に把握するとともに、拡大防止のための

的確な情報提供が求められています。 

 

○ 感染症に係る医療提供体制については、医療の専門性や感染制御の必要性から、それぞれの感染症

に対応して診療の中心となる医療機関や入院のための病床を確保する必要があります。 

 

 

【課題への対応】 

○ 新型インフルエンザの発生時に県民の健康被害を最小限にとどめ、社会・経済の安定を図るため、

医療や公共サービス等の社会機能維持、報道、行政などの各分野の機関・団体がその果たすべき役割

について共通の認識をもち、官民一体となって発生を想定した対策を進めます。 

 

○ ウイルス性肝炎の予防と早期発見に向け、住民健診や保健指導を行う市町村や定期検診を行う事業

者、医療機関など関係機関と連携を図りながら、検査未受診者に対する受診勧奨を行うとともに、肝

疾患診療ネットワークの構築、治療費への助成、肝炎に対する正しい知識の普及啓発など、「岩手県

肝炎対策計画」に基づき肝炎対策を総合的に推進します。 

 

○ エイズを含む性感染症を予防するため、中学生、高校生などの若い世代を主な対象とした啓発活動
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を実施するとともに、不安感を持つ方の相談支援、ＨＩＶ抗体検査の実施、保健指導等のフォローア

ップに取り組みます。 

 

○ 結核対策では、集団感染等を防止するため県の広報やポスター等を活用した結核予防に係る普及啓

発に取り組むほか、患者発生時には各保健所において感染の疑いのある者に接触者検診を行い、感染

の拡大防止に努めます。また、通院での服薬を要する患者に対しては、医療機関と保健所を中心とし

た地域の連携による確実な服薬支援として「直接服薬確認療法」（ＤＯＴＳ）の推進を図り、治療成

功率の向上に取り組んでいきます。 

 

○ 感染症の流行状況を迅速に分析、評価するため、感染症発生動向調査体制を充実し、県民や保健医

療関係者等に的確に情報提供するとともに、インフルエンザ、感染性胃腸炎、腸管出血性大腸菌感染

症等、各種感染症に関する正しい知識やその予防法の周知を図ります。 

 

○ 感染症に係る医療提供体制を確保するため、個別の感染症ごとに指定医療機関（拠点病院、専門医

療機関等）や入院のための病床を必要数確保するとともに、こうした医療機関を中心とする医療体制

の充実及び診療の質の向上に取り組んでいきます。 

 

 

【参考】感染症指定医療機関等一覧                  （平成 24 年 10 月現在） 

圏域 医 療 機 関 名 
感染症指定医療機関 

肝疾患 エイズ 
第１種 第２種 結 核 

盛岡 

盛岡市立病院 ○ ○  ○  

国立病院機構盛岡病院   ○  ○ 

盛岡繋温泉病院   ○   

岩手医科大学附属病院    ◎ ◎ 

県立中央病院    ○ ○ 

盛岡赤十字病院    ○  

八角病院    ○  

県立中央病院附属紫波地域診療センター    ○  

岩手 

中部 

県立遠野病院  ○ ○   

北上済生会病院  ○    

県立中部病院   ○ ○  

岩手医大附属花巻温泉病院    ○  

胆江 

奥州市総合水沢病院  ○    

県立胆沢病院   ○ ○  

県立江刺病院   ○ ○  

両磐 

県立千厩病院  ○  ○  

県立磐井病院   ○ ○  

国立病院機構岩手病院     ○ 

気仙 県立大船渡病院  ○ ○ ○  

釜石 県立釜石病院    ○  

宮古 県立宮古病院  ○ ○ ○  

久慈 県立久慈病院  ○  ○  

二戸 
県立一戸病院  ○    

県立二戸病院   ○ ○  

計（医療機関数） 1 9 10 17 4 

第１種：第 1 種感染症指定医療機関（エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱等） 

第２種：第 2 種感染症指定医療機関（急性灰白髄炎、ジフテリア等） 

結 核：結核病床を有する感染症指定医療機関 

肝疾患：肝疾患専門医療機関（◎は連携拠点病院） 

エイズ：エイズ治療拠点病院（◎は中核拠点病院） 
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【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

結核罹患率（人

口 10万対） 

15.0 8.0 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

17.7 8.9 6.0 13.1 7.9 10.4 7.6 10.0 11.2 19.5 1.7 

Ｃ型肝炎受診

率（40 歳～79

歳） 

－ 50.00 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

－ 46.86 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

○27 
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３ 移植医療の充実 

 

【現状と課題】 

○ 県は、移植医療の普及のために、(公財)いわて愛の健康づくり財団と連携し、岩手県臓器移植コー

ディネーターを設置するとともに、関係機関・団体と協力のうえ、臓器移植に対する県民の理解を深

めるために次のような取組みを行っています。 

 ・ 臓器提供意思表示方法の普及啓発 

意思表示カード、健康保険証及び運転免許証等による臓器提供意思表示についての普及啓発 

・ 臓器移植の普及推進 

    イベントやマスメディア等を活用した普及啓発 

・ 医療機関(※)における臓器提供体制整備支援 

院内コーディネーター(医療機関の担当職員)向けの研修会開催、医療機関の院内研修会等への講

師等派遣 等 

  ※ 県内の脳死下臓器提供医療機関（平成 24年 9月末現在） 

    岩手医科大学附属病院、県立中央病院、県立中部病院、県立久慈病院、県立大船渡病院 

 

○ 上記の取組みや、近年の医学・医療の進歩及び臓器の移植に関する法律の施行・改正などにより、

移植医療への理解は年々深まってきており、内閣府世論調査結果によると、脳死後に臓器を提供した

い人の割合は平成 10年の 31.6%から平成 20年には 43.5%に増加しています。 

 

○ こうした中、県内の骨髄提供希望者登録数は、平成 18 年度末と比較して平成 23 年度末には約 22%

増加しています。また、平成 9年度～平成 23年度の期間に、県内では心停止後の腎臓提供が 7件

行われています。平成 24 年 9 月には、県内初の脳死下臓器提供が岩手医科大学附属病院で行わ

れ、提供された臓器は、全国の６医療施設において６人へ移植されています。 

 

○ 上記のとおり移植医療は本県においても普及しつつあるものの、県内には臓器移植を希望している

方が 100人前後いる状況などを踏まえ、今後も、「県民や医療従事者等の移植医療に対する理解促進」

「意思表示カード、健康保険証及び運転免許証による臓器提供意思表示の普及拡大」「医療機関にお

ける臓器提供体制の整備」などの移植医療の普及を引き続き推進する必要があります。 

 

【課題への対応】 

○ 県民に対し、イベントやマスメディア等を活用して移植医療の普及啓発に努め、県民の臓器提供意

思表示の促進及び骨髄提供希望登録の促進等を図ります。 

 

○ 日本臓器移植ネットワークと連携し、院内コーディネーター養成や医療機関の院内研修会等への

講師派遣などにより、医療機関の体制整備を支援します。 

 

【相談窓口】 

名称 電話番号 所在地 

(公財)いわて愛の健康づくり財団 019-622-6773 盛岡市内丸 10-1 

岩手県保健福祉部健康国保課 019-629-5471 盛岡市内丸 10-1 
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４ 難病医療等対策の充実 

 

【現状と課題】 

（難病医療対策） 

 ○ パーキンソン病関連疾患、潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデスなど、難病患者は本県におい

ても年々増加しており、治療方法の確立と併せ、療養生活の安定を図るなど、保健・医療・福祉等

の総合的なサービスを提供していく必要があります。 

 

(図表 ) 特定疾患医療費助成患者数 

（各年度末：平成 20 年度まで 45 疾患、平成 21 年 10 月から 56疾患） 

平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

7,218 人 7,514 人 7,953 人 8,245 人 8,424 人 

                                        資料：健康国保課調べ 

 

○ 入院治療が必要となった重症難病患者に対する入院施設の確保や、難病患者の日常生活における

相談・支援等を行う必要があります。 

 

 ○ 障害者総合支援法において、「障害者の範囲」に難病患者が盛り込まれたことから、市町村によ

る難病患者に対する障害福祉サービスが適切に実施されるよう支援する必要があります。 

 

（リウマチ・アレルギー対策） 

 ○ リウマチ（関節リウマチ）は、近年、効果的な対症療法等が確立され、早期治療・早期診療が可

能となりつつあり、また、花粉症などのアレルギー疾患は増加の傾向にあることから、今後、リウ

マチやアレルギー疾患に関する正しい理解を促進するための情報提供や相談体制の充実などが必

要となっています。 

 

【課題への対応】 

（難病医療対策） 

○ 国の制度に基づく特定疾患治療研究事業を推進し、難病に関する原因の究明、治療方法の開発等

を促進するとともに、患者の経済的負担を軽減します。なお、難病対策にかかる国の制度構築につ

いて動向を把握するとともに、必要に応じて要望を行っていきます。 

 

○ 在宅難病患者の安定した療養生活と生活の質の向上を図るため、保健所による「訪問相談」「医

療相談」等を継続するほか、地域における保健・医療・福祉等関係機関のネットワークづくりを推

進します。 

 

〇 入院治療が必要となった重症難病患者に対し、入院施設の確保が行えるよう、県が設置している

重症難病患者入院施設連絡協議会において、難病医療拠点病院・協力病院と地域の医療機関の連携

による難病医療体制の整備を推進します。 

 

 〇  また、県が設置している岩手県難病相談・支援センターにおいて、在宅で療養する難病患者の日

常生活における相談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援などを行い、療養生活の充実を図り
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ます。 

 

○ 市町村が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを円滑に実施するために必要な情報提供

を行うなどにより市町村を支援するほか、難病患者に対し制度の周知を図り利用を促進することに

より、在宅の難病患者のＱＯＬ（生活の質）の維持・向上を図ります。 

 

（リウマチ・アレルギー対策） 

○ リウマチ・アレルギーに関する正しい情報や医療機関等に関する情報などを住民に提供する

とともに、国が日本アレルギー学会等と連携して作成した各種アレルギー疾患の自己管理手法

等の普及を図ります。 

 

○ 厚生労働省主催のリウマチ・アレルギー相談員養成研修会に保健所職員を派遣するなど、保

健所における相談担当者の資質の向上を図るとともに、関係団体や専門医療機関等の紹介、市

町村における相談体制の充実など、住民の相談ニーズにあった相談体制を構築します。 

 

 

【相談窓口】 

名称 電話番号 所在地 

岩手県難病相談・支援センター 019-614-0711 盛岡市三本柳 8-1-3 

岩手県重症難病患者入院施設連絡協議会 019-651-1111 盛岡市内丸 19-1(岩手医科大学附属

病院医療福祉相談室内) 

岩手県保健福祉部健康国保課 019-629-5471 盛岡市内丸 10-1 

上記のほか、各保健所においても相談を受け付けている。 
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（図表 ） 

 

難病医療ネットワーク概念図 

（岩手県重症難病患者入院施設確保事業） 

難病医療拠点病院 

（岩手医科大学附属病院） 

（難病医療専門員配置） 

・協力病院等からの要請で高度な医療を要する患者を

受け入れ 

・医療機関、社会福祉施設等に対する最新の医学的指

導、助言 

・難病医療従事者研修会の実施 

・在宅重症難病患者一時入院事業（レスパイト入院）

の実施 

・在宅難病患者に対する非常用電源装置の無償貸与 

 

 

 

 

難病医療協力病院（14か所） 

岩手医科大学附属花巻温泉病院 

（独）国立病院機構岩手病院 

(独)行政法人国立病院機構盛岡病院 

県立中央病院、県立久慈病院 

県立二戸病院、県立宮古病院 

県立釜石病院、県立大船渡病院 

県立胆沢病院、もりおかこども病院、 

南昌病院、県立東和病院 

一関市国保藤沢病院 

・拠点病院等からの要請で患者を受け入れ 

・医療機関、社会福祉施設等への医学的指導、

助言 

・在宅重症難病患者一時入院事業（レスパイト

入院）の実施 

・在宅難病患者に対する非常用電源装置の無償

貸与 

 

 

 

 

保健所  一般医療機関（主治医） 

 

 

 

 

重症難病患者（又は家族等） 

 

 

 

 

 

（受入れ調整） （指導・助言） 

（療養相談） （指導等） （受診） （診療・指導等） 

（照会） （指導・助言） 

（
照
会
） 

（
照
会
） 

（
療
養
相
談
） 
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(図表 ) 

 

難病患者相談・地域生活支援体制イメージ図 

 

 

 

 

難病相談・支援センター 

協力病院 

重症難病拠点病院 

協力病院 一般医療機関 

難病患者 
家族 

在宅療養計画策定評価委員会 

 

地域包括支援センター等 
介護保険等 

サービス 

障害者自立支援法によるサービス 
・ホームヘルプサービス 
・短期入所 
・日常生活用具／補装具 

難病団体 

日常生活の相談・支援 重症難病患者の入院の確保 

市町村 

医師会 福祉関係機関 

その他関係機関 

保健所 

（地域資源・サービスの利用・連携） 

療養支援計画の策定及び評価 

（地域支援ネットワーク事業） 

（連携） 
（連携） 

（相談） （相談・受診） 

（相談） 

（連携） 
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５ 歯科保健の充実 

 

【現状と課題】 

（概況） 

○ 平成元年に厚生省（当時）及び日本歯科医師会が、生涯を通じた口腔の健康づくりを推奨し、80歳

になっても 20 本の歯を保つ運動「8020 運動」（ハチマルニイマル運動）を提唱しました。本県にお

いても平成３年から、むし歯のない母子や 80歳で 20本ある高齢者等への表彰などの「8020運動」普

及啓発事業を実施しています。 

 

○ 平成 23 年８月に、国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持に

関する施策を総合的に推進する「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制定されました。 

 

（乳幼児の状況） 

○ 本県の１歳６か月児と３歳児のむし歯有病者率は順調に改善していますが、まだ全国よりも高く、

県内の地域格差も生じています。 

１歳６か月児でむし歯を持つ者の割合（H23） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

 2.46％ 2.18％ 2.59％ 1.34％ 1.55％ 6.98％ 3.16％ 2.93％ 4.48％ 1.61％ 

【平成 23年度歯科健康診査（１歳６か月児及び３歳児健康診査）に係る実施状況】 

３歳児でむし歯を持つ者の割合（H23） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

 26.68％ 24.2％ 25.91％ 22.45％ 29.87％ 41.65％ 37.74％ 21.30％ 33.33％ 37.04％ 

【平成 23年度歯科健康診査（１歳６か月児及び３歳児健康診査）に係る実施状況】 

 

（学童期の状況） 

○ 本県の 12 歳児の一人平均むし歯本数は、順調に改善し、全国と同水準にありますが、県内の地域

格差が生じています。 

 12歳児一人平均むし歯本数（H22 仮）（H24全国値が出次第挿入） 

全国 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

1.25本 1.27本          

【H24年度学校保健統計】 

（成人の状況） 

○ 健康増進法に基づく市町村歯周疾患検診を実施している市町村は 60％（平成 21 年度）であり、そ

の受診率も 7.1％（平成 21年度）と低いことから、歯周疾患検診の実施率及び受診率を高めていく必

要があります。 
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（高齢期の状況） 

○ 本県の 20本以上の歯を有する高齢者（65歳以上）は増加していますが、県民生活習慣実態調査（平

成 21年度）によると、約半数が食べる時に何らかの支障を生じていると回答しています。 

 

○ 高齢化の進行に伴い、要介護高齢者が増加する中で、口腔機能の低下による栄養状態の低下や誤嚥

性肺炎が問題となっています。 

 

（障がいのある者の歯科保健） 

○ 本県の 12 歳児でむし歯のある者の割合は、普通学校の生徒が 40.8％であるに対し、特別支援学校

の生徒が 39.2％でほとんど差はありません（平成 22 年度）が、一人当たりの平均むし歯本数が特別

支援学校の生徒では 1.69本と普通学校の生徒（1.27本）よりも多い状況である（平成 22年度）こと

から、障がいのある者のむし歯予防の取り組みを強化することが必要です。 

 

（災害時の歯科保健） 

○ 東日本大震災津波の際には、地域の歯科診療施設が壊滅的な被害を被ったほか、避難所での生活で

は口腔の衛生確保や歯科診療の受診に困難を極め、災害時における口腔衛生の確保等の重要性が強く

認識されたところです。 

 

（かかりつけ歯科医の普及・定着と機能向上） 

○ ［再掲］多くの県民が、身近な場所で、いつでも、気軽に専門的な相談が受けられるよう、「かか

りつけ歯科医」の普及・定着と機能の向上を図る必要があります。 

 

 

【課題への対応】 

（乳幼児および学童期） 

○ むし歯や歯周病等の歯科疾患の予防、口腔ケア等による口腔機能の向上を図るため、市町村が実施

する母子歯科保健や学校歯科保健の事業や、地域歯科保健と学校歯科保健の連携を支援します。 

 

（成人期） 

○ 歯周病の予防及びかかりつけ歯科医による歯周疾患検診の受診に係る普及啓発を推進するともに、

歯周疾患検診の実施率及び受診率の向上に向け市町村を支援します。 

 

（高齢期） 

○ 歯科医師会や関係団体と連携し、要介護高齢者の口腔と全身の健康を維持・向上させるために、高

齢者施設における口腔ケアや在宅歯科診療の取組を推進します。 

 



176 

 

（障がいのある者の歯科保健） 

○ 障がい者施設における施設従事者への口腔ケア指導など、障がいのある者のむし歯及び歯周病の予

防対策、歯科に係る検診の体制整備を図ります。 

 

（災害時の歯科保健） 

○ 東日本大震災津波の被災地域における口腔保健サービスの提供体制を整備するとともに、災害に備

えた口腔保健サービスの提供体制の確立を図ります。 

 

（かかりつけ歯科医の普及・定着と機能向上） 

○ ［再掲］身近な地域におけるかかりつけ歯科医等の資質の向上に努め、プライマリケア機能の充実

を促進するほか、在宅療養患者への医療の充実を図るため、歯科訪問診療や訪問歯科衛生指導を実施

のほか、地域の横断的な取組として、病院・診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、介

護サービス事業所等の機関の多職種協働による、地域の連携体制の整備を促進します。 

 

 

【相談窓口】 

 

 電話 所在地 

（社）岩手県歯科医師会 019‐621‐8020 盛岡市盛岡駅西通 2－5－25 

（一社）岩手県歯科衛生士会 019‐624‐8144 盛岡市盛岡駅西通 2－5－25 

岩手県保健福祉部健康国保課 019‐629‐5468 盛岡市内丸 10－1 
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６ 母子保健医療の充実 

 

【現状と課題】 

○ 母性並びに乳幼児の健康の保持増進を図るため、市町村が実施する妊産婦及び乳幼児に対する健康

診査、保健指導などの母子保健サービスを充実していく必要があります。 

 

○ 安心して出産できる体制を確保するため、母体や新生児のリスクに応じた適切な医療を提供すると

ともに、高額な医療費が発生した際の支援体制を構築する必要があります。 

 

○ 子育てに関する知識や経験が不足していることにより生じている育児不安や、児童虐待の防止など

に対応するため、子育て家庭を支援するための地域におけるネットワークを構築する必要があります。 

  

○ 女性や子どもが抱える妊娠、出産、思春期などにおける心と体の不安や悩みに適切に対応できるよ

う、正しい知識の普及や相談体制の充実を図る必要があります。 

 

 

【課題への対応】 

○ 市町村による妊娠、出産、育児に至る妊産婦・乳幼児への母子保健サービスの提供体制の充実を図

るため、母子保健従事者に対する研修や情報提供、技術的支援などを継続して行います。 

 

○ 岩手県周産期医療情報ネットワーク「いーはとーぶ」等を活用し、医療機関と市町村等が連携して

妊娠から乳幼児期の健康診査やきめ細やかな保健指導の実施を促進することにより、乳幼児の疾病や

障がいなどの早期発見と母親等への相談指導の充実に努め、早期療育など発達支援の充実を図ります。 

 

○ 総合周産期母子医療センターを中心とした周産期医療体制を充実させるとともに、「いーはとーぶ」

等を活用した搬送・情報ネットワークの効果的な運用を図ります。 

 

○ 未熟児や疾病、障がいを有する子どもの健全な育成を図るため、市町村と連携して、小児慢性特定

疾患治療研究事業¹や未熟児養育医療²、育成医療³による相談支援や必要な医療給付を行います。 

 

○ 不妊専門相談センターや保健所において、不妊に関する情報提供や相談対応を行うとともに、医療

費が高額な特定不妊治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

 

○ 育児不安や児童虐待防止等に対応するため、地域における医療機関と市町村等の連携強化による産

後うつスクリニーングや妊婦・乳幼児健診の充実、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）、

養育支援訪問事業や父親の育児参加の促進などにより育児支援等の充実に努めます。 

 

○ 保健所に設置している女性健康支援センターなどにおいて、妊娠、育児、思春期等の健康教育や相

談活動を充実し、女性が生涯を通じて健康の保持増進が図られるよう支援します。 
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¹小児慢性特定疾患治療研究事業：小児がん、腎疾患等特定の慢性疾患にかかっている 18 再未満の児童の健

全な育成を図るため、その治療方法に関する研究に資する医療費を公費により負担する制度です。 

²未熟児養育医療：出生時体重が 2000ｇ以下などの未熟児が入院治療を受ける場合に、その治療に要する医

療費を公費により負担する制度です。 

³育成医療：身体に障がいのある 18 歳未満の児童が、生活能力を得るために手術等の治療を受ける場合に、

その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。 
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７ 血液の確保・適正使用対策の推進 

 

【現状と課題】 

○ 献血で集められた血液からは、出血などで不足した赤血球などを補うための「輸血用血液製剤」と

血友病の治療などに使用される血液凝固因子製剤などの「血漿分画製剤」が作られています。このよ

うな血液製剤には、赤血球製剤や血小板製剤のように使用期限が採血後それぞれ、21日又は 4日とい

う製剤があることから、年間を通じた献血者の協力が必要です。 

 

○ 現在、輸血用血液製剤や血液凝固因子製剤は国内自給を達成していますが、アルブミン製剤等は依

然として海外からの輸入に依存している状況にあります。（アルブミン製剤の国内自給率：58.2%（平

成 23年度）） 

 

○ 平成 15年 7月に施行された「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」（昭和 31年法律

第 160号）により、血液製剤は国内自給を基本としていることから、県内で必要とする輸血用血液は、

原則、県内での献血により確保する必要がありま

す。また、血液製剤の安全性は、年々向上してい

ますが、未知の感染症等のリスク低減等の観点か

ら、適切で適正な使用が求められており、これは

国内自給及び安定供給の確保の観点からも重要で

す。 

 

○ 近年、少子高齢化が進む中、若年世代の献血者

が減少傾向にある一方、血液を必要とする高齢世

代が増加しているほか、献血者数の季節変動（夏

季・冬季の減少）等もあることから、血液製剤の

原料となる血液が、献血によって過不足なく安定

的に確保されることが重要となります。 

 

【血液の組成と献血、血液製剤の種類】

　　（血液の組成） （献血） （血　液　製　剤　の　区　分）

血
漿

（
5
5

％

）

水分(90%)

タンパク質等(10%)

 ・アルブミン
 ・免疫グロブリン
 ・血液凝固因子等

血
球

（
4

5

％

）

赤血球(96%)

白血球（3%）

血小板（1%）

血漿分画製剤（主なもの）

輸血用血液製剤

血小板成分

(血小板+血漿)

血漿成分 全血製剤 ：赤血球と血漿成分を同時に必要とする場合

赤血球製剤 ：貧血等

血漿製剤 ：重症肝疾患等

血小板製剤 ：血小板減少症等

血液凝固因子製剤 ：血友病等

免疫グロブリン製剤 ：重症感染症等

アルブミン製剤 ：重度熱傷、ネフローゼ、肝硬変等

血血

漿漿

分

画

製
剤

用

全血 成分

・400ml全血

・200ml全血

 

【本県の年齢階層別献血者数の推移】
（単位：人）
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【課題への対応】 

○ 血液製剤の安定的供給と全ての血液製剤の国内自給を図るため、毎年度、岩手県献血推進計画を定

め、市町村や岩手県赤十字血液センターとの連携のもとに、各種献血キャンペーンの実施や事業所に

おける移動採血車の受け入れ施設の確保を図るなど献血を推進します。 

 

○ 特に高等学校への訪問や大学生等による献血ボランティア団体の支援等などにより、今後の献血者

層の中心を担う若年世代の献血意識の向上を図ります。また、感染症等のリスク低減等の観点から

400ml献血や成分献血を推進します。 

 

 

○ 輸血に関係する医療機関、学識経験者からなる、合同輸血療法委員会や血液製剤使用適正化推進委

員会を活用し、血液製剤の安全で適正な使用を推進します。 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

※全血献血目標は 200ml換算であり、「岩手県」（県内合計分）には献血ルーム分を含む。 

圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

全血献血（本） － 64,601 23,740 10,178 8,088 5,713 423 423 758 2,291 2,534 

－ 62,668 21,220 10,802 7,724 6,508 516 451 767 2,156 2,682 

成分献血（人） － 13,388 648 306 162 180 - - - 72 72 

－ 14,415 624 278 160 168 - - - 72 75 

備考）上段：目標値、下段：現状値 

【合同輸血療法委員会】 

 岩手県内の医療機関の輸血療法関係委員会の長などで構成する団体で、県内での適正かつ安全な輸血療法の向上

のための研修等を実施しています。 

【血液製剤使用適正化推進委員会】 

有限かつ善意の資源としての血液の有効活用を図るため、血液需要量の推計や血液製剤の使用適正化などに関す

る検討を行う、血液又は輸血に関する学識経験者等による委員会。 

【岩手県赤十字血液センター】 

 岩手県赤十字血液センターは、県内各地域への移動採血車の配車や固定施設「もりおか献血ルームメルシー」で

の献血（採血業務）のほか、輸血用血液製剤を医療機関へ供給する業務などを行っています。 

【献血に関する問い合わせ先】 

岩手県赤十字血液センター  019-637-7201（渉外課） 

岩手県保健福祉部健康国保課  019-629-5467（薬務担当） 

岩手県県央保健所   019-629-6583（環境衛生課） 

岩手県中部保健所   0197-22-2861（環境衛生課） 

岩手県奥州保健所   0198-22-2331（環境衛生課） 

岩手県一関保健所   0191-26-1415（環境衛生課） 

岩手県大船渡保健所   0192-27-9913（環境衛生課） 

岩手県釜石保健所   0193-25-2702（環境衛生課） 

岩手県宮古保健所   0193-64-2218（環境衛生課） 

岩手県久慈保健所   0194-53-4987（環境衛生課） 

岩手県二戸保健所   0195-23-9206（環境衛生課） 
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８ 医薬品等の安全確保と適正使用対策の推進 

 

【現状と課題】 

○ 医薬品は、疾病の予防・治療に有効である反面、不適切な使用によって副作用が生じることもあ

ります。近年は、複数受診や合併症による多剤使用・長期投与が増加している状況にあり、これら

医薬品を安全で効果的に使用するために「かかりつけ薬局」を定着させ、相談や情報提供に係る体

制の充実を図る必要があります。 

 

○ 岩手県薬剤師会が設置する、「くすりの情報センター」では、広く医薬品等の相談や情報提供業

務を行い、安全な医薬品等の使用方法の啓発に取り組んでいます。 

 

○ 薬局では「お薬手帳」を配布していますが、重複投薬や副作用などを予防するため、より一層の

普及・活用が求められています。東日本大震災津波では、「お薬手帳」により、救護所等で普段自

分の服用していた医薬品の情報を医師や薬剤師に正しく伝えることができました。 

 

○ 本県には、医薬品や医療機器などの製造施設があり、国内外に医薬品等を供給しています。薬事

法（昭和 35 年法律第 145 号）ではこれら医薬品等の品質及び安全の確保のため、製造業者に厳格

できめ細かな管理を義務付けられており、適正な製造管理が行われているかを定期的に県が調査す

ることとされています。 

 

○ さらに、医薬品を販売する店舗について、平成 21 年６月から施行された改正薬事法により専門

家である薬剤師や登録販売者による医薬品のリスクに応じた情報の提供が義務付けられ、この制度

の定着を促進することが求められています。 

 

○ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、先発医薬品（新薬）と治療学的に同等であるものとして

製造販売が承認され、一般的に、開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が

低額となっています。後発医薬品の普及は、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するもので

あることから、その利用が促進されていますが、後発医薬品の数量ベースでの使用割合は、全国

27.4%、岩手県 31.2％「最近の調剤医療費(電算処理分)の動向」（平成 24年 5月号）となっており、

今後も、普及を促進することが必要です。 

 

 

【課題への対応】 

○ 薬局機能情報システムなどにより、県民に各薬局の有する機能情報等を提供し、患者による薬局

の適切な選択を支援するなど、分かりやすい薬局機能情報の提供を行います。 

 

○ 岩手県薬剤師会と連携して、「お薬手帳」の薬局窓口でのポスター掲示や説明などにより、その

有用性のＰＲを図り、さらなる「お薬手帳」の普及・活用を推進します。 

 

○ 医薬品の適正使用を推進するため、「薬と健康の週間」などを活用して薬の正しい知識の普及を

図るとともに、医薬品の情報提供等を推進します。 
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○ 薬事業務に従事する職員に専門的な研修を実施し、製造から消費者に届くまでの全ての段階で、

関係する事業者に対する監視指導を充実させます。 

 

○ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進を図るため、県民や医療機関等に対し、品質や医

療保険制度上の取扱いについて啓発を行います。 

 

 

 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

薬の情報セン

ター相談受付

件数 

－ 2,250 － － － － － － － － － 

－ 2,010 － － － － － － － － － 

備考）上段：目標値、下段：現状値 

 

【相談窓口】 
 

岩手県薬剤師会 くすりの情報センター 019-653-4591 

 

岩手県保健福祉部健康国保課  019-629-5467 

岩手県県央保健所   019-629-6583 

岩手県中部保健所   0197-22-2861 

岩手県奥州保健所   0198-22-2331 

岩手県一関保健所   0191-26-1415 

岩手県大船渡保健所   0192-27-9913 

岩手県釜石保健所   0193-25-2702 

岩手県宮古保健所   0193-64-2218 

岩手県久慈保健所   0194-53-4987 

岩手県二戸保健所   0195-23-9206 

【薬局機能情報システム】 

薬局の場所や提供できるサービスの内容を、ホームページで公開しています。

（http://www.med-info.pref.iwate.jp/、岩手県公式ホームページ⇒お役立ち情報を探す・医療機関検索） 
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９ 薬物乱用防止対策の推進 

 

【現状と課題】 

○ 現在は第三次覚せい剤乱用期が継続し、検挙者数が高い水準で推移しており、薬物の乱用によっ

て乱用者自身の健康が損なわれるばかりでなく、様々な犯罪を誘因するなど社会に及ぼす弊害は計

り知れず、薬物乱用の撲滅が求められています。 

 

○ これまでの覚せい剤や大麻等に加え、合成麻

薬など多くの薬物が乱用される実態にあります。 

 また、インターネットや携帯電話等の普及に

伴い、これらを利用した薬物の情報伝播や取引

が増えています。 

 

○ 近年は、幻覚作用などを引き起こす薬物を含

有するハーブなどが「合法」又は「脱法」など

と称して販売され、特に若年層を中心として広

がり、使用者が刑事事件や交通事故を起こすな

ど社会問題となっています。 

 

 

【課題への対応】 

○ 関係機関の参画による「岩手県薬物乱用対策推進本部」を設置し、薬物乱用防止対策を総合的、

かつ効果的に推進するとともに、「岩手県薬物乱用防止指導員」（400 名を委嘱）による地域に密

着したきめ細かな普及啓発活動を推進します。 

 

○ 学校、警察や関係機関と連携し、薬物乱用防止教室等を開催し、中学生・高校生への啓発に取り

組むほか、広報活動の強化及び薬物乱用防止思想の普及を図ります。 

 

○ 薬物乱用防止に関する研修や会議への派遣により関係職員の資質向上を図るとともに、県精神保

健福祉センター、保健所、県庁に設置している相談窓口において、薬物に関する相談に対応するな

ど、薬物相談対応の充実を図ります。 

 

○ 病院、薬局等に対し、立入検査などの実施を通じた麻薬や向精神薬等の取扱いの指導強化を図り

ます。 

 

【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

薬物乱用防止

指導員の実施

する啓発活動

への住民参加

人数 

－ 
15,000          

 
14,000          

備考）上段：目標値、下段：現状値 

【覚せい剤事犯検挙者数の推移】
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【相談窓口】 
岩手県精神保健福祉センター  電話番号 019-622-6955 

（こころの相談電話） 相談時間 9：00～ 16：30（月～金曜日／祝祭日及び年末年始を除く） 

 

岩手県保健福祉部健康国保課  019-629-5467（薬務担当） 

岩手県県央保健所   019-629-6583 

岩手県中部保健所   0197-22-2861 

岩手県奥州保健所   0198-22-2331 

岩手県一関保健所   0191-26-1415 

岩手県大船渡保健所   0192-27-9913 

岩手県釜石保健所   0193-25-2702 

岩手県宮古保健所   0193-64-2218 

岩手県久慈保健所   0194-53-4987 

岩手県二戸保健所   0195-23-9206 
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10 医療に関する情報化の推進 

 

【現状と課題】 

（医療情報ネットワークの構築） 

○ 県内どこからでも公共情報の提供やサービスが受けられる情報通信環境の実現を目的として県が 

整備している「いわて情報ハイウェイ」を活用し、岩手医科大学に設置した「いわて医療情報セン 

ター」を中心として、11の県立病院を結んだテレビ会議システムである「いわて医療情報ネットワ 

ーク（画像診断等）」を運用しています。 

 

○ 「いわて医療情報ネットワーク（画像診断等）」では、医療機関の間での症例検討や手術映像等 

の配信、岩手医科大学の専門医による技術的助言の実施、がん及び循環器病に係る高度医療情報ネ 

ットワークにおいて実施されているテレビ会議システムの映像の配信等の取組が行われており、県 

内の医療機関における医療の質の向上に努めています。 

 

○ 小児救急分野では、各二次保健医療圏の中核的な病院（16病院）と岩手医科大学附属病院との間 

をテレビ会議システムで接続し、動画像を送受信して、岩手医科大学の小児科専門医の適切な助言 

を受けながら小児救急患者の診療を行うことができる「小児救急医療遠隔支援システム」を運営し 

ています。 

 

○ 周産期分野では、総合周産期センター（岩手医科大学附属病院）と県内中核病院をテレビ会議シ 

ステムで結び、専門医への相談体制の整備を進めています。さらに、市町村における妊娠届出情報 

や医療機関における健診、分娩、退院情報のほか、遠隔妊婦健診システムを一体化し、インターネ 

ット回線で情報を共有する新しい周産期医療情報システムである「いーはとーぶ」を導入、運営し 

ています。 

 

○ ＩＣＴ技術の進歩を踏まえ、既存システムの有機的な連携による地域医療サービスの向上や、シ 

 ステム運用の効率化が課題となっています。 

 

（遠隔医療の推進） 

○ 遠隔医療には様々な形態がありますが、本県においては、岩手医科大学を中心として地域の医療 

機関との間で情報通信ネットワークを活用した取組が進められており、遠隔放射線画像診断を 20 

病院（全体の 22.7％）、遠隔病理診断を９病院（全体の 10.2％）、在宅療養支援を２病院（全体 

の 2.2％）が導入しています（平成 24年）。 

 

【Ｈ24病院における遠隔医療への取組状況（医療機能調査）】             箇所 

 全国 岩手 盛岡 
岩手

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

遠隔放射線画像診断 857 20 6 3 2 5 1 2 1 0 0 

遠隔病理診断 192 9 3 2 1 2 0 0 1 0 0 

在宅療養支援 44 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

     ※全国の数値は、平成 20年医療施設調査 
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○ 本県は広大な面積を有し、地域間における医療資源の格差の問題も抱えていることから、へき地 

医療や在宅医療を推進するうえでＩＣＴ（情報通信技術）の活用による遠隔医療の推進に大きな期 

待が寄せられていますが、導入・運営に係る多額のコストの問題や、運用にあたっての依頼側と支 

援側の体制整備の問題など解決すべき課題があります。 

 

 

 

 

 

○ 遠隔医療をはじめとする医療連携の基盤整備について、オーダリングシステムは 45病院が導入済 

み、電子カルテシステムについては 21病院が導入済みとなっており、今後より一層の導入推進が 

求められています（平成 24年）。 

 

 【Ｈ24病院におけるオーダリングシステムの導入状況（医療機能調査）】    箇所（割合） 

全国 岩手 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

2,630 45 14 9 6 7 1 2 3 2 1 

     ※全国の数値は、平成 20年医療施設調査 

 

 【Ｈ24病院における電子カルテの導入状況（医療機能調査）】         箇所（割合） 

全国 岩手 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

948 21 9 4 3 4 0 0 0 1 0 

     ※全国の数値は、平成 20年医療施設調査 

 

○ オーダリングシステムや電子カルテ等情報システムの導入にあたっては、導入コストが多額にの 

ぼることや、導入当初における医師等関係者の負担増などの課題に適切に対処するほか、情報セキ 

ュリティの徹底に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（医療情報のバックアップ体制の構築） 

○ 東日本大震災津波においては、医療機関に保管していた紙のカルテやサーバー等の機器が流失し、 

患者の過去の診療状況や服薬履歴が分からなくなるなど、その後の診療に支障を来したことから、 

医療情報を電子化するとともに、遠隔地へバックアップする体制を構築する必要があります。 

 

 

 

 

遠隔医療とは 

・患者や相手方の医師等と直接対面することなく、情報通信ネットワークを活用して伝送された画像や臨床

データ等の情報を基に、医師等が診断、指示、治療などの医療行為及びこれらに関連した行為を行うこと

です。 

オーダリングシステムとは 

・紙に手書きで作成していた伝票や処方せんの内容をコンピュータに入力することによって、処方せん処理

から医事会計までを電子化するシステムのことで、病院事務の省力化と患者へのサービス提供時間の短縮

を目的とするものです。 

電子カルテシステムとは 

・病院で医師が記録する診療録(カルテ)を、コンピュータを用いて電子的に記録・保存するシステムで、紙

のカルテを利用する場合に比べ、保存や管理が容易で、院内の別の場所で必要なときネットワークを通じ

てすぐに呼び出すことができ、後から研究などに利用する際にも再利用性が高いといった利点があります。 
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【課題への対応】 

（医療情報ネットワークの構築） 

○ 沿岸地域の医療の復興のため、岩手医科大学附属病院と被災地の地域中核病院等との間における 

診療情報連携システム（「（仮称）岩手県医療情報連携ネットワークシステム」）を構築し、診療 

情報の共有基盤の強化を図ります。 

 

○ 整備予定の「（仮称）岩手県医療情報連携ネットワークシステム」との連携も視野に入れながら、 

釜石保健医療圏における「かまいし医療情報ネットワーク（仮称）」の導入など、被災地を中心に、 

県内各地域における医療・健康情報の共有基盤の整備を推進します。 

 

○ 「いわて医療情報ネットワーク（画像診断等）」や小児救急医療遠隔支援システム、周産期医療 

情報ネットワーク等の既存の情報システムについては、システム総合の連携による効率的な運用な 

ど、これまでの運用のなかで整理された課題を踏まえながら効率化を進めつつ、必要に応じてシス 

テムの改修等により機能の強化を図ります。 

 

（遠隔医療の推進） 

○ 広大な県土を有する本県の地理的、時間的制約や、医療に関する資源の地域的格差の問題の解消 

に取り組むためには、対面診療を補完する遠隔地からの診療連携体制の強化（遠隔医療）は重要な 

視点であり、医療機関等の主体的な取組に対して必要な支援を行います。 

 

○ 具体的には、岩手医科大学附属病院と被災地の地域中核病院等を結ぶ「（仮称）岩手県医療情報 

連携ネットワークシステム」等を活用して、遠隔放射線画像診断や遠隔病理診断を推進します。 

 

 

 

 

 

 

○ 医療機関における事務の効率化と遠隔医療の推進も見据えた情報連携基盤強化の観点から、オー 

ダリングシステムや電子カルテのより一層の普及を推進するとともに、患者の診療情報漏えい防止 

のために、セキュリティ対策の徹底を図ります。 

 

○ 電子カルテの導入当初における医師等関係者の負担増といった問題については、関係機関で組織 

する予定の「（仮称）岩手県医療情報連携協議会」の場において、専門家の意見等も踏まえながら 

検討を進めます。 

 

（医療情報のバックアップ体制の構築） 

○ 各医療圏における医療・健康情報の共有基盤整備のなかで、診療情報のバックアップが図られる 

よう促すとともに、岩手医科大学附属病院と被災地の地域中核病院等を結ぶ「（仮称）岩手県医療 

情報連携ネットワークシステム」等を活用したバックアップの推進に取り組みます。 

 

遠隔放射線画像診断とは 

・要請側医療機関が、Ｘ線、ＣＴ、ＭＲＩ画像等の静止画像を支援側医療機関の専門医に送信し、専門医は、

診断結果を画像やメール等で返信するものです。また、画像を要請側と支援側の双方で共有し、リアルタ

イムで診断に関する相談を行うものです。 

遠隔病理診断とは 

・要請側医療機関が、病理画像や眼底画像等の動画・静止画像を支援側医療機関の病理医や眼科医に送信し、

支援側は、診断結果を音声やメール等で返信するものです。 
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【数値目標】 

圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

電子カルテを

導入している

病院数 

－ 35 11 5 4 5 1 2 3 2 2 

948 21 9 4 3 4 0 0 0 1 0 

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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第５節 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組 

１ 健康づくりの推進 

 

（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

【現状と課題】 

○ 本県では、健康寿命の延伸、早世の防止及び生活の質や人生の質の向上を図り、健康安心・福祉社

会を実現するための指針として「健康いわて 21 プラン」を平成 13 年６月に策定し、県民の健康づく

りの諸施策を推進してきたところです。 

 

○ 平成 24 年７月に策定された「２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１（第２次））」（以

下、「健康日本２１（第２次）」という。）では、10 年後に目指す姿を「すべての国民が共に支え合い、

健康で幸せに暮らせる社会」として、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小、②主要な生活習慣病の発

症予防と重症化予防、③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上、④健康を支え、守るため

の社会環境の整備、⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔に関する生活

習慣及び社会環境の改善の５つを基本的な方向に掲げさまざまな施策を推進することとしています。 

健康日本２１（第２次）の概念図 

 

 

○ 健康いわて 21 プランは、平成 25 年度を最終年度としており、平成 26 年度以降の健康づくりの推

進にあたっては、健康いわて 21 プランの最終評価に基づく課題や健康日本２１（第２次）の内容も

踏まえながら、「（仮称）健康いわて 21 プラン（第２次）」を策定する必要があります。 

 

○ また、県民の日常生活に制限のない期間（健康寿命）は、男性が 69.43 年（平成 22 年、全国 43 位）、

女性が 73.25 年（全国 32 位）と全国でも下位に位置していることから、県民の健康寿命の延伸を実

現することが重要な課題となっています。 

 

次期国民健康づくり運動による具体的取組 
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【課題への対応】 

○ 健康いわて 21 プランの最終評価及び国の「健康日本２１（第２次）」も踏まえながら、「健康いわ

て 21 プラン（第２次）」を策定し、本県の健康づくりを推進していきます。 

 

○ 県民の健康寿命の延伸と全国との格差の縮小に向け、県や市町村、関係機関・団体と連携して、健

康増進・疾病予防のほか、疾病の早期発見と重症化予防、介護予防などに総合的に取り組みます。 

 

 

（２）主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

【現状と課題】 

（生活習慣病の発症予防） 

○ 生活習慣病の発症予防のためには、生活習慣病との関連が深いとされる喫煙、多量の飲酒、身体活

動量の低下、栄養・食生活の偏りなど、健康に悪影響を及ぼす生活習慣の改善に取り組むことが重要

です。 

 

○ 平成 22 年度に実施した健康いわて 21 プランの到達度・活動状況評価（以下、「到達度・活動状況

評価」という。）によれば、生活習慣病の発症予防に関し、次のような課題がみられます。 

 ・ 健康的な食生活や運動習慣、小さいころからの肥満予防が必要 

 ・ 受動喫煙防止や禁煙支援が必要 

 ・ がんに関する知識の普及やがん検診受診率の向上が必要 

 ・ 糖尿病や循環器疾患などを予防するための特定健診の受診率向上や特定保健指導の充実等が必要 

 

（生活習慣病の重症化予防） 

○ がんの重症化（進行がんへの移行等）を防ぐためには、がんを早期に発見することが重要です。ま

た、早期に発見するには、自覚症状がなくても定期的にがん検診を受けることが重要です。 

 

○ 循環器疾患や糖尿病の重症化（循環器疾患の再発、糖尿病による合併症の発症など）を防ぐために

は、治療が必要となる者が適切かつ継続して治療を受けることが重要です。 

 

○ 到達度・活動状況評価では、定期健診等により循環器疾患や糖尿病に関する異常が発見された方に

対する事後指導や治療継続指導などの働きかけが弱い状況にあり、かかりつけ医や専門の医療機関へ

の定期的な受診の働きかけを強化する必要があります。 

 

【課題への対応】 

（生活習慣病の発症予防） 

○ 市町村や関係機関・団体と連携し、地域の食生活改善推進員などのボランティアの資質向上と自主

的な食生活改善活動への支援、栄養・食生活教室などによる啓発活動の実施等により健康的な食生活

習慣の定着を図ります。 

 

○ 商品やメニューなどに栄養成分の表示を行う飲食店やスーパーマーケット等の拡大を図り、県民の

健康的な食品の選択やバランスのとれた食事を促します。 



191 

 

○ 市町村や関係機関・団体と連携し、健康運動指導者や運動ボランティアの資質向上と効果的な運動

プランの提供などの活動支援、健康運動教室などの運動機会の提供、ウォーキングコースなどの地域

で気軽に利用できる運動環境の整備等を促進し健康的な運動習慣の定着を図ります。 

 

○ 学校長や養護教諭などの学校関係者や、事業所の事業主などを対象とした肥満予防のための指導者

研修会のほか、学校や事業所における減塩や運動などの健康教室などを実施する「メタボリックシン

ドローム１割削減地域運動」を展開します。 

 

○ 受動喫煙を防止するため、禁煙や分煙を実施する飲食店等を拡大するとともに、官公庁や病院、学

校、事業所等に対し禁煙化及び分煙化を働きかけ、子どもなど多数の県民が利用する施設の受動喫煙

防止対策を促進します。 

 

○ 市町村や学校等と連携し、妊産婦健診時等における禁煙指導・防煙教育や学校での防煙教育などを

進め妊産婦、未成年者への喫煙防止対策を強化するとともに、医療機関や薬局等と連携した禁煙サポ

ート、禁煙支援マニュアルの活用などによる禁煙支援を促進します。 

 

○ 市町村や関係機関・団体と連携し、広報や肥満予防、運動支援の健康教室など、がんやメタボリッ

クシンドロームに関する正しい知識の普及啓発に取り組みます。 

 

（生活習慣病の重症化予防） 

○ がん検診や特定健診の精度向上及び特定保健指導の充実を図るため、がん検診や特定健診、特定保

健指導の従事者を対象とした研修会を実施し、指導者の資質の向上を図ります。 

 

○ 循環器疾患や糖尿病の要治療者が継続して治療が受けられるよう、市町村や医療機関等と連携し、

治療が必要な者や治療中断者への受診勧奨を行うとともに、かかりつけ医と専門医療機関との診療連

携の促進、糖尿病療養指導士の育成等による療養指導の取組を促進します。 

 

 

（３）社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

【現状と課題】 

○ 社会生活を営むためには、乳幼児期から高齢期まで、それぞれのライフステージにおいて心身機能

の維持及び向上に取り組む必要があります。 

 

○ 到達度・活動評価によれば、児童・生徒の肥満児の割合はいずれも全国平均より高い状況にあるほ

か、中学、高校生の朝食欠食率は年々減少傾向にあるものの、中学生で５％、高校生で 10％程度が朝

食を欠食している状況（平成 21 年度）にあり、引き続き欠食のない健康的な食生活習慣を身につけ

るための取組が必要です。 

 

○ 働く世代にあっては、こころの健康の維持、ストレスへの対処が重要な課題となっており、到達度・

活動状況調査では、睡眠時間が十分で熟睡している人の割合が減少し、ストレスを感じている人の割

合が増えています。 
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○ 高齢世代にあっては、高齢期の社会参加が心理的健康にとって好影響をもたらすほか、外出の機会

の増加による身体活動や食欲の増進効果もあるといわれており、高齢者の活力を生かす社会環境の整

備が急務となっています。 

 

【課題への対応】 

○ 市町村や学校と連携し、乳幼児健診や親子健康教室等を活用した子どもの適正体重管理や朝食摂取

等のパパ・ママ世代への働きかけ、学校における給食や食育教育を通じたバランスの良い食生活、欠

食指導等により子どもの健康的な食生活習慣の定着を促進します。 

 

○ 市町村や関係機関・団体と連携し、こころの健康に関する相談体制の充実、多様な相談窓口の全県

的なネットワークの構築、こころの健康づくりの活動を推進する人材養成などによりこころの健康づ

くりを推進します。 

 

○ 平成 24 年３月に策定した「いわていきいきプラン 2014」に基づき、老人クラブが行う多様な地域

活動や認知症予防活動等を支援するとともに、老人クラブ活動や地域活動、社会貢献活動への高齢者

の参加を促進することにより、高齢者の健康づくりを推進します。 

 

○ 壮年者を対象とする特定健康診査等と、高齢者を対象とした介護予防事業の連携を図ることにより、

支援を必要とする壮年・高齢者を適切に把握し、壮年期から高齢期までの切れ目ない生活習慣の改善

及び健康づくりを推進します。 

 

 

（４）健康を支え、守るための社会環境の整備 

【現状と課題】 

○ 健康を支え、守るための社会環境が整備されるためには、住民一人ひとりが主体的に社会参加しな

がら支え合い、地域や人とのつながりを深めるとともに、企業や民間団体などの多様な主体が自発的

に健康づくりに取り組むことが重要です。 

 

○ 地域における健康づくりを推進する人材や団体はこれまでも県や市町村が行う健康づくり活動の

サポートなど重要な役割を果たしてきたところであり、今後も充実した活動がなされていくための支

援を行う必要があります。 

 

○ 生涯を通じた健康づくりの視点に立ち、ライフステージや活動の場に対応した健康づくりを推進す

るため、地域、職域、学校保健の一層の連携及び地域の健康課題の共有等を目的とした地域職域連携

推進協議会を設置していますが、今後、なお一層の連携及び健康課題の解決方策の検討が必要です。 

 

【課題への対応】 

○ 市町村や関係機関・団体と連携し、地域の健康づくりを推進する人材の養成及び研修会の開催など

によるこれらの人材の資質の向上を図るとともに、栄養教室や運動教室、健康まつりなど自主的な健

康づくり活動を支援し、住民の自主的な参加を促進します。 
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○ 県が設置する地域職域連携推進協議会を通じて、地域、職域、学校保健が有する健康教育、健康相

談、健康情報等を共有し、課題を明確にしながら効果的・効率的な保健事業を展開するとともに、ラ

イフステージに応じた生活習慣病対策やたばこ対策など幅広い健康課題への対応を図ります。 

 

 

 

【相談窓口】 
岩手県保健福祉部健康国保課  019-629-5468（健康予防担当） 

岩手県県央保健所   019-629-6562 

岩手県中部保健所   0197-22-4921 

岩手県奥州保健所   0198-22-2331 

岩手県一関保健所   0191-26-1415 

岩手県大船渡保健所   0192-27-9913 

岩手県釜石保健所   0193-25-2702 

岩手県宮古保健所   0193-64-2213 

岩手県久慈保健所   0194-53-4987 

岩手県二戸保健所   0195-23-9202 
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２ 地域包括ケアの推進 

 

【現 状】 

① 高齢化の進行 

○ 本県の高齢化率 27.1％（平成 23 年 10 月 1 日現在。岩手県人口移動報告年報）は、全国の 23.3％

（平成 23年 10月 1 日現在。総務省「人口推計」）を約４ポイント上回っています。平成 37年（2025）

には高齢化率が 35.0％となり、およそ 3人に 1人が高齢者になると推計されています。 

 

○ 65歳以上の高齢者単身世帯（ひとり暮らしの高齢者）は、約 4.3万世帯（全世帯の 8.9％。平成

22年国勢調査）となっており、平成 37年には約６万世帯（全世帯の 13.2％）、平成 42年には約 6.3

万世帯（全世帯の 14.5％）まで増加すると推計されています。 

 

② 介護保険第１号被保険者数、認知症高齢者数の増加 

○ 介護保険第１号被保険者数は 35.9万人（平成 24年 3月末）となっており、平成 26年度には 37.8

万人と約２万人の増加が見込まれています。 

 

○ 本県の認知症高齢者数（第１号被保険者のうち「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」ラン

クⅡ以上の者）は、平成 18年の 2.4万人（65歳以上人口に占める割合 6.7％）から、平成 24年に

は 3.8万人（10.6％）に増加しています。 

 

○ 全国では、平成 22年の 280 万人（9.5％）から平成 37 年には 470 万人（12.8％）に増加すると

推計されています。（平成 24年 8月。厚生労働省） 

 

③ 介護サービス拠点（特別養護老人ホーム）の整備 

 ○ 第４期介護保険事業計画（平成 21 年度～23 年度）期間中に整備した特別養護老人ホームは、92

か所 1,702床（繰越を含む。）となっており、第５期（平成 24年度～26年度）においては、29か

所 877床の整備が計画されています。 

 

④ 地域包括支援センターの状況 

○ 地域包括ケアの中核を担う地域包括支援センターには、原則として３職種（保健師、社会福祉士、

主任介護支援専門員）の職員を置くこととされているものの、国の配置基準に対する充足率が75.5％

と十分とはいえず、３職種のすべてについて基準を満たしているのは、51 センターのうち 12 セン

ターとなっています。 

  【国の基準に対する必要職員数充足率（％）】 

年度 保健師 社会福祉士 主任介護支援専門員 合計 

２２ 85.2 70.7 60.5 72.2 

２３ 89.5 72.3 61.7 74.8 

２４ 91.9 69.9 64.5 75.5 

（H24.5.1 県長寿社会課） 
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【課 題】 

≪地域包括ケアシステムの構築支援≫ 

沿岸被災地における新たなまちづくりに当たっては、住み慣れた地域で安心して生活し続けること

ができるよう、地域包括ケアの視点（医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく提

供される体制）によるまちづくりを進める必要があることから、復興基本計画（平成 23 年度～平成

30年度）に基づき、内陸部に先行して取り組むとともに、全県では高齢者人口がピークを迎え団塊の

世代が 75歳以上となる平成 37年までに、各市町村で地域包括ケアシステムを構築する必要がありま

す。 

 

① 在宅医療・介護の連携推進 

○ 在宅医療の推進をはじめとした医療と介護の連携体制の構築が急務となっており、市町村（地域

包括支援センター）による地域ケア会議等を活用した多職種協働による在宅医療支援体制の構築が

必要です。 

 

② 地域包括ケアのまちづくり 

○ 被災地の新たなまちづくりをはじめ、各市町村において地域包括ケアのまちづくりを進めるため

には、地域ごとの医療・福祉資源、社会資源の把握や具体的な進め方等をコーディネートする人材

の確保とそのための体制整備が必要です。 

 

③ 介護人材の確保 

○ 沿岸被災地を中心に介護従事者の確保に厳しい状況が見られますが、介護保険事業（支援）計画

に基づく介護基盤の計画的な整備と着実な推進のためには、何より介護従事者の確保が必要です。 

 

 

【課題への対応】 

① 在宅医療・介護の連携推進 

○ 在宅療養支援病院等を拠点に医師、看護師、薬剤師、ケアマネジャー等の多職種協働による支援

体制を構築する在宅医療連携拠点事業のモデルを全県へ波及するなど、医療と介護の連携による包

括的・継続的なサービスを提供するための基盤整備や安心の医療ネットワークの仕組みづくりを支

援します。 

 

② 市町村による地域包括ケアのまちづくり支援 

○ 医療のネットワーク形成を含め、市町村が主体となった地域包括ケアのまちづくりに取り組む必

要性の理解を図りながら、そのための方向性、方策等を提示するとともに、退院調整や市町村域を

超えた広域的な調整等の市町村の取組を支援します。 

 

○ 地域包括支援センターの機能の充実・強化が図られるよう、県高齢者総合支援センター等の関係

機関と協力しながら、広域的な調整、専門的な支援の充実を図ります。 

また、市町村において、多職種協働による地域ケア会議の開催を通じた地域の医療・保健・福祉

の連携体制や基盤整備の方向性などについて協議・決定しながら、それぞれの市町村の状況に応じ

た地域包括ケアシステムが構築されるよう、支援の充実を図ります。 
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○ 地域の安心の医療を支える訪問看護、訪問・通所リハビリテーションなどの医療系サービスや安

心の生活を支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスの創出と地域密着型サービ

スの整備促進を図ります。 

 

③ 介護人材の確保 

○ 介護サービス基盤の整備に対応した人材の確保が図られるよう、多様な利用者ニーズ等に応えら

れる介護人材の育成を図る介護サービス事業者の経営能力の向上支援、介護の仕事に対する認知度

の向上や魅力発信のための取組など介護職員の定着促進・マッチング等の支援を行います。 

 

 

【地域包括ケアシステムのイメージ図】 
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３ 地域リハビリテーションの推進 

 

【現状と課題】 

 ○ 高齢化が進む中で、脳卒中や急性心筋梗塞患者の予後の改善や社会復帰、高齢者の自立支援等を

一層進めていくに当たり、心身機能や日常生活活動等の向上を図るリハビリテーション※への需要

が高まっています。 

   注）リハビリテーションとは、心身に障がいを持つ人々の全人間的復権を理念として、潜在する能力 を最大限

に発揮させ、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を可能にし、その自立を促す概念です（厚生労働省 

高齢者リハビリテーション研究会）。 

 

○ 本県のリハビリテーションの提供体制は、二次保健医療圏によって資源が偏在しており、限られ

た資源を効果的、効率的に活用するしくみと予防、急性期、回復期、維持期の各段階におけるリハ

ビリテーション関係機関の連携が求められています。 

（図表：リハビリテーション関連施設基準の届出状況） 

回復期リハ 

入院料Ⅰ 
岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

施設数 

（箇所） 
10 6 1 0 1 0 0 1 1 0 

病床数

（床） 
610 381 69 0 41 0 0 76 43 0 

                    ［資料：施設基準の届出状況 東北厚生局 H24.3現在)］ 

 

 （図表：理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の状況）              単位：人 

 岩手県 盛岡 岩手中部 胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

理学療法士 

（PT） 

H22 399.2 

(30.0) 

237.2 

(49.2) 

47.0 

(20.4) 

28.0 

(19.8) 

25.0 

(18.4) 

6.0 

(8.5) 

14.0 

(25.5) 

28.0 

(30.2) 

10.0 

(16.0) 

4.0 

(6.6) 

H17 261.7 153.0 31.0 25.5 14.0 4.0 12.2 14.0 4.0 4.0 

作業療法士 

（OT） 

H22 316.6 

(23.8) 

185.0 

(38.4) 

39.0 

(16.9) 

14.6 

(10.3) 

18.0 

(13.2) 

4.0 

(5.7) 

4.0 

(7.3) 

34.0 

(36.7) 

10.0 

(16.0) 

8.0 

(13.2) 

H17 189.6 117.2 23.4 9.0 11.0 1.0 7.0 10.0 5.0 6.0 

言語聴覚士 

（ST） 

H22 81.2 

(6.1) 

51.0 

(10.6) 

7.2 

(3.1) 

5.0 

(3.5) 

5.0 

(3.7) 

2.0 

(2.8) 

- 

- 

9.0 

(9.7) 

1.0 

(1.6) 

1.0 

(1.7) 

H17 48.5 29.9 3.6 5.0 3.0 1.0 - 4.0 1.0 1.0 

（出典：病院報告、厚生労働省） 

  ※１ 病院勤務者の常勤換算人数 

   ２ 括弧内は、人口 10万人当たりの人数 

 

 

 ○ 維持期のリハビリテーションは、地域リハビリテーション※の範疇であり、具体のサービスにつ

いては入院、入所によるサービス（老人福祉施設等の入所リハビリテーション、医療・介護療養病

棟の入院リハビリテーションなど）と在宅サービス（通所リハビリテーション、訪問リハビリテー

ションなど）により提供されています。 
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注） 地域リハビリテーションとは、障がいのある人や高齢者及びその家族が住み慣れたところで、そこに住む

人々とともに、一生安全に、いきいきとした生活が送れるよう、医療や保健、福祉及び生活にかかわるあらゆ

る人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてをいいます（日本リハビ

リテーション病院・施設協会）。 

 

 （図表：介護保険事業所）                         （単位：箇所） 

種  別 岩手県 盛岡 
岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

訪問看護ステーション 73 28 13 6 11 4 2 5 1 3 

訪問看護（保険医療機関） 317 133 47 32 32 16 15 19 8 15 

訪問リハビリテーション 300 127 49 30 33 14 13 12 6 16 

通所リハビリテーション 102 44 20 13 10 3 3 3 3 3 

介護老人福祉施設 103 29 16 12 14 5 5 8 7 7 

介護老人保健施設 62 20 13 6 8 2 3 3 4 3 

介護療養医療施設 23 14 4 2 2 0 0 0 1 0 

 ［資料：長寿社会課調べ(H24.9.1現在)］ 

 

 ○ 脳卒中等の疾患によりリハビリテーションが必要となった高齢者等に対して、様々な状況に応じ

たリハビリテーションが適切かつ円滑に提供されるよう、高度なリハビリテーション機能を有する

いわてリハビリテーションセンターを岩手県リハビリテーション支援センターとして指定し、県全

体のリハビリテーション実施体制に関する調査研究、医療機関・介護保険事業所及び行政機関に対

する技術的な支援を行っています。 

   また、二次保健医療圏ごとに、地域リハビリテーション広域支援センターを指定し、職員の研修

や専門職員のネットワーク構築、地域包括支援センターや介護事業所への支援、相談対応などの取

組を行っています。 

 

（図表：地域リハビリテーション広域支援センター指定状況 ［H24.11.1現在］） 

圏 域 指 定 機 関 圏 域 指 定 機 関 

盛岡北部 東八幡平病院 気  仙 介護老人保健施設気仙苑 

盛岡南部 南昌病院 釜  石 せいてつ記念病院 

岩手中部 北上済生会病院    宮  古 宮古第一病院 

胆  江 奥州病院 久  慈 県立久慈病院 

両  磐 （震災により休止中） 二  戸 県立二戸病院 

 

○ 各関係機関が個別に有している機能やサービスを総合的に調整、機能化し、地域で暮らす人々が 

  脳卒中など疾病の発生予防から急性期、回復期、維持期とそれぞれのライフステージに対応したリハ

ビリテーションサービスを受けられる体制を構築するとともに、地域リハビリテーションを担い、か

つ、推進するための核となる圏域毎の拠点の整備が求められています。 

 

○ 介護保険によるリハビリテーション提供施設については、医療機関からの退院後の支援機関として

の機能が求められており、その機能の充実に向けた体制整備を図るとともに、それぞれの状態に応じ
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た適切なリハビリテーションを切れ目なく提供することができるよう、医療機関と介護保険施設・居

宅介護サービス事業所の情報共有と連携を促進することが必要です。 

 

 

【課題への対応】 

 ○ 地域におけるリハビリテーション提供体制の整備を推進するため、介護保険事業支援計画と整合

を図りながら、医療機関と介護保険施設等のサービス提供基盤の整備を図るとともに、その機能の

分担と充実を図ります。 

 

 ○ 県地域リハビリテーション支援センター（いわてリハビリテーションセンター）及び各圏域に設

置した地域リハビリテーション広域支援センターとの協働により、医療機関、介護保険施設等に必

要な情報や研修の機会を提供します。 

 

 ○ 地域リハビリテーション体制の構築については、できる限り住み慣れた地域で在宅を基本とした

生活の継続を目指す点において、地域包括ケアシステムの構築と方向性を同じくするものであり、

市町村が主体となった地域包括ケアを推進する中で、地域リハビリテーションを含め、市町村相互

の連絡・調整や退院調整等の取組を支援します。 

 

 ○ 多様化するリハビリテーション需要に対応するため、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の

専門職の確保と資質の向上に取り組みます。 
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（図表：地域リハビリテーションの連携イメージ） 

時
間 

ＡＤＬ 

（日常生活活動） 

発 症 

急性期 

回復期 

いわて 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

急性期病院 

リスク管理の下、発症

後可能な限り早期から

のリハビリテーション

による廃用症候群予防 

回復期病院 

リハビリテーションプ

ログラムに基づく集中

的なリハビリテーショ

ンによる日常生活活動

の回復 

社会参加を目標とした機能訓練、生

活訓練及び職業訓練を一体的に実施 

障害者 

支援施設 

維持期 

住み慣れたところで、そこに住む

人々とともに、いきいきと生活でき

るよう支援 

障害福祉サービス事業者 

就労移行支援、自立支

援、就労継続支援、生

活介護、グループホー

ム、ケアホーム 

介護サービス事業者 

通所介護、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ

ｮﾝ、訪問介護、老人保健

施設、特養ホーム、グル

ープホーム、ケアホーム 

連 携 

１～２週間 １～２か月 永続的 

介護保険 

施設 

連 携 
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（図表：地域リハビリテーションの推進体制イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術的 

支援 
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協力 

岩手県保健福祉部 
岩手県介護予防市町村支援委員会 

岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会 

地域リハビリテーション広域支援センター連絡協議会 等 

 

岩手県リハビリテーション支援センター 
（いわてリハビリテーションセンターを指定） 

広域支援センターへの支援 

地域リハビリテーション資源の調査・研究 

関係団体、医療機関との連絡調整 

地域リハビリテーション広域支援センター（10か所） 
地域におけるリハビリテーション実施機関の支援 

地域リハビリテーション従事者に対する研修 

関係団体等で構成される連絡協議会の設置・運営 

 

 

 

 

               連 携 

地域住民（高齢者等） 
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県 

全 

域 

各 

圏 

域 

高
齢
者
等
の
身
近
な
地
域 

関係機関の支援 
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４ 健康危機管理体制の構築 

 

【現状と課題】 

○ 医薬品、食中毒、感染症、飲料水、その他何らかの原因（事故、テロ、原因不明の場合も含む。）

により生じる健康被害の発生予防及び拡大防止を図り、県民の生命や健康の安全を守るためには、平

時からの備えと発生後の迅速かつ的確な対応が求められます。 

 

○ 本県においては、県民等の被害防止・軽減を図ることを目的として、「岩手県危機管理対応方針」

（平成 12 年２月制定）において危機管理の基本的枠組みを定めており、この枠組みを踏まえ、所管

する健康危機事案の発生に備え、関係者で構成する「健康危機管理会議」を設置するとともに、対応

マニュアル等を整備するなど、健康危機管理体制の構築を図っています。 

 

○ しかし、近年において多様化する健康危機事案に対応するためには、職員の対応能力の向上や、マ

ニュアル等を不断に見直していくなど、より実効性のある健康危機管理体制を構築しておくことが必

要です。 

 

○ また、東日本大震災津波において大きな課題となった避難所等における感染症対策、災害時要援護

者支援などの健康危機管理対策については、健康危機を踏まえた避難所運営マニュアルの作成、感染

制御支援チームの設置、災害時要援護者避難支援プラン（個別計画）の作成など、検証を踏まえた健

康危機管理体制の強化を図っていく必要があります。 

 

 

【課題への対応】 

（マニュアル等の整備） 

○ 健康危機事案に迅速かつ的確に対応するため、各種の健康危機管理事案に関する統一的な対応方針

を準備するとともに、事案ごとに具体的な行動手順等を示したマニュアルや支援対象者リストを平常

時から整備し、健康危機管理体制を確立します。 

 

（健康危機管理に関する研修・訓練の実施） 

○ 健康危機事案の発生時に円滑かつ的確に対応するため、健康危機管理に関する研修を行うとともに、

マニュアル等に則して訓練を実施するなど、健康危機管理に対する職員の意識の醸成と対応能力の向

上を図ります。 

 

（県民等への情報提供） 

○ 平時から、感染症発生動向等の健康危機事案に関する情報を収集し、迅速に分析・評価したうえで、

県民や関係者に的確に情報提供を行い、注意喚起を徹底し、健康危機事案の発生、拡大防止を図りま

す。 

 

（健康危機事案への対応の検証） 

○ 発生した健康危機事案について、その原因を究明するとともに、連絡体制や応急対策の評価、課題

の抽出及び改善策の検討など、健康危機事案への対応についての検証を行い、必要に応じてマニュア
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ル等の見直しを行うなど、健康危機管理体制の一層の充実強化を図ります。 

 

（図表●）健康危機管理に関するマニュアル等 

健康危機管理事案 マニュアル等の名称 所管課 

毒劇物による被害 岩手県毒物・劇物健康危機管理実施要綱 健康国保課 

 毒物・劇物対応マニュアル 健康国保課 

食中毒の発生 岩手県食中毒対策要綱 県民くらしの安全課 

 災害発生時食品衛生確保対策マニュアル 県民くらしの安全課 

感染症の発生 岩手県感染症危機管理要綱 医療推進課 

 岩手県感染症危機管理マニュアル 医療推進課 

 岩手県新型インフルエンザ対策行動計画 医療推進課 

 岩手県新型インフルエンザ対策ガイドライン 医療推進課 

飲料水の汚染 岩手県飲用水健康危機管理実施要領 県民くらしの安全課 

水質汚染 公害防止事務処理要領 

事故時及び水質異常時対策実施細目 
環境保全課 

大気汚染 公害防止事務処理要領 

事故時及び水質異常時対策実施細目 
環境保全課 

 岩手県光化学オキシダント注意報発令時等対策要綱 環境保全課 

 岩手県光化学オキシダント注意報発令時等事務処理

要領 
環境保全課 

災害時の対応 避難所運営マニュアル 保健福祉企画室 

 いわて感染制御支援チーム運営要綱 医療推進課 

 災害時要援護者避難支援プラン（個別計画） 市町村（地域福祉課） 

その他 原因不明の健康危機対応マニュアル  

 食の安全安心関係危機管理対応方針 県民くらしの安全課 
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５ 地域保健・医療に関する調査研究の推進 

 

【現状と課題】 

○ 本県では、公衆衛生の向上及び環境保全の推進を図るため、本県における科学的かつ技術的中核機

関として、平成 13年４月に岩手県環境保健研究センターを設置（平成 13年７月開所）しました。 

 

○ 同センターにおいては、脳卒中などの生活習慣病の予防対策、ノロウイルスなどの感染症・食中毒

対策に関する研究のほか、残留農薬等化学物質の一斉分析法や未規制化学物質の分析法開発及び生態

系への影響等に関することなど、国立の研究機関や国内外の大学、企業や団体等とも連携しながら、

県民の健康増進と本県の環境保全に資する調査研究を行っています。 

 

○ また、平成 15 年から運用を開始した環境保健総合情報システムを活用し、特定健診・特定保健指

導データや人口動態統計データなどの保健医療に関する情報や公共用水域や食品収去に係る測定結

果などの環境生活関連情報の収集・解析を行い、県や市町村の健康課題解決のための取組に必要な情

報を提供しています。 

 

○ 特に近年では、メタボリックシンドロームに焦点を当てた生活習慣病対策や感染症、食中毒等の未

然防止、拡大抑制などの健康危機への対応など、保健所や市町村が県民の健康と安全を確保するため

の施策を科学的根拠に基づいて推進するために必要な調査研究の充実が求められています。 

 

○ また、平成 20 年４月から医療保険者に特定健康診査・特定保健指導の実施が義務づけられたこと

から、健康診査結果や保健指導、医療費等に関するデータの分析及び専門的見地からの事業評価とと

もに、特定保健指導を的確に実施するための医師、保健師、管理栄養士等の人材育成が必要となって

います。 

 

 

【課題への対応】 

○ 岩手県環境保健研究センターにおいて、関係する研究機関や大学等との連絡を強化しながら、健康

課題や健康危機に対応した調査研究を推進するとともに、健康診査や生活習慣等のデータの蓄積及び

分析・評価を行い、医療保険者における特定健康診査・特定保健指導の効果的な実施を支援するため、

環境保健総合情報システムの機能の充実を図ります。 

 

○ また、特定健康診査・特定保健指導に関する基礎研修や技術研修を実施するなど、医師、保健師、

管理栄養士等の専門職員を育成するとともに、特定健康診査・特定保健指導の従事者のさらなる資質

向上を目的としたフォローアップ研修を実施するなど、関係機関を専門的・技術的に支援します。 

 

○ 保健所においては、職員による保健医療分野に関する研究発表や日本公衆衛生学会へ派遣を行うな

ど、地域特性や地域課題を踏まえた健康づくりや地域保健についての調査研究活動を促進し、施策や

業務への反映を図ります。 
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第５章 医療連携体制構築のための県民の参画 
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１ 地域医療を取り巻く現状 

 

○ 全国的に医師不足が問題となっているなか、本県における医師数は全国平均を下回り、医師の地

域偏在や産婦人科医、小児科医等の特定診療科の医師不足など、依然として県内の医療を取り巻く

環境は厳しい状況が続いています。 

 

○ 全国的な傾向として、仕事などの事情により、自身の都合の良い夜間など通常の診療時間外の時

間帯に安易に医療機関に受診する事例があることや、症状の軽重にかかわらず大病院に受診する傾

向があることなどが、勤務医の業務過重や医療機能の役割分担による効率的な医療提供が十分に行

われない要因の一つとして指摘されています。 

 

○ 「医療と健康に関する県民意識調査（平成 22年度）」によると、県民が「大きな病院と診療所（開

業医）との役割分担について知っている」と回答した割合が、47.5％（平成 20 年度）から 50.1％

（平成 22年度）へと微増しているものの、その認知度は半数程度に留まっています。 

 

 

○ 東日本大震災津波（平成 23 年）では、沿岸部の被災地において、多くの医療機関が被災し、現

在でも再建の途上にあるなど、従前からの医師不足に加えて、医療を取り巻く環境が一層厳しさを

増しています。 

 

○ 限られた医療資源を有効かつ効率的に活用し、地域において県民が安心して医療を受けられるよ

うにするためには、診療所や病院などの医療機関の持つ機能をより明確にし、地域の実情に応じて

適切な役割分担と連携による切れ目のない医療を提供する体制の構築が求められています。 

 

○ これまで医療の問題は、主に医療機関や医療従事者など医療提供者からの視点で議論されてきま

したが、それを受ける県民も、地域の健康や医療に関する課題を共有し、自らの健康は自分で守る

ことや、症状や地域の医療機関の役割に応じた受診行動を行うことなど、県民も「医療の担い手」

であるという意識を持って地域医療を支えていくことが必要とされています。 
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２ 県民への連携体制の参画に向けた働きかけ 

（１）県民への啓発 

○ 本県のような厳しい医療環境の中にあり、県民が将来に渡って必要な医療を適切に受けること

ができるようにするためには、県民と保健・医療・介護関係者等が、地域の健康や医療に関する

課題を共有し、それぞれの機能や役割を認識しながら、互いに協力して取り組む必要があります。 

 

○ このような地域の連携体制づくりを推進するため、本県では全国初の試みとして、平成 20 年

から県内の保健・医療分野から産業界、学校関係団体、行政等の団体が参画した「県民みんなで

支える地域医療推進会議（本部長：知事）」を設置し、地域医療を支えるための県民運動を展開

してきたところであり、この取組に賛同する構成団体は、現在 90団体にまで広がっています。 

 

  ○ この運動は、県民一人ひとりが担い手となった地域の医療を支える「県民総参加型」の地域医

療連携体制づくりに向けて、県民への普及啓発活動を進めています。 

 

［地域医療を支える取組のイメージ］ 

 

 

 

（２）これまでの主な取組状況 

○ 「県民みんなで支える地域医療推進会議」は、「みんなの力を医療の力に！」を県民運動のス

ローガンに掲げ、「地域医療シンポジウム」の開催や「医療と健康に関する県民意識調査」の実

施に取り組んで来ました。 
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○ 勤務医の疲弊や医師不足など医療の現状や医療機関の役割に応じた適正な受診等に関する「住

民意識啓発用のリーフレット」等の作成、医師と患者の信頼関係づくりの大切さと地域住民の取

組を紹介するテレビ・新聞等による広報を行うなど、幅広くその啓発に取り組んできました 

 

 

［普及啓発ポスターなどによる啓発］                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○ 各二次保健医療圏においても、地域の実情に応じ地域医療に関する課題等を住民と共有する「圏域

版意識啓発シンポジウム」の開催、圏域「医療連携推進プラン」の周知や適正受診等に関する「意識

啓発リーフレット」の作製、適正受診等に関する地域（出前）講座を実施するなど、きめ細やかな啓

発活動を展開してきました。 

 

○ 地域の医療を支えて行くために、医療現場の実態を伝える情報の発信、今後の地域医療をどうすべ

きかといった問題の提起、自らの健康は自分で守ることや、症状や地域の医療機関の役割に応じた受

診行動を行うことなど、私たち県民へ求められる具体的な行動を促す意識啓発等を県民運動として積

極的に進めてきました。 
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［地域医療シンポジウムの実施状況］ 

 

  

［出前講座等の実施状況］ 

    

 

 

（３）取組の成果等 

  ○ いわゆる「大病院志向」による、患者の大きな病院への集中については、入院や救命を必要と

する重症患者の治療に支障を来すおそれがあります。 

「医療と健康に関する県民意識調査」によると、病気などの際に受診する医療機関を「大きな

病院」とした割合が、53.4％（平成 20年度）から 46.2％（平成 22年度）へと減少しており、県

民の医療に対する意識や受診行動に変化の兆しが見られてきています。 
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○ 各地で地域の医療機関が医師不足の現状や上手な受診の仕方などについて、地域の住民の方々

に説明し、意見交換を行うといった取組が行われてきています。地域の医療を守る住民活動団体

が県内各地で結成され、住民による地域医療を支えるための様々な取組が展開されるなど、その

活動が拡がりを見せてきています。 

              

［住民活動団体の寸劇による、病院の現状と受診の仕方について説明］ 

 

 

 

  ○ 県立病院における救急患者総数のうち、軽症患者（当日帰宅措置とされた患者）が、約 142千

（平成 19年度）から約 121千人（平成 23年度）へと減少するなど、市町村等の広報による啓発

により、夜間休日の救急患者が減少傾向にあります。 

 

○ なお、沿岸地域については、東日本大震災津波で多くの医療機関が被災したことにより、中核

病院で受診する軽症患者が約 37千人（平成 22年度）から約 41千人（平成 23年度）へと増加す

るなどの状況を踏まえ、被災地での啓発については、地域の事情に配慮した取組を進めています。 

 

     

救急患者数 当日帰宅者 割合 救急患者数 当日帰宅者 割合

平成23年度 152,973 120,576 78.8% 50,175 41,344 82.4%

増減（H22-23) 2,052 2,435 0.5% 4,422 4,568 2.0%

平成22年度 150,921 118,141 78.3% 45,753 36,776 80.4%

増減（H21-22) -3,257 -6,799 -2.7% -814 -1,712 -2.3%

平成21年度 154,178 124,940 81.0% 46,567 38,488 82.7%

増減（H20-21) -1,728 -303 0.7% -1,608 -1,124 0.4%

平成20年度 155,906 125,243 80.3% 48,175 39,612 82.2%

増減（H19-20) -17,849 -16,882 -1.5% -5,007 -4,472 -0.7%

173,755 142,125 81.8% 53,182 44,084 82.9%平成19年度

　※「被災地の中核病院」は、県立大船渡、釜石、宮古及び久慈病院の計。

県立病院救急患者総数のうち当日帰宅措置患者の割合　(単位：人)

区　分（運動期間等）
全体 うち被災地の中核病院分

第2期

第1期

 

  

○ 県民運動の取組への評価の一例として、地元医師会の協力や住民による勤務医を支える活動が、

病院勤務医の肉体的・精神的な負担の軽減や活力につながっているとの声も現場から聞かれてい

ます。 

  

○ その一方で、県民生活基本調査結果では、「大きな病院と診療所（開業医）の役割分担」認知

度（役割分担を知っていると回答した者の割合）は半数程度（52.0％）で推移しており（数値は

平成 24年度）、地域医療に対する県民の意識の高まりは途上にあると考えられます。 
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また広域圏毎別では、盛岡市などの県央部（55.8%）が高く、県北や沿岸部で低い傾向となって

おり、さらに年代別では 60代以上（56.4%）が高い一方で、20～30代（38.2％）で低い傾向とな

っていることから、若年層等への一層の浸透を図る必要があります。 

 

３ 地域医療を支える県民の参画や取組の促進 

 

（取組の方向性） 

今後、更なる県民への意識への浸透や参画の促進に向けて、県民に最も身近な市町村や地域住民の

自主的な活動団体などとも連携しながら、県民運動を展開していきます。 

 

県民も医療の担い手であるという認識のもと、「自らの健康は自分で守るとの意識」や「病状や医

療機関の役割分担に応じた受診行動」を喚起することなど、保健医療・産業・学校関係団体及び行政

等の機関が一体となりながら、引き続き、県民一人ひとりが地域の医療を支える「県民総参加型」の

地域医療体制づくりを進めていきます。 

 

○ 県民一人ひとりが地域の医療を担う一員として、まず地域の医療の現状について理解すること、

そして病気の症状や医療機関の役割分担に応じた受診を心掛けることや、生活習慣病の予防や健

康診断の受診など日頃の健康管理などに気配りすることなどを促すための取組が期待されてい

ます。 

 

○ 地域医療を支える県民運動は、地域住民が、自分の健康を守る意識を高め、地域の医療機関に

ついて理解を深めながら症状に応じた正しい病院の利用につなげていくことなど、医療従事者や

住民の双方にとって、非常に大切な取組であると考えられます。 

 

○ なお、沿岸被災地での取組については、特に地域住民の健康維持を最優先としつつ、「県民一人ひと

りの健康が地域医療を支える」といった面から、例えば、自らの健康管理（食生活や適度な運動の実施

など）の徹底、健診の受診奨励、不調を重症化させない適切な受診などの促進や生活習慣病の予防に関

する知識の普及などの啓発活動をより一層図っていくことが必要です。 

 

○ 被災地の医療体制は、現地の方々のたゆまぬ努力はもとより、県内外からの様々な団体からの活動に
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も支えられていたことから、「県民みんなで岩手の地域医療を支える活動」の一環として、他地域との

連携や相互支援の活動などについても、その助長に向けて啓発を図っていくことも大切です。 

        

 

（地域の医療を支える具体的取組） 

主な役割分担 期待される具体的取組の例 

 

 

県民 

・自らの健康管理の実施（食生活や適度な運動の実施など） 

・健康診断の受診 

・生活習慣病の予防に関する理解 

・医療機関への適正な受診、不調を重症化させない適切な受診 

・地域の医療提供体制（病院、診療所等）に関する理解 

・地域の医療を支えようとする取組や健康づくりに関する講演会等への参加 など 

県

民

み

ん

な

で

支

え

る

地

域

医

療

推

進

会

議

構

成

団

体 

共通 ・自らの健康は自分で守るとの意識啓発 

・生活習慣病予防に関する知識の普及 

・かかりつけ医等の普及 

・救急医療等の適正受診に関する啓発 

・地域医療に関する理解の促進 

・会報や広報誌への掲載等による広報活動 

・県や他の構成団体が主催する関連事業への参加及び共催・後援等の協力  など 

産業界 

 

・従業員やその家族、会員等への健康教育の実施 

・従業員やその家族、会員等に対する健診の受診奨励、受診率の向上 

・従業員やその家族、会員等が行う医療や健康づくりに関する活動への支援 

・従業員やその家族、会員等の心の健康づくり支援 

・企業や団体としての保健医療に関する社会貢献活動の推進 など 

学校・教

育機関 

・子どもの頃からの生活習慣病予防等に関する健康教育 

・児童・生徒や保護者、学生に対する地域医療に関する理解の促進や適正受診等に関する意識啓発 

・医療人材の育成 

・遠隔医療等への取組 など 

行政機関 

（県・市

町村） 

・医師確保対策の推進 

・医療連携体制の構築 

・保健・医療・介護（福祉）の連携推進 

・医療に対する県民理解の促進と情報提供の推進 

・県民に対する適正受診等に関する広報･意識啓発事業の実施 

・産業、学校・教育団体等との連携強化及び各種団体の取組みや住民活動の支援 など 
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【数値目標】 
圏域等 

目標名 
全国 岩手県 盛岡 

岩手 

中部 
胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

大きな病院と診療

所の役割分担認知

度(%) 

－ 57.0 - - - - - - - - - 

 52.0 

(H24) 
- - - - - - - - - 

県立病院救急患者

総数のうち当日帰

宅措置患者の割合

(%) 

－ 75.9 - - - - - - - - - 

 78.8 

(H23) 
- - - - - - - - - 

県民みんなで支え

る岩手の地域医療

推進会議構成団体

数 

－ 100 - - - - - - - - - 

 90 

(H24) 
- - - - - - - - - 

備考）上段：目標値、下段：現状値 
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第６章 東日本大震災津波からの復興に向けた取組 
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【現状と課題】 

 （地震及び津波の概要とその被害状況） 

  ○ 平成23年３月11日に発生した三陸沖を震源とする地震は、マグニチュード9.0と国内観測史上

類を見ない規模の大地震で、その地震に伴う巨大津波、さらにその後断続的に発生した余震は、

本県各地に深刻な被害を与えました。 

   表 ○○ 

項  目 東北地方太平洋沖地震 宮城県沖を震源とする地震(最大余震) 

発生日時 平成23年３月11日(金)14時46分頃 平成23年４月７日(木)23時32分頃 

震央地名 三陸沖 宮城県沖 

震源の緯度､経度､深さ 北緯38°06.2′東経142°51.6′24km 北緯38°12.2′東経141°55.2′66km 

規模（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ） 9.0（ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ） 7.1（暫定値） 

本県の最大震度 震度６弱：大船渡市、釜石市、滝沢村、矢

巾町、花巻市、一関市、奥州市、藤沢町 

震度６弱：大船渡市、釜石市、矢巾町、一

関市、平泉町、奥州市 

津波の高さ 宮 古 11日15時26分 8.5ｍ以上 

釜 石 11日15時21分 4.2ｍ以上 

大船渡 11日15時18分 8.0ｍ以上 

久慈港 8.6ｍ推定 

－ 

    出典： 岩手県東日本大震災津波復興計画 復興基本計画（データは平成23年７月25日現在のもの。）気象庁発

表資料等を基に、岩手県災害対策本部及び岩手県復興局でまとめたもの 

  ○ この震災による県内の死者・行方不明者は5,875人（平成24年10月10日現在）となっており、

本県の人口の0.4％、沿岸地域の人口の2.1％に及びます。また、家屋被害は、全壊・半壊が24,236

棟（平成24年10月10日現在）に上り、そのほとんどが津波による被害であり、浸水地域の人口は

約８万８千人で、被災市町村の全人口の約３割を占めているところとなっています。 

 

  ○ 沿岸地域では、壊滅的な被害を受け集落・都市機能をほとんど喪失した地域、臨海都市の市街

地を中心に被災した後背地の市街地は残存している地域など、市町村や地域によって被害の状況

は大きく異なり、また、内陸地域においても、人的被害や家屋、産業、公共土木等に被害が発生

しました。 

 

  ○ また、ライフラインの被害は、県災害対策本部が把握している最大値で見ると、全県で停電が

約76万戸、ガス供給停止が約9.4千戸、断水が約18万戸、電話不通回線が約６万６千回線となり、

長期・大規模な停電等とガソリン等の燃料不足は、食料、医薬品等の必要物資の物流や県民の日

常生活に大きな支障を来しました。 

 

 （医療提供施設の被害・医療従事者の被災の状況） 

  ○ 医療提供施設にでは、本県全体で病院63施設、診療所150施設、歯科診療所141施設、薬局64施

設が被害を受け、本県の病院、診療所、歯科診療所、薬局全体（2,037施設）の20.5％に及び、

特に沿岸部では被災した施設が52.9％に上り、陸前高田市、大槌町及び山田町では、市・町内の

医療施設のほとんど全てが全壊したほか、気仙、釜石及び宮古、それぞれの保健医療圏の地域病

院としての役割を担う高田、大槌及び山田の３つの県立病院が全壊するなど、甚大な被害を受け

ました。 
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  ○ 医療従事者の死亡・行方不明も多数に上り、家族や自宅等に被害が及んだ医療従事者も数多く

あり、物的・人的両面において地域の医療提供体制は甚大な被害を受けました。 

 

  ＜医療提供施設〔沿岸〕の被災・復旧状況（平成24年８月31日現在）＞ 

種別 
既存数 

（震災前） 
被災 

継続・再開 
新設 

提供施設数※ 

自院 仮設 （仮設除） （仮設含） 

病院 19 13 10 3 0 84.2 100.0 

診療所 112 54 30 12 0 78.6 89.3 

歯科診療所 109 60 26 21 0 68.8 88.1 

薬局 100 53 33 2 0 80.0 82.0 

計 340 180 99 38 0 76.2 87.4 

    ※ 提供施設数は、震災前の病院等仮設数（既存数）と比較しての継続・再開及び新設の状況 

      提供施設数(仮設除）＝｛既存数－被災＋継続・再開（自院）＋新設｝／既存数 

      提供施設数(仮設含）＝｛既存数－被災＋継続・再開（自院・仮設）＋新設｝／既存数 

  

 （被災地の医療提供体制の再建に向けた課題） 

  ○ 限りある医療資源を有効に活用し、特殊な医療需要や高度かつ専門的な保健サービスなどを除

いては、可能な限り二次保健医療圏で完結できる医療を目指して、中核病院と地域病院・診療所

の役割分担と連携によって、地域における医療提供体制を確立していく必要があります。 

 

  ○ このような中、震災からの復興に向けて、被災した医療機関について、どこに、どのような機

能（診療科や病床、救急医療、介護との連携等）を整備するかは、人口動態や患者受療行動、設

置されている医療機関の状況、高台移転など新たなまちづくりとの連動などを考慮しながら、地

域の実情に応じて検討していくことが必要です。 

 

  ○ 当該地域の医療機関等に求められる役割分担を基本として、地域におけるまちづくり計画と住

民のニーズに対応し、高台安全であること等の立地条件や通院等のための交通手段の整備、関係

施設・行政機能との連携を十分に考慮した施設等の基盤整備を図る必要があります。また、基幹

災害拠点病院の機能強化や災害時連携体制の充実等の全県的な取組を進めることが重要です。 

 

 （ＩＣＴを活用したネットワークの再構築に向けた課題） 

  ○ 限りある医療資源を有効に活用し、地域連携型の医療を進めて行く上では、遠隔医療の導入等

ＩＣＴの活用効果が大きく期待されます。このため、地域において電子化された医療・健康情報

の共有等のための整備を進めていくことや、大学病院等と連携した遠隔医療の導入に向けた取組

を推進することが求められます。 

 

  ○ また、被災に伴う仮設住宅での生活等の環境の変化や外出機会の減少などによる高齢者の生活

不活発病の増加や慢性疾患の重症化、さらに要介護高齢者の増加が懸念されており、日常生活に

おける疾病管理や健康づくりと医療との連携による取組を進めていく必要があります。 

 

  ○ 沿岸被災地の限られた医療資源を有効に活用するため、ＩＣＴの積極的な活用により、医療・
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健康情報の共有基盤の整備を図り、医療機関相互、医療と介護・健康づくりの連携体制づくりを

進めていく必要があります。 

 

 （地域包括ケアシステムの構築に向けた課題） 

  ○ 高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、被災地における新たなまちづく

りにおいては医療・介護・福祉の包括的・継続的な提供が行われる地域包括ケアの観点を取り入

れながら推進していく必要があります。 

 

  ○ 特に、高齢者の日常生活圏域において、訪問診療や緊急往診、薬局による薬剤管理指導、居宅

での介護や看護など、多職種で高齢者を支える在宅医療・介護の連携体制の構築が重要であり、

そのためには、在宅医療に関わる医療人材や介護職員の確保とこれら従事者の専門性の向上に取

り組む必要があります。 

 

 （こころのケアの推進に関する課題） 

○ 地域の復興と生活の回復に至るまでの間、メンタルヘルスの不調を訴える住民が継続的に現わ

れることが想定されることから、中長期的に「こころのケア」の取り組みを継続していく必要が

あります。 

 

  ○ 喪失体験、恐怖体験、生活環境の変化などが、子どものこころに影響を及ぼすことが懸念され

ていることから、子どものこころのケアの取組を継続していく必要があります。 

 

 

【課題への対応】 

 （被災地の医療提供体制の再建に向けた取組） 

  ○ 沿岸被災地におけるプライマリケア体制の早期の回復を図るため、地域のまちづくり構想や圏

域での意見を踏まえ公的医療機関の再建を図るとともに、民間立診療所等の再建を支援すること

により、その廃業を防ぎ「かかりつけ医・歯科医・薬局」体制の再建を推進します。 

 

  ○ そのため、被災地の保健所が中心となって、二次保健医療圏ごとに、医療資源の有効活用や機

能の分担・連携等に関する検討を医療関係者等と進めるとともに、地域医療再生等臨時特例基金

等を活用して施設の移転整備等に対する財政支援を行います。 

 

 （ＩＣＴを活用したネットワークの再構築に向けた取組） 

  ○ 岩手医科大学附属病院と被災地の地域中核病院等との間における診療情報連携システムを構

築し、診療情報の共有基盤の強化を図ります。 

 

  ○ 平成21年度地域医療再生計画に基づき導入を図ることとしている釜石保健医療圏内の医療機

関、福祉施設等の診療情報等共有システムの構築をはじめ、各圏域内における取組を支援します。 

 

 （地域包括ケアシステムの構築に向けた支援） 

  ○ 被災地における新たなまちづくりにおいて、市町村が主体となった医療・介護・福祉の包括的・
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継続的な提供が行われる地域包括ケアのまちづくりが進むよう、取組の方向性等を提示するとと

もに、日常的な医療の確保、広域的な調整等を図り市町村の取組を支援します。 

 

  ○ 地域包括支援センターの相談支援体制の充実とコーディネート機能の強化、地域課題に対応し

た課題解決に向けたしくみづくりを促進します。 

 

  ○ サービス基盤整備に対応した介護人材の確保と多様な利用者ニーズ等に対応した介護人材 

の育成のため、介護職員の離職防止に向けたキャリア形成と職場環境改善のための支援を行いま

す。 

 

 （被災地におけるこころのケアの推進に関する取組） 

  ○ 「岩手県こころのケアセンター」（岩手医科大学内）や「地域こころのケアセンター」（沿岸

４地域の県合同庁舎内）に専門職を配置し、保健所や市町村との連携のもと、相談や訪問、健康

教育などによるこころのケアの取組を行います。 

 

  ○ また、沿岸３地区（宮古、釜石、気仙）の「子どものこころのケアセンター」において、児童

精神科医等による診療・相談を行うほか、児童相談所による巡回相談等の取組を継続して行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域医療再生基金を活用した被災地の医療提供体制の再建に係る取組】 

 ○岩手県地域医療再生計画 

  （平成23年度（平成22年度からの繰越分）地域医療再生等臨時特例基金を活用した取組） 

  １ 仮設診療所等の整備（7.0億円） 

    病院３か所、医科16か所、歯科14か所 

  ２ 被災医療提供施設の診療機能回復・早期の移転整備等の支援（23.8億円） 

    診療機能回復：病院35か所、診療所124か所、歯科診療所126か所 

    早期移転整備等：診療所２か所、歯科診療所６か所 

  ３ 市町村が行う保健医療施設の整備に係る支援（4.6億円） 

    沿岸地域３施設 

  ４ 沿岸被災地における人工腎臓装置及び自家発電設備整備の支援（4.8億円） 

    人工腎臓装置整備：病院４か所（12台）、診療所４か所（51台） 

    自家発電設備整備：19病院 

  ５ 薬剤師、看護職員等の人材確保（8.6億円） 

 

 ○岩手県医療の復興計画 

  （平成23年度地域医療再生等臨時特例基金を活用した取組） 

  １ 被災した医療提供施設（公的医療機関・民間診療所等）の再建・医療連携の推進等（131億円） 

  ２ ＩＣＴを活用した診療連携（20億円） 

    仮設診療所への遠隔診療支援 

    地域における医療・健康情報共有の基盤整備 

    全県的な医療情報共有等システムの強化 

  ３ 被災地における医療人材の確保・育成（4.2億円） 

    看護師養成所の教育環境整備 

  ４ 圏域を越えた災害時支援体制の強化（21億円） 

    災害時地域医療支援、災害時医療教育の拠点整備 

    災害拠点病院における非常用設備の充実 

    医療関係団体における災害医療救護体制等の充実強化 

 
 この計画の構成事業の実施については、圏域における具体化に向けた検討を踏まえながら、国等と協議

のうえ、必要に応じて見直すこともあり、最終的には、予算編成及び議会の審議を経て決定されることと

なります。事業費については、あくまで概算額であり、今後、詳細な設計等を踏まえて確定していくこと

となります。 



220 

 

 



221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 計画の推進と評価 
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１ 計画の推進 

 ○ 本計画の推進に当たっては、県、市町村をはじめとして、県民や事業者等の多様な主体による一

体となった取組みが必要です。このため、岩手県医療審議会等の場を通じて、県民の意向を反映さ

せるとともに、関係行政機関、保健・医療・介護（福祉）関係団体等と連携を図りながら施策を推

進します。 

  

○ また、本計画は、県民だれもが、地域社会の中で、安心して、保健・医療・介護（福祉）のサー

ビスが受けられる体制の確保を図る視点で策定していることから、健康いわて 21 プラン、いわて

いきいきプラン 2014など関係する計画と調和を保ちながら関連施策を総合的に推進します。 

  

○ 施策を着実に推進するため、あらかじめ数値目標を設定し、いわゆる“ＰＤＣＡサイクル” （目

標（Plan）－実施（Do）－評価（Check）－改善（Action））を取り入れながら、計画の進行管理

を行います。 

 

 

２ 数値目標の設定 

 ○ 本計画の各項目で設定した数値目標は次のとおりです。 

 

数値目標一覧（再掲） 

  ・ ■■に関する目標 

 

    [目標設定の考え方] 

 

 

  ・ ■■に関する目標 

 

    [目標設定の考え方] 

 

  

  ・ ■■に関する目標 

 

    [目標設定の考え方] 

 

 

３ 評価及び見直し 

 ○ 本計画の進捗状況については、県の政策評価の取組と連動して、数値目標の達成状況、施策の取

組結果など、岩手県医療審議会において、毎年度、評価・検証を行います。 

 

 ○ また、併せて、各保健医療圏においては、毎年度、各保健医療圏（保健所）に設置する保健所運

営協議会や圏域医療連携会議等の場において、地域で情報を共有しながら、評価・検証を行います。 

 

○ 各項で記載した数値目標の設定の考え方につい

て、今後さらに精査したうえで、記載するもの。 
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 ○ 全県及び保健医療圏における評価・検証の結果は、本計画の推進に反映します。 

 

 

４ 進捗状況及び評価結果の公表 

 ○ 本計画の進捗状況及び評価結果については、県のホームページ等において公表します。 
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［ 地 域 編 ］ 

（地域における施策の方向） 

 

○ 本編は、各圏域における圏域連携会議等の議論を踏まえ、最終案までに盛り

込むこととしているものです。 

 

 現在、岩手県医療審議会医療計画部会による議論と併行して、圏域連携会議 

 等において、各圏域の現状、課題及び今後の取組について議論を進めていま 

 す。 
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第●節 ●●保健医療圏 

１ 圏域の現状 

（１）人口、医療資源等 

【保健医療圏の位置】 構  成 

市 町 村 

●●市、●●町、●●村 

面  積 ●,●●●km2 

人  口 ●●●人 

 年齢３区分別人口 

  0～14歳 ●●●人（●.●％） ［●.●％］ 

 15～64歳 ●●●人（●.●％） ［●.●％］ 

 65歳～  ●●●人（●.●％） ［●.●％］ 

人口密度 ●●.●人／km2  ［●●.●人／km2］ 

１世帯当たり人口 ●.●●人 ［●.●●人］ 

人口動態 出生率（人口千対）   ●.● ［●.●］ 

死亡率（人口千対）   ●.● ［●.●］ 

乳児死亡率（出生千対） ●.● ［●.●］ 

死産率（出産千対）   ●.● ［●.●］ 

受療動向 入院完結率 ●●.●％ ［●●.●％］ 

外来完結率 ●●.●％ ［●●.●％］ 

医療資源 

（人口 10万対） 施
設
数 

病院   ●（●.●［●.●］）  

診療所  ●（●.●［●.●］） 

歯科診療所●（●.●［●.●］） 

薬局   ●（●.●［●.●］） 

病
床
数 

一般病床 ●床（●.●［●.●］） 

療養病床 ●床（●.●［●.●］） 

精神病床 ●床（●.●［●.●］） 

感染症病床●床（●.●［●.●］） 

結核病床 ●床（●.●［●.●］） 

医療従事者 

（人口 10万対） 

医師●人（●.●［●.●］） 歯科医師●人（●.●［●.●］） 薬剤師●人（●.●［●.●］） 

医療施設 

利用状況 

病床利用率 ：一般病床●●.●％［●●.●％］、療養病床●●.●％［●●.●％］ 

平均在院日数：一般病床●●.●日［●●.●日］、療養病床●●.●日［●●.●日］ 

備考）［ ］内は岩手県の数値。 

（２）病院等の主な医療機能（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病） 

施設名称 

 

※●は公立病院 

がん 脳卒中 急性心筋梗塞 糖尿病 

予 

防 
がん治療 在

宅 

予 

防 

急 

性 

期 

回 

復 

期 

維 

持 

期 

予 

防 
急性期 回 

復 

期 

維 

持 

期 

初 

期 

・ 

安 

定 

期 

治 

療 

専 

門 

治 

療 

急 

性 

合 

併 

症 

治 

療 

慢性合併症 

Ａ Ｂ Ｃ Ｐ 

Ｃ 

Ｉ 

内 

科 

的 

治 

療 

糖

尿

病

網

膜

症 

糖 

尿 

病 

腎 

症 

糖 

尿 

病 

神 

経 

障 

害 

●○○県立○○病院 ○    ○ ○ ○ ○        ○ ○ ○ ○ ○ 

○○病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○        ○   ○ ○ 

・・・ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

・・・ ○   ○ ○    ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

・・・ ○   ○ ○ ○ ○   ○     ○ ○    ○ 

・・・ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○     ○ ○    ○ 

・・・ ○ ○        ○     ○ ○    ○ 

・・・ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

診療所数 10 5 2 3 4 8 6 7 2 1 0 3 5 7 12 2 0 0 5 7 
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２ 主な施策 

（１）医療連携体制の構築 

【課題】 

○・・・（がん） 

○・・・（在宅医療） 

○・・・（●●●） 

 

【主な取組】 

○・・・（がん） 

○・・・（在宅医療） 

○・・・（●●●） 

 

 

（２）●●の推進 

【課題】 

○・・・ 

○・・・ 

○・・・ 

 

【主な取組】 

○・・・ 

○・・・ 

○・・・ 

 

 

（３）・・・ 

【課題】 

○・・・ 

○・・・ 

○・・・ 

 

【主な取組】 

○・・・ 

○・・・ 

○・・・ 

 

 


